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５２ 九州・山口９県災害時応援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及 び山口県（以下「九州・山

口９県」という。）並びに国内において、災害等が発生し、被災県独自では十分に災害等の応急対応や災害等からの復旧・復

興に関する対策が実施できない場合において、九州・山口９県が効率的かつ効果的に被災県への応援を行うために必要な事項

について定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、「災害等」とは次に掲げる事象をいう。 

一 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第一号に規定する災害 

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第６条第１項に規定する感染症

のうち広域的な対応を必要とするもの。 

 

（支援対策本部の設置） 

第３条 本協定の円滑な運用を図るため、九州地方知事会に九州･山口９県被災地支援対策本部（以下「支援対策本部」とい

う。）を置き、事務局は九州地方知事会会長県に置くものとする。 

 

（支援対策本部の組織） 

第４条 支援対策本部は、本部長、本部事務局長、本部事務局次長及び本部事務局員をもって組織する。 

２ 本部長は、九州地方知事会長をもって充てる。 

３ 本部長は、支援対策本部を統括し、これを代表する。 

４ 本部長は、必要に応じ九州･山口９県の知事に対して本部事務局員となる職員の派遣を求め ることができる。 

５ 本部事務局の組織については、別に定めるものとする。 

６ 九州・山口９県は、支援対策本部との連絡調整のための総合連絡担当部局並びに第６条第一号イからトまで並びに第二号

イ及びロに規定する応援の種類ごとの担当部局をあらかじめ定めるものとする。 

 

（本部長の職務の代行） 

第５条 本部長が被災等により職務を遂行できないときは、九州地方知事会副会長が本部長の職務を代行する。 

２ 本部長及び九州地方知事会副会長が被災等により職務を遂行できないときは、その他の知事 が協議の上、本部長の職務

を代行する知事を決定するものとする。 

３ 前２項及び５項の規定により本部長の職務が代行される場合は、前条第１項の規定にかかわらず、本部、事務局は職務を

代行する知事の指定する職員をもって組織する。 

 

（応援の種類） 

第６条 応援の種類は、次のとおりとする。 

一 第２条第一号に規定する事象に係るもの 

  イ 職員の派遣 

  ロ 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

  ハ 避難施設及び住宅の提供 

  ニ 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

  ホ 医療支援 

   ヘ 物資集積拠点の確保 

   ト 災害廃棄物の処理支援 

  チ その他応援のため必要な事項 

二 第２条第二号に規定する事象に係るもの 

  イ 検体検査 

  ロ マスク、防護服等の医療資機材の提供 

  ハ その他応援のため必要な事項 

 

（応援要請の手続） 
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第７条 応援を受けようとする被災県は、災害等の状況、応援を要請する地域及び必要とする応援の内容を明らかにして、本

部長に応援を要請するものとする。 

２ 本部長は、災害等の実態に照らし、被災県からの速やかな応援の要請（以下「応援地域」という。）が困難と見込まれる

とき は、前項の規定による要請を待たないで、必要な応援を行うことができるものとする。この場合には、前項の規定によ

る要請があったものとみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被災県は、隣接県等に個別に応援を要請することができる。 

４ 第１項及び第２項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、前条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定す

る応援の種類ごとに別に定める。 

 

（応援の実施） 

第８条 本部長は、前条第１項により応援要請があった場合又は前条第２項の規定により必要な応援を行う場合は、被災県以

外の九州・山口各県に対し、応援する地域の割当て又は応援内容の調整を行うものとする。 

２ 応援地域を割り当てられた県（以下「応援担当県」という。）は、当該地域において応援す べき内容を調査し、必要な

応援を実施するものとする。ただし、第２条第２号に係る応援については、この限りではない。 

３ 応援担当県は、応援地域への応援の状況を本部長に随時報告するものとし、本部長は報告に 基づき、各応援担当県間の

応援内容の調整を行うものとする。 

４ 第１項の規定による応援地域の割当ては、各県が行う自主的な応援を妨げるものではない。 

５ 前条第３項の規定による個別の応援を実施する各県は、第６５条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応

援の種類ごとに応援を実施するものとし、応援の状況を本部長に随時報告するものとする。 

 

（他の圏域の災害への対応） 

第９条 全国知事会及び他のブロック知事会等に属する被災県からの応援要請については、支援対策本部において総合調整を

行う。 

 

（経費の負担） 

第１０条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた被災県の負担とする。 

２ 応援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災県から要請があった場合には、応援担

当県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

 

（平常時の事務） 

第１１条 支援対策本部は、他の条項において定めるもののほか、次の各号に掲げる事務を行う。 

 一 各県における関係部局の連絡先、応援能力等応援要請時に必要となる資料をとりまとめて  保管するとともに、各県

からの連絡により、それらを更新し、各県へ提供すること。 

 二 各県間の会合の開催等により、情報及び資料の交換等を主宰すること。 

 三 情報伝達訓練等防災訓練の実施に関すること。 

 四 他の広域防災応援協定の幹事県等との情報交換等を行うこと。 

 五 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務に関すること。 

２ 各県の担当部局は、年１回、応援の実施のため必要な事項を相互に確認し、各県内の関係機 関に必要な情報を提供する

ものとする。 

 

（補則） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協議して定める。 

２ この協定は、各県が個別に締結する災害、感染症等に係る相互応援協定を妨げるものではない。 

 

 附則  

 １ この協定は、平成２３年１０月３１日から適用する。 

 ２ 九州･山口９県災害時相互応援協定は、廃止する。 

 ３  九州･山口９県被災地支援対策本部設置要領は、廃止する。 

 

  附則 

  １ この協定は、平成２９年１０月３１日から適用する。 
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 ２ 平成２３年１０月３１日に締結された協定は、廃止する。 

 

附則 

  １ この協定は、令和２年４月２４から適用する。 

２ 平成２９年１０月３１日に締結された協定は、廃止する。 

 この協定の締結を証するため、各県知事記名押印のうえ、各１通を保管する。 

 

  令和２年４月２４日 

 

福岡県知事 小 川  洋         宮崎県知事 河 野 俊 嗣 

佐賀県知事 山 口 義 祥        鹿児島県知事 三反園  訓 

長崎県知事 中 村 法 道        沖縄県知事 玉 城 デニー 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫        山口県知事 村 岡 嗣 政 

大分県知事 広 瀬 勝 貞 
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九州・山口９県災害時応援協定実施要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、九州・山口９県災害時応援協定（以下「協定」という。）の実施に必要な総括的事項を定めるものとす

る。 

（支援対策本部事務局の組織及び業務） 

第２条 協定第３条第５項の規定に基づき定める支援対策本部事務局の組織は次のとおりとする。 

 一 本部事務局長は、九州地方知事会事務局長をもって充てる。 

 二 本部事務局次長は、九州地方知事会会長県審議監（総務、防災担当）をもって充てる。 

 三 本部事務局員は、九州地方知事会事務局職員並びに九州地方知事会会長県の防災担当課等職員及び必要に応じて協定第

１条に規定する九州・山口９県（被災県以外の県とする。）から派遣される職員をもって充てる。 

２ 事務局の業務は、協定第１０条第１項に定める事務のほか、次のとおりとする。 

 一 支援対策本部の庶務に関すること。 

 二 被災情報の収集と各県への提供に関すること。 

 三 応援担当県の割当てに関すること。 

 四 応援情報の集約及び各県の応援調整に係ること。 

 五 全国知事会、他のブロック知事会等との調整に関すること。 

 六 広報に関すること。 

 七 その他応援に必要な業務に関すること。 

３ 協定第４条により、本部長の職務の代行がなされた場合の事務局は、職務を代行する知事が別に定めるものとする。 

（各県の総合連絡担当部局） 

第３条 協定第３条第６項の規定に基づき定める支援対策本部との連絡調整のための各県の総合連絡担当部局は別表のとお

りとする。 

（応援要請に係る手続等） 

第４条 協定第６条各項（第２項を除く。）の規定に基づく応援の要請は、原則として各県の総合連絡担当部局を通じて、文

書により行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがない場合は、電話等により要請を行い、後日文書を速やか

に提出するものとする。 

２ 被災県は、協定第５条第６号に規定する事項について応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかに

して要請を行うものとする。 

 一 協定第５条第２号から第５号までの応援以外に係る物資の提供、資機材の貸与等（以下「その他の物的応援」という。）

を要請しようとする場合にあっては、応援を要請する地域、必要とする物資、資機材等の種類、数量、搬入時期、場所及

び輸送手段 

 二 その他の物的応援以外の応援を要請しようとする場合にあっては、応援を要請する地域及び必要とする応援の具体的内

容 

（応援地域の割当て） 

第５条 協定第７条第１項の規定により応援県を割り当てる場合は、各県に対し応援の意向を聴取するものとする。 

２ 支援対策本部は、各県の意向を踏まえて応援地域の割当てを行い、その結果を応援地域を割り当てられた県（以下「応援

担当県」という。）及びそれ以外の県に対し通知するものとする。 

３ 応援の相手方は被災県とし、応援地域は、当該被災県の全域又は市町村ブロック圏域を対象とする。 

４ 協定第７条第１項による応援内容の調整を行うときは、被災県からの応援要請の内容を速やかに被災県以外の九州・山口

各県に通報し、実施しようとする応援内容をとりまとめ、被災県に通知するものとする。 

（応援担当県等による応援） 

第６条 応援担当県は、割り当てられた応援担当地域の応援すべき内容を把握し、基本的に応援担当県で完結して応援を実施

する。 

２ 前項の規定による応援実施のため、応援担当県は、応援地域に連絡員の派遣、現地応援事務所の設置等を行い、応援すべ

き内容の把握に努めるものとする。 

３ 応援担当県の応援及び協定第７条第５項の規定による応援の実施は、別に定める応援種類ごとの実施細目によるものとす

る。 
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４ 応援担当県は、自ら完結して応援を行えない場合は、支援対策本部に対し応援内容の調整を依頼することができる。 

（経費の負担基準） 

第７条 協定第９条第１項の規定に基づき応援を受けた県が負担すべき経費の基準は、次の各号に定めるところによる。 

 一 職員の派遣に係る次の経費 

  ア 応援をした県が定める規定により算定した応援に係る職員の旅費の額及び諸手当の額 

  イ その他応援を受けた県と応援をした県が協議して定めた経費 

 二 提供を受けた物資の購入費及び輸送費 

三 貸与を受けた資機材の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

 四 提供を受けた施設の借上料（被災者が負担すべきものを除く。） 

 五 前各号に係る応援以外の応援を受けた場合にあっては、当該応援に要した経費 

２ 協定第９条第２項の規定に基づき応援をした県が応援に要した経費を一時繰替支弁した場合は、前項の基準により算定し

た額を応援を受けた県に請求するものとする。この場合において、両県が前項の基準により難いと認めるときは、別に協議

の上前項の基準によることなく負担関係を定めることができる。 

（職員の公務災害補償） 

第８条 応援した県の職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合における

公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第１２１号）の定めるところによるものとする。 

 

 附則 

  １ この要領は、平成２３年１０月３１日から施行する。 

  ２ 九州・山口９県災害時相互応援協定運営要領は、廃止する。 

 

 別表第 各県の総合連絡担当部局 

 福  岡  県  総務部防災危機管理局  防 災 企 画 課 

 佐  賀  県  統 括 本 部  消 防 防 災 課 

 長  崎  県  危 機 管 理 監  危 機 管 理 課 

 熊  本  県  知 事 公 室  危 機 管 理 防 災 課 

 大  分  県  生 活 環 境 部  防 災 対 策 室 

 宮  崎  県  総 務 部 危 機 管 理 局  危 機 管 理 課 

  鹿 児 島 県  危 機 管 理 局  危 機 管 理 防 災 課 

  沖  縄  県  知 事 公 室  防 災 危 機 管 理 課 

  山  口  県  総 務 部  防 災 危 機 管 理 課 
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九州・山口災害時応援の職員派遣に関する実施細目 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、「九州・山口９県災害時応援協定」(以下「協定」という。) 第６条第４項の規定に基づき、協定第

５条第一号の「職員の派遣」に関し必要な事項を定めるものとする。 

（担当部局） 

第２条 協定第３条第６項に基づき定める各県の担当部局は、別表第１のとおりとする。 

（派遣の形態） 

第３条 派遣の形態は、公務出張とし、その期間は最長１月程度とする。 

（応援要請） 

第４条 被災県は、協定第６条第１項に基づき応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うも

のとする。 

 一 業務内容 

 二 職員の種類及び人数 

 三 派遣場所 

 四 派遣期間 

（資料交換） 

第５条 各県は、災害対策基本法第３３条により内閣総理大臣に提出する資料を相互に交換するものとする。 

    なお、その内容は、昭和３８年４月２０日総審第７５号総理府総務副長官通達によるものとする。 

（その他） 

第６条 この実施細目に定めのない事項については、各県が協議して定めるものとする。 

 

附則 

  この実施細目は、平成２３年１０月３１日から施行する。 

 

別表第１ 担当部局 

福 岡 県            総 務 部 人 事 課 

佐 賀 県            経 営 支 援 本 部 職 員 課 

長 崎 県            総 務 部 人 事 課 

熊 本 県            総 務 部 人 事 課 

大 分 県            総 務 部 人 事 課 

宮 崎 県            総 務 部 人 事 課 

鹿 児 島 県            総 務 部 人 事 課 

沖 縄 県            総 務 部 人 事 課 

山 口 県            総 務 部 人 事 課 
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九州・山口９県災害時応援協定に基づく飲料水の提供に係る応援に関する実施細目 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、九州・山口９県災害時応援協定（以下「協定」という。）第５条第二号に規定する「飲料水の提供」

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 被災県に対する応援の内容は、次のとおりとする。 

（１）職員の派遣 

（２）被災状況の情報収集 

（３）応援給水のための連絡調整 

（４）応急復旧のための連絡調整 

（５）厚生労働省、日本水道協会等の関係機関との連絡調整 

（６）給水に係る衛生措置等の指導 

（７）その他飲料水の提供に関し必要な事項 

（連絡担当部局） 

第３条 協定第３条に基づく担当部局（以下「連絡担当部局」という。）は、別表１のとおりとする。 

（応援要請手続等） 

第４条 協定第６条第１項の規定による要請を受けた九州・山口９県被災地支援対策本部事務局を置く県（以下「会長県」と

いう。）の連絡担当部局は、その旨を各県の連絡担当部局に連絡するものとする。 

２ 会長県は、この実施細目の実施について、必要に応じ、各県に対し応援の要請ができるものとする。 

（応援対策本部の設置） 

第５条 会長県は、必要に応じて、被災県に隣接する県等の協力を得て、被災地又は被災地に隣接する市町村等に応援対策本

部を設置するものとする。 

２ 会長県は、前項の規定により応援対策本部を設置した場合には、速やかに各県の連絡担当部局に連絡するものとする。 

３ 応援対策本部は、第２条に定める応援の総合調整を業務とし、その遂行に当たっては被災県との連携の下に行うものとする。 

４ 応援対策本部の業務の指揮は、会長県が行い、当該業務の役割分担については、会長県の定めるところによる。 

（応援職員等） 

第６条 会長県は、応援に必要な職員について、あらかじめ各県と協議するものとする。 

２ 各県は、速やかに応援を行うために、あらかじめ応援体制を検討しておくとともに、別表第２に掲げる応援資機材等につ

いて、必要に応じ、応援職員に携行させるものとする。 

（応援期間） 

第７条 会長県は、各県が行う応援の期間について、被災県と協議の上、定めるものとする。 

（応援能力の報告） 

第８条 各県は、応援可能資機材等について、年度末現在の保有状況等を別記様式により調査し、翌年度の５月末までに会長

県に報告するものとする。 

（水道事業者等への協力依頼） 

第９条 各県は、災害発生時において、速やかに応援ができるよう水道事業者等と事前に応援体制について協議しておくもの

とする。 

２ 各県は、必要に応じて、水道事業者等に応援を依頼するものとする。 

（情報の収集） 

第１０条 各県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次の事項について、情報を収集するものとする。 

（１）連絡担当部局の連絡体制 

（２）災害時における応援可能な資機材の整備 

（３）水道事業者等に対する緊急時連絡体制 

（４）応援対策本部設置時における携帯機器等の整備 

（５）給水拠点（水道地図等）の情報 

（６）その他必要と認められる情報 

２ 各県は、前項第５号に規定する事項を把握したときは、当該事項を記載した図面等を会長県及び副会長県に提出するもの
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とする。当該事項に変更を生じたときも同様とする。 

（会議の開催） 

第１１条 会長県は、この実施細目における内容確認及び意見交換のため、必要があるときは、各県の連絡担当部局の会議を

開催するものとする。 

（協 議） 

第１２条 この実施細目に定める事項について疑義が生じた場合又はこの実施細目に定めのない事項については、各県協議の

上、定めるものとする。 

 

附則 この実施細目は、平成２３年１０月３１日から施行する。 

 

 

別表１ 

連 絡 担 当 部 局 一 覧 表 

    作成時点 平成２７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   県  名    部局名 課  名     

 福  岡  県  県土整備部 水資源対策課水道整備室 

 佐    賀    県   健康福祉本部 生 活 衛 生 課 

  長    崎    県   環 境 部 水 環 境 対 策 課 

  熊    本    県   環境生活部 環 境 保 全 課 

  大    分    県   生活環境部 環 境 保 全 課 

  宮    崎    県   福祉保健部 衛 生 管 理 課 

  鹿  児  島  県   保健福祉部 生 活 衛 生 課 

  沖    縄    県   保健医療部 生 活 衛 生 課 

  山    口    県   環境生活部 生 活 衛 生 課 
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九州・山口９県災害時応援協定（食料の提供）に基づく実施細則 

 

（目 的） 

第１条 この実施要領は、九州・山口９県災害時応援協定(以下「協定」という。) 第５条第二号のうち「食料の提供」につ

いて、応援を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。 

（種 類） 

第２条 協定第５条第二号に定める食料は、次のとおりとする。 

（１） 精米、即席麺、おにぎり、弁当、パン、缶詰、育児用調整粉乳 

（２） 特別要請に基づく、生鮮食品（野菜、肉、魚など） 

（３） 関係県における特に応援に適した食料（牛乳など） 

（担当部局） 

第３条 協定第３条第６項に基づき定める各県の担当部局は、別表１のとおりとする。 

（応援要請の手続き） 

第４条 協定第６条第１項若しくは第３項に基づく応援受講は、次の事項明らかにするものとする。 

（１） 必要とする食料名及びその数量 

（２） 輸送ルート及び輸送手段 

（３） 集積場所 

（４） 受入希望日時 

（５） その他必要な事項 

２ 協定第６条第１項に基づく応援要請に対し、協定第２条に基づく九州・山口９県被災地支援対策本部事務局を置く県（以

下「会長県」という。）は応援担当県を調整し、要請を受けた応援担当県は、次の事項を通知するものとする。 

（１） 応援する食料名及びその数量 

（２） 輸送ルート及び輸送手段 

（３） 搬入場所 

（４） 到着予定日時 

（５） 輸送責任者及び連絡先 

（応援期間） 

第５条 各県の応援期間については、被災県の状況に応じて、会長県が被災県と協議の上、定めるものとする。 

（情報の交換） 

第６条 各県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次の事項について、定期的に情報収集を行うものとする。 

（１） 食料関係機関、事業者のリストアップ 

（２） 食料調達可能数量 

（３） 食料の集積拠点場所 

（４） その他必要と認められる情報 

２ 会長県は、前項において収集された情報の確認及び意見交換のため、年１回をめどに県会議を開催するものとする。 

（協 議） 

第７条 この実施要領に定めていない事項又は内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。 

 

 附 則 

この実施細目は、平成２３年１０月３１日から施行する。 

 

別表１   九州・山口９県災害時応援協定（食料の提供）における各県の担当部局 

福 岡 県 福 祉 労 働 部 福 祉 総 務 課 

佐 賀 県 農 林 水 産 商 工 本 部 企 画 ・ 経 営 グ ル ー プ 

長 崎 県 農 林 部 農 産 園 芸 課 

熊 本 県 農 林 水 産 部 農 林 水 産 政 策 課 

大 分 県 農 林 水 産 部 農 林 水 産 企 画 課 

宮 崎 県 農 林 水 産 部 農 産 園 芸 課 
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鹿 児 島 県 農 政 部 農 産 園 芸 課 

沖 縄 県 農 林 水 産 部 流 通 ・ 加 工 推 進 課 

山 口 県 健 康 福 祉 部 厚 政 課 
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生活必需品の提供についての細部要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、九州・山口９県災害時応援協定（以下「協定」という。）第５条第二号に規定する応援項

目のうち「生活必需品の提供」の実施について必要な事項を定める。 

（対象品目） 

第２条 提供の対象とする物資は次に掲げるものとする。 

（１）毛布 

（２）タオル 

（３）下着 

（４）トレーニングウェア 

（５）ゴザ・敷物 

２ 前項に定めのない物資であっても、提供の可能な場合は提供の対象とする。 

（応援の範囲） 

第３条 応援の範囲は次に掲げる業務とする。 

（１）生活必需品物資の収集 

（２）被災県の受入拠点又は受入指定場所までの輸送 

（連絡窓口） 

第４条 応援協定第３条第６項に基づき定める各県の担当部局は別表１のとおりとする。 

（要請手続き等） 

第５条 応援協定第６条第１項の規定により応援を受けようとする被災県は、次の事項を示して、九州・山口９

県被災地支援対策本部事務局を置く県に応援を要請するものとする。 

（１）災害の状況 

（２）必要とする物資の品目及び数量 

（３）受入拠点又は受入指定場所及び当該受入場所までの経路 

（４）他の応援項目の要請状況 

（５）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 第１項の規定により応援要請を受けた県は、実施しようとする応援内容について、次の事項を被災県に通知す

るものとする。 

（１）応援物資の品目及び数量 

（２）応援部隊の人数、出発時刻及び到着予定時刻 

（３）輸送責任者 

（応援部隊の誘導） 

第６条 応援を受ける被災県は、受入拠点又は受入指定場所に誘導員を待機させ、応援部隊の誘導に努めるもの

とする。 

（経費の負担） 

第７条 応援協定第９条第１項の規定により、応援を受けた被災県が負担すべき経費は、物資の購入費及び輸送

費とする。 

（各種資料の準備） 

第８条 生活必需品の提供に関する各種資料のうち次に掲げるものについては、毎年継続的に見直し整備するも

のとする。 

（１）担当課及び責任者等名簿（別表１） 

（２）備蓄物資の品目及び数量（別表２） 

（３）調達可能物資の品目及び数量（別表３） 

（４）受入拠点一覧（別表４） 

（５）受入拠点位置図（別表５） 

（その他） 

第９条 この細部要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの細部要領に定めのない事項については、
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各県協議の上、定めるものとする。 

 

  附 則 

 この実施細目は、平成２３年１０月３１日から施行する。 

 

別表１ 

担当課及び責任者名等名簿 

県 名 部 局 名 課 名 電  話  番  号 責任者 担 当 者 

福 岡 県 福 祉 労 働 部 福 祉 総 務 課 

代    0 9 2 - 6 5 1 - 1111 

直   092 -6 43 - 3246 

FAX 092 -643 -3245 

課  長 

森 美知子 

企画主幹 

若藤 繁裕 

佐 賀 県 健康福祉本部 地 域 福 祉 課 

代   0 9 52 - 2 4 - 2 111 

直   0952 - 25 - 7053 

FAX 0952 -25 -7264 

課  長 

源五郎丸 靖 

地域福祉担当係長 

江頭 敦子 

長 崎 県 福 祉 保 健 部 福 祉 保 健 課 

代   0 9 5 - 8 2 4 - 1111 

直   095 -8 95 - 2410 

FAX 095 -895 -2570 

課  長 

松尾 康弘 

総務係長 

  吉田 稔 

熊 本 県 健 康 福 祉 部 健康福祉政策課 

代   0 9 6 - 3 8 3 - 1111 

直   096 -3 33 - 2192 

FAX  096-384-9870 

課  長 

渡辺 克淑 

総務班長 

森田 学 

大 分 県 福 祉 保 健 部 地域福祉推進室 

代     097-536 -1111  

直     097-506 -2622  

FAX   097- 506- 1732 

室  長 

後藤 素子 

地域福祉班主幹 

今泉 正彦 

宮 崎 県 総 務 部 危 機 管 理 課 

 

直   0985 - 26 - 7066 

FAX 0985 -26 -7304 

危機管理局長 

兼課長 

郡司 宗則 

防災企画担当 

堀 尚子 

鹿児島県 保 健 福 祉 部 社 会 福 祉 課 

代  0 9 9 - 2 8 6 - 2 111 

直  0 9 9 - 2 8 6 - 2 8 2 4 

FA X  0 9 9 - 2 8 6 - 5 5 6 8 

課  長 

乗添 隆一 

主幹兼福祉企画係長 

吹留 良一 

沖 縄 県 
子 ど も 

生 活 福 祉 部 
県 民 生 活 課 

自 治 体 衛 星 回 線 

T+047-200-692400 

直   098 -8 66 - 2187 

FAX 098 -866 -2789 

課  長 

嘉手納 良博 

交通安全市民活動班 

川上 睦子 

山 口 県 健 康 福 祉 部 厚 政 課 

代  0 8 3 - 9 2 2 - 3 111 

直  0 8 3 - 9 3 3 - 2 7 1 0 

FAX 083 -933 -2739 

課  長 

中野 恵 

総務管理班長 

葛原 良樹 
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九州・山口９県災害時応援協定に基づく避難・収容施設 

及び住宅の提供に係る応援に関する実施細目 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、「九州・山口９県災害時応援協定」（以下「協定」という。）第５条第三号の「避難施設及び住宅の

提供」の事項について応援が円滑に実施されるよう、実施細目に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象避難・収容施設及び住宅の提供） 

第２条 応援の対象となる避難・収容施設及び住宅は、それぞれ、県及び市町村指定避難・収容施設（以下「指定避難・収容

施設」という。）、県営及び市町村営住宅（以下「県営住宅等」という。）及び応急仮設住宅とする。 

（担当部局） 

第３条 本細目に係る応援のうち、住宅を除く避難・収容施設の提供については協定の総合担当部局において施設所管部局と

の連絡調整に当たるものとし、住宅の提供については別表第１に掲げる各部局が担当するものとする。 

（県営住宅等の空室数の把握） 

第４条 各県は被災時に提供できる県営住宅等の市町村別、種類別空家の状況について把握しておくものとする。 

（応援要請） 

第５条 被災県は、応援担当県に対し、次の事項を電話等により明らかにし、後日速やかに応援要請書（様式１号）を送付す

るものとする。 

（１）提供希望戸数 

（２）入居世帯別人員数 

（３）その他必要事項 

２ 前項各号の応援要請を受けたときは、直ちに必要な受入体制を整備するとともに、応援内容を被災県に電話等により連絡

し、後日応援通知書（様式２号）を送付するものとする。 

３ 応援担当県は、被災者を受け入れた場合は、当該被災者の入居先県営住宅等の名称、住所等について、被災県に対し通知

するものとする。 

（入居条件等） 

第６条 入居の条件については、原則として次のとおりとする。 

（１）入居期間は、原則として１年以内とし、具体的には、応援担当県と被災県で入居者の事情等を考慮し決定するものとす

る。 

（２）入居期間中の家賃、敷金については免除するものとする。 

（応急仮設住宅の提供） 

第７条 各県は、被災者に対し応急仮設住宅として提供できる建物があれば提供可能戸数等について把握しておくものとする。 

（応急仮設住宅の建設場所） 

第８条 応急仮設住宅は、原則として被災県内において建設するものとする。 

（応急仮設住宅の建設要員の派遣） 

第９条 応急仮設住宅の建設要員の派遣等については、被災県及び応援担当県が協議して決めるものとする。 

（指定避難・収容施設） 

第１０条 指定避難・収容施設については、避難が緊急性を伴うことから、隣接県が必要に応じ、お互いに応援可能と思われ

る指定避難・収容施設について資料交換するものとする。 

（その他） 

第１１条 この実施細目に定めのない事項については、９県が協議して定めるものとする。 

 

 附 則 

この実施細目は平成２３年１０月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 



 - 142 - 

   別表第１    各県担当部局 （住宅提供に係る事項） 

 
  県  名 

 
   部(局)   

 
    課    

 
  電   話   

 
  ＦＡＸ   

 
 福 岡 県 

 
 建 築 都 市 部 

 
 県 営 住 宅 課 

 
 092-643-3739 

 
 092-643-3753 

 
 佐 賀 県 

 
 県土づくり本部 

 
 建 築 住 宅 課 

 
 0952-25-7368 

 
 0952-25-7316 

 
 長 崎 県 

 
 土  木  部 

 
 住  宅  課 

 
 095-894-3102 

 
 095-894-3464 

 
 熊 本 県 

 
 土  木  部 

 
 住  宅  課 

 
 096-333-2550 

 
 096-384-5472 

 
 大 分 県 

 
 土 木 建 築 部 

 
 公 営 住 宅 室 

 
 097-506-4684 

 
 097-506-1779 

 
 宮 崎 県 

 
 県 土 整 備 部 

 
 建 築 住 宅 課 

 
 0985-26-7196 

 
 0985-20-5922 

 
 鹿 児 島 県 

 
 土  木  部 

 
建築課住宅政策室 

 
 099-286-3735 

 
 099-286-5637 

 
 沖 縄 県 

 
 土 木 建 築 部 

 
 住  宅  課 

 
 098-866-2418 

 
 098-866-2800 

 
 山 口 県 

 
 土 木 建 築 部 

 
 住  宅  課 

 
 083-933-3880 

 
 083-933-3899 

＊上記担当部局は、避難・収容施設に係る所管を示すものではない。 
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緊急輸送路（道路）の確保についての実施要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施要領は、「九州・山口９県災害時応援協定」(以下「協定」という。)第５条第四号の「緊急輸送路及び輸送手

段の確保」のうち道路に関し必要な事項を定め、被災時における救援活動のための緊急輸送路を確保するものとする。 

（幹線路線の指定） 

第２条 各県は、あらかじめ緊急輸送路となる道路（以下「幹線路線」という。）を指定し、その確保に努めるものとする。 

（代替路線の指定） 

第３条 各県は、幹線路線が被災し通行不能となる場合を想定して、あらかじめこれに代わる道路（以下「代替路線」という。）

を指定し、その確保に努めるものとする。 

（道路管理者への要請） 

第４条 各県は、幹線路線及び代替路線の道路管理者が県以外であるときは、確保に必要な区間を管理する道路管理者に対し、

確保の要請を行うとともに、必要な協力を行うものとする。 

（一覧表及び図面の作成） 

第５条 幹線路線及び代替路線について一覧表及び図面を作成し、各県相互に保有するものとする。 

（緊急輸送路を補完する路線） 

第６条 各県は、必要に応じて、第２条及び第３条の路線の外、緊急輸送路を補完する各県内にある道路を指定し、その確保

に努めるものとする。この場合において、当該道路の道路管理者が県以外であるときは、第４条の規定を準用する。 

（連絡担当課） 

第７条 各県の連絡担当課は、別表１のとおりとする。ただし、次条第２項に定める応援のうち輸送手段の確保に係るものに

ついては、協定の総合連絡担当部局において各輸送手段の所管部局との連絡調整を担当するものとする。 

（輸送手段、道路啓開等の措置） 

第８条 輸送手段及び道路啓開に係る応援については、各県が地域防災計画で定めている対応のなかで必要に応じ関係者等へ

の要請が行えるように配慮しておく。 

２ 被災県は、輸送手段の確保及び道路啓開に関し必要な場合には、必要とする応援の具体的内容を示して、他県に対し人員、

車両及び資機材等の提供又はあっせんを求めることができる。 

（その他） 

第９条 この実施要領に定めのない事項は、各県が協議して定める。 

  附 則 

 この実施細目は、平成２３年１０月３１日から施行する。 

                                                                      

別表１   各県担当課一覧表                  平成２７年４月１日現在 

 県  名   部(局)      課      電  話   Ｆ Ａ Ｘ 
 福 岡 県   県土整備部  道路維持課  092-643-3656  092-643-3658 
  佐 賀 県  交通政策部  道路課  0952-25-7156  0952-25-7276 
  長 崎 県  土 木 部  道路維持課  095-894-3144  095-820-0683 
  熊 本 県  土 木 部  道路保全課  096-333-2504  096-384-6121 
  大 分 県  土木建築部  道路保全課  097-506-4584  097-506-1746 
  宮 崎 県  県土整備部  道路保全課  0985-26-7182  0985-26-7316 
  鹿児島県  土 木 部  道路維持課  099-286-3568  099-286-5623 
  沖  縄  県  土木建築部  道路管理課  098-866-2665  098-866-2790 
  山 口 県  土木建築部  道路整備課  083-933-3686  083-933-3689 
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海上緊急輸送路等の確保に関する実施要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、九州・山口９県災害時応援協定（以下「協定」という。）第５条第四号に掲げる緊急輸送手段の確保の

うち、「海上緊急輸送路等の確保」に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（相互応援の基本的方針） 

第２条 海上緊急輸送路等の確保に関する相互応援については、被災県の要請に基づき各県で調達可能な船舶の斡旋を協力す

ることをその第一義的な目的とする。 

２ 被災県が、輸送手段として必要とする船舶については、被災県で調達可能な船舶を第一次的に使用し、必要船舶数に不足

が生じる等被災県独自では十分に応急措置が実施できない場合において、各県に応援を要請するものとする。 

（緊急輸送体制の整備） 

第３条 各県は、大量の人流・物流が可能な輸送拠点となる港湾及び漁港施設(以下『輸送基地』という｡) として、大型船舶

の接岸が可能な岸壁・桟橋・水深等の設備条件と陸上アクセスとも整合する立地条件を満たすものを指定するものとする。

この場合、各県は、当該施設管理者の了解を事前に受けておくものとする。 

２ 各県が輸送手段として予定する船舶は、旅客定期航路の予備船等を活用するものとする。この場合、各県は、旅客船事業

者の了解を事前に受けておくものとする。 

３ 各県は、前二項の輸送体制の確保を図るため、別表第１の輸送基地一覧及び別表第２の船舶一覧を作成し、保管しておく

ものとする。 

（連絡窓口） 

第４条 応援協定第３条第６項に基づき定める各県の担当部局は、別表第３のとおりとする。 

（応援要請） 

第５条 応援を受けようとする県は、次の事項を明らかにして電話・ファクシミリ等により九州・山口９県被災地支援対策本

部事務局を置く県（以下「会長県」という。）に対して要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 一 被害状況 

 二 使用する輸送基地の概要 

 三 輸送内容の概要 

 四 必要とする船舶の種類等 

 五 応援の期間 

 六 その他必要な事項 

２ 「会長県」から応援を割りあてられた応援担当県は、実施しようとする応援内容について次の事項を被災県に通知するも

のとする。 

 一 就航しようとする船舶の種類等 

 二 船舶の出発時刻及び到着予定時刻 

 三 その他必要な事項 

（船舶の確保） 

第６条 被災県は、船舶の確保について管轄の地方運輸局と協議のうえ会長県に応援を要請するものとする。 

２ 応援担当県は、前項の要請に基づき管轄の地方運輸局と協議のうえ、県内の旅客船事業者に対する船舶調達の斡旋に関し、

協力するものとする。 

３ 被災県は、前項の斡旋に基づき前項の旅客船事業者に対し、船舶就航の要請を行うものとする。 

（輸送基地の確保） 

第７条 第３条第１項に定める輸送基地の確保については、被災県において事前に当該輸送基地の施設管理者と使用に関する

協議を行うとともに、当該施設の利害関係者の協力を経たうえで管轄の地方運輸局に対し協力要請を行うものとする。 

２ 前条第２項に定める旅客船事業者は、管轄の地方運輸局に対し航路の届出又は申請を行い、当該地方運輸局の受理又は、

許可を受けるものとする。 

（応援船舶等の誘導） 

第８条 被災県は、第３条第１項に定める輸送基地に誘導員及び要員を待機させ、応援船舶の誘導に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第９条 協定第９条第１項の規定により、応援を受けた被災県が負担すべき経費は、輸送に要した経費とするものとする。 
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（その他） 

第１０条 この要領の実施に関し必要な事項及びこの要領に定めのない事項は、各県が協議して定めるものとする。 

 

  附則 

この要領は平成２３年１０月３１日から施行する。 
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海上緊急輸送路等の確保に関する手続き 

 

１．応援要請の手続き 

応援を受けようとする県は、次の事項を明らかにして、とりあえず電話・ファクシミリにより九州・山口９県被災地支

援対策本部事務局を置く県（以下「会長県」という。）に要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

（１） 被害状況 

（２） 使用する輸送基地の概要 

（３） 輸送内容の概要 

（４） 必要とする船舶の種類等 

（５） 応援の期間 

（６） その他必要な事項 

２．船舶及び輸送拠点の確保 

（１） 船舶の確保 

    被災県は管轄の運輸局と協議のうえ「会長県」に応援を要請し、「会長県」は、被災県の要請に基づき、応援県を調

整し、管轄の運輸局と協議のうえ船舶調達の斡旋に関して協力する。 

（２） 輸送拠点の確保 

    使用する輸送拠点（輸送基地）については、被災県において事前に関係者と調整を行い、円滑な連行が確保できる

体制を整えることとする。 

３．応援経費の負担 

応援に要した経費は、応援を要請した県の負担とする。 

４．船舶及び輸送基地の確保等の流れ 

  【船舶】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設】 

 

被 災 県 各県の旅客船事業者 各 県 

所管の海運支局 所管の海運支局 

⑥ 供 給 

⑤ 船 舶 就 航 要 請 

④ 斡 旋 
② 斡 旋 依 頼 

① 協 議 ③ 協 議 

施設管理者 

施設管理者 施設管理者 

施設管理者 施設管理者 

(施設利用者・関係市町村・学校等) 

④航路の届け出又は申請 

②協力要請 

⑤受理又は許可 

③協力要請 

①協議 
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九州・山口９県災害時応援協定に係る医療支援に関する実施細目 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、九州・山口９県災害時応援協定（以下「協定」という。）第５条第五号に規定する医療支援（以下

「支援」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（支援の内容） 

第２条 支援の内容は、次のとおりとする。 

（１）医療救護活動に係る要員の派遣 

（２）被災患者の受入れ 

（３）医薬品等の提供 

（派遣の種類及び編成） 

第３条 前条第１号に定める派遣の種類は、医療救護班、保健指導班又は薬剤管理班とする。 

２ 前項に定める班の一班当たりの編成基準は、次のとおりとする。ただし、本文の規定によることが困難である県は、当該

基準に準拠しながら、別に編成を行うことができる。 

（１）医療救護班 医師１名、看護婦２名、その他２名 

（２）保健指導班 保健師２名、その他１名 

（３）薬剤管理班 薬剤師２名 

（派遣の班数） 

第４条 前条に定める医療救護班、保健指導班、薬剤管理班の派遣班数の基準は、各県の実状により、それぞれ１～３班とす

る。ただし、各県は災害の規模その他の事情により、本文基準に拠らず派遣することができるものとする。 

（応援要請手続等の細目） 

第５条 被災県が応援を要請するときは、前３条に定める支援の内容、派遣の種類及び編成並びに派遣の班数に関する事項を

明らかにして要請を行うものとする。 

（派遣班の活動及び１班当たりの活動期間） 

第６条 派遣班員は、被災県知事の指揮下で、応急活動に従事するものとし、各班の活動期間は概ね１週間とする。 

２ 前項の活動期間は、各県独自で別に定めることができるものとする。 

（医薬品等の提供） 

第７条 各県は、初動期（被災後４８時間以内をいう。以下同じ。）の医療救護等のために、医薬品等を備蓄するものとし、

初動期後の医療救護等に必要な医薬品等の供給体制を確保するとともに、被災県からの要請に応じて、医薬品等を搬送する

ものとする。 

２ 医薬品等の搬送は、被災県が要請する種類及び数量を、被災県が予め定める集積所まで、各県（被災県を除く。）が行う

ものとする。 

（マニュアルの作成） 

第８条 各県は、前５条に定める要員の派遣等の実施について、それぞれ別にマニュアルを作成するものとする。 

（支援の期間） 

第９条 この実施細目による支援の期間は、災害発生後２月以内の期間とするが、引き続いて被災県の要請があるときは、各

県（被災県を除く。）は当該期間を延長するものとする。 

２ 前項の場合において、被災県が要請を行うときは、延長する期間を示すものとする。 

第１０条 協定第３条第６項に基づき定める各県の医療支援の担当部局は別表第１のとおりとする。 

（被災患者の受入れ） 

第１１条 各県は、被災患者受入れのため、あらかじめ次の事項のいずれかに該当する医療機関を調査し、別に定める調査資

料を相互に交換するものとする。 

（１）一般病床１００床以上の病院 

（２）ＩＣＵ、手術室、人工透析装置、人工心肺装置等災害医療に対応できる施設又は設備を有する病院 

（その他団体との協定等） 

第１２条 各県は、この実施細目を履行するに当たり、その他団体との協定等が必要になる場合、それぞれ個別に協定等を締

結するように努めるものとする。 

（協  議） 
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第１３条 この実施細目の実施に関し必要な事項及びこの実施細目に定めのない事項は、各県が別に協議して定めるものとする。 

 附則 

この要領は、平成２３年１０月３１日から適用する。 

 

別表第１（第１０条関係）      各県の担当部局 

県 名 部 局 名   医務に関するもの      薬務に関するもの   

 福  岡  県 保健医療介護部  医療指導課  薬務課 

  佐  賀  県 健康福祉本部   医務課  薬務課 

 長  崎  県 福祉保健部  医療政策課  薬務行政室 

 熊  本  県 健康福祉部  医療政策課  薬務衛星課 

 大  分  県 福祉保健部  医療政策課   薬務室 

 宮  崎  県 福祉保健部 医療薬務課 
  医療薬務課 

 薬務対策室 

 鹿 児 島 県 保健福祉部  地域医療整備課   薬務課 

 沖  縄  県 保健医療部   保健医療政策課    薬務疾病対策課 

 山  口  県 健康福祉部 
 医務保険課 

薬務課 
 地域医療推進室 
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５３ 関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、関西広域連合及び九州地方知事会（以下「両者」という。）を構成するいずれかの府県（以下「構成府

県」という。）において、大規模な災害等が発生し、被災した連合組織の構成府県だけでは十分な災害対策等の応援ができ

ないときに、相手の連合組織の構成府県の応援を受けることにより、被災府県における災害対策等を迅速かつ円滑に実施す

るため、必要な事項について定める。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

（１）「災害等」 次に掲げる事象をいう。 

イ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害 

ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年法律第７

９号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、府県民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じる、又は生じるおそれがある緊

急の事態 

（２）「連合組織」 関西広域連合及び九州地方知事会のそれぞれをいう。 

（３）「被災した連合組織」 両者のうち、大規模な災害等により被災した府県の属する連合組織をいう。 

（４）「災害対策等」 災害応急や災害復旧・復興に関する対策をいう。 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）職員の派遣 

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（３）資機材の提供 

（４）避難者及び傷病者の受入れ 

（５）船舶等の輸送手段の確保 

（６）医療支援 

（７）その他被災府県が要請した措置 

（応援の要請） 

第４条 被災府県は、当該被災府県単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速やかに自らが属する連合組

織に対し、応援を要請する。 

２ 前項の規定による応援の要請を受けた連合組織は、自らの構成府県だけでは被災府県に対し十分な災害対策等の応援がで

きないと判断したときは、速やかに相手の連合組織に対し応援を要請する。 

３ 前項の規定による応援の要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、

状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。 

（１）被害の状況 

（２）応援を要請する内容 

（３）応援を要請する地域及び当該地域までの経路 

（４）その他応援に当たって留意すべき事項 

４ 被災した連合組織は、第２項の規定による応援の要請を口答で行った場合は、後日、速やかにその旨を相手の連合組織に

文書にて提出するものとする。 

（応援の実施） 

第５条 前条第２項の規定により応援の要請を受けた連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、相手の連合組織の構

成府県を応援することが困難である場合を除き、速やかに自らの構成府県に応援を要請するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援の対象とする地域（以下「応援対象地域」という。）を割り

当てて行うものとする。 

３ 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた応援府県の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、応

援対象地域以外の地域の応援に努めるものとする。 

５ 前項の規定による応援対象地域以外の地域における応援については、前条第１項及び第２項の規定による応援の要請に基
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づく第２項の規定による応援対象地域の割り当てに基づいて行ったものとみなす。 

（応援の自主活動） 

第６条 災害の規模が甚大である等の理由により被災した連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、

相手の連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、被災した連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を

除き、第４条第１項及び第２項の規定による応援の要請があったものとみなして、自らの構成府県に応援を要請するものと

する。 

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援体操地域を割り当てて行うものとする。 

３ 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県は、職員を当該地域に派遣して情報収集を行い、必要に応じて当該

情報に基づき応援を行うものとする。 

（応援経費の負担） 

第７条 この協定に基づき府県が行う応援に要した経費は、原則として応援を受けた府県の負担とする。ただし、前条第３項

の規定による情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った府県の負担とする。 

２ 応援を受けた府県が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた県から要請があったときは、応援

した府県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

（平常時の協力） 

第８条 両者は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。 

（１）防災組織体制等に関する情報交換 

（２）情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施 

（３）その他防災に関する業務 

（事務局） 

第９条 両者は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。 

２ 事務局は、この協定の定めるところにより、両者間及びそれぞれの連合組織内の協定運用の調整にあたる。 

３ 関西広域連合における事務局は、関西広域連合広域防災局とする。 

４ 九州地方知事会における事務局は、九州・山口９県被災地支援対策本部事務局とする。 

（他の協定との関係） 

第１０条 この協定は、両者及びその構成府県が別に締結する災害時の応援に関する協定を妨げるものではない。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又

はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度両者で協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方署名押印のうえ、各自その１通を所持する。 

 

平成２3年１０月３１日 

 

関西広域連合 

広域連合長   井戸 敏三 

 

九州地方知事会 

会長      広瀬 勝貞 
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５４ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第５条の２及び第８条第２項第12 号の規定に基づき、地

震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会（以下「ブロック」という。）で締結する災害時の相互

応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県（以下「被災県」という。）

の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものと

する。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）が適用される

事態に準用する。 

 

（都道府県の役割） 

第２条 都道府県は、応援を必要とする都道府県（以下「被災県」という。）に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事

会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。 

２ 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、

自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。 

 

（ブロック幹事県の設置等） 

第３条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。 

ブロック知事会名 構成都道府県名 

北 海 道 東 北 地 方 知 事 会 

関 東 地 方 知 事 会 

 

中 部 圏 知 事 会 

近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 

 

中 国 地 方 知 事 会 

四 国 知 事 会 

九 州 地 方 知 事 会 

北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 新潟県 

東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 静岡

県 長野県 

富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 静岡県 福井県 滋賀県 

福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 鳥取

県 徳島県 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県  

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 山口

県 

２ 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。 

３ 幹事県は原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議によ

り、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。 

４ 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県（カ

バー（支援）県）を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。 

５ 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災

者の救援等の対策が十分にできない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。 

６ 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代わ

って職務を行う都道府県（以下「幹事代理県」という。）を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に

報告するものとする。 

 

（災害対策都道府県連絡本部の設置） 

第４条 いずれかの都道府県において、震度６弱以上が観測された地震又は大雨特別警報が発表された大雨、もしくはそれら    

 に相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整         

 を迅速かつ的確に進めるため、速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部（以下「連絡本部」

という。）を設置する。 

２ 連絡本部は、被災県及び被災県の所属するブロックの幹事県並びに国等の関係団体から、被災情報等の収集に努めるとと

もに、広域応援に係る調整を行う。 

３ 連絡本部は収集した被災情報等について、各都道府県に連絡を行う。 
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４ 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定める。 

 

（災害対策都道府県現地連絡本部の設置等） 

第５条 前条の連絡本部が設置された場合にあって、被災県での情報収集等が必要と認められる場合には、全国知事会は、被

災県に情報収集要員（リエゾン）を派遣する。 

２ 複数の県において被害が見込まれる大規模・広域災害時にあっては、全国知事会は、情報収集要員の派遣に、危機管理・

防災特別委員会委員長県及び副委員長県の協力を得る。 

３ 情報収集要員からの情報等に基づき、被災県において広域応援の調整が必要と見込まれるときは、全国知事会は、被災県

に災害対策都道府県現地連絡本部（以下「現地連絡本部」という。）を設置する。 

４ 現地連絡本部は、全国知事会の情報収集要員やブロック幹事県の職員等で構成し、被災情報等の収集に努めるとともに、

国や関係団体との広域応援に係る調整を行う。 

 

（緊急広域災害対策本部の設置） 

第６条 複数の都道府県において被害が見込まれる大規模・広域災害の発生時には、全国知事会は、全国知事会会長を本部長、

全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長を副本部長とする緊急広域災害対策本部（以下「対策本部」という。）を設置

する。 

２ 対策本部は、第４条第１項の連絡本部の事務を引き継ぎ、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速か

つ的確に進める。 

３ 本部長に事故のあった場合は、副本部長がその事務を代行する。 

４ 対策本部の組織等必要な事項は、別に定める。 

 

（広域応援の実施） 

第７条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第３条第５項に基づく広域応援の要請があった場合には、全

国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。 

２ 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。 

３ 通信の途絶等により、第３条第５項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、

全国知事会は第１項に規定する広域応援の要請を行うことができる。 

 

（業務の代行） 

第８条 首都直下地震等により、第４条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知

事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。 

２ 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会

の幹事県が広域応援に関する業務を代行する。 

 

（経費の負担） 

第９条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただ

し、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。 

２ 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一

時繰替え（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）支弁を求めることができるものとする。 

３ 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなけれ

ばならない。 

 

（他の協定との関係） 

第１０条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。 

 

（訓練の実施） 

第１１条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。 
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（その他） 

第１２条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるもの

とする。 

附則 この協定は、平成１８年７月１２日から適用する。 

 ２ 平成８年７月１８日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 附則 この協定は、平成１９年７月１２日から適用する。 

 ２ 平成１８年７月１２日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 附則 この協定は、平成２４年５月１８日から適用する。 

 ２ 平成１９年７月１２日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 附則 この協定は、平成３０年１１月９日から適用する。 

 ２ 平成２４年５月１８日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び全国知事会東日

本大震災復興協力本部本部長並びに各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、

各都道府県に対しその写しを交付するものとする。 

  

 平成３０年１１月９日 

 

全 国 知 事 会 会 長 

埼 玉 県 知 事    

全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長 

三 重 県 知 事    

全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長 

         静 岡 県 知 事 

北 海 道 東 北 地 方 知 事 会 会 長 

北 海 道 知 事    

関 東 地 方 知 事 会 会 長 

埼 玉 県 知 事    

中 部 圏 知 事 会 会 長 

愛 知 県 知 事 

近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 会 長 

滋 賀 県 知 事 

中 国 地 方 知 事 会 会 長 

広 島 県 知 事    

四 国 知 事 会 常 任 世 話 人 

愛 媛 県 知 事 

九 州 地 方 知 事 会 会 長 

大 分 県 知 事    
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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（災害関係） 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」（以下「協定」という。）のうち地震等

による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。 

（所属ブロック知事会の決定） 

第２条 協定第７条第２項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、別表１を

基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事会幹事県等（ブロック知事会における支援本部等を含

む。以下同じ。）の間で協議のうえ、決定する。 

 （別表１） 

都道府県名 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 

静岡県 

中部圏知事会 長野県 

三重県 

福井県 
近畿ブロック知事会 

滋賀県 

鳥取県 
中国地方知事会 

山口県 

徳島県 四国知事会 

（情報収集要員の派遣） 

第３条 協定第５条第２項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、かつ広域応援の要請が想定さ

れる場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災県の災害対策本部に情報収集要員を派遣する。 

２ 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。 

（都道府県東京事務所職員による応援） 

第４条 協定第６条第３項に定める緊急災害対策本部（以下「対策本部」という。）に対する各都道府県東京事務所からの職

員の応援については、別表２を基本として行うものとする。 

 （別表２） 

被災ブロック 緊急広域災害対策本部への職

員応援ブロック 

北海道東北（８） 

関東  （８） 

中国   （５） 

四国   （４） 

九州   （８） 

中部圏 （７） 

近畿  （７） 

北海道東北  （８） 

関東   （８） 

中国  （５） 

四国  （４） 

九州   （８） 

中部圏   （７） 

近畿    （７） 

  ※（ ）は都道府県数 

２ 協定第６条第３項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人（以下「代表世話人」という。）は、前項に

定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長（以下「世話人所長」という。）に対策本部への職員応援を要請し、こ

の要請を受けた世話人所長は、ブロック内の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請する。 
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３ 第１項、第２項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構におけるものをいう。 

（業務の代行） 

第５条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想

定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。 

２ 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難な時は、近畿ブロック知事会

の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。 

（連絡調整要員の派遣） 

第６条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県（以下「応援県」という。）は、必要があると認めるときは、被災県の

災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。 

２ 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。 

（情報収集要員等の携行品） 

第７条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食料・飲料水、携帯電話等を

携行する。 

（広域応援の内容） 

第８条 協定第２条第３項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。 

 （１）人的支援及び斡旋 

    ア 救助及び応急復旧等に必要な要員 

    イ 避難所の運営支援に必要な要員 

    ウ 支援物資の管理等に必要な要員 

    エ 行政機能の補完に必要な要員 

    オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 

 （２）物的支援及び斡旋 

    ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資 

    イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

    ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等 

  （３）施設又は業務の提供及び斡旋 

    ア ヘリコプターによる情報収集等 

    イ 傷病者の受入れのための医療機関 

    ウ 被災者を一時収容するための施設 

    エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

    オ 仮設住宅用地 

    カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 

  （４）前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの 

（要員の派遣に要する経費の内容等） 

第９条 協定第８条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。 

  （１） 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範

囲内とする。 

  （２） 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。 
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  （３） 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災

県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。 

  （４） 前３号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定め

る。 

（経費の請求） 

第１０条 協定第８条第２項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号 

に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。 

  （１） 応援要員の派遣については、前条で規定する額 

  （２） 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

  （３） 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

  （４） 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

  （５） 施設の提供については、借上料 

２ 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書（関係書類添付）により、被災県の知事に請求する。 

 （カバー（支援）ブロック） 

第１１条 協定第９条に規定するブロック間の応援に係るカバー（支援）ブロックは、別表３を基本とする。 

 （別表３） 

被災ブロック カバー（支援）ブロック 

北海道東北 関東 

関東  北海道東北 

中部圏  近畿 

近畿 中部圏 

 中国・四国  九州 

九州 中国・四国 

 

 附則 この実施細目は、平成１９年７月１２日から適用する。 

 ２ 平成１８年７月１２日から適用した実施細目は、これを廃止する。 

 

附則 この実施細目は、平成１９年７月１２日から適用する。 

 ２ 平成１８年７月１２日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
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５５ 九州九都市災害時相互応援に関する協定 

 

 北九州市、福岡市、佐賀市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市（以下「九都市」という。）

は、いずれかの市域において災害が発生し、災害を受けた都市（以下「被災都市」という。）が独自では十分な

応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛精神に基づき、相互

に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供 

 (4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 (5) 前各号に掲げるもののほか特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。）は、次の事項を明らかにし、第５条に定める連絡

担当部局を通じて、口頭又は文書により応援を要請するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援場所 

 (5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前項において、口頭より応援を要請した場合は、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（応援の実施） 

第３条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、九都市の市域において地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、

その他の都市が自主的判断により緊急応援活動を実施するものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として応援要請都市の負担とする。 

２ 応援を受けた都市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都市から要請があっ

た場合には、応援した都市は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

（連絡担当部局） 

第５条 九都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を

相互に連絡するものとする。 

（資料の交換） 

第６条 九都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他の参考資料を相

互に交換するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、九都市が協議して定めるものとす

る。 

（その他） 

第８条 この協定の締結を証するため、本協定書９通を作成し、各都市は記名押印のうえ、各１通を保有する。 

  附 則 

 この協定は、平成７年12月28日から効力を生ずる。 

 平成７年12月28日 
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九州九都市災害時相互応援に関する協定実施細目 

 

 （趣旨） 

第１条 この実施細目は、九州九都市災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第７条の規定に基

づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。 

 （連絡担当部局） 

第２条 協定第５条により九都市は、相互応援のための連絡担当部局名、担当責任者及び同補助者の職、氏名、

電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 

２ 前項の取りまとめの事務局は、九州地区都市防災連絡協議会の当該年度開催都市をもって当てる。 

 （応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第３条 協定第４条第１項に定める経費のうち、協定第１条第４号に定める職員（以下「応援職員」という。）

の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。 

 (1) 応援要請都市が負担する経費の額は、応援をした都市（以下「応援都市」という。）が定める規定により

算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

 (2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経

費は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担

とする。 

 (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものにつ

いては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責め

に任ずる。 

 (4) 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協

議して定める。 

２ 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

 （救援物資等経費の支払方法） 

第４条 応援都市は、協定第４条第２項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に定めるとこ

ろにより算出した額について、応援要請都市に請求する。 

 (1) 備蓄物資及び調整物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

 (2) 車両、舟艇及び機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合 

の修理費 

２ 前項に定める請求は、応援都市の市長名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経由して応援要

請都市の市長に請求する。 

３ 前２項の規定により難いときは、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。 

   附 則 

 この実施細目は、協定の発効日から適用する。 
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５６ ２１大都市災害時相互応援に関する協定 

 

 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都

市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、熊本市及び福岡市（以下「大都市」という。）は、大都市において

災害が発生し、災害を受けた都市（以下「被災都市」という。）独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の

要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑

に遂行するため、次のとおり協定する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１） 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

（２） 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（３） 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供 

（４） 救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 

（５） 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請する都市（以下「応援要請都市」という。）は、原則として、次の事項を明らかにし、第５条に定める連

絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（１） 被害の状況 

（２） 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

（３） 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

（４） 応援場所及び応援場所への経路 

（５） 応援の期間 

（６） 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（実施） 

第３条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。 

２ 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があ 

ると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。 

３ 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。 

４ 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動にあた 

っては、自律的活動に努めるものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として応援要請都市の負担とする。 

２ 前条第２項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市（以下「応援都市」という。） 

が協議して定める。 

３ 応援要請都市が、第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合 

は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。 

（連絡担当部局） 

第５条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡す

るものとする。 

（資料の交換） 

第６条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するも

のとする。 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるものとする。 

第８条 この協定を証するため、本協定書２０通を作成し、各都市は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

附 則 
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１ この協定は、平成２年２月２２日から効力を生ずる。 

２ 「１１大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

(中略) 

１ この協定は、平成２４年１０月１日から効力を生ずる。 
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２１大都市災害時相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、２１大都市災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第７条の規定に基づき、協定の

実施に必要な事項を定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第２条 協定第５条により大都市は、相互応援のための連絡担当部局課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話番号その

他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第３条 協定第４条第１項に定める経費のうち、協定第１条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については、

次のとおりとする。 

（１） 応援を要請した都市（以下「応援要請都市」という。）が負担する経費の額は、応援をした都市（以下「応援都市」

という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

（２） 応援職員が応援業務等により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応

援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。 

（３） 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その祖運買いが応援業務の従事中に生じたものについては

応援都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。 

（４） 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定め

る。 

２ 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

（救援物資等の経費の支払い方法） 

第４条 応援都市は、協定第４条第３項に定める応援に要する経費を繰替え支弁した場合は、次に定めるところにより算出し

た額について、応援要請都市に請求する。 

 （１） 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

 （２） 車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

２ 前項に定める請求は、応援都市の知事名または市町名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経由して応援要

請都市の長に請求する。 

３ 前２項の規定により難いときは、応援要請都市および応援都市が協議して定める。 

（幹事都市） 

第５条 協定の運用に係る所掌事務は、幹事都市において処理し、幹事都市は、別表１に掲げる輪番により１会計年度の間こ

れに当たるものとする。 

２ 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその所掌事務を処理することが困難であるときは、これを代行す

る。 

３ 前２項によりがたい場合は、大都市が協議して定める。 

（幹事都市の所掌事務） 

第６条 幹事都市は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。 

 （１） 協定第５条に定める連絡担当部局の大都市への周知 

 （２） 協定第６条に定める大都市相互の資料の交換の促進 

 （３） 協定第７条の定めによる大都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整 

 （４） 防災に関する大都市間の会議の開催等 

 （５） 応援要請都市又は応援都市と他の大都市との情報連絡又は情報の周知 

 （６） 被災都市から要請のあった事項 

 

（応援都市） 

第７条 応援都市は応援の内容を幹事都市へ連絡するものとする。 

２ 応援都市は、応援に必要な情報を得たときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。 
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（会議及び訓練の実施） 

第８条 大都市は、防災に関する会議王日情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。 

 

 附則 

１ この協定は、協定発効日から適用する。 

２ 「１１大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

(中略) 

１ この協定は、協定発効日から適用する。 

２ 「２０大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

 

 別表１（第５条関係） 

順 都 市 名 順 都 市 名 

１ 福 岡 市 １２ 岡 山 市 

２ 堺  市 １３ 相 模 原 市 

３ 東 京 都 １４ 熊 本 市 

４ 大 阪 市 １５ 仙 台 市 

５ 川 崎 市 １６ 神 戸 市 

６ 京 都 市 １７ さいたま市 

７ 横 浜 市 １８ 広 島 市 

８ 名 古 屋 市 １９ 千 葉 市 

９ 新 潟 市 ２０ 札 幌 市 

１０ 北 九 州 市 ２１ 静 岡 市 

１１ 浜 松 市   

順は、平成２５年度を１とする。 
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５７ 福岡県消防相互応援協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は，消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以下「法」という。）第３９条の規定に基

づき，福岡県内の市町村，消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町村等」という。）

の消防相互応援について必要な事項を定め，県内において大規模災害等が発生した場合に相互の消防力

を活用して，災害による被害を最小限に防止することを目的とする。 

（地域区分） 

第２条 この協定による相互応援を円滑に実施するため，市町村等を別表に掲げる地域に区分する。 

（対象とする災害） 

第３条 この協定の対象とする災害は，次に掲げる災害とする。 

（１）林野火災，高層建築物火災，危険物火災等の大規模火災 

（２）地震，風水害その他大規模災害 

（３）航空機事故，列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事故 

（４）武力攻撃が疑われる災害 

（５）放射性物質，生物剤又は化学剤による災害 

（６）その他前各号に掲げる災害に準ずる災害で，応援が必要と判断されるもの 

（応援要請） 

第４条 応援要請は災害が発生した市町村等（以下「要請側」という。）の長又は消防長から，協定市町村

等の長又は消防長に対し，災害規模等に応じて次の各号の区分により行う。 

（１）第一要請 

第２条に規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請 

（２）第二要請 

第一要請に加えて，他の地域の市町村等に対して行う応援要請 

２ 応援要請は，原則として第一要請，第二要請の順に行うものとする。ただし，要請側の長又は消防長

が特に必要と認める場合は，この限りでない。 

（応援隊の派遣及び中断） 

第５条 前条の規定により応援の要請を受けた市町村等（以下「応援側」という。）の長又は消防長は，当

該発災市町村等における災害対応を応援するため，消防隊（以下「応援隊」という。）を派遣するものと

する。ただし，やむを得ない理由により派遣し難い場合は，派遣をしないことができるものとする。 

２ 応援側の都合で応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては，応援側の長又は消防長

は，要請側の長又は消防長と協議のうえ応援を中断することができるものとする。 

（迅速な応援出動体制の確立） 

第６条 協定市町村等の長又は消防長は，大規模災害等の発生に際し，要請側の長又は消防長と連絡が取

れない場合又は被害状況が確認できない場合等の特に緊急を要するときには，第４条に規定する応援要

請を待たず，先行調査のため，必要な応援隊（以下「先遣隊」という。）を派遣できるものとする。 

２ 先遣隊を派遣した応援側の都合で先遣隊を復帰させるべき特別な事態が生じた場合においては，応援

側の長又は消防長は，先遣隊の派遣を中断することができるものとする。 

（通報） 

第７条 応援を要請した場合又は応援隊等を派遣した場合や派遣を中断した場合において，要請側又は応

援側の長又は消防長は，その旨を福岡県に対して通報するものとする。 

（応援側の指揮） 

第８条 応援隊は，法第４７条の規定に基づき要請側の長の指揮の下に行動するものとする。 

（経費の負担） 

第９条 応援に関し要した経費については，次の各号に定めるところにより負担するものとする。 

（１）応援側の負担する経費 

ア 消防機械器具の燃料費（補給燃料を除く。）及び小破損の修理費 

イ 消防職員及び消防団員の給与その他の給付に関する経費 

ウ 消防職員及び消防団員が負傷，疾病又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等 
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エ 交通事故における損害賠償費等 

オ 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費 

（２）要請側の負担する経費 

前号に定める経費以外の経費 

２ 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は，当該市町村等において協議のうえ決定するもの

とする。 

（消防団応援） 

第10条 消防団の応援に関する必要な事項は，別に定めるものとする。 

（航空消防応援） 

第11条 この協定の規定にかかわらず，航空消防の応援については，別に定める要綱によるものとする。 

（改廃） 

第12条 この協定の改廃は，協定市町村等の長の協議により行うものとする。 

（委任） 

第13条 この協定の実施に関し必要な事項は，市町村等の消防長が協議して定める。 

 

附 則 

１ この協定は，令和２年４月１日から効力を生じる 

２ 平成２５年３月２８日付けで関係市町村等の間において締結した福岡県消防相互応援協定（以下「旧

協定」という。）は，その効力を失う。ただし，この協定の効力が生じる日前に行われた消防相互応援に

関する経費の負担については，旧協定第１０条の規定は，なおその効力を有する。 

３ この協定の締結を証するため，本書５通を作成し，記名押印のうえ，福岡県総務部防災危機管理局消

防防災指導課，福岡県市長会，福岡県町村会，福岡県消防長会及び財団法人福岡県消防協会に保管を依

頼するとともに，各市町村等はその写しを各１通保管するものとする。 

 

令和２年３月11日 

 

北九州市長 福岡市長、大牟田市長、久留米市長、直方市長、飯塚市長、田川市長、柳川市長、八女市長、 

筑後市長、大川市長、行橋市長、豊前市長、中間市長、小郡市長、筑紫野市長、春日市長、大野城市長、 

宗像市長、太宰府市長、古賀市長、福津市長、うきは市長、宮若市長、朝倉市長、嘉麻市長、みやま市長、 

糸島市、那珂川市長、宇美町長、篠栗町長、志免町長、須恵町長、新宮町長、久山町長、粕屋町長、 

芦屋町長、水巻町長、岡垣町長、遠賀町長、小竹町長、鞍手町長、桂川町長、筑前町長、東峰村長、 

大刀洗町長、大木町長、広川町長、香春町長、添田町長、糸田町長、川崎町長、大任町長、赤村長、 

福智町長、苅田町長、みやこ町長、吉富町長、上毛町長、築上町長、 

八女地区消防組合管理者、筑紫野太宰府消防組合管理者、飯塚地区消防組合組合長、 

春日・大野城・那珂川消防組合組合長、福岡県田川地区消防組合管理者、 

久留米広域市町村圏事務組合組合長、京築広域市町村圏事務組合組合長、 

直方・鞍手広域市町村圏事務組合長、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合理事長、粕屋南部消防組合組合長、 

宗像地区消防組合組合長、粕屋北部消防組合組合長、遠賀・中間地域広域行政事務組合代表理事 
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別表（協定第２条関係） 

地域 構成市町村等 

（1）北九州地域 

北九州市 行橋市 豊前市 中間市 芦屋町 水巻町 岡垣町 

遠賀町 苅田町 みやこ町 吉富町 上毛町 築上町 

京築広域市町村圏事務組合 遠賀・仲間地域広域行政事務組合 

（2）筑豊地方 

直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 小竹町 鞍手町 

桂川町 香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 福智町 

飯塚地区消防組合 福岡県田川地区消防組合 

直方・鞍手広域市町村圏事務組合 

（3）福岡地区 

福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 

福津市 糸島市 那珂川市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 

新宮町 久山町 粕屋町 

筑紫野太宰府消防組合 春日・大野城・那珂川消防組合 

粕屋南部消防組合 粕屋北部消防組合 宗像地区事務組合 

（4）筑後地区 

大牟田市 久留米市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 小郡市 

うきは市 朝倉市 みやま市 筑前町 東峰村 大刀洗町 

大木町 広川町 

八女地区消防組合 久留米広域市町村圏事務組合 

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 

 



●県内統一協定

火　 災風水害救   急救   助 その他

令和2年 3月11日

平成25年4月1日

平成17年4月26日

●県内協定

火　 災風水害救   急救   助 その他

昭和26年11月1日

昭和43年5月24日

昭和33年6月16日

平成17年3月22日

昭和34年11月15日

昭和34年11月15日

昭和34年11月15日

昭和34年11月15日

昭和37年6月1日

昭和37年6月16日

平成17年1月27日

昭和37年6月26日

昭和38年2月10日

昭和38年12月1日

平成18年3月20日

昭和39年2月15日

平成19年8月1日

昭和39年10月1日

昭和39年11月1日

昭和39年11月18日

平成18年3月20日

昭和40年4月1日

昭和40年6月28日

平成19年8月1日

昭和40年11月1日

昭和40年12月1日

昭和40年12月1日

昭和40年12月1日

昭和40年12月25日

平成18年11月13日
22 遠賀町・鞍手町消防相互応援協定 遠賀町、鞍手町 ○

21 直方市・鞍手町消防相互応援協定 直方市、鞍手町 ○

20 中間市・水巻町消防相互応援協定 中間市、水巻町 ○

19 中間市・鞍手町消防相互応援協定 中間市、鞍手町 ○

18 久留米市、うきは市消防相互応援協定 久留米市、うきは市 ○

17 田川市、嘉麻市、川崎町消防相互応援協定 田川市、嘉麻市、川崎町 ○

16 北九州市、中間市消防相互応援協定 北九州市、中間市 ○

15 朝倉市、大刀洗町消防相互応援協定 朝倉市、大刀洗町 ○

14 北九州市、苅田町消防相互応援協定 北九州市、苅田町 ○

13 直方市、宮若市消防相互応援協定 直方市、宮若市(旧宮田町) ○

12 二市一町消防相互応援協定 飯塚市、嘉麻市、桂川町 ○

11 朝倉市、朝倉郡各町村消防相互応援協定 朝倉市、東峰村、筑前町 ○

10 直方市、北九州市消防相互応援協定 北九州市、直方市 ○

9 柳川市、大木町消防相互応援協定 柳川市、大木町 ○

8 大川市、久留米市消防相互応援協定 久留米市、大川市 ○

7 大木町、久留米市消防相互応援協定 久留米市、大木町 ○

6 筑後市、柳川市消防相互応援協定 柳川市、筑後市 ○

5 筑後市、広川町消防相互応援協定 筑後市、広川町 ○

4 筑後市、八女市消防相互応援協定 筑後市、八女市 ○

3 筑後市、大木町消防相互応援協定 筑後市、大木町 ○

2 筑紫野市、小郡市、筑前町消防相互応援協定 筑紫野市、小郡市、筑前町 ○

1 飯塚市(旧頴田町)、小竹町消防相互応援協定 飯塚市(旧頴田町)、小竹町 ○

番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

2
災害時における福岡県内市町村間の相互応援
に関する基本協定

福岡県内60市町村 ○

1 福岡県消防相互応援協定 福岡県内60市町村及び13消防組合 ○

消 防 相 互 応 援 協 定 の 締 結 状 況

番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日
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番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

昭和41年2月15日

平成18年3月20日

昭和41年2月15日

平成18年3月20日

昭和42年7月12日

昭和42年8月1日

昭和43年1月1日

昭和43年7月17日

昭和43年7月17日

平成17年1月31日

昭和44年8月1日

昭和44年8月1日

昭和46年10月1日

昭和57年6月1日

昭和47年10月16日

昭和54年3月1日

昭和42年10月1日

昭和53年10月1日

昭和47年11月20日

平成22年3月1日

昭和48年5月22日

平成19年1月29日

昭和48年8月10日

平成19年1月29日

昭和51年12月1日

昭和52年10月1日

平成19年4月1日

昭和52年10月1日

平成19年4月1日

昭和52年10月1日

昭和52年10月1日

昭和54年4月1日

平成19年12月1日

昭和54年6月1日

平成19年7月10日

昭和55年3月1日

平成27年12月15日

昭和55年12月18日

平成6年5月1日

昭和55年12月26日

昭和61年10月15日

平成29年1月5日

昭和62年3月24日

平成19年1月29日

昭和62年11月1日
50

飯塚地区消防組合、筑紫野太宰府消防組合消
防相互応援協定

飯塚地区、筑紫野太宰府 ○

49 隣接常備消防相互応援協定
大川市、筑後市、八女地区、柳川
市、みやま市

○

48 高速自動車道における消防相互応援協定
福岡県内インター所在7市1町10消
防組合

○

47
中間市、直方鞍手広域市町村圏事務組合応援
協定

中間市、直方鞍手広域 ○

46
中間市、遠賀･中間地域広域行政事務組合応援
協定

中間市、遠賀中間広域 ○

45 福岡都市圏市町消防相互応援協定 福岡都市圏9市8町5消防組合 ○

44
遠賀・中間地域広域行政事務組合、直方・鞍手
広域市町村圏事務組合、宗像地区事務組合常
備消防相互応援協定

遠賀中間広域、宗像地区、直方鞍
手広域

○

43
福岡県田川地区消防組合、京築広域市町村圏
事務組合消防相互応援協定

田川地区、京築広域圏 ○

42 宗像市と岡垣町の消防相互応援協定 宗像市、岡垣町 ○

41 福津市と宮若市との消防相互応援協定 福津市、宮若市 ○

40 宗像市と宮若市との消防相互応援協定 宗像市、宮若市 ○

39 宗像市と鞍手町との消防相互応援協定 宗像市、鞍手町 ○

38
行橋市、豊前市、築上郡、京都郡消防相互応援
協定

行橋市、豊前市及び築上郡(築上・
上毛・吉冨町)、京都郡(苅田、みや
こ町)

○

37
福岡県筑後市と福岡県みやま市の消防相互応
援協定

筑後市消防、みやま市消防 ○

36
消防組織法第39条に基づく福岡県大牟田市と
福岡県みやま市の消防相互応援協定

大牟田市、みやま市 ○

35
福岡県柳川市及び福岡県みやま市の消防相互
応援協定

柳川市、みやま市 ○

34
消防組織法第39条に基づく大川市及び大木町
間の消防相互応援協定

大川市、大木町 ○

33 筑豊地区常備消防相互応援協定
直方市、飯塚地区、田川地区、直方
鞍手広域

○

32
遠賀・中間地域広域行政事務組合と北九州市と
の消防相互応援協定

北九州市、遠賀中間広域 ○

31
消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
福岡県筑後市間の消防相互応援協定

久留米市、筑後市 ○

30
消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
福岡県小郡市間の消防相互応援協定

久留米市、小郡市 ○

29
消防組織法第21条に基づく福岡県三井郡大刀
洗町と福岡県久留米市間の消防相互応援協定

久留米市、大刀洗町 ○

28
消防組織法第21条に基づく福岡県三井郡大刀
洗町と福岡県小郡市間の消防相互応援協定

小郡市、大刀洗町 ○

27 遠賀郡内各町消防相互応援協定 水巻町、芦屋町、遠賀町、岡垣町 ○

26
消防組織法第39条に基づく柳川市および大川
市間の消防相互応援協定

柳川市、大川市 ○

25 中間市、遠賀町消防相互応援協定 中間市、遠賀町 ○

24 うきは市、朝倉市消防相互応援協定 うきは市、朝倉市 ○

23 久留米市、朝倉市消防相互応援協定 久留米市、朝倉市 ○
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番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

昭和63年10月17日

平成元年5月1日

平成2年12月1日

平成5年6月1日

平成19年12月1日

平成5年8月1日

平成6年12月1日

平成7年6月19日

平成19年8月1日

平成8年1月1日

平成12年7月1日

平成17年3月22日

平成元年7月1日

平成18年4月1日

平成20年3月19日

平成24年9月9日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成27年9月30日

●県外協定

火　 災風水害救   急救   助 その他

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日
3

消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
佐賀県みやき町間の消防相互応援協定

久留米市、佐賀県みやき町 ○

2
消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
佐賀県鳥栖市間の消防相互応援協定

久留米市、佐賀県鳥栖市 ○

1
消防組織法第21条に基づく福岡県早良町と佐
賀県富士町間の消防相互応援協定

福岡県早良町（現福岡市）、佐賀県
富士町（現佐賀市）

○

番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名

締結年月日
協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害

最近改正年月日

71
北九州市と直方・鞍手広域市町村圏事務組合と
の消防相互応援協定

北九州市、直方鞍手広域 ○

70 常備消防相互応援協定 久留米広域、甘木朝倉広域 ○

69 常備消防相互応援協定 筑紫野太宰府、甘木朝倉広域 ○

68 常備消防相互応援協定 筑紫野太宰府、久留米広域 ○

67 常備消防相互応援協定 八女地区、久留米広域 ○

66 常備消防相互応援協定 大川市、久留米広域 ○

65 常備消防相互応援協定 筑後市、久留米広域 ○

64 常備消防相互応援協定 柳川市、久留米広域 ○

63 有明海沿岸道路における消防相互応援協定
大牟田市消防、大川市消防、柳川
市消防、みやま市消防

○

62
北九州市と福岡県田川地区消防組合との消防
相互応援協定

北九州市、田川地区 ○

61
消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
福岡県八女市間の消防相互応援協定

久留米市、八女市 ○

60 宮若市、小竹町、鞍手町消防相互応援協定
宮若市（旧宮田町、旧若宮町）、小
竹町、鞍手町

○

59 大刀洗町、筑前町消防相互応援協定 大刀洗町、筑前町 ○

58
消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
福岡県広川町間の消防相互応援協定

久留米市、広川町 ○

57
行橋市、京築広域市町村圏事務組合、苅田町
消防相互応援協定

行橋市、苅田町、京築広域 ○

56
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、飯塚地区
消防組合消防相互応援協定

飯塚地区、甘木朝倉広域 ○

55
消防組織法第21条第2項の規定に基づく添田
町、東峰村消防相互応援協定

添田町、東峰村 ○

54
福岡県田川地区消防組合、甘木・朝倉広域市
町村圏事務組合消防相互応援協定

田川地区、甘木朝倉広域 ○

53
消防組織法第21条第2項の規定に基づく福岡県
うきは市と八女市間の消防相互応援協定

うきは市、八女市 ○

52
直方・鞍手広域市町村圏事務組合、粕屋南部
消防組合消防相互応援協定

直方鞍手広域、粕屋南部 ○

51
飯塚地区消防組合、粕屋南部消防組合消防相
互応援協定

飯塚地区、粕屋南部 ○
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番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和42年6月16日

昭和61年7月23日

昭和42年6月16日

平成2年3月29日

昭和42年6月16日

昭和44年4月30日

昭和44年4月30日

平成18年4月1日

昭和44年4月30日

昭和44年4月30日

平成18年3月20日

昭和44年4月30日

平成18年10月10日

昭和44年4月30日

昭和49年1月17日

平成17年4月1日

昭和52年2月1日

平成27年6月1日

昭和58年4月10日

平成23年1月1日

昭和61年10月1日

平成20年7月1日

昭和61年12月8日

平成25年9月1日

昭和62年3月20日

昭和62年3月25日

平成19年1月29日

昭和62年3月28日
30 福岡・佐賀近隣常備消防相互応援協定

八女地区、鳥栖・三養基地区消防
事務組合（佐賀県）、久留米市

○

29 福岡・熊本近隣常備消防相互応援協定
八女地区、みやま市、有明広域行
政事務組合（熊本県）、山鹿植木広
域行政事務組合（熊本県）

○

28 福岡大分県境隣接常備消防相互応援協定
八女地区、日田玖珠広域消防（大
分県）

○

27 福岡佐賀県境隣接常備消防相互応援協定

筑紫野太宰府消防組合、春日・大
野城・那珂川消防、鳥栖・三養基地
区消防事務組合（佐賀県）、佐賀中
部広域連合（佐賀）

○

26
京築広域市町村圏事務組合、中津市消防相互
応援協定

京築広域、大分県中津市消防 ○

25 消防相互応援協定 糸島市、佐賀県唐津市 ○

24
大牟田市、荒尾市、南関町及び有明広域行政
事務組合消防相互応援協定

大牟田市、熊本県荒尾市、南関町、
有明広域行政事務組合

○

23 下関市と北九州市との消防相互応援協定 北九州市、山口県下関市 ○

22
消防組織法第21条第2項の規定に基づく福岡県
八女市と大分県日田市間の消防相互応援協定

八女市、大分県日田市 ○

21 日田市とうきは市間の消防相互応援協定 うきは市、大分県日田市 ○

20 消防相互応援協定 朝倉市、大分県日田市 ○

19
消防組織法第21条第2項の規定に基づく福岡県
東峰村と大分県日田市間の消防相互応援協定

東峰村、大分県日田市 ○

18 中津市、上毛町消防相互応援協定 上毛町、大分県中津市 ○

17 中津市、吉富町消防相互応援協定 吉富町、大分県中津市 ○

16
消防組織法第21条に基づく佐賀県三養基群基
山町と福岡県筑紫野町間の消防相互応援協定

筑紫野町（現：筑紫野市）、基山町
（佐賀県）

○

15
福岡市と佐賀県脊振村及び神埼地区消防事務
組合との消防相互応援協定

福岡市、佐賀県脊振村（現神埼
市）、神埼地区消防事務組合

○

14
福岡市と佐賀県三瀬村及び神埼地区消防事務
組合との消防相互応援協定

福岡市、佐賀県三瀬村（現佐賀
市）、神埼地区消防事務組合

○

13
消防組織法第21条に基づく福岡県前原町と佐
賀県富士町間の消防相互応援協定

前原町（現糸島市）、佐賀県富士町
（現佐賀市）

○

12
消防組織法第21条に基づく福岡県久留米市と
佐賀県神埼市間の消防相互応援協定

久留米市、佐賀県神埼市 ○

11
消防組織法第21条に基づく福岡県小郡市と佐
賀県基山町間の消防相互応援協定

小郡市、佐賀県基山町 ○

10
消防組織法第21条に基づく福岡県小郡市と佐
賀県鳥栖市間の消防相互応援協定

小郡市、佐賀県鳥栖市 ○

9
消防組織法第21条に基づく福岡県那珂川町と
佐賀県吉野ヶ里町間の消防相互応援協定

那珂川町、佐賀県吉野ヶ里町 ○

8
消防組織法第21条に基づく福岡県那珂川町と
佐賀県みやき町間の消防相互応援協定

那珂川町、佐賀県みやき町 ○

7
消防組織法第21条に基づく福岡県那珂川町と
佐賀県鳥栖市間の消防相互応援協定

那珂川町、佐賀県鳥栖市 ○

6
消防組織法第39条に基づく福岡県大川市と佐
賀県神埼市間の消防相互応援協定

大川市、佐賀県神埼市（現佐賀市） ○

5
消防組織法第39条に基づく福岡県大川市と佐
賀県川副町間の消防相互応援協定

大川市、佐賀県川副町(現佐賀市) ○

4
消防組織法第39条に基づく福岡県大川市と佐
賀県佐賀市間の消防相互応援協定

大川市、佐賀県佐賀市 ○
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番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

平成2年2月26日

昭和42年6月16日

平成2年3月29日

平成3年10月25日

平成21年4月1日

平成10年3月16日

平成20年1月1日

平成19年1月29日

平成16年9月1日

平成19年12月1日

平成20年4月1日

平成17年9月1日

平成19年12月1日

平成19年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成21年4月1日

平成22年11月1日

平成24年3月23日

平成25年4月1日

平成25年11月13日

●業務協定　（消防相互応援協定以外の官公庁間の協定）

火　 災風水害救   急救   助 その他

昭和43年1月1日

昭和46年6月21日

平成18年3月15日

昭和47年1月18日

平成12年10月27日

昭和47年12月22日

昭和49年9月5日

昭和49年9月5日

昭和54年3月31日

平成27年7月1日

昭和59年3月19日

昭和59年10月1日

平成20年4月1日
○9

苅田町消防本部と苅田海上保安署との業務協
定

苅田町消防本部、苅田海上保安署 ○

8
九州自動車道等における消防業務に関する覚
書

北九州市消防局、直方市消防本部、直方
鞍手広域消防本部、日本道路公団福岡管
理局下関・八幡管理事務所

○

○

7
航空自衛隊築城基地と京築広域圏消防本部及
び行橋市消防本部との消防に関する協定

行橋市消防本部、京築広域圏消防
本部、航空自衛隊築城基地

○

○

6
若松海上保安部と北九州市との船舶消火に関
する業務協定

北九州市、若松海上保安部 ○

5
門司海上保安部と北九州市との船舶消火に関
する業務協定

北九州市、門司海上保安部 ○

○

4
福岡海上保安部と福岡市との船舶消火等に関
する業務協定

福岡市、福岡海上保安部 ○ ○ ○ ○

3
福岡空港及びその周辺における消火救難活動
に関する協定

福岡市、福岡空港事務所 ○ ○ ○

2
新北九州空港及びその周辺における消火救難
活動に関する協定

北九州市、苅田町、北九州空港事
務所

○

1
航空自衛隊芦屋基地との消火活動相互支援協
定

芦屋町、航空自衛隊芦屋基地 ○

番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

46 災害時における相互支援協定 芦屋町、栃木県佐野市 ○

45 常備消防相互応援協定 糸島市、佐賀県中部広域連合 ○

44 津幡町・岡垣町災害時相互応援協定 岡垣町、津幡町（石川県） ○

43 北九州市と山口県の航空消防相互応援協定 北九州市、山口県 ○

42 常備消防相互応援協定
久留米広域、佐賀中部広域連合
（佐賀県）

○

41 常備消防相互応援協定
久留米広域、日田玖珠広域消防
（大分県）

○

40 常備消防相互応援協定
久留米広域、鳥栖・三養基地区消
防事務組合（佐賀県）

○

39
佐賀中部広域連合と大川市との隣接常備消防
相互応援協定

大川市、佐賀中部広域連合（佐賀
県）

○

38 隣接常備消防相互応援協定
田川地区消防、日田玖珠広域消防
（大分県）

○

37
滋賀県野洲市・高知県香南市・福岡県筑前町防
災応援協定

筑前町、野洲市（滋賀県）、香南市
（高知県）

○

36
福岡県田川地区消防組合、大分県中津市消防
本部の消防相互応援協定

田川地区、大分県中津市 ○

○

35
福岡・熊本両県境地域に係る高速自動車道に
おける消防相互応援協定

大牟田市、筑後市、みやま市、八女
地区、有明広域行政事務組合（熊
本県）

○

○

34 佐賀空港周辺航空機災害消防相互応援協定
柳川市、大川市、佐賀中部広域連
合（佐賀県）

33
福岡・佐賀両県境地域に係る高速自動車道に
おける消防相互応援協定

久留米広域、筑紫野太宰府、鳥栖
三養基地区消防事務組合（佐賀県）

32
福岡市と佐賀県東脊振村及び神埼地区消防事
務組合との消防相互応援協定

福岡市、佐賀県東脊振村（現吉野ヶ
里町）、神埼地区消防事務組合

○

31 隣接常備消防相互応援協定
甘木朝倉消防、大分県日田玖珠広
域消防

○
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火　 災風水害救   急救   助 その他

番号 協　　　定　　　名 協定締結機関名
締結年月日 協定の対象となる災害種別

全ての
災害

特　定　の　災　害
最近改正年月日

昭和61年6月20日

平成8年8月1日

平成8年8月1日

平成12年10月27日

平成12年11月1日

平成12年11月1日

平成15年1月23日

平成15年1月23日

平成21年4月1日

平成26年7月18日

平成21年4月1日

平成29年12月1日

平成27年1月15日

毎年更新
○21 久留米市ドクターカー運行に関する協定書

久留米市、久留米広域市町村圏事
務組合、学校法人久留米大学医学
部附属病院

○

20 柳川市における救急医療に関する協定書
柳川市、医療法人社団高邦会高木
病院

○

○

19 みずま高邦会病院の消防業務に関する協議書 大川市消防本部、久留米広域消防 ○

○

18
消防相互応援及び大川木材団地協同組合の予
防事務に関する協議書

大川市消防本部、久留米広域消防 ○

17
九州自動車道(下り)古賀SA内場外離着陸場の
運用に関する申し合わせ事項【ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ版】

北九州市消防局、粕屋北部消防本部、直
方鞍手消防本部、学校法人久留米大学、
日本道路公団九州支社

○

16
九州自動車道(下り)古賀SA内場外離着陸場の
運用に関する申し合わせ事項【救急ヘリ版】

福岡市消防局、北九州市消防局、
粕屋北部消防本部、直方鞍手消防
本部、日本道路公団九州支社

○

○ ○

15
福岡空港及びその周辺における消火救難活動
に関する協定

宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、
志免町、粕屋町、粕屋南部、福岡空
港事務所

○ ○ ○

○ ○ ○

14
福岡空港及びその周辺における消火救難活動
に関する協定

春日市、大野城市、那珂川町、春日
大野城那珂川、福岡空港事務所

○ ○

13
福岡空港及びその周辺における消火救難活動
に関する協定

筑紫野市、太宰府市、筑紫野太宰
府、福岡空港事務所

○

12 北九州市若松区白島の災害出動に関する覚書 北九州市消防局、若松海上保安部 ○

11
北九州市小倉北区馬島及び藍島等離島関の災
害出動に関する覚書

北九州市消防局、門司海上保安部 ○

10
門司海上保安部と京築広域市町村圏事務組合との間に
おいて船舶火災の消火に関する業務協定 京築広域、門司海上保安部 ○
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５８ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内の地域に災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。）第２

条第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策

を実施することができない場合において、災対法第 67 条第１項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施

されるよう、福岡県内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定め

るものとする。 

（応援の種類） 

第２条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(6) 被災傷病者の受入れ 

(7) 遺体の火葬のための施設の提供 

(8) ゴミ･し尿等の処理のための施設の提供 

(9) ボランティアの受付及び活動調整 

(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を

明らかにして電話等により応援を要請するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 応援の種類 

(3) 応援の具体的な内容及び必要量 

(4) 応援を希望する期間 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らか

にして電話等により福岡県知事（以下「知事」という。）に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の

市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。 

３ 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出するものと

する。 

（応援の実施） 

第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村

の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その

旨を直ちに電話等により連絡するものとする。 

２ 前条第２項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及

び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するものとする。 

（自主応援） 

第５条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被害の状況に応じ

緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うものとする。 

２ 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災市町村の
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長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。 

（応援の調整） 

第６条 知事は、前２条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができるものと

する。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。 

２ 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市

町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。 

（情報の交換等） 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するとともに、平常

時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。 

  附 則 

１ この協定は、平成１７年４月２６日から施行する。 

２ この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 
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５９ 九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ 

 

国土交通省九州地方整備局（以下「九州地整」という。）企画部長と福岡県県土整備部長は、災害対策基本法第

７７条に関して、国土交通省所管施設に大規模な災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等の自

然災害により、社会的な影響が大きい重大な災害をいう。以下同じ）が発生し、または発生するおそれがある場合

の応援に関する内容等を定め、もって被害の拡大や二次災害の防止を目的として、次のとおり申し合わせを行う。 

  なお、「九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ」（平成１５年３月２４日）については、廃

止するものとする。 

 

（応援内容） 

第１条 応援内容は、次の事項の実施に係る資機材や職員の応援に関するものとする。 

 （１）施設の被害状況の把握 

 （２）情報連絡網の構築 

 （３）災害応急措置 

 （４）その他必要と認められる事項 

（被災状況の連絡） 

第２条  福岡県の所管施設に大規模な災害が発生し、または発生のおそれがある場合には、相互に連絡するものと

する。 

（応援の実施） 

第３条 九州地整局長は、福岡県県土整備部長からの応援要請に対して、必要性について判断のうえ、応援を行う

ものとする。  

（応援要請の手続） 

第４条 福岡県の所管施設に大規模な災害が発生し、または発生のおそれがある場合福岡県県土整備部長は、九州

地整企画部長に電話等により応援要請を伝え、すみやかに別紙－１の文書にて応援要請を提出するものとする。 

２  九州地整企画部長は、前項の要請を受け、応援を行う場合には、福岡県県土整備部長に電話等により応援す

る旨を伝え、すみやかに別紙－２の文書にて応援内容を通知する。 

（応援要請の手続きができない場合の応援） 

第５条 福岡県の所管施設に大規模な災害が発生し、被災による相互の連絡不能などにより応援要請の手続きがで

きない場合であっても、特に緊急を要し、かつ要請を待ついとまがないと認められる場合は、九州地整局長が独

自の判断により応援できるものとする。この場合、あらかじめ九州地整企画部長は福岡県県土整備部長に電話等

により応援する旨を伝え、すみやかに別紙－２の文書にて応援内容を通知する。ただし、連絡網が寸断されてい

る等、連絡を取ることが困難であるとき   は、事前に連絡することを要しない。 

（経費の負担） 

第６条 第１条に規定する応援を行った場合の経費の負担については下記のとおりとする。 

【災害初動時に第１条（１）、（２）の応援を行う場合】 

九州地整の負担とする。なお、災害初動時とは、原則として九州地整が災害支援本部を設置している期間とする。 

【第１条（３）、（４）の応援を行う場合】 

 原則として応援を受けた機関の負担とするが、第１条（３）の応援を行う場合で、下記の①～④の全てに該当す

る場合は、原則として九州地整の負担とする。 

 ①大規模な災害である場合 

 ②国土交通本省が非常又は緊急災害対策本部を設置、若しくは非常体制を発令している場合 

 ③被害拡大や二次災害の防止のための必要最低限の緊急対応である場合（施設復旧ではない） 

 ④広域災害等で、本来緊急対応を実施すべき者が不明（未調整）、もしくは連絡不能や連絡するいとまがない場

合で、応急措置や災害復旧事業の主体や分担が決定されるまでの間 
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（平常時の連絡） 

第７条 九州地整企画部と福岡県県土整備部は、防災に関する情報や資料の交換を行い、応援の円滑な実施を図る

ものとする。 

（その他） 

第８条 この申し合わせに定めのない事項、または疑義が生じた事項については、九州地整企画部長と福岡県県土

整備部長が協議して定めるものとする。 

２ この申し合わせに関する実務責任者は、九州地整においては企画部防災課長、福岡県においては県土整備部県

土整備総務課長とする。 

（運用） 

第９条 この申し合わせは、平成２１年５月１１日から適用するものとする。 

 

 

    平成２１年５月１１日 

 

                               国土交通省九州地方整備局 企画部長 

 

                        福 岡 県  県 土 整 備 部 長 
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別紙－１ 

                                                         文書番号 

                                                        平成  年  月  日 

 

 

     国土交通省九州地方整備局企画部長 殿 

 

 

                                                    福岡県 県土整備部長 

 

 

 

  「九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ」により、下記について応援を要請します。 

 

   １ 期間 

 

 

   ２ 場所 

 

 

   ３ 応援内容 

 

 

   ４ その他 
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別紙－２ 

                                                         文書番号 

                                                        平成  年  月  日 

 

 

      福岡県 県土整備部長 殿 

 

 

                                         国土交通省九州地方整備局企画部長 

 

 

 「九州地方における大規模な災害時の応援に関する申し合わせ」により、下記について応援します。 

 

   １ 期間 

 

 

   ２ 場所 

 

 

   ３ 応援内容 

 

 

   ４ その他 
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６０ 災害に関する対策のための放送要請に関する協定 

 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第５７条に規定する放送に関して、福岡県

知事と日本放送協会福岡放送局長は、同法施行令第２２条の規定に基づき協議し、災害に関する対策のための放

送要請に関する手続きについて次のとおり協定する。 

 

第１条 福岡県知事（以下「甲」という。）が法第５７条の規定に基づき、日本放送協会福岡放送局長（以下「乙」

という。）に、放送を要請するときの手続は、この協定の定めるところによって行う。 

 

第２条 甲が乙に、放送を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって要請するも

のとする。 

（１）放送を要請しようとする理由 

（２）放送事項 

（３）放送を行なう日時および放送系統 

（４）その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後すみやかに文書

を提出するものとする。 

 

第３条 乙は、甲からの放送の要請をうけたときは、その内容を検討し、法第５７条の規定に適合するときは、

放送の形式、内容、時刻及び放送系統等をそのつど決定し、すみやかに放送するものとする。 

 

第４条 要請手続の円滑を図るため、福岡県民生部消防災害課長及び福岡放送局放送部長を連絡責任者とする。 

 

第５条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

第６条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

 

 この協定締結の証として本書２通を作成し当事者が記名押印のうえ、おのおの一通を保有する。 

 

  昭和４１年１０月１７日 

 

 

                        甲   福  岡  県  知  事   鵜 崎 多 一 

 

                        乙   日本放送協会福岡放送局長   川 嶋   浩 

 

 

 

 

（注） 福岡県は同様の協定を以下の９放送局（会社）と締結している。 

    日本放送協会北九州放送局        株式会社テレビ西日本 

    株式会社福岡放送            株式会社エフエム福岡 

    九州朝日放送株式会社          アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 

    株式会社ティー・エックス・エヌ九州   株式会社ＣＲＯＳＳＦＭ 

    株式会社ラブエフエム国際放送 



 - 179 - 

緊急警報放送に関する確認 

 

 福岡県が日本放送協会福岡放送局に対して行う緊急警報放送に関する要請は、下記により行うことを確認する。 

１ 放送要請は、昭和４１年１０月１７日締結の「災害に関する対策のための放送要請に関する協定」に基づい

て行うものとする。 

 

２ 緊急警報は、福岡県知事が福岡放送局長に対して要請するものとする。ただし、市町村において緊急止むを

得ない事情がある場合は、直接要請することができるものとするが、この場合も市町村長は、放送要請後速や

かに知事にその要旨を報告するものとする。 

 

３ 緊急警報の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれがある次の場合に行うものとする。 

（１）事態が切迫し、避難勧告・命令や警戒区域の設定等についての情報伝達に緊急を要する場合 

（２）通常の市町村防災機関等の伝達手段では対応が困難で、伝達のための特別の必要がある場合 

 

４ 緊急放送要請は、別記様式により、電話及びファックス等を使って行うものとする。 

 

５ 災害が県境を越えて隣接県に波及するおそれがある場合は、県は隣接県と連絡をとって、別途隣接県所在の

ＮＨＫ放送局に連絡するが、福岡放送局も隣接局に連絡をとるものとする。 

 

６ その他、緊急警報放送の取り扱いについて問題点や疑義等が生じた場合は、随時協議して改善を図ることと

する。 

 

 

   昭和６１年９月１６日 

 

福岡県民生部消防防災課長                  矢 野 清 弘 

 

日本放送協会福岡放送局放送部長   飯 野 毅 紀
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                                        （ファックス、電話用） 

 

 

件名                放 送 要 請 に つ い て 

 

 

平成  年  月  日                           災害対策本部第    号 

 

 

１ 要請理由 

 ① 避難勧告、警報等の周知、徹底を図るため 

 ② 災害時の混乱を防止するため 

 ③     （市・町・村）から要請があったため 

 ④ 

 

２ 放送事項（内容、対象地域等） 

 

 

 

３ 放送希望日時 

 ① 直ちに 

 ②   日  時 

 

 

４ その他 

  各機関においては、放送日時等について、速やかに下記あて連絡されたい。 

 

             （無線） 

         連絡先 

             （有線）                                                         

 

 送 

 

 信 

 相手機関名  

 受 

 

 信 

 相手機関名  

 時   分   時   分  

 担 当 者   担 当 者  

    ※ 被要請機関は、折り返し４の連絡先に電話を入れ確認すること。 
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６１ 大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と社団法人福岡県警備業協会（以下「乙」という。）は、大規模な災害発生時に

おける交通誘導その他の警備業務について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県地域防災計画に基づき、大規模な災害時において、被災地の被害拡大防止及び救援、

救護活動を円滑に実施するための事項を定め、緊急に必要とする交通誘導その他の警備業務を遂行して、県民

生活の安全に寄与することを目的とする。 

（要請業務の内容） 

第２条 甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。 

 １ 災害時における緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務 

 ２ 避難場所その他の被災地における警戒活動警備業務 

 ３ その他甲が必要であると認める警備業務 

２ 乙は、甲の要請に基づき､前項に指定する業務を実施するものとする。 

（出動要請及び出動警備員） 

第３条 甲は､災害が発生した場合において、福岡県警備本部長（以下「警察本部長」という。）の意見を聞いて

必要であると認めるときは、乙に出動を要請するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、乙に対して、警察本部長を通じて、出勤の日時、場所、期間、必要な

警備員数及び業務の内容を連絡するものとする。 

３ 乙は、警備員の出動を、乙の会員たる警備業者（以下「警備業者」という。）に依頼し､当該業者間の連絡調

整等を行うものとする。 

（費用の負担） 

第４条 第２条第１項の業務に係る費用負担については、甲が負担するものとする。 

（費用の請求及び支払） 

第５条 乙は、業務終了後、当該業務に要した費用の支払いを甲に請求するものとする。 

２ 甲は､前項の請求があったときは、内容を精査確認し､その費用を乙に支払うものとする。 

（出動した警備員の災害補償） 

第６条 第２条第２項の規定により出動した警備員が災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者たる警備

業者の責において行うものとする。 

（損害補償） 

第７条 第２条第２項の規定により出動した警備員が、甲又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該警備員

の使用者たる警備業者の責において行うものとする。 

（訓練） 

第８条 乙は、第２条第１項の業務を円滑に実施するため、平素から災害時を想定した訓練に努めるとともに、

甲が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

（細目） 

第９条 この協定を実施するために必要な細目的事項については、福岡県警察と乙が別に定める。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定める。 

（適用） 

第１１条 この協定は、平成１２年１月１７日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙著名の上、それぞれ１通を保有する。 

平成１２年１月１７日 

 

  

甲 福岡県 

代表者 福岡県知事  麻 生  渡 

乙 社団法人福岡県警備業協会 

会長         岩 﨑 孝 行 
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大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する細目協定 

 

 

福岡県警察（以下「甲」という。）と社団法人福岡県警備業協会（以下「乙」という。）は、福岡県知事（以下

「知事」という。）と乙との間で締結された「大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する

協定」（平成１２年１月１７日付け、以下「基本協定」という。）第９条の規定に基づき、基本協定の細目事項に

ついて、次のとおり協定を締結する。 

 （具体的業務の指示） 

第１条 甲は、乙の出動後における具体的業務について、要請業務の実施地域を管轄する警察署長（以下「管轄

署長」という。）を通じて指示するものとする。 

 （業務の着手） 

第２条 乙の会員たる警備業者（以下「警備業者」という。）は、現場到着後直ちに、現場の責任者、従事人員

及び到着時間その他必要な事項を管轄所長に報告しなければならない。 

２ 基本協定第４条の規定による福岡県が負担する費用の対象となる業務は、管轄署長が前項の報告を受けた時

をもってその着手とする。 

 （業務の完了） 

第３条 警備業者は、業務が完了したときは、その旨を直ちに、管轄署長に報告しなければならない。 

２ 基本協定第４条の規定による福岡県が負担する費用の対象となる業務は、管轄署長が前項の報告を受けた時

をもってその完了とする。 

 （費用の請求） 

第４条 乙の福岡県に対する費用の請求は、甲を通じて行うものとする。 

 （出動警備員の資格） 

第５条 基本協定第２条第１項の要請業務に従事する警備員は、専門的知識・技能を有し､かつ、警備業務の経

験が１年以上ある者でなければならない。 

２ 前項に規定する警備員には、努めて警備員等の検定に関する規則（昭和６１年国家公安委員会規則第５号）

に定める検定の合格者を充てるものとする。 

 （出動可能人員の届出） 

第６条 乙は、毎年１月末日までに、甲に対して警備業者別出動可能人員を届け出なければならない。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるも

のとする。 

 （適用） 

第８条 この協定は、平成１２年１月１７日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙著名の上、それぞれ１通を保有する。 

 

平成１２年１月１７日 

 

 

甲 福岡県警察 

 

警察本部長     中 村 正 則 

 

 

乙 社団法人福岡県警備業協会 

 

会長        岩 﨑 孝 行 
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６２ 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領 

制  定 平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知 

最終改正 令和2年4月1日付け元政統第2041号政策統括官通知 

第４章 政府所有米穀の販売 

  Ⅰ 通常時の販売 

第11 災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例 

１ 災害救助用米穀の引渡しの体制整備 

(1) 政策統括官は、次に掲げる法律が発動された場合に、被災地等を管轄する都道府県知事(以下「知

事」という。）又は市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）からの政府所有米穀の緊急の引渡

要請を踏まえ対応する。 

   ア 災害救助法(昭和22年法律第118号）が発動され、救助を行う場合 

   イ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）が

発動され、救援を行う場合 

(2) (1）の具体的な内容は、次のとおりとする。 

  ア 政策統括官が、知事又は市町村長の要請に応じて引き渡す米穀（以下「災害救助用米穀」とい

う。）は、国内産米穀とする 

  イ 知事は、災害救助用米穀を政策統括官から全量買い受ける 

  ウ イの米穀を販売する価格は、政策統括官が別途定める。 

    エ 代金の納付期間は次のとおりとし、担保及び金利を徴しない 

(ｱ) (1)のアの場合は、30日以内（次に掲げる要件をすべて満たす場合は、３か月以内）であ 

って政策統括官と知事が協議して決定した期間とする。 

ａ 大規模な災害が発生し、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づき政府が緊 

急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと。 

ｂ 自衛隊の派遣が行われていること。 

ｃ 知事から30日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、政策統括官がやむを得 

ないと認めること。 

(ｲ) (1)のイの場合は、３か月以内であって政策統括官と知事が協議し決定した期間とする。 

  ２ 災害救助用米穀の引渡方法 

     政策統括官は、知事からの要請に応じて災害救助用米穀を知事に販売するときは、以下により販売
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手続を行う。 

(1) 政策統括官は、災害救助用米穀を知事又は市町村長の要請に応じて引き渡すときは、知事と売買

契約書（案）様式4-24）により契約を締結する。 

(2) 政策統括官は、契約の締結を受けて受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引取人に災害

救助用米穀を引き渡すよう指示する。 

(3) 政策統括官は、災害救助用米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被災地等の状況そ

の他の事情により知事と契約を締結するいとまがないと認めるときは、(1)及び(2)の規定にかかわら

ず、契約の締結前であっても、受託事業体に対し、知事又は知事が指定する引取人に災害救助用米

穀を引き渡すよう指示することができる。この場合において、政策統括官は、当該米穀の引渡し後

遅滞なく知事と売買契約書（案）（様式4-24）により契約を締結するものとする。 
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６３ 県内の物資（食料・生活必需品・医薬品等）の備蓄状況 

 

１ 食料 

（１）県（福祉総務課） 

平成７年６月、県内９業者と締結した食料供給協力協定等により、災害時における供給に備える。 

品   目 供給可能食数 供給業者 

おにぎり ２７，０００  ４ 

パ  ン ３７０，０００  ５ 

弁 当 ５，０００  １ 

飲 料 水 １６，２４０  ４ 

お茶、ジュース類 ３０，５６０  ３ 

カップ麺類、レトルト食品、 

栄養補助食品 
１６，０００  ２ 

ソフトパン ４３，２００  県備蓄 

お か ゆ ３，８００  県備蓄 

副 食 缶 詰 ４７，０００  県備蓄 

※供給可能食数は、災害発生のタイミング等により変動する 

 

（２）市町村                            令和2年3 月31日現在 

品   目 数   量 品   目 数   量 

ソ フ ト パ ン ２２８，１２５食  乾 パ ン ３０，９６７食  

アレルギー対応食 ２１１，８５４食  インスタント麺 ８，５０３食  

アルファ化米 ２１０，９８７食  そ の 他 主 食 ２７６，０７０食  

副 食 缶 詰 ７６，１５０個  米 ５３５㎏  

飲 料 水 ４６０，３２３リ ッ ト ル    

  

２ 生活必需品等 

（１）－１ 県（福祉総務課） 

県消防学校ほか６拠点に以下の災害救助物資を備蓄している。 

品    目 数   量 品   目 数    量 

毛 布 

タ オ ル 

ジ ャ ー ジ 

下 着 

給 水 袋 

食器セット 

缶 切 り 

５，０７２枚 

１４，０００枚 

４，７００組 

４，７００組 

１５，７００枚 

１５，７００セット 

３，０００個 

紙おむつ（小児用） 

紙おむつ（大人用） 

尿取りパッド 

生 理 用 品 

簡易トイレ（便袋） 

ブルーシート 

 

６，７００枚 

４，９２０枚 

８，２００個 

２１，８００枚 

２５，０００枚 

１，９１０枚 

 

 

（１）－２ 県（防災企画課）                     令和2年7月1日現在 

品    目 数   量 品   目 数    量 

仮 設 ト イ レ 

簡易トイレ（大） 

簡易トイレ（小） 

発 電 機 

投 光 器 

エ ア テ ン ト 

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ（屋根有） 

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ（屋根無） 

６３台 

６０台 

６０台 

６０台 

６０台 

６台 

１８０台 

６０台 

段ボールベッド 

介 護 ベ ッ ド 

浄 水 器 

マ ス ク 

消 毒 液 

体温計（非接触型） 

 

 

６０台 

７台 

１台 

１４１，０００枚 

１，９００リットル 

９４０台 
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（２）日赤（福岡）                                               令和2年4月1日現在 

品   目 数   量 品   目 数  量 

毛    布 ９，４２０枚  タオルセット ３８０組  

タオルケット １，８１５枚  医薬品セット ５００組  

緊 急 セ ッ ト １，３６２組   

                             

（３）市町村                             令和2年3月31日現在 

品  目 数  量 品  目 数  量 

毛 布 ５６，２３０枚 懐 中 電 灯 ４，８６４本 

タ オ ル ４２，６９４枚 簡 易 ト イ レ ６，６００台 

給 水 袋 ８８，１０２枚 ブルーシート １１，７２１枚 

食 器 セ ッ ト ５，７００セット 医療品セット １，８９４セット 

紙おむつ（小児用） １００，１９２枚 テ ン ト ６７８張 

紙おむつ（大人用） ３３，７３５枚 仮 設 ト イ レ ３２６台 

生 理 用 品 １９１，２３０枚 発 電 機 ７０６台 

携 帯 ト イ レ ７３９，５９９回 投 光 器 ８４６台 

                                          

３ 医薬品等 

（１）県（薬務課） 

      【緊急医薬品等セット概要  ２万人分の内容】 

区 分 品 名 備蓄方法 品目数 備蓄先 

診療創傷セット 

縫合糸、縫合針、手術用手袋等 流通 ４ 

５６ 

医療機器 

協会会員 

血圧計、携帯型心電計、聴診器 

外科尖刀、止血鉗子、鉗子立等 
保管 ５２ 

蘇生気管セット 

口腔吸引ﾁｭｰﾌﾞ、気管切開ﾁｭｰﾌﾞ等 流通 ６ 

２３ 手動式蘇生器、自動蘇生器等 

鼻鏡、咽頭鏡等 
保管 １７ 

衛生材料セット 
滅菌ｶﾞｰｾﾞ、注射器、包帯等 流通 １４ 

２１ 
医薬品卸業 

協会会員 

皮膚用鉛筆、石鹸等 保管 ７ 

事務用品セット 筆記具等 保管 ３２ ３２ 

医薬品セット 抗生物質、消毒剤、解熱鎮痛剤等 流通 ７２ ７２ 

合 計  ２０４  
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６４ 災害時における物資の供給に関する協定書 

 

 福岡県（以下｢甲｣という。）と全国農業協同組合連合会福岡県本部（以下「乙」という。）は、災

害発生時等における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができ

る。 

（１）福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

（２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたと

き、又は救援の必要があるとき。 

（供給する物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な 

物資とする。 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）をもっ

て行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後

速やかに文書を交付するものとする。 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとる と

ともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの

物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しの終了後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）により甲に

報告するものとする。 

（費用） 

第６条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方

自治体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取

引時の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第７条 甲が引き取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに

甲又は甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。 

（災害補償） 

第８条  この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、

又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによる

ものとする。 

（体制の整備） 

第９条 甲及び乙は、物資の供給に支障を来さないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改

善に努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を「連絡先報告届」（別紙第３号様式）により、甲に毎年４月に報告を行うものと

する。ただし、その内容に変更が生じた場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 
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  附 則 

 １ この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を

通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 ２ 次に掲げる協定は、廃止する。 

（１） 福岡県及び福岡県購買販売農業協同組合連合会が締結した「災害時における物資供   

給協力に関する協定書」（平成９年２月６日締結） 

（２） 福岡県及び福岡県園芸農業協同組合連合会が締結した「災害時における物資供給協   

力に関する協定書」（平成９年２月６日締結） 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有 す

る。 

 

 平成１９年４月１日 

 

 

                                甲  福岡県 

 

                      代表者 福岡県知事  麻生 渡   

 

 

乙  福岡市中央区天神４丁目５番２３号                                                

全国農業協同組合連合会福岡県本部 

                   県本部長    髙武 俊基   
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別表（第２条関係） 

 

 

 

 

 

供給物資の範囲 

 

 

 

 

１ 精米の必要がある米（１日当たりの米の供給能力最大８０トン） 

 

２ インスタント食品 

 

３ レトルト食品 

 

４ 肉類（牛肉、豚肉、鶏肉） 

 

５ 鶏卵 

 

６ 調味料 

 

７ 清涼飲料水（水、ジュース等） 

 

８ 茶葉 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

    

              殿 

 

 

 

                             福岡県知事 

 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

   「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対す

る貴団体の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願います。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする期日等 

                                                   

  

  

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 - 191 - 

 

別紙第２号様式 

 

年  月  日  

 

物資供給完了報告書 

 

 福岡県知事 様 

 

                                  

                               

 

  平成  年  月  日付  第  号による物資供給要請について、「災害時における物資の供給に

関する協定」（第５条第４項）に基づき、下記のとおり物資の供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 物資供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 物資名 数 量 備考 
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別紙第３号様式 

 

平成  年  月  日 

 

   連絡先報告届 

 

団体名【           】 

連絡先 

担当部署   

役職・氏名   

電話番号   

 ＦＡＸ   

 

夜間・休日等の緊急連絡先 

 <第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先> 

 担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先> 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

  ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

【取扱注意、目的外使用禁止】 

  「災害時における物資の供給に関する協定書」に記載する活動のみに利用すること。 
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別表（第２条） 

６５ 災害時における物資供給協力に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と九州百貨店協会（以下「乙」という。）は、災害時における応急の物資

の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、応急の指定物資及び福岡県内の指定納入場

所を、電話等により直ちに要請し、後日速やかに別紙様式による文書を提出するものとする。 

（物資の指定） 

第２条 応急の物資は、別表の生活必需品等の中から緊急時の状況により、甲乙協議の上、その全部又は

一部を指定する。 

（協力） 

第３条 乙は、前条により甲の物資の要請を受けたときは、物資の供給に積極的に協力し、甲の指定する

場所に指定数量を納入するものとする。 

（費用弁償） 

第４条 この協定に基づく協力のために要した費用は、甲が負担する。但し、甲が負担すべき物資の価格

は、甲乙双方が協議の上、災害発生直前における適正な価格とする。 

（協議） 

第５条 この協定実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙双方が協議して定める

ものとする。 

（適用） 

第６条 この協定は、締結の日から適用する。 

 

  甲および乙は、本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

     平成８年４月３０日 

 

               甲 福岡県知事 麻生 渡 

 

               乙 福岡市中央区天神二丁目８番４９号富士ビル８階 

                 九州百貨店協会  会長 宮嶋 昭二 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

生活必需品等の範囲 
 

 

１．寝   具 （毛布、布団等） 

 ２．被   服 （肌着等） 

 ３．炊 事 道 具 （鍋、炊飯用具、包丁等） 

 ４．食   器 （茶碗、皿、はし等） 

 ５．保 育 用 品 （哺乳瓶等） 

 ６．光 熱 材 料 （マッチ、ローソク、簡易コンロ等） 

 ７．日 用 品 （石鹸、タオル、ちり紙、歯ブラシ等） 

 ８．衣 料 品 

 ９．そ の 他 
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別 紙 

第     号 

平成  年  月  日 

 

            様 

 

福 岡 県 知 事       印 

 

 

 

供 給 要 請 書 

 

 

災害時における物資供給協力に関する協定に基づき、次の物資の供給を要請します。 

                                                                               

   

品    目 数    量 備     考 

   

   

   

 

 

 

供 給 確 認 書 

                                                                              

   

品    目 数    量 備     考 

   

   

   

 

   

   

   

  

 

 平成  年  月  日 

福岡県              印 
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６６ 災害時における物資の供給に関する協定書 

 

  福岡県（以下｢甲｣という。）とイオン九州株式会社（以下「乙」という。）とは、災害発生時 等に

おける生活必需品等の物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結 する。 

 

 (要請) 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。 

  （１）福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

 （２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、

又は救援の必要があるとき。 

 (供給物資の範囲) 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で、乙が保有する物資とす

る。 

 (要請の方法) 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 (要請に基づく乙の措置)  

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、

その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 (物資の運搬、引渡し) 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が

行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 

 (費用) 

第６条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取引時

の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第７条 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は

甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。 

 (災害補償) 

第８条  この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとす

る。 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

 (体制の整備) 

第10条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に

努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更

になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

 (協議) 

第11条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 (有効期間) 

第12条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通

知しない限り、その効力を持続するものとする。 
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  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有 する。 

 

 平成１８年 ３月２８日 

 

                                           甲  福岡県 

                            代表者 福岡県知事  麻生 渡   

                                                    

                                           乙  福岡市博多区博多駅南２丁目９番１１号 

                                                 イオン九州株式会社 

                                                 代表取締役社長 松井 博史 

 

（注） 福岡県は同様の協定を以下の５社と締結している。 

        ・マックスバリュ九州株式会社    ・株式会社イズミ 

        ・株式会社西鉄ストア        ・株式会社ミスターマックス 

        ・株式会社サンリブ 

 

 

 

別表(第２条に規定する物資) 

物資区分 区分 品名 

日用品および

生活雑貨 
衣料等 トレーナー、下着類、靴下、運動靴、タオル 

日用品 毛布・布団等、生理用品、哺乳瓶、紙オムツ、トイレットペーパ

ー、ビニールカッパ（雨具）、マスク、ポリ袋、バケツ、懐中電

灯、乾電池、石鹸、洗剤、歯磨き粉、歯ブラシ 

炊事道具 紙コップ、紙皿、割り箸、スプーン、鍋、包丁、まな板、やかん 

光熱材料 マッチ、ライター、ローソク、簡易コンロ、ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ 

その他 
   上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する物資で乙が供

給可能な物質 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

    

            殿 

 

 

 

                                   福岡県知事 

 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

  「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対す

る貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願います。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする物資の内容 

                                                   

  

  

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

 

平成   年  月  日  

 

 

物資供給完了報告書 

 

 

 福岡県知事 様 

 

 

 

   「災害時における物資の供給に関する協定」（第５条第４項）に基づき、当社の物資を下記のとおり

供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 物資供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 物資名 数 量 備考 
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６７ 災害時における物資の供給に関する協定書 

 

 

 福岡県（以下｢甲｣という。）とユニ・チャームプロダクツ株式会社（以下｢乙｣という。）とは、災害発

生時等における生活必需品等の物資（以下｢物資｣という。）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(要請) 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。 

（１） 福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

（２） 福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、

又は救援の必要があるとき。 

(供給物資の範囲) 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で、乙が所有する物資とす

る。 

(要請の方法) 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

(要請に基づく乙の措置) 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を対応可能な範囲で速やかに実施するための措

置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

(物資の運搬、引渡し) 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者

が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 

(費用) 

第６条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取引時

の適正な価格）とする。 

３ 乙が行った運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

(費用の支払い) 

第７条 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、受理日の翌月

末日までに、甲又は甲の指定する地方自治体から乙が指定する銀行口座に振込により支払うものとする。

この振込手数料は、甲が負担する。 

(災害補償) 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものと

する。 

(車両の通行) 

第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

(体制の整備) 

第10条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に

努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更

になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

(履行義務の免除) 

第11条 乙が被災した場合、乙がこの協定を履行できないことを、甲はあらかじめ承認する。 

(秘密保持) 

第12条 甲は、物資の供給に関して乙から開示・提供される乙又は乙の親会社の一切の情報（但し、公知
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の情報を除く。）を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。 

(協議) 

第13条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるもの

とする。 

(有効期間) 

第14条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通

知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成２８年８月１０日 

 

 

               甲  福岡県 

                  代表者 福岡県知事    

 

 

               乙  香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1 

ユニ・チャームプロダクツ株式会社 

代表取締役 社長執行役員   

 

 

 

別表(第２条に規定する物資) 

 

物資区分 区 分 品 名 

日用品および

生活雑貨 

日用品 生理用品、紙オムツ、マスク 
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別紙第１号様式 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

福岡県知事 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

 「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対す

る貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願います。 

 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

２ 供給を必要とする物資の内容等 

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

 

平成  年  月  日 

 

物資供給完了報告書 

 

福岡県知事 様 

 

 

 

 「災害時における物資の供給に関する協定」（第５条第４項）に基づき、当社の物資を下記のとおり供給

が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

１ 物資供給完了内容 

引渡し日時 場所 物資名 数量 備考 
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別紙第３号様式 

 

平成  年  月  日 

 

   連絡先報告届 

 

団体名【           】 

連絡先 

担当部署   

役職・氏名   

電話番号   

 ＦＡＸ   

 

夜間・休日等の緊急連絡先 

 <第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先> 

 担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先> 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯電話  ＦＡＸ  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

  ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  「災害時における物資の供給に関する協定書」に記載する活動に利用すること。 
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６８ 災害時における物資の供給に関する協定書 

 

  福岡県（以下｢甲｣という。）と嘉穂無線株式会社（以下「乙」という。）とは、災害発生時等 にお

ける日用品（資材）等の物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締 結する。 

 

 (要請) 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。 

 （１）福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

 （２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、

又は救援の必要があるとき。 

 (供給物資の範囲) 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で、乙が保有する物資とす

る。 

 (要請の方法) 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 (要請に基づく乙の措置)  

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、

その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 (物資の運搬、引渡し) 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が

行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 

 (費用) 

第６条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取引時

の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第７条 甲が引取った物資の代金及び乙が行なった運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は

甲の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。 

 (災害補償) 

第８条  この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとす

る。 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

 (体制の整備) 

第10条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に

努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更

になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

 

 (協議) 

第11条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 (有効期間) 
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第12条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通

知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成１８年 ３月２８日 

 

                                           甲  福岡県 

                            代表者 福岡県知事  麻生 渡   

 

                                                    

                                           乙  福岡県福岡市南区塩原１－２８－２４ 

                                                 嘉穂無線株式会社 

                                                 代表取締役 柳瀬 真澄 

 

（注） 福岡県は同様の協定を以下の２社と締結している。 

会 社 名  協定締結年月日 

株式会社ナフコ 平成18年3月28日 

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 平成20年2月20日 

 

 

 

別表(第２条に規定する物資) 

物資区分 区分 品名 

日用品（資材

）等 

日用品（資材） ブルーシート、レジャーマット、ロープ、テント、懐中電灯、乾

電池、ビニールカッパ（雨具）、ヘルメット、モップ、バケツ、

ポリタンク、給油ポンプ、石油ストーブ、土のう袋 

衣料等 軍手、長靴、タオル 

その他 
   上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する物資で乙が供

給可能な物質 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

    

              殿 

 

 

                           福岡県知事 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

    「災害時における物資の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対

する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願 います。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする物資の内容等 

                                                      

  

  

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

 

平成   年  月  日  

 

 

物資供給完了報告書 

 

 

 福岡県知事 様 

 

 

 

   「災害時における物資の供給に関する協定」（第５条第４項）に基づき、当社の物資を下記のとおり

供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 物資供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 物資名 数 量 備考 
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６９ 災害時における物資の供給に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益財団法人福岡県学校給食会（以下「乙」という。）とは、災害発生

時における救援物資（以下「物資」という。）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することができる。 

（１）福岡県内で災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係地方公共団体から物資の調達斡旋を要請されたとき、

又は救援の必要があるとき。 

 （供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が調達又は製造が可能

な物資とする。 

 （要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 （要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、

その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 （物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者

が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 

 （費用） 

第６条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する国又は関

係地方公共団体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生時の取引については取引時

の適正な価格）とする。 

３ 乙が行った運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

 （費用の支払い） 

第７条 甲が受領した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲

の指定する国又は関係地方公共団体から乙に支払うものとする。 

 （災害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものと

する。 

 （車両の通行） 

第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

 （体制の整備） 

第10条 甲及び乙は、物資供給に支障をきたさないよう連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努

めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により甲に報告を行うものとし、変更があった場合には、直ちに甲に

報告するものとする。 

 （協議） 

第11条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものと

する。 

 （有効期間） 

第12条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通

知しない限り、その効力を持続するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２４年２月１５日 

 

甲 福岡県 

代表者 福岡県知事  小川 洋 

 

乙 公益財団法人福岡県学校給食会 

理事長   黒 見  義 正 

 

別表（第２条に規定する物資） 

品 名 主要保管場所 付 記 

パン パン製造委託工場（県内１８工場） 
要請により製造可能 

米飯 炊飯製造委託工場（県内１０工場） 

精米 
公益財団法人福岡県学校給食会及びと

う精工場（県内１０工場） 
１０kg袋 

副食 公益財団法人福岡県学校給食会 
その他常温、冷蔵、冷凍物資等 

お問い合わせください。 
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別紙第１号様式 

○○○○第○○○○○号 

平成○○年○○月○○日 

 

 

公益財団法人福岡県学校給食会 

理 事 長 ○○ ○○○ 殿 

 

 

福岡県知事 ○○ ○○ 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

 「災害時における物資の供給に関する協定書」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要請に対

する貴会の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願います。 

 

 

記 

 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

 

２ 供給を必要とする物資の内容等 

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

○○給食第○○○○○号 

平成○○年○○月○○日 

 

 

福岡県知事 ○○ ○○○ 殿 

 

 

公益財団法人福岡県学校給食会 

理 事 長  ○○  ○○○ 

 

 

物資供給完了報告書 

 

 

 「災害時における物資の供給に関する協定書」（協定書第５条第４項）に基づき、本会物資の供給が下記

のとおり完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 物資供給完了内容 

引渡し日時 場 所 物資名 数量 備考 
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別紙第３号様式 

事   務   連   絡 

平成 ○○年○○月○○日 

 

 

福岡県知事 ○○ ○○○ 殿 

 

 

公益財団法人福岡県学校給食会 

 

 

「災害時における物資の供給に関する協定書」における連絡先について 

 

 

 「災害時における物資の供給に関する協定書」（協定書第１０条第２項）に基づき、本会担当者の連絡先

を下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 名 称   公益財団法人福岡県学校給食会 

 

２ 所在地   〒818－8511 筑紫野市紫３丁目１番１号 

 

３ 担当者 

 

 
第１位順位者 第２位順位者 第３位順位者 

職  名    

氏  名    

連

絡

先 

勤務時間内（会社）    

勤務時間外（自宅）    

勤務時間外（携帯）    
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災害時における物資の供給に関する協定書の一部変更について（H28.1.28） 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益財団法人福岡県学校給食会（以下「乙」という。）とは、甲乙間に

おいて平成２４年２月１５日付けで締結した災害時における物資の供給に関する協定書第２条の別表の一

部を変更する協定書を、次のとおり締結する。 

 

別表（第２条に規定する物資） 

品 名 主要保管場所 付 記 

パン パン製造委託工場（県内１６工場） 

要請により製造可能 

米飯 炊飯製造委託工場（県内９工場） 

精米 
公益財団法人福岡県学校給食会及びと

う精工場（県内１０工場） 
１０kg袋 

副食 公益財団法人福岡県学校給食会 
その他常温、冷蔵、冷凍物資等 

甲乙協議の上対応 

 

 

この協定の証として本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２８年１月２８日 

 

甲 福岡県 

代表者 福岡県知事  小川 洋 

 

 

 

乙 公益財団法人福岡県学校給食会 

理事長   荒 巻  俊 彦 
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災害時における物資の供給に関する協定書の一部変更について（R1.5.7） 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益財団法人福岡県学校給食会（以下「乙」という。）とは、甲乙間に

おいて平成２４年２月１５日付けで締結した災害時における物資の供給に関する協定書第２条の別表の一

部を変更する協定書を、次のとおり締結する。 

 

別表（第２条に規定する物資） 

品 名 主要保管場所 付 記 

パン パン製造委託工場（県内１５工場） 

要請により製造可能 

米飯 炊飯製造委託工場（県内９工場） 

精米 
公益財団法人福岡県学校給食会及びと

う精工場（県内９工場） 
１０kg袋 

副食 公益財団法人福岡県学校給食会 
その他常温、冷蔵、冷凍物資等 

甲乙協議の上対応 

 

 

この協定の証として本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

令和元年５月７日 

 

甲 福岡県 

代表者 福岡県知事  小川 洋 

 

 

 

乙 公益財団法人福岡県学校給食会 

理事長    西 牟 田  龍 治 
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７０ 災害時における物資の供給に関する協定 

 

福岡県（以下「甲」という。）と福岡県パン協同組合連合会（以下「乙」という。）及びその上部団体で

ある全日本パン協同組合連合会九州ブロック（以下「丙」という。）は、災害時における被災住民等を救助

するための物資（以下「物資」という。）の調達、供給及び配送に関し、次のとおり協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 

 

（物資の供給要請） 

第１条 甲は災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めた時は、乙に対し、その調達・製

造が可能な場合には、乙を通じて、又は甲が直接丙に供給を要請するものとする。 

（１）福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）福岡県外の災害について、国又は関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は

救助の必要があるとき。 

 ２ 前項の物資の供給要請は、「災害時における物資の供給要請書」（別紙第１号様式）によるものとす

る。ただし、急を要する時は、電話又はその他の方法をもって要請し、事後に文書を送付するものと

する。 

 （要請に基づく措置） 

第２条 第１条の要請をうけたときは、乙又は丙はその要請事項を最大限実施するための措置を取ること

とするが、災害の影響により実現し得ない場合は、甲とえっと協議のうえ措置内容を定める。 

 （調達物資の範囲） 

第２条 甲が乙又は丙に供給を要請する物資は、別表に掲げるもののうち、要請時点で乙又は丙が調達・

製造が可能な物資とする。 

 （１） パン 

 （２） 米飯 

 （３） その他甲が指定する物資 

 （物資の引渡し） 

第４条 物資の引渡し場所は、甲が乙又は丙と協議のうえ指定するものとし、引渡し場所までの配送は、

原則として乙又は丙が行うものとする。ただし、乙又は丙の配送が困難な場合は、甲又は甲の指定する

者が行うものとする。 

 ２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ、引き取るものとする。 

 ３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

 ４ 甲は、当該場所への物資運搬を、乙又は丙又は乙の指定業者又は丙の指定業者が行うことを予め承

諾する。 

 ５ 乙又は丙は、物資の引渡しが完了した後、「物資供給完了報告書」（別紙様式第２号）を甲に提出す

るものとする。 

 （費用の負担） 

第５条 第４条の物資の供給にかかる費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担する。 

２ 乙又は丙が供給した物資の価格は、災害発生直前の適正な価格とする。 

 （費用の支払い） 

第６条 第４条の物資の供給にかかる費用は、乙又は丙からの請求後１ヵ月以内に甲又は甲の指定する地

方自治体から乙又は丙に支払うものとする。ただし、期限内の支払いができない場合は、第１２条に基

づき協議を行うものとする。 

 （連絡責任者の報告） 

第７条 甲、乙及び丙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙

第３号様式）により相互に報告するものとし、以後、毎年度４月２０日までに当該年度の連絡責任者を

相互に報告するものとする。 

 （車両の通行） 

第８条 甲は、乙又は丙が物資を供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援

するものとする。 

 （事故等） 

第９条 乙及び丙は、甲からの要請事項の実施に際し、事故等が発生した時は、甲に対して文書により報

告し、甲と乙又は甲と丙が協議のうえ、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書を持って報告す

るいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書を送付するものとする。 
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 （損害の負担） 

第１０条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲と乙又は甲と丙が協議して定める。らだ

し、乙又は丙の責めに帰する理由により生じた損害の負担は、乙又は丙が負うものとする。 

 （補償） 

第１１条 本協定に基づいて業務に従事した者が、その者の責に帰することができない理由により負傷し、

疾病にかかり、又は死亡した場合は、次に掲げる場合を除き、その損害の補償について甲、乙及び丙が

誠意を持って協議するものとする。 

 （１） 業務に従事する者の故意または重大な過失による場合 

 （２） 当該損害につき、乙、丙又は業務に従事する者が締結した損害賠償保険契約により保険給付を

受けることができる場合 

 （３） 当該損害が第３者の行為によるものであって、当該第３者から損害賠償を受けることができる

場合 

 （協議） 

第１２条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じた場合については、その都度、甲乙及び

丙が別途協議のうえ決定するものとする。 

 （効力及び有効期間） 

第１３条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了の１か月前までに

双方により意思表示がないときは、本協定は同一の条件でさらに１年間自動更新されるものとし、以後

もまた同様とする。 

 

 以上の合意を証するため、本協定書を３通作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 平成２８年２月９日 

 

 

甲 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 

                         福岡県 

                         福岡県知事  小川 洋 

 

 

乙 福岡県福岡市中央区天神５丁目６番１２号 

                         福岡県パン協同組合連合会 

                         理事長  桑野 龍一 

 

 

丙 熊本県菊池市七城町大字蘇崎１３６０番地５ 

                         全日本パン協同組合連合会九州ブロック 

                         代表者 ブロック長  甲斐 秀和 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

福岡県パン協同組合連合会理事長 

                     殿 

全日本パン協同組合連合会九州ブロック長 

 

 

福岡県知事 

 

 

災害時における物資の供給要請書 

 

 

 災害時における物資の供給に関する協定に基づき、下記のとおり要請します。 

なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第４条）により、速やかに報告願

います。 

 

 

記 

 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

 

２ 供給を必要とする物資の内容等 

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

平成  年  月  日 

 

 

福岡県知事 殿 

 

 

福岡県パン協同組合連合会理事長 

全日本パン協同組合連合会九州ブロック長 

 

 

物資供給完了報告書 

 

 

 災害時における物資の供給に関する協定第４条に基づき、当会が調達した物資について、下記のとおり

供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 物資供給完了内容 

引渡し日時 場 所 物資名 数量 備考 

     

     

     

     

     

 



 - 219 - 

別紙第３号様式 

 

年  月  日 

 

連 絡 責 任 者 届 

 

 【福岡県】 

    

   １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

ＦＡＸ番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：８時３０分～１７時４５分 

      ・休  日：土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

 

 【福岡県パン協同組合連合会】 

 １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

携帯電話番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：  時  分～  時  分 

      ・休  日： 
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【全日本パン協同組合連合会九州ブロック】 

    １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

携帯電話番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：  時  分～  時  分 

      ・休  日： 
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７１ 災害時における物資（福祉用具）の調達及び供給に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本福祉用具供給協会（以下「乙」という。）とは、福岡

県内に大規模な地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合における物資（福祉

用具）の調達及び供給に関して、次のとおり協定する。 

 

（協力の要請） 

第１条 甲は災害時において、緊急に物資の確保を図る必要があるときは、乙に対してその保有する物資

の供給について協力を要請することができる。乙は災害発生時に保有していた物資について可能な範囲

で供給を行うものとする。 

 （要請手続き） 

第２条 甲が乙に要請するときは、次の各号に掲げる事項を明示した文書により要請するものとする。た

だし、緊急を要する時は口頭等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 （１）要請する物資の名称及びその数量 

 （２）物資の輸送場所 

 （３）その他必要な事項 

 （運搬及び引渡し） 

第３条 物資の引渡し場所は、甲乙協議の上定めるものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙又

は乙の指定するものが行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行う

ものとする。 

２ 甲は、該当場所に職員又は甲の指名するものを派遣し、物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。 

 （車両の通行） 

第４条 甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急

通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料や車両等の輸送手段の確保

が困難な場合には協力を行うものとする。 

 （供給方法） 

第５条 乙は、甲から物資の供給要請をされた場合、一般社団法人日本福祉用具協会福岡県ブロック管内

から供給するものとする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、福岡県ブロック管内方の供給が困難な場合であっても、乙は、福岡県ブ

ロック以外から物資を供給するものとする。 

 （報告） 

第６条 乙は、協力を実施したときは、次の各号に掲げる事項を明示した文書により甲に報告するものと

する。ただし、緊急を要する時は口頭等により甲に報告し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 （１）提供した物資の名称及びその数量 

 （２）物資を提供した場所 

 （３）その他必要な事項 

 （物資の価格） 

第７条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 （損害の負担） 

第８条 この協定に基づく協力の実施にあたり損害（物品の損失や福祉用具が原因となる事故等）が生じ

たときは、その賠償の責について甲乙協議して定める。 

 （費用の請求及び支払） 

第９条 乙は、協力に要した費用（物資費用及び配送費用等）について、第７条の規定による文書の提出

後、甲にこれを請求するものとする。 

２ 甲は、物資の納入を確認した後、乙からの第１項の請求を受けた場合には、請求日から３０日以内に

代金を支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は甲乙協議の上、定めるものとする。 

 （連絡責任者等） 

第１０条 甲及び乙は、要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、事前に連絡責任者

を定め、これを互いに通知しておくものとする。毎年相手方に対して、４月１日現在の状況を報告する

ものとする。ただし、期間の途中において変更が生じた場合は、速やかに相手方に対し報告するものと

する。 

２ この協定に基づく乙の業務については、一般社団法人人本福祉用具供給協会福岡県ブロックにおいて
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行うものとする。 

 （情報交換） 

第１１条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、情報の交換を行うものとする。 

 （有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日前１ヵ月までに、甲又は乙から何らかの意思表示のないときは、当該有効期間満了の日

の翌日から更に１年間更新されたものとみなす。その後においても、同様とする。 

 （疑義等の決定） 

第１３条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて、

甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有するもの

とする。 

 

 

 

平成２５年１０月９日 

 

 

甲 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 

                         福岡県 

                         福岡県知事  小川 洋 

 

 

乙 東京都港区浜松町２－７－１５ 

                         一般社団法人 日本福祉用具供給協会 

                         理事長  末島 賢治 
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７２ 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と株式会社アペックス西日本（以下「乙」という。）とは、平成３１年３

月１９日付にて締結した「県有財産賃貸借契約書」に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県災害対策本部条例で規定する福岡県災害対策本部が設置され、かつ近隣住民

等が福岡県庁舎へ避難した場合または来庁者が福岡県庁舎から退庁できないような状況に陥った場合

（以下「災害時」という。）における、甲に対する乙のカップ式自動販売機による清涼飲料水、水及びお

湯（以下「飲料水等」という。）の提供協力に関する基本的事項を定めるものとする。 

（自動販売機） 

第２条 この協定において「自動販売機」とは、下表に掲げる乙が設置した自動販売機である。 

機 種 設 置 場 所 

ＡＰＥＸ１００ＲＳ 

 

県庁舎行政棟 地下１階 

自動販売機コーナー内 

（飲料水等の範囲） 

第３条 乙の提供協力する飲料水等は、自動販売機により提供できる範囲内とする。 

（提供期間） 

第４条 甲に対する乙の飲料水等の提供協力期間は災害時のみとする。 

（飲料水の提供協力の要請） 

第５条 甲は、災害時において必要があると認めたときは、乙に対して飲料水等の提供協力を要請するも

のとする。 

２ 前項の飲料水等の提供協力要請は、文書によるものとする。ただし、急を要するときは電話又はその

他の方法をもって要請し、事後に文書を送付するものとする。 

（連絡責任者） 

第６条 甲の、乙に対する協力要請を円滑に行うため、乙は事前に連絡責任者及び副連絡責任者（以下「連

絡責任者等」）を定め、甲に文書で報告するものとする。 

２ 乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

（飲料水等の提供協力の実施） 

第７条 乙は、第５条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、飲料水等の提供協力を行うものと

する。 

（報告） 

第８条 乙は、提供協力を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書により甲に報告するものとする。 

 （１）提供した飲料水等の品目及び数量 

 （２）提供した期間 

 （３）提供した場所 

 （４）その他必要な事項 

（自動販売機の操作） 

第９条 災害時における、甲に対する乙の飲料水等の提供協力に関する自動販売機の操作は、乙が行うも

のとする。ただし、やむを得ない理由により、乙が自動販売機を操作することができないときは、甲が

行うものとする。 

２ 乙は甲に対して、本協定の締結と同時に、災害時における甲に対する乙の飲料水等の提供協力に関す

る自動販売機の操作に必要な物品（以下「操作用具」という。）を貸与するものとする。 

３ 甲は、操作用具の管理者を乙に通知するものとし、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理す

るものとする。 

４ 甲は、甲が操作用具を毀損し、又は紛失した場合は、直ちにその旨を乙に通知するものとする。 

５ 甲は、甲が操作用具を毀損し、又は紛失したことによって乙に損害を与えた場合は、その損害を補償

するものとする。 

６ 甲は、自動販売機が撤去された場合は、操作用具を直ちに返却するものとする。 

（費用負担） 

第１０条 甲に対する乙の飲料水等の提供協力に関する費用の負担は、１万杯（約１６０ｍｌ／杯）まで

は乙の負担とし、それ以上については甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（災害時における自動販売機の管理について） 
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第１１条 乙の、災害時における自動販売機の管理については、乙の安全を最優先し、可能な範囲で適切

な管理を行う努力をするものとする。 

（協議事項） 

第１２条 この協定書に定めのない事項については、その都度甲乙が協議をして定めるものとする。 

２ この協定に定める事項について疑義のある場合は、その都度甲乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１３条 この協定書の有効期間は協定締結時から平成３４年３月３１日までとする。 

 

本協定が成立したことを証するため、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自それぞれ１

通を所持するものとする。 

 

平成３１年 ４月１８日 

 

甲 福岡県 

                 福岡県知事       小 川  洋     

 

 

              乙 住所 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 

                氏名 株式会社アペックス西日本 

                    代表取締役 森 吉平 
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７３ 災害時における飲料水供給に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と株式会社伊藤園（以下「乙」という。）とは、災害時における飲料水の

供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときにおいて、飲料水を供給する必要

があるときは、乙に対し、その調達・輸送が可能な範囲内で飲料水の供給を要請することができる。 

（飲料水の提供） 

第２条 甲が乙に飲料水の供給を要請した時は、乙はその営業拠点で保有する在庫飲料水のうちから、飲

料水提供の協力を行うものとする。 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における飲料水の供給要請書」（別紙第１号様式）をもって行うものと

する。ただし緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付

するものとする。 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措

置の状況を「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）により甲に提出するものとする。 

（飲料水の運搬、引渡し） 

第５条 飲料水の引渡し場所は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの運搬は原則と

して乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲または公の指定する者が行うものとす

る。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し飲料水を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 甲は、当該場所への飲料水運搬を、乙又は乙の指定業者が行うことを予め承諾する。 

５ 乙は、飲料水の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。 

（１）引渡しの日時及び場所 

（２）引渡しに係る飲料水の品目及び数量 

（費用） 

第６条 乙が供給した飲料水の代金及び引渡し場所までの運搬にかかる実費は、甲又は甲の指定する地方

自治体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した飲料水の価格は、災害発生時の適正な価格とする。 

（費用の支払い） 

第７条 第６条第１項に係る費用は、乙からの請求後１ヵ月以内に甲又は甲の指定する地方自治体から乙

に支払うものとする。ただし、期限内の支払いができない場合は、第１０条に基づき協議を行うものと

する。 

（連絡責任者の報告） 

第８条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙第３

号様式）により相手方に報告するものとし、以後、毎年度４月２０日までに当該年度の連絡責任者を相

手方に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が飲料水を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように

支援するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

（効力） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日までに、双方

いずれから意思表示がないときは、１年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

（解除） 

第１２条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の１か月前までに書面により相手方に

通知するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと
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する。 

 

  平成  年  月  日 

 

                    甲 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

                      福岡県 

                      福岡県知事  小川  洋 

 

 

                    乙 東京都渋谷区本町３丁目４７番１０号 

                      株式会社伊藤園 

                      代表取締役社長  本庄 大介 
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 別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

    

  株式会社伊藤園〇〇     殿 

 

 

 

                                   福岡県知事 

 

 

 

災害時における飲料水の供給要請書 

 

   災害時における飲料水供給に関する協定に基づき、下記のとおり要請します。 

なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第４条）により、速やかに報告願

います。 

 

記 

 

１ 災害及び飲料水供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする飲料水の内容 

                                                   

  

  

要請期日 必要とする飲料水の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

 

平成   年  月  日  

 

 

 

 福岡県知事 殿 

 

 

                                  株式会社伊藤園 

 

                                  

物資供給完了報告書 

 

 

 

  災害時における飲料水供給に関する協定第４条に基づき、当社の飲料水について、下記のとおり供給

が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 飲料水供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 品名 数 量 備考 
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別紙第３号様式 

 

年  月  日 

 

連 絡 責 任 者 届 

 

 【福岡県】 

    

   １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

ＦＡＸ番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：８時３０分～１７時４５分 

      ・休  日：土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

 

 【株式会社伊藤園】 

 １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

携帯電話番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：  時  分～  時  分 

      ・休  日： 
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７４ 災害時における食糧供給協力に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と                （以下「乙」という。）は、災害時

における応急食糧の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

  

（要 請） 

第１条 甲は、福岡県内に災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、乙に対し次に掲げる事項を記載

した文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等をもって要請し、 事後文

書を提出するものとする。 

 （１）協力を要請する事由 

 （２）供給を必要とする食糧の種類及び数量 

 （３）協力を必要とする期間及び納入場所 

 （４）その他必要な事項 

（協 力） 

第２条 乙は、前条により甲の食糧供給の要請を受けたときは、食糧の供給に積極的に協力し、甲の指定

する場所に必要数量を納入するものとする。 

（費用弁償） 

第３条 この協定に基づく協力のため要した費用は、甲が負担する。ただし、甲が負担すべき食糧の価格

は、甲乙双方が協議のうえ、災害発生時直前における適正な価格とする。 

（細 目） 

第４条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協 議） 

第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙双方が

協議して定めるものとする。 

（協定の効力） 

第６条 この協定は締結の日から適用する。 

  

甲及び乙は、本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自１通保有するものとする。 

 

  平成７年６月３０ 

 

            甲  福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

               福 岡 県 

               代表者 福岡県知事  麻 生  渡 

 

            乙  所在地 

               名 称 

               代表者 

 

 

食糧供給協力協定締結業者一覧 

地 区 名    称 所   在   地 Ｔ Ｅ Ｌ 備  考 

北九州市 (株)東筑軒 北九州市八幡西区堀川町4番1号 093-601-2345 おにぎり 

大野城市 (株)リョーユーパン 大野城市旭が丘1丁目7-1 092-596-2111 パン 
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７５ 災害時における食糧等物資の供給に関する協定 

 

福岡県（以下「甲」という。）と株式会社ローソン（以下「乙」という。）とは災害救助に必要な食糧等

物資（以下「物資」という。）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を供給する必要があるときは、乙に対し、その調達・製造

が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。 

(1)  福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

(2)  福岡県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は

救援の必要があるとき。 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達・製造が可能な物資

とする。ただし、乙の加盟店への商品供給を優先すること、物流ラインの断絶等により、物資の供給が不

能又は遅延する場合があることを、甲は予め承諾するものとする。 

(1)  食料品 

(2)  飲料水 

(3)  日用品 

(4)  その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「物資発注書」（別紙第１号様式）をもって行なうものとする。ただし、緊急を

要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措

置の状況を「物資供給可能数量・措置の状況報告書」（別紙第２号様式）により甲に提出するものとする。 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、

原則として乙が行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行なう

ものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 甲は、当該場所への物資運搬は乙の指定業者が行なうことを予め承諾する。 

５ 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。 

(1)  引渡しの日時及び場所 

(2)  引渡しに係る物資の品目及び数量 

（費用） 

第６条 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る実費は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売価格（災害発生前の取引については取

引時の販売価格）とする。 

（費用の支払い） 

第７条 第６条第１項に係る費用は、乙からの請求後１ヶ月以内に甲又は甲の指定する地方自治体から乙に

支払うものとする。ただし、期限内の支払いができない場合は、第11条に基づき協議を行うものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第８条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙第３

号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

（その他） 

第１０条 乙は、自己の加盟店もしくは関係者（配送業者等）に最大限の努力をもってこの協定を履行する

よう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情がある場合､甲はこれを承

諾する。 



 - 232 - 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

（効力） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日までに、双方い

ずれからも意思表示がないときは、１年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

（解除） 

第１３条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１ヶ月前までに書面により相手方に通知

するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成１８年 ３月２８日     

甲  福岡県 

代表者 福岡県知事  麻生 渡   

 

  

 

乙  大阪府吹田市豊津町９番１号 

株式会社ローソン          

                    代表取締役社長  新浪 剛       

 

（注）福岡県は同様の協定を以下の株式会社セブン－イレブン・ジャパンと締結している。 
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別紙第１号様式 

 

物 資 発 注 書 

 

平成  年  月  日 

株式会社ローソン 

代表取締役社長        殿 

（担当部署 ＦＣサポートステーション総務） 

 

                             福岡県知事         

 （担当部署   部    課） 

 

災害時における食糧等物資の供給要請について 

 

災害時における食糧等物資の供給に関する協定第３条に基づき、下記のとおり要請します。なお、第４

条の規定により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。 

 

記 

 

要請する物資 

要請期日 要請品目 要請数量 搬入希望場所 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※ 要請数量は、１日あたり数量とする。 

 

 

 

問い合わせ先             

福岡県    部     課    

電話 

FAX 

担当 
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別紙第２号様式 

物資供給可能数量・措置の状況報告書 

 

平成  年  月  日 

  福岡県知事        殿  

（担当部署   部  課）  

株式会社ローソン        

代表取締役社長          

 （担当部署 ＦＣサポートステーション総務） 

 

災害時における食糧等物資の供給に関する協定第４条に基づき、当社の物資供給可能数量・措置の状況

を下記のとおり報告します。 

 

記 

１． 供給可能数量 

発災直後 発災後３日以降 

品 名 供給可能数量 品 名 供給可能数量 

（調理不要の食品） （主食＋副食品） 

おにぎり 

弁 当 

パ ン 

飲料水（お茶等） 

その他 

 おにぎり 

弁 当 

パ ン 

缶 詰 

カップラーメン 

カップ味噌汁 

飲料水（お茶等） 

その他 

 

下着類（   ）タオル（    ）懐中電灯（    ）乾電池（     ） 

軍手 （  ）ちり紙（   ）ろうそく（   ）ウエットテッィシュ（     ） 

カセットボンベ（     ） 

※その他 

（         ）（    ）    （        ）（    ） 

（         ）（    ）    （        ）（    ） 

（         ）（    ）    （        ）（    ） 

注：協定書第４条による報告は、被災がないと想定した場合の１日あたりの最大調達・製造可能数量の概

数を記入する。 

 

２． 物資の搬入場所・方法（いずれかに○をつける） 

① 福岡県指定集積場所（搬入希望場所）まで当社が搬入する。 

② 当社指定場所で福岡県に引渡し。（                ） 

③ その他（                            ） 

搬入方法（陸路、空路、海路） 
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７６ 災害時における医薬品等の供給に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と、福岡県医薬品卸業協会（以下「乙」という。）との間に、大規模災害

発生に際し医薬品等の確保を図るため、次のとおり協定を締結する。 

 

 （総 則） 

第１条 この協定は、福岡県地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す

る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙

に対し、協力を要請するものとする。 

（要請の範囲） 

第３条 要請の範囲は次に掲げる事項とする。 

 １ 甲が指定する医薬品等の調達納入 

 ２ 甲が備蓄している医薬品等の被災地医療救護所等への搬送 

（要請事項の措置等） 

第４条 乙は、第２条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置する

とともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。 

（要請の方法） 

第５条 第２条の規定による第３条に掲げる事項の要請は文書によることとするが、緊急の場合には電話

等によることができるものとする。 

（緊急要請） 

第６条 第２条の規定による協力要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡がとれない場合

は、甲は、直接乙の加入協会員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（医薬品等の引取） 

第７条 医薬品等の引取の場所については、甲が指定するものとし、当該場所において甲が品目、規格及

び数量を確認のうえ、これを引き取るものとする。 

（費用弁償） 

第８条 甲は、乙の協力による緊急に調達された医薬品等の実費及び甲の備蓄医薬品等の搬送に係る実費

を負担するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定の運用に関しての細目は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議の上決定す

るものとする。 

（有効期限） 

第 10 条 この協定の有効期限は１ヵ年とし、有効期限満了の１ヵ月前までに甲乙いずれかの申し出がな

い場合は継続するものとする。 

（適 用） 

第11条 この協定は平成８年８月２２日から適用する。 

 

  この協定を証するため本書を２通作成し、甲、乙それぞれ１通を保有する。 

 

平成８年８月２２日 

 

甲 福岡市博多区東公園７－７    

福岡県         

福岡県知事  麻生 渡    

乙 福岡市博多区山王２丁目３－５  

福岡県医薬品卸業協会      

会 長   大黒隆博     

 

（注）同様の協定を福岡県医療機器協会（理事長 井本修正）とも締結している。 
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７７ 災害時における医療ガス等の供給に関する協定書 

 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会九州地域本部（以下「乙」とい

う。）は、災害発生時における医療ガス等（第４条第１項に規定する「医療ガス等」をいう。）の確保を

図るため、次のとおり協定を締結する。 

 

  （総則） 

第１条 この協定は、県内において災害が発生した場合に、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）又は福岡県地域防災計画に基づき、甲が災害時に行う医

療ガス等を迅速かつ円滑に必要な施設等への供給に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

  （要請） 

第２条 甲は、災害時における医療ガス等の確保を図るため、医療ガス等を調達する必要が生じたときは、

乙に対し、協力を要請するものとする。 

 

 （要請事項の措置） 

第３条 乙は、第２条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置する

とともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

 

  （医療ガス等の範囲） 

第４条 乙が供給する「医療ガス等」とは、次に掲げるものをいう。 

  （１）医療ガス 

  （２）医療ガスの使用にあたり必要となる資機材等 

  （３）その他甲が指定する物 

２ 乙が行う医療ガス等の供給は、乙において措置することが可能な品目及び数量の範囲内において行う

ものとする。 

 

 （供給要請の方法） 

第５条 第２条の規定による要請は、文書によることとする。ただし、緊急の場合には、電話等によるこ

とができるものとする。 

 

  （緊急措置） 

第６条 やむを得ない事情により、第５条に規定する手続が不能であるときは、甲は乙の加入協会員に対

し、直接供給を要請することができるものとする。この場合において、甲は事後速やかにそれに伴う措

置状況を乙に連絡するものとする。 

 

 （医療ガス等の引取り） 

第７条 医療ガス等の引取りの場所及び配送の方法については、甲が指定するものとし、当該場所におい

て甲が品目及び数量を確認の上、これを引き取るものとする。 

  （医療ガス等を使用する施設の安全性等の確認） 

第８条 医療ガス等を使用する施設の安全性等を確認する必要がある場合には、甲は乙に対し、安全性等

の確認について協力を要請するものとする。 

 

  （体制整備） 

第９条 乙は、災害時に迅速に対応ができるよう、組織内の連絡、緊急車両の確保及び派遣体制の整備に

努めるものとする。 

 

 （費用負担） 

第１０条 本協定に基づき、乙が行う医療ガス等の措置に係る経費については、甲が負担するものとする。 
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 （医療ガス等の価格） 

第１１条 第１０条の経費を算定するに当たっては、医療ガス等の価格は、災害が発生する直前における

適正な価格とする。 

 

  （協議事項） 

第１２条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度双方が誠意ある協議を行うものとする。 

 

 （有効期限） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、甲乙いずれかの

申出がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間継続するものとし、以降も同様とする。 

 

  この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有するものとする。 

なお、乙は、本協定の内容について、乙の加入協会員に周知するものとする。 

 

 

平成２６年３月３１日 

 

             甲 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

                                福岡県知事 

 

 

 

                  乙 福岡県北九州市小倉北区魚町３－１－１０ 

                              一般社団法人日本産業・医療ガス協会九州地域本部 

医療ガス部門本部長  
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７８ 災害時における液化石油ガスの供給等に関する協定 

 

福岡県(以下「甲」という。)と社団法人福岡県ＬＰガス協会（以下「乙」という。）は、災害が発生した

場合における物資の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、福岡県地域防災計画に基づき、大規模な災害が発生した場合（以下「災害時」とい

う。）に、甲と乙が相互に協力し、被災した県民等に対して行う液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）

の供給等に関する協力事項について定めることにより、迅速かつ的確な応急活動及び復旧活動を遂行し

て県民生活の安定に寄与することを目的とする。 

 （定 義） 

第２条 この協定において「ＬＰガス供給等」とは、災害時における公共施設などの避難所及び避難場所

（以下「避難所等」という。）において、ＬＰガスを供給するために必要な器具類及び配管並びに容器等

(以下「ＬＰガス設備」という。)を用いてＬＰガスを供給することをいう。 

 （ＬＰガス供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において避難所等へＬＰガス供給等を必要と認めるときは、乙に対して協力を要請

することができる。 

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口

頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

 （協力事項の発動） 

第４条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が福岡県災害対策本部を設置し、災害救助

法第２条の救助を行う場合に、乙に対して要請を行った時をもって発動する。 

 （ＬＰガス供給等の協力実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、優先的にＬＰガス供給等に協力するものとする。 

 （ＬＰガス設備等の設置及び保安業務） 

第６条 ＬＰガス設備等の設置及び保安業務は、甲または乙の指定するものが行うものとする。また、甲

は必要に応じて乙に対して設置及び保安業務の協力を求めることができる。 

 （費用等の負担） 

第７条 第５条及び第６条の規定によるＬＰガス供給等の費用負担区分は、原則として別表のとおりとする。 

２ 前項の規定により甲が負担すべき費用の価格は、平常時の適正な価格を基準として甲、乙協議の上決

定するものとする。 

３ 甲の要請により参加協力した乙の会員が被災した場合は、乙の責任において対処する。 

 （設置の確認） 

第８条 ＬＰガス設備等の設置場所は甲が指定するものとし、甲は当該設置場所に職員を派遣し、設備等

を確認するものとする。ただし、甲が設置場所に職員を派遣できない場合は、甲が指定するものが後日

確認するものとする。 

 （情報の収集・提供） 

第９条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速かつ的

確な生活情報の提供に努めるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この協定の実施に関し、必要な事項またはこの協定に定めのない事項については、その都度、

甲、乙協議して定めるものとする。 

 （適 用） 

第１１条 この協定は、平成１５年４月１日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、それぞれ１通を保有する。 

 

平成１５年 ４月 １日            甲   福岡県 

                           代表者 福岡県知事  麻生  渡 

 

                       乙   福岡市博多区千代一丁目１２番１号 

                           社団法人福岡県ＬＰガス協会 

                             会 長  寺崎  和典 
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別表 (第７条) 

 

  １ 甲が費用負担するもの 

（１）ＬＰガス消費器具費 

（２）ＬＰガス費  

 

２ 乙が費用負担するもの 

（１）保安業務費 

（２）ＬＰガス設備の移送費 

（３）ＬＰガス設備の設置及び撤去に係る人件費 

（４）その他ＬＰガスを供給するために必要な器具類費 
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７９ 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県石油商業組合（以下「乙」という。）は、福岡県内に地震、風水

害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における石油類燃料の供

給に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （協力要請） 

第１条 甲は、災害時に応急・復旧対策活動を実施するうえで石油類燃料を必要とする場合は、乙及び乙

の組合員（以下「乙等」という。）に対して、次の各号について協力を要請することができる。 

（１）甲が指定する緊急通行車両への石油類燃料の優先供給 

（２）甲が指定する災害対策上重要な施設、指定避難所、医療機関及び社会福祉施設等への石油類燃料の

優先供給 

２ 前項の要請は、「石油類燃料の供給要請書」（別紙第１号様式）によるものとする。ただし、緊急を要

する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

 （支援の実施） 

第２条 乙等は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、石油類燃料の優先的な供給並びに運搬に

ついて、最大限協力するものとする。 

２ 乙等は、甲からの要請を受けたときは、要請内容を円滑に実施できるよう必要な措置を講じるものと

する。 

（報告手続） 

第３条 乙等は、第１条第１項の協力を行った場合には口頭で甲に報告し、その後、速やかに「救援実施

報告書」（別紙第２号様式）を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第４条 乙等が供給した石油類燃料の対価及び乙等が行った運搬の費用（以下「費用」という。）について

は、原則として当該石油類燃料の供給を受けた者（以下、「供給先」という。）が負担する。 

２ 石油類燃料の費用は、災害発生直前における通常の価格を基準として、供給先と乙等が協議のうえ、

決定するものとする。 

 （費用の支払） 

第５条 供給先は、乙等から請求があったときは、その費用を速やかに支払うものとする。 

 （事故等） 

第６条 本協定に基づく業務開始後において、事故等の発生に伴い、業務を中断した時は、乙等は甲に対

し速やかにその状況を報告するものとする。 

 （災害補償） 

第７条 この協定に基づいて業務に従事した者がこの協定に基づく業務に起因して死亡し負傷し又は疾病

にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

 （連絡責任者の指定） 

第８条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、相互に「連

絡先報告届」（別紙第３号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合にも、その都度、提出するものとする。 

（協定の有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段の意思

表示がない場合は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新されるものとし、以降もこ

れと同様とする。 

（協議等） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議

のうえ、決定するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２７年１１月２５日 

 

甲  福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県知事 小川 洋 

 

乙  福岡市博多区下呉服町１番１５号 

福岡県石油商業組合 

理事長 喜多村 利秀   
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（別紙第１号様式） 

 

年  月  日 

 

福岡県石油商業組合 理事長 様 

 

福 岡 県 知 事 

 

石油類燃料の供給要請書 

 

災害時における石油類燃料の供給に関する協定第１条第２項の規定に基づき、次のとおり要請します。 

 

災害の状況及び供給を要請す

る事由 

 

供給を必要とする場所又は地

域 

 

供給を必要とする品目及び数

量 

 

供給を必要とする車両又は施

設 

 

その他参考となる事項 

 

 

連  絡  先 所  属                        

職・氏名                        

電  話                        

Ｆ Ａ Ｘ                        

 



 - 243 - 

（別紙第２号様式） 

 

年  月  日 

 

福 岡 県 知 事  様 

 

福岡県石油商業組合 理事長 

 

救 援 実 施 報 告 書 

 

災害時における石油類燃料の供給に関する協定第３条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

供給を行った事業者  

供給日時及び供給場所  

供給品目及び供給数量  

供給に係る費用の見込み  

そ の 他  

連  絡  先 福岡県石油商業組合  

職・氏名                        

電  話                        

Ｆ Ａ Ｘ                        
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（別紙第３号様式） 

  年  月  日 

 

連 絡 責 任 者 届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署  

役職･氏名  

電話番号  

ＦＡＸ  

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

             

 

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は２名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  本協定に記載する事項以外には利用しない。 
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８０ 災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県葬祭業協同組合（以下「乙１」という。）、北九州葬祭業協同組合

（以下「乙２」という。）、福岡県遠賀葬祭業協同組合（以下「乙３」という。）及び全日本葬祭業協同組合

連合会（以下「丙」という。）は、地震・風水害その他災害が発生した場合における葬祭用品の供給及び遺

体の搬送等（以下「葬祭用品の供給等」という。）の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害が発生した県内の市町村から甲に対し、葬祭用品の供給等に係る協力の要請が

あったときに甲が行うあっせん並びに乙１、乙２及び乙３（以下「乙」と総称する。）並びに丙からの市

町村に対する葬祭用品の供給等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、市町村から葬祭用品の供給等に係る協力の要請を受け、必要があると認めるときは、乙に

対し葬祭用品の供給等に係る協力の要請を行うものとする。 

２ 乙は、前項の協力の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力す

るものとする。 

３ 第１項の協力の要請を行う場合は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要すると 

きは、甲は乙に対し口頭等で要請し、後日速やかに要請文書を送付するものとする。 

４ 乙は、甲から第１項の協力の要請があった場合において、乙のみでは葬祭用品の供給等の実施が困難

である場合は、丙に対し協力を依頼することができる。 

５ 甲は、やむを得ない事情により、乙に対する連絡がとれない場合においては、丙に対し要請すること

ができるものとする。 

（要請に対する措置） 

第３条 乙は、前条第１項の協力の要請を受けたときは、適切な措置を取るとともに、速やかに対応状況

を甲に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により報告を受けた乙の応諾状況について、速やかに要請を行った市町村へ報告す

るものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲の要請により乙及び丙が協力する業務は、次のとおりとする。 

(1) 葬祭用品等の供給及び役務の提供 

(2) 遺体安置施設等の提供 

(3) 遺体の搬送 

(4) その他甲の要請により乙及び丙が応じることができる業務 

（協力業務の実施） 

第５条 乙又は丙は、第２条第１項又は第４項の規定による協力の要請に応じた後は、市町村の指示に従

い、葬祭用品の供給等を行うものとする。 

２ 乙又は丙は、葬祭用品の供給等が完了したときは、甲に報告するものとする。 

（緊急要請） 

第６条 第２条第１項又は第５項の規定による協力の要請について、やむを得ない事情により、甲から乙

又は丙に対する連絡がとれない場合においては、甲は、直接乙又は丙の会員に対し当該要請をすること

ができる。 

２ 前項の要請については、前３条の規定を準用する。 

（費用の請求） 

第７条 乙又は丙は、実施した葬祭用品の供給等に要した費用を第５条に基づく指示を行った市町村に請

求するものとする。 

２ 前項の費用の請求手続は、第５条に基づく指示を行った市町村と協議及び調整の上行うものとする。 

３ 第１項の費用は、災害発生の直前における市場の適正価格を基準に福岡県災害救助法施行細則（昭和

４０年福岡県規則第４４号）の別表第二の十、十一及び十二の項の救助の程度、方法及び期間の欄に定

める額を上限として、第５条に基づく指示を行った市町村と乙又は丙とで協議の上決定するものとする。 

（市町村事務の代行） 

第８条 災害救助法が適用された場合において、やむを得ない事情により市町村が第５条に基づく指示を

行うことが困難な場合は、当該市町村に代わって甲が必要な事務を行うことができる。 
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（協力体制の整備） 

第９条 乙及び丙は、災害時において相互に円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情

報伝達体制の整備に努めるものとする。 

（災害時の情報提供） 

第１０条 乙及び丙は、協力業務の実施中に得た災害情報を必要に応じて甲に提供するものとする。 

（個人情報の保護） 

第１１条 乙及び丙は、この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（連絡責任者の報告） 

第１２条 この協定の円滑な実施を図るため、乙及び丙は連絡責任者を定め、甲に報告するものとする。 

（実施細目） 

第１３条 この協定の実施に関し、必要な手続その他の事項は、実施細目で定めるものとする。 

（協議事項） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙丙

が協議して決定するものとする。 

（有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成２５年３月３１日までとする。ただし、この協定

の有効期間満了の１か月前までに、甲乙丙いずれからも協定解除の申出がないときは、さらに１年間延

長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書５通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

  

 平成２５年２月４日 

 

福岡県福岡市博多区東公園７－７ 

甲  福岡県 

福岡県知事   小  川    洋 

                               

福岡県太宰府市観世音寺１－１１－１ 

乙１ 福岡県葬祭業協同組合 

   理 事 長   廣  津    厚 

 

福岡県北九州市若松区浜町２－３－２８ 

乙２ 北九州葬祭業協同組合 

   理 事 長   原  田  健  次 

 

福岡県中間市長津２－３－２ 

乙３ 福岡県遠賀葬祭業協同組合 

   理 事 長   柳    潤  一 

 

   東京都港区港南二丁目４番１２号 

丙  全日本葬祭業協同組合連合会 

   会   長     松  井  昭  憲 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙及び丙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

２ 乙及び丙は、この協定による個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、責任区分等を明確にし、特

定された従事者以外の者が当該個人情報にアクセスすることがないようしなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙及び丙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。こ

の協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （収集の制限） 

第３ 乙及び丙は、この協定による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するため

に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （安全確保の措置） 

第４ 乙及び丙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （作業場所の特定） 

第５ 乙及び丙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所を

明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。 

 （個人情報の利用及び提供の制限） 

第６ 乙及び丙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による事務に関して知り得た個人情報を

当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第７ 乙及び丙は、この協定による事務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を甲

の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の禁止） 

第８ 乙及び丙は、この協定による個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があるときを除

き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第９ 乙及び丙は、この協定による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただ

し、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 （従事者への研修） 

第１０ 乙及び丙は、この協定による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この協

定による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないことその他個人情

報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。 

 （事故報告） 

第１１ 乙及び丙は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれが

あることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従い、原因究明等必要な措置を講ずるものと

する。 

 （調査） 

第１２ 甲は、乙及び丙がこの協定による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況につい

て、随時調査することができるものとする。 

 （指示及び報告） 

第１３ 甲は、乙及び丙がこの協定による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙

及び丙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるもの

とする。 

 （取扱記録の作成） 

第１４ 乙及び丙は、個人情報の適切な管理を確保するため、この協定による事務に関して取り扱う個人情

報の取扱状況を記録し、甲に報告しなければならない。 

 （運搬） 

第１５ 乙及び丙は、この協定による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録さ
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れた資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙及び丙の責任にお

いて、確実な方法により運搬しなければならない。 

 （協定解除及び損害賠償） 

第１６ 甲は、乙及び丙が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、協定の解除及び損害

賠償の請求をすることができるものとする。   
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災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定（以下「協

定」という。）第１３条の規定により、協定の実施について必要な手続その他の事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 協定第２条第１項に規定する災害が発生した市町村から甲への要請は、災害時における葬祭用品

の供給等の協力あっせん要請書（様式第１号）により、同項に規定する甲から乙への要請は、災害時に

おける葬祭用品の供給等の協力要請書（様式第２号）により行うものとする。ただし、やむを得ない事

態が発生した時は、電話、ファクシミリ等により行うこととし、対応が可能となった後、速やかに文書

を提出するものとする。 

２ 協定第４条第１号によって供給する葬祭用品は次のとおりとする。 

 (1) 桐棺（内張り、納棺セット等を含む。） 

 (2) ドライアイス、防腐剤等遺体の安置に必要な用品 

 (3) 骨つぼ 

(4) その他必要な用品 

（要請の応諾状況） 

第３条 協定第３条第１項に規定する対応状況の報告は対応状況報告書（様式第３号）により、同条第２

項に規定する応諾状況の報告は応諾状況報告書（様式第４号）により行うものとする。ただし、やむを

得ない事態が発生した時は、電話、ファクシミリ等により行うこととし、対応が可能となった後、速や

かに文書を提出するものとする。 

（構成員の名簿） 

第４条 乙及び丙は、この協定に掲げる業務に協力するために、毎年２月末までに構成員の名簿を提出す

るものとする。 

 

附 則 

この実施細目の有効期間は、協定の有効期間と同様とする。 
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様式第１号（第２条関係） 

                 ○○第 ○○ 号 

平成  年  月  日 

 

災害時における葬祭用品の供給等の協力あっせん要請書 

 

  福 岡 県 知 事  殿 

（保健医療介護部保健衛生課） 

                                   市町村長 

                       （     市町村災害対策本部長） 

 

  貴職が福岡県葬祭業協同組合、北九州葬祭業協同組合、福岡県遠賀葬祭業協同組合及び全日本葬祭業協

同組合連合会と締結している災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定（以下

「協定」という。）第２条の規定に基づき、○○葬祭業協同組合に次のとおり協力を要請します。 

  なお、本要請を行うに当たっては、要請の目的を達するまでの協定に係る一切の事務を「災害時におけ

る葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定」に基づき行うことに同意します。 

要請の理由  

要請の内容 

□葬祭用品の供給及び役務の提供（用品名、サイズ、数量等） 

□遺体安置施設等の提供 

□遺体の搬送 

□その他 

（内 容） 

 

※記載スペースが不足する場合は別紙添付で可（様式任意） 

履行場所  

 履行期日・期間 
 期 日：平成  年  月  日 

 期 間：平成  年  月  日～平成  年  月  日 

担当者職・氏名 

電話番号・E-mail 

  担当      部      課 

  職・氏名           電話番号 

  E-mail 

備  考 

１ この協定による要請以外の、葬祭用品の供給等に係る協力要請状況 

□あり  ［要請先：               ］ 

□行う予定［要請先：               ］ 

□なし 

２ 本要請について電話、ファクシミリ等による事前連絡の有無 

□事前連絡済［平成  年  月  日（ ）     時  分頃］ 

□なし 

 

※要請内容の欄には、葬祭用品等の必要数を記載する等可能な限り詳細に記入すること。
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様式第２号（第２条関係） 

                                ○○保衛第 ○○○ 号 

                            平成  年  月  日   

 

災害時における葬祭用品の供給等の協力要請書 

 

 ○○葬祭業協同組合理事長 殿 

 

                          福岡県知事 小 川  洋 

（保健医療介護部保健衛生課） 

  

 災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定第２条の規定に基づき、次のとおり

協力を要請します。 

要請の理由  

要請の内容 

□葬祭用品の供給及び役務の提供（用品名、サイズ、数量等） 

□遺体安置施設等の提供 

□遺体の搬送 

□その他 

（内 容） 

 

※記載スペースが不足する場合は別紙添付で可（様式任意） 

履行場所  

 履行期日・期間 
 期 日：平成  年  月  日 

 期 間：平成  年  月  日～平成  年  月  日 

県担当者職・氏名 

電話番号・E-mail 

   担当部課  福岡県保健医療介護部保健衛生課 

   職・氏名           電話番号 

  E-mail 

市町村担当者職・氏名 

電話番号・E-mail 

   市町村名  

担当部課 

   職・氏名           電話番号 

  E-mail 

備  考 

１ この協定による要請以外の、葬祭用品の供給等に係る協力要請状況 

□あり  ［要請先：               ］ 

□行う予定［要請先：               ］ 

□なし 

２ 本要請について電話、ファクシミリ等による事前連絡の有無 

□事前連絡済［平成  年  月  日（ ）     時  分頃］ 

□なし 

 

※要請内容の欄には、葬祭用品等の必要数を記載する等可能な限り詳細に記入すること。 
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様式第３号（第３条関係） 

平成  年  月  日   

 

 

 対 応 状 況 報 告 書 

 

 

福 岡 県 知 事  殿 

（保健医療介護部保健衛生課） 

○○○○葬祭業協同組合理事長 

 

 

災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定に基づく要請（平成○○年○月

○日○○保衛第○○号）への対応について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 要請に対する回答 

□ 対応可能 

□ 条件付で対応可能（条件：                          ） 

□ 対応不可能（理由：                             ） 

 

２ 協力内容（該当事項に○） 

（１）葬祭用品の供給及び役務の提供 

（２）遺体安置施設等の提供 

（３）遺体の搬送 

（４）その他（内容：                                ） 

 

３ 問合せ先 

（１）名称： 

（２）所在地： 

（３）連絡責任者氏名： 

（４）電話番号 

［連絡先①         （担当者名            ）］ 

［連絡先②         （担当者名            ）］ 

［連絡先③         （担当者名            ）］ 

（５）FAX： 

（６）E-mail： 

 

４ その他 
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様式第４号（第３条関係） 

                                ○○保衛第 ○○○ 号 

平成  年  月  日 

 

 

応 諾 状 況 報 告 書 

 

 

市 町 村 長     殿 

       福岡県知事 小 川  洋 

      （保健医療介護部保健衛生課） 

 

災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定に基づく要請（平成○○年○○月

○○日○○第○○号）に対する応諾状況について、○○葬祭業協同組合から下記のとおり報告がありまし

たので送付します。 

 

記 

 

 

１ 要請に対する回答 

□ 対応可能 

□ 条件付で対応可能（条件：                          ） 

□ 対応不可能（理由：                             ） 

 

２ 協力内容（該当事項に○） 

（１）葬祭用品の供給及び役務の提供 

（２）遺体安置施設等の提供 

（３）遺体の搬送 

（４）その他（内容：                                ） 

 

３ 連絡先 

（１）名称： 

（２）所在地： 

（３）連絡責任者氏名： 

（４）電話番号 

［連絡先①         （担当者名            ）］ 

［連絡先②         （担当者名            ）］ 

［連絡先③         （担当者名            ）］ 

（５）FAX： 

（６）E-mail： 

 

４ その他 
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８１ 災害時等における総合的支援体制に関する協定書 

 

 福岡県（以下｢甲｣という。）と伊藤忠商事株式会社（以下｢乙｣という。）及び乙のグループ会社（以下「協

力会社」という。）である株式会社ファミリーマート（以下「丙」という。）、伊藤忠エネクス株式会社（以

下「丁」という。）、株式会社エコア（以下「戊」という。）、アイ・ティー・シーネットワーク株式会社（以

下「己」という。）は、甲の災害予防対策及び応急対策に係る支援内容等に関して、次のとおり協定を締結

する。 

 

（支援内容） 

第１条 乙は、甲の災害予防対策及び応急対策に係る支援として、甲と協力会社間の総合調整を行うもの

とする。 

２ 協力会社は、甲の災害予防対策及び応急対策に係る支援を、甲の要請に応じて以下のとおり実施する

ものとする。 

（１）丙の支援内容 

災害時に、供給可能な物資（食料品、飲料水、生活必需品等）を被災地等に供給する。 

（２）丁の支援内容 

福岡県内のサービスステーションにおいて、災害時の緊急車両（警察・消防・物資運搬車両等）へ優

先的な給油を行うこととする。また、被災地付近のサービスステーションを緊急避難場所や帰宅困難者

用の一時休憩所、及び近隣被災者用の非常用食料・飲料水・物資の集積地として施設提供を行う。 

（３）戊の支援内容 

災害時に、炊き出しなどで利用する為のＬＰガスとガスボンベ、及び関連機器（給湯器、ストーブ、

ガスコンロ等）を被災地等へ供給するとともに、ＬＰガスの正しい使い方を指導する。 

また、初動緊急措置として、二次災害発生防止を主眼にＬＰガスの供給停止など適切         

な処置や、拡声器・チラシ配布等による二次災害防止の為の広報活動を行う。 

（４）己の支援内容 

災害発生前において、災害時に利用するＮＴＴドコモのｉモード・伝言ダイヤル・web 等による災害

時伝言板の使用方法について、住民等への説明を実施する。 

３ 乙及び協力会社は、第１項及び第２項のほか、甲が運用する「防災メール・まもるく  

ん」の広報に協力するものとする。 

（支援の実施） 

第２条 協力会社は、本協定に基づく支援が円滑に行われるよう甲と協議の上実施要領を作成し、また、

その写しを乙に提出するものとする。 

なお、実施要領を変更する場合についても、同様とする。 

２ 乙及び協力会社は、甲から要請を受けたときは、前項の実施要領に基づき最大限の努力をもって支援

を実施するものとする。 

（費用負担） 

第３条 乙及び協力会社が第１条第１項及び第２項に基づき供給した物資、燃料、機器等の代金及び供給

場所までの運搬費用等の実費は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。 

２ 乙及び協力会社が供給した物資、燃料、機器等の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発

生直前の取引において適用されていた通常価格）を基準として、甲、乙及び協力会社が協議して定める

ものとする。また、この支払方法については、第２条に定める実施要領において取り決めるものとする。 

（災害補償） 

第４条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものと

する。 

（協力会社の追加） 

第５条 甲及び乙が協議の上、協力会社に他の会社を追加する場合には、甲、乙及び当該追加会社間にお

いて書面をもって定めるものとする。この場合、当該追加会社についても本協定の適用を受けることと

する。 

２ 前項に基づき協力会社に追加された場合には、乙は、協力会社にその旨を報告するものとする。 

（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、平成２０年 ２月２０日から平成２１年 ２月１９日までとする。 

  但し、期間満了の１箇月前までに甲、乙、又は協力会社のいずれからも意思表示のないときは、本協
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定は更に満１年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。 

２ 前項にかかわらず、甲、乙及び協力会社は、本協定の有効期間内において３箇月前の予告をもって本

協定を解除することができる。但し、この場合、甲、乙及び解除することを望まない協力会社間におい

て、本協定を有効に継続させることができるものとする。 

（協議） 

第７条 本協定に定めなき事項又は本協定の解釈に関し疑義ある事項については、甲、乙及び協力会社が

誠意をもって協議の上解決するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書６通を作成し、甲、乙及び協力会社記名押印の上それぞれその1通

を保有する。 

 

  平成２０年 ２月２０日    

                    

                甲  福岡県 

                   代表者 福岡県知事 麻 生  渡  

  

                乙  東京都港区北青山２－５－１ 

                   伊藤忠商事株式会社 

                   代表取締役社長   小林  栄三 

 

                丙  東京都豊島区東池袋４丁目２６番１０号 

                   株式会社ファミリーマート 

                   代表取締役社長   上田  準二 

 

                丁  東京都目黒区目黒１－２４－１２ 

                   伊藤忠エネクス株式会社 

                   代表取締役社長   小 寺  明 

 

戊  福岡市博多区冷泉町４番２０号島津博多ビル８階 

   株式会社エコア 

                   代表取締役社長   権 藤  烈 

 

己  東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 

                   アイ・ティー・シーネットワーク株式会社 

                   代表取締役社長   寺本  一三 
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８２ 災害時における支援・協力に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県農業協同組合中央会（以下「乙」という。）は、災害時において、

被災者に対する円滑な救援活動その他必要な支援を相互に協力して行うため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、非常災害時において、被災者に対する救援活動等を支援するため、応急生活物資の

調達及び安定供給並びにボランティア活動への支援等を円滑に行い、県民生活の早期安定と復興に寄与

することを目的とする。 

 

（協力内容） 

第２条 災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行うため、甲は、乙に対し、情報の提供及び

必要な要請を行い、乙は、これを受けてＪＡグループの連絡、調整を図り、会員組合に対して、必要な

要請及び指導を行うものとする。 

２ 乙は、災害時に会員組合の役職員及び組合員が、市民ボランティア活動に参加する場合には、必要な

支援を行うものとし、甲は、乙の支援活動が円滑に行われるよう協力するものとする。 

３ この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が「災害対策本部」を設置し、乙に対して要

請を行ったときをもって発動する。 

 

（防災意識の向上） 

第３条 乙は、会員組合及び組合員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものと

する。 

 

（その他） 

第４条 この協定に定めのない事項で、被災者に対する支援が必要な場合は、甲乙双方が協議のうえ決定

するものとする。 

２ この協定に疑義が生じた事項については、甲乙双方が協議して定めるものとする。 

 

（適 用） 

第５条 この協定は、締結の日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成９年２月６日 

 

 

           甲  福岡県 

               代表者 福岡県知事  麻 生  渡 

 

            乙  福岡市中央区天神４丁目１０番１２号 

                  福岡県農業協同組合中央会 

                    会 長        山 口 槌 夫 
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８３ 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、災害

救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受ける災害（以下「災害」という。）の発生により、福岡県

内の区域で被害が生じた場合において、高齢者、障がい者等であって、避難所及び車両での生活において

特別の配慮を要する者、その他宿泊施設の利用が必要であると甲が認める者（以下「要配慮者等」という。）

への宿泊施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力要請等） 

第１条 甲は、災害が発生した時において、乙の組合員が営む旅館、ホテル等の宿泊施設（以下「宿泊施

設」という。）を要配慮者等の避難所として利用する必要があると認めるときは、乙に対し、有償での宿

泊施設提供について協力を要請できるものとする。 

２ 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話

等の通信手段により要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

３ 乙は、甲から第1項の規定による要請を受けたときは、可能な限りこれに応じるものとする。 

４ 乙は、第1項の規定による要請に応じる場合は、速やかに乙の組合員について調査を行い、受入れが

可能な宿泊施設名、人数、期間等を甲に文書で報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口

頭又は電話等の通信手段により報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

（協力宿泊施設の業務内容） 

第２条 乙の組合員は、前条第１項の規定による要請に応じて避難所として提供する施設（以下「協力宿

泊施設」という。）において、要配慮者等に対し、次に掲げる業務を実施するものとする。 

（１）宿泊場所、食事及び入浴施設の提供（専門的な介護又は特別な配慮を要する食事の提供を除く。） 

（２）その他、甲乙が協議し、必要と認める業務 

（協力宿泊施設への利用申込方法） 

第３条 協力宿泊施設への利用申込みの方法は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

２ 甲は、被災地の市町村に対し、協力宿泊施設の情報等を提供することができるものとする。 

（受入対象期間） 

第４条 協力宿泊施設における要配慮者等の受入期間は、災害救助法による救助基準に基づき、要配慮者

等を受け入れたときから応急仮設住宅等が整備され、協力宿泊施設を避難所として利用する必要がなく

なるまでの期間とする。 

（利用費用等） 

第５条 協力宿泊施設の利用に係る費用（第２条に規定する業務の実施に要した費用を含む。以下同じ。）

については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する費用の額及び支払方法等は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

（取消料等損害賠償） 

第６条 乙は、第３条第１項の方法により行われた利用申込み後に、その変更又は取消しが発生した場合

において、当該利用申込みをした者に対し、取消料等の損害賠償の請求は行わないものとする。 

（移送） 

第７条 甲は、被災地から協力宿泊施設への要配慮者等の移送について、乙及び協力宿泊施設に対して協

力を求めることができる。この場合において、当該移送に係る費用が生じた場合は、甲が負担するもの

とし、その額は燃料費等の実費を基準として、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

（実績報告） 

第８条 乙は、協力宿泊施設の提供が終了したときは、甲に対し、文書により実績報告を行うものとする。 

（連絡調整体制の整備） 

第９条 甲及び乙は、災害が発生した時において、協力宿泊施設の提供が円滑にできるよう、平時から連

絡調整体制の整備に努めるものとする。 

（実施細目） 

第１０条 この協定の実施に関し、必要な手続きその他の事項は、別に定めるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ、決定するも

のとする。 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間
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が終了する１か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定終了の意思表示がないときは、当該期間

終了の翌日から１年間この協定は、同一の条件をもって更新され、以降も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙、記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

 平成２９年３月３１日 

 

     甲  福岡県 

        代表者  福岡県知事 小川 洋 

 

     乙  福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合 

        代表者  理事長  井上善博 
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８４ 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）、北九州市（以下「乙」という。）及び福岡市（以下「丙」という。）と公

益社団法人福岡県宅地建物取引業協会（以下「丁」という。）は、災害時に甲、乙、丙及び丁が相互に協力

して行う民間賃貸住宅の提供に関して、次の条項により協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、福岡県において大規模な災害が発生した場合において、甲、乙及び丙が、災害によ

り住宅を滅失し自己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）

のための応急的な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として民間賃貸住宅を提供するため、丁に協

力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲、乙及び丙は、災害が発生し必要と認める場合、丁に対し、応急借上げ住宅として被災者に提

供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請するものとする。 

 

 （協力） 

第３条 丁は、前条の規定に基づく甲、乙及び丙からの要請があった場合、応急借上げ住宅として提供可

能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、甲、乙及び丙に可能な限り協力する

ものとする。 

 

 （甲、乙及び丙の役割） 

第４条 甲、乙及び丙は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 

三 応急借上げ住宅の入居者の入居許可及び退去に関すること 

四 応急借上げ住宅の賃料等の支払に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 甲、乙及び丙は、前項に掲げる事務の一部を、丁に委託することができる。 

 

 （丁の役割） 

第５条 丁は、第３条の規定に基づき甲、乙及び丙に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の

各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃貸人に対す

る応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 

二 応急借上げ住宅として甲、乙及び丙が借り上げようとする民間賃貸住宅の使用の適否に係る確認に

関すること 

三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 甲、乙及び丙からの委託を受けた事務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（連絡調整） 

第６条 甲は、この協定に基づく事務が適切かつ円滑に行われるよう必要に応じて連絡調整を行い、乙及

び丙は、甲の調整の下で、甲、乙、丙及び丁による連携体制をとるものとする。 

 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、甲、乙、丙及び丁の協議の上定めるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 甲と丁との間で平成２２年３月１９日に締結した「災害時における民間賃貸住宅の提供及び媒介

に関する協定」は、廃止する。 
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この協定を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁記名押印の上、各自その１通を保有する。 

  

 

令和元年１０月１日 

 

 

甲     福岡県 

代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

 

乙     北九州市 

代表者 北九州市長 北橋 健治 

 

 

丙     福岡市 

代表者 福岡市長 髙島 宗一郎 

 

 

丁     福岡市東区馬出1丁目１３番１０号 

       公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会 

          会 長  加藤 龍雄 
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８５ 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）、北九州市（以下「乙」という。）及び福岡市（以下「丙」という。）と公益社団法人全国

賃貸住宅経営者協会連合会（以下「丁」という。）は、災害時に甲、乙、丙及び丁が相互に協力して行う民間賃貸

住宅の提供に関して、次の条項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県において災害が発生した場合において、甲、乙及び丙が、災害により住宅を滅失し

自 

己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急的な住

宅 

 （以下「応急借上げ住宅」という。）として民間賃貸住宅を提供するため、丁に協力を求めるに当たり、基本的

な 

事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲、乙及び丙は、災害が発生し必要と認める場合、丁に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能

な 

民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請できるものとする。 

 

（協力） 

第３条 丁は、前条の規定に基づく甲、乙及び丙からの要請があった場合、応急借上げ住宅として提供可能な民 

間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、甲、乙及び丙に可能な限り協力するものとす

る。 

 

（甲、乙及び丙の役割） 

第４条 甲、乙及び丙は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 

三 応急借上げ住宅の入居者の入居許可及び退去に関すること 

四 応急借上げ住宅の賃料等の支払に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 甲、乙及び丙は、前項に掲げる事務の一部を、丁に委託することができる。 

 

（丁の役割） 

第５条 丁は、第３条の規定に基づき甲、乙及び丙に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号

に 

掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃貸人に対す

る 

応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 

二 応急借上げ住宅として甲、乙及び丙が借り上げようとする民間賃貸住宅の使用の適否に係る確認に関す

る 

こと 

三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 甲、乙及び丙からの委託を受けた事務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（連絡調整） 

第６条 甲は、この協定に基づく事務が適切かつ円滑に行われるよう必要に応じて連絡調整を行い、乙及び丙

は、 

甲の調整の下で、甲、乙、丙及び丁による連携体制をとるものとする。 
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（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、甲、乙、丙及び丁の協議の上定めるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 甲と丁との間で平成３０年１０月２２日に締結した「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」

は、 

廃止する。 

 

 

この協定を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

令和元年１０月１日 

 

 

甲     福岡県 

代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

 

乙     北九州市 

代表者 北九州市長 北橋 健治 

 

 

丙     福岡市 

代表者 福岡市長 髙島 宗一郎 

 

 

丁     東京都千代田区大手町２丁目６番１号 

       公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 

          会 長  三好 修 
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８６ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）の建設に関して、福岡県（以

下「甲」という。）及び救助実施市である北九州市（以下「乙」という。）が一般社団法人プレハブ建築協

会（以下「丙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第１号に

規定する応急仮設住宅のうち、建設し供与するものをいう。 

２「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（所要の手続） 

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項

を、文書をもって丙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等によること

ができる。この場合において、甲は、後に当該文書を速やかに丙に提出しなければならない。 

２  乙は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、

文書をもって甲に連絡するものとし、乙からの連絡を受けた甲は、第８条第１項の連絡調整を行った上、

建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丙に連絡するものとする。

ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、乙は甲に、甲

は丙に、それぞれ後に当該文書を速やかに提出しなければならない。 

３  福岡県内において災害救助法の適用を受けた市町村が乙のみである場合は、乙は、前項の規定にかかわ

らず、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文

書をもって直接丙に連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等

によることができる。この場合において、乙は、後に当該文書を速やかに丙に提出しなければならない。 

４ 前項の場合において、乙は、住宅建設を要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、甲は、第８条第

１項の連絡調整を行う。 

 

（協 力） 

第４条 丙は、前条の要請があったときは、丙の会員である住宅建設業者（以下「丁」という。）のあっせ

んその他可能な限り甲又は乙に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 丙のあっせんを受けた丁は、第３条の要請に基づき、住宅建設を行うものとする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丁が前条の住宅建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は乙が負担するものと

する。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙は、丁の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは、丁の請求

により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県建築都市部県営住宅課とし、乙において

は北九州市建築都市局住宅部住宅計画課、丙においては一般社団法人プレハブ建築協会業務第一部とする。 

 

(連絡調整) 

第８条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙は、甲の調整の下で、丙

との連絡体制をとるものとする。 
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２ 乙又は丙は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

（報 告） 

第９条 丙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲及び乙に報告するものとする。

ただし、甲又は乙は、必要と認めた場合は、丙に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿の提供） 

第10条 丙は、この協定に係る丙の業務担当部員の名簿及び丙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲及び乙に

提供するものとし、部員又は会員に異動があった場合は、甲及び乙に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第11条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙丙協議の上、定めるものとす

る。 

 

（適 用） 

第12条 この協定は、令和元年１０月１日（以下「発効日」という。）から適用する。ただし、乙に係る規

定については、乙を救助実施市とする指定が効力を発することとなる日から適用する。 

２ 乙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙に係る規定については、失効する。 

３ 甲と丙との間で締結した平成７年３月２４日付け「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定

書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和元年１０月１日 

甲 福岡県 

代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

 

 

 

乙 北九州市 

代表者 北九州市長 北橋 健治 

 

 

 

 

丙   東京都千代田区神田小川町２丁目３番１３号 

Ｍ＆Ｃビル５階 

一般社団法人プレハブ建築協会 

    会 長 芳井 敬一 

 

（注） 福岡県は同様の３者協定を福岡市及び一般社団法人プレハブ建築協会と締結している。 
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８７ 災害時等における防災・減災、災害緊急活動及び木造応急仮設住宅の建設等に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）並びに救助実施市である北九州市（以下「乙」という。）及び福岡市（以

下「丙」という。）と福岡県建築物災害対策協議会（以下「丁」という。）は、次のとおり協定する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県内に地震、風水害、その他の災害等が発生した場合又は発生するおそれがあ

る場合（以下「災害時等」という。）に、建築物に係る防災及び減災の取組みや木造応急仮設住宅の建設

などを迅速かつ適正に行うに際しての協力体制を確立するために、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

（１）防災・減災活動  建築物に関する防災研修など災害時等に備えた取組みを行うこと 

（２）災害緊急活動   災害時等の緊急パトロール及び応急処置を行うこと 

（３）木造応急仮設住宅 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第１号に規定する 

応急仮設住宅のうち木造のもの 

（４）応急修理     災害救助法第４条第１項第６号に規定する応急修理 

（５）救助実施市    災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市 

 

（防災・減災活動） 

第３条 甲及び丁は、防災・減災活動をとおして、建築物における防災意識を共有し、併せて、その取組

みを広く普及啓発するものとする。 

 

（災害緊急活動） 

第４条 甲は、市町村から災害緊急活動の実施体制の構築に関する協力の要請があったときは、丁を紹介

するものとし、実施する災害緊急活動については、市町村と丁が別途協議の上、行うものとする。 

２ 丁は、市町村から災害緊急活動の要請があったときは、前項の協議内容等に基づき、可能な限り協力

するものとする。 

 

（木造応急仮設住宅の建設） 

第５条 甲は、木造応急仮設住宅の建設要請（以下「建設要請」という。）に当たっては、建設場所、戸数、

規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丁に連絡するものとする。ただし、緊急の

場合は電話等によることができる。この場合において、甲は、後に当該文書を速やかに丁に提出しなけ

ればならない。 

２ 乙又は丙は、建設要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、

文書をもって甲に連絡するものとし、乙又は丙からの連絡を受けた甲は、第７条第１項の連絡調整を行

った上、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丁に連絡するも

のとする。ただし、緊急の場合は、電話等によることができる。この場合において、乙又は丙は甲に、

甲は丁に、それぞれ後に当該文書を速やかに提出しなければならない。 

３ 福岡県内において災害救助法の適用を受けた市町村が乙又は丙のいずれかのみである場合は、乙又は

丙は、前項の規定にかかわらず、建設要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必

要と認める事項を、文書をもって直接丁に連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、

電話等によることができる。この場合において、乙又は丙は、後に当該文書を速やかに丁に提出しなけ

ればならない。 

４ 前項の場合において、乙又は丙は、建設要請をする旨をあらかじめ甲に連絡するものとし、甲は、第

７条第１項の連絡調整を行う。 

５ 丁は、第１項から第３項までの建設要請があったときは、丁の構成団体の会員である建設業者（以下
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「業者」という。）のあっせんその他可能な限り甲又は乙若しくは丙に協力するものとする。 

６ 丁のあっせんを受けた業者は、第１項から第３項までの建設要請に基づき、木造応急仮設住宅の建設

を行うものとする。 

 

（木造応急仮設住宅の建設費用の負担及び支払） 

第６条 業者が前条の木造応急仮設住宅の建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は

乙若しくは丙が負担するものとする。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙若しくは丙は、業者の木造応急仮設住宅の建設終了後検査をし、こ

れを確認したときは、業者の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

(連絡調整) 

第７条 甲は、第５条の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙及び丙は、甲の調整の下で、

丁との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙若しくは丙又は丁は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

（報告） 

第８条 丁は、木造応急仮設住宅の建設については、協力できる生産能力及び建設能力等の状況を毎年１

回甲、乙及び丙に報告するものとする。ただし、甲、乙又は丙は、必要と認めた場合は、丁に対して随

時報告を求めることができる。 

 

（応急修理） 

第９条 災害等が発生し、応急修理を実施する必要がある場合には、甲又は乙若しくは丙から丁に対して

協力要請を行う。 

２ 丁は、市町村から応急修理の協力の要請があった場合には、可能な限り協力するよう努めるものとす

る。 

 

（周知等） 

第10条 丁は、防災・減災活動及び災害緊急活動の趣旨及び実施について、その構成団体の全ての会員に

周知徹底を図るとともに、活動体制の確保に努めるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第11条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては、第２条第１号及び第２号は福岡県建築都市

部建築指導課、第２条第３号は同部県営住宅課、第２条第４号は同部住宅計画課とし、乙においては北

九州市建築都市局住宅部住宅計画課、丙においては福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課、丁においては

一般社団法人福岡県建設業協会事務局とする。 

 

（会員名簿等の提供） 

第12条 丁は、本協定に係る丁の業務担当者名簿及び丁に加盟する建設業者の会員名簿を毎年１回甲、乙

及び丙に提供するものとし、業務担当者及び会員に異動があった場合は、甲、乙及び丙に報告するもの

とする。 

 

（協議） 

第13条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙丙丁協議の上、定めるもの

とする。 

 

（適用） 

第14条 本協定は、令和元年１０月１日（以下「発行日」という。）から適用する。ただし、乙又は丙に係

る規定については、乙又は丙を救助実施市とする指定が効力を発することとなる日から適用する。 
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２ 本協定の期間は、協定を締結した日から令和２年３月３１日までとする。なお、期間満了の１か月前

までに、甲乙丙丁のいずれからも何ら申出のないときは、引き続き同一条件をもってさらに１年継続す

るものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。 

３ 甲乙丙丁のいずれかが、本協定を解除しようとする場合は、解除する期日の１か月前までに申出なけ

ればならない。 

４ 甲又は乙若しくは丙は、丁が本協定の規定に反したと認める場合は、前項の規定にかかわらず、本協

定を解除することがある。 

５ 乙又は丙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙又は丙に係る規定については、失効する。 

６ 甲と丁との間で締結した平成２８年６月３日付け「災害時等における防災・減災、災害緊急活動及び

木造応急仮設住宅の建設等に関する協定書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

この協定を証するため、本書４通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

令和元年１０月１日 

 

甲   福岡県 

代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

乙   北九州市 

代表者 北九州市長 北橋 健治 

 

丙   福岡市 

代表者 福岡市長 髙島 宗一郎 

 

       丁   福岡県建築物災害対策協議会 
 

構成団体 福岡県建築物災害対策協議会 会長 

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１４－１８ 

一般社団法人 福岡県建設業協会 

会長 松本 優三 

 

福岡県福岡市東区箱崎１丁目１－１ 

福岡県建設業協同組合 

理事長 金子 和英 

 

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３－４ 

一般社団法人 福岡県木造住宅協会 

代表理事 大里 博之 
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 ８８ 災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

福岡県（以下｢甲｣という。）並びに災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市である北九州市

（以下「乙」という。）及び福岡市（以下「丙」という。）と一般社団法人日本木造住宅産業協会（以下

「丁」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県内に地震、風水害、その他の災害等が発生した場合（以下「災害時」という。）

に、木造応急仮設住宅の建設を迅速かつ適正に行うに際しての協力体制を確立するために必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （対象） 

第２条 この協定における対象は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第１号に規定

する応急仮設住宅で木造のものとする。 

 

 （木造応急仮設住宅の建設） 

第３条 甲は、木造応急仮設住宅の建設の要請（以下「建設要請」という。）に当たっては、建設場所、戸

数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丁に連絡するものとする。ただし、緊

急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は、後に当該文書を速やかに丁に提出し

なければならない。 

２  乙又は丙は、建設要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、

文書をもって甲に連絡するものとし、乙又は丙からの連絡を受けた甲は、第６条第１項の連絡調整を行

った上、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丁に連絡するも

のとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、

乙又は丙は甲に、甲は丁に、それぞれ後に当該文書を速やかに提出しなければならない。 

３  福岡県内において災害救助法の適用を受けた市町村が乙又は丙のいずれかのみである場合は、乙又は

丙は、前項の規定にかかわらず、建設要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必

要と認める事項を、文書をもって直接丁に連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、

当該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、乙又は丙は、後に当該文書を速やか

に丁に提出しなければならない。 

４ 前項の場合において、乙又は丙は、建設要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、甲は、第６条

第１項の連絡調整を行う。 

５ 丁は、第１項から第３項までの建設要請があったときは、丁の会員である建設業者（以下「業者」と

いう。）のあっせんその他可能な限り甲又は乙若しくは丙に協力するものとする。 

６ 丁のあっせんを受けた業者は、第１項から第３項までの建設要請に基づき、木造応急仮設住宅の建設

を行うものとする。 

 

 （費用の負担及び支払） 

第４条 業者が前条の木造応急仮設住宅の建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は

乙若しくは丙が負担するものとする。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙若しくは丙は、業者の住宅建設終了後検査をし、これを確認したと

きは、業者の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

 （連絡窓口） 

第５条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県建築都市部県営住宅課、乙においては

北九州市建築都市局住宅部住宅計画課、丙においては福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課とし、丁にお
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いては一般社団法人日本木造住宅産業協会九州支部事務局とする。 

 

(連絡調整) 

第６条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙及び丙は、甲の調整の

下で、丁との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙若しくは丙又は丁は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

 （報告） 

第７条 丁は、木造応急仮設住宅の建設について、協力できる生産能力及び建設能力等の状況を毎年５月

末日までに、甲、乙及び丙に報告するものとする。ただし、甲、乙又は丙は、必要と認めた場合は、丁

に対して随時報告を求めることができる。 

 

 （会員名簿の提供） 

第８条 丁は、本協定に係る丁の業務担当者名簿及び丁に加盟する会員の名簿を毎年５月末日までに、甲、

乙及び丙に提供するものとし、担当者及び会員に異動があった場合は、甲、乙及び丙に報告するものと

する。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙丙丁協議の上、定めるもの

とする。 

 

（適用） 

第10条 この協定は、令和元年１０月１日（以下「発効日」という。）から適用する。ただし、乙又は丙

に係る規定については、乙又は丙を救助実施市とする指定が効力を発することとなる日から適用する。 

２ 乙又は丙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙又は丙に係る規定については、失効する。 

３ 甲と丁との間で締結した平成３０年２月１４日付け「災害時における木造応急仮設住宅の建設に関す

る協定書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

令和元年１０月１日 

 

甲  福岡県 

代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

乙  北九州市 

代表者 北九州市長 北橋 健治 

 

丙  福岡市 

代表者 福岡市長 髙島 宗一郎 

 

    丁  東京都港区六本木１丁目７－２７ 全特六本木ビルＷＥＳＴ棟２階 

一般社団法人 日本木造住宅産業協会 

会長 市川 晃 
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８９ 災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

福岡県（以下｢甲｣という。）並びに災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市である北九州市

（以下「乙」という。）及び福岡市（以下「丙」という。）と一般社団法人全国木造建設事業協会（以下

「丁」という。）は、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県内に地震、風水害、その他の災害等が発生した場合（以下「災害時」という。）

に、木造応急仮設住宅の建設を迅速かつ適正に行うに際しての協力体制を確立するために必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （対象） 

第２条 この協定における対象は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第１号に規定

する応急仮設住宅で木造のものとする。 

 

 （木造応急仮設住宅の建設） 

第３条 甲は、木造応急仮設住宅の建設の要請（以下「建設要請」という。）に当たっては、建設場所、戸

数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丁に連絡するものとする。ただし、緊

急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は、後に当該文書を速やかに丁に提出し

なければならない。 

２  乙又は丙は、建設要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、

文書をもって甲に連絡するものとし、乙又は丙からの連絡を受けた甲は、第６条第１項の連絡調整を行

った上、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丁に連絡するも

のとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、

乙又は丙は甲に、甲は丁に、それぞれ後に当該文書を速やかに提出しなければならない。 

３  福岡県内において災害救助法の適用を受けた市町村が乙又は丙のいずれかのみである場合は、乙又は

丙は、前項の規定にかかわらず、建設要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必

要と認める事項を、文書をもって直接丁に連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、

当該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、乙又は丙は後に当該文書を速やかに

丁に提出しなければならない。 

４ 前項の場合において、乙又は丙は、建設要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、甲は、第６条

第１項の連絡調整を行う。 

５ 丁は、第１項から第３項までの建設要請があったときは、丁の会員である建設業者（以下「業者」と

いう。）のあっせんその他可能な限り甲又は乙若しくは丙に協力するものとする。 

６ 丁のあっせんを受けた業者は、第１項から第３項までの建設要請に基づき、木造応急仮設住宅の建設

を行うものとする。 

 

 （費用の負担及び支払） 

第４条 業者が前条の木造応急仮設住宅の建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は

乙若しくは丙が負担するものとする。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙若しくは丙は、業者の住宅建設終了後検査をし、これを確認したと

きは、業者の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

 （連絡窓口） 

第５条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県建築都市部県営住宅課、乙においては

北九州市建築都市局住宅部住宅計画課、丙においては福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課とし、丁にお
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いては一般社団法人全国木造建設事業協会建設部会とする。 

 

(連絡調整) 

第６条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙及び丙は、甲の調整の

下で、丁との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙若しくは丙又は丁は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

 （報告） 

第７条 丁は、木造応急仮設住宅の建設について、協力できる生産能力及び建設能力等の状況を毎年５月

末日までに、甲、乙及び丙に報告するものとする。ただし、甲、乙又は丙は、必要と認めた場合は、丁

に対して随時報告を求めることができる。 

 

 （会員名簿の提供） 

第８条 丁は、本協定に係る丁の業務担当者名簿及び丁に加盟する会員の名簿を毎年５月末日までに、甲、

乙及び丙に提供するものとし、担当者及び会員に異動があった場合は、甲、乙及び丙に報告するものと

する。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙丙丁協議の上、定めるもの

とする。 

 

（適用） 

第10条 この協定は、令和元年１０月１日（以下「発効日」という。）から適用する。ただし、乙又は丙

に係る規定については、乙又は丙を救助実施市とする指定が効力を発することとなる日から適用する。 

２ 乙又は丙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙又は丙に係る規定については、失効する。 

３ 甲と丁との間で締結した平成３０年６月５日付け「災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する

協定書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

令和元年１０月１日 

 

甲  福岡県 

代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

乙  北九州市 

代表者 北九州市長 北橋 健治 

 

丙  福岡市 

代表者 福岡市長 髙島 宗一郎 

 

    丁  東京都中央区八丁堀３－４－１０ 京橋北見ビル東館６階 

一般社団法人 全国木造建設事業協会 

理事長 大野 年司 
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９０ 災害時における木造応急仮設住宅の建設及び物資の供給に関する協定書 

 

  福岡県（以下｢甲｣という。）とタマホーム株式会社（以下「乙」という。）とは、災害時における木

造応急仮設住宅の建設及び応急資材等の物資(以下「物資」という。)の供給に関し、甲が乙に協力を求め

る際に必要な事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

第１章 木造応急仮設住宅の建設 

 

第１条（所要の手続） 

 甲は、木造応急仮設住宅（災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第１号に規定する応

急仮設住宅のうち木造のものをいう。以下同じ。）建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工

期日及びその他必要と認める事項を記載した文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合

は電話等によることができる。この場合において、甲は、後に前記文書を速やかに乙に提出しなければな

らない。 

第２条（木造応急仮設住宅建設） 

 乙は、甲（甲が木造応急仮設住宅建設業務を市町村長に委任した場合には、当該市町村長。次条におい

て同じ。）の要請に基づき木造応急仮設住宅建設業務を行うものとする。 

第３条（費用の負担及び支払） 

 乙が前条の木造応急仮設住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、乙の木造応急仮設住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは、乙の請求により前項の費

用を速やかに支払うものとする。 

第４条（報告） 

 乙は、木造応急仮設住宅建設について、協力できる生産能力及び建設能力等の状況を毎年１回甲に報告

するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に対して随時報告を求めることができる。 

 

第２章 物資の供給 

 

第５条（要請） 

甲は、乙に対し、次に掲げる場合において、乙が供給可能な物資の供給を要請することができる。 

（１） 福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

（２） 福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、 

又は救援の必要があるとき。 

第６条（供給物資の範囲） 

甲が乙に供給を要請する物資は、以下に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な物資とする。 

（１）ブルーシート 

（２）ヘルメット 

（３）飲料水 

（４）前各号の物資の他、災害状況に応じて甲が緊急に指定する物資で乙が供給可能な物資 

第７条（要請の方法） 

 第５条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はそ

の他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

第８条（要請に基づく乙の措置） 

 第５条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、その

措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

第９条（物資の運搬、引渡し） 

 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬

は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行

うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 
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第１０条（費用） 

 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負

担するものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取引時

の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

第１１条（費用の支払い） 

 乙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負

担するものとする。 

 

第３章 その他 

 

第１２条（体制の整備） 

 甲及び乙は、物資の供給に支障を来さないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善に努める

ものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更

になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

第１３条（災害補償） 

  この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病

にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

第１４条（車両の通行） 

 甲は、乙がこの協定に基づく業務を行う際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援

するものとする。 

第１５条（協議） 

 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

第１６条（有効期間） 

 この協定は、締結の日からその効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって相手方に対し本協定を

終了する旨を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成２９年１１月２８日 

 

                                           甲  福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

                            福岡県知事 小川 洋 

 

                                                  

   

                                           乙  東京都港区高輪３丁目２２番９号 

タマホーム株式会社 

代表取締役 玉木 康裕 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

    

              殿 

 

 

                           福岡県知事 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

    「災害時における木造応急仮設住宅の建設及び物資の供給に関する協定」（第７条）に基づき、下記

のとおり要請します。なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第９条第４

項）により、速やかに報告願います。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする物資の内容等 

                                                      

  

  

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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別紙第２号様式 

 

平成   年  月  日  

 

 

物資供給完了報告書 

 

 

 福岡県知事 様 

 

 

                          タマホーム株式会社代表取締役 ○○ ○○ 

 

 

   「災害時における木造応急仮設住宅の建設及び物資の供給に関する協定」（第９条第４項）に基づき、

当社の物資を下記のとおり供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 物資供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 物資名 数 量 備考 
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別紙第３号様式  

年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

 

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

 「災害時における木造応急仮設住宅の建設及び物資の供給に関する協定書」に記載する事項以外には利

用しないこと。 
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９１ 避難所用間仕切りシステムの供給等に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（以下

「乙」という。）とは、避難所用間仕切りシステム（以下「間仕切りシステム」という。）の供給等に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

 (趣旨) 

第１条 本協定は、災害時において甲及び乙が相互に協力し、県民の避難生活の早期安定を図るために、

乙の代表者の考案による間仕切りシステムの円滑な供給体制に関し、必要な事項を定める。 

 (要請等) 

第２条 甲は、甲又は福岡県内の市町村（以下、「市町村」という。）において、災害時に避難所に間仕切

りシステムを設置する必要があるときは、乙に対してその供給を要請することができる。 

２ 甲は、甲又は市町村が行う災害に備えた訓練時又は会議時に、乙の支援が必要と認めるときは、乙に

対して要請を行うことができる。 

３ 甲は、間仕切りシステムについて改善を要すると認めた場合は、乙に対して要請することができる。 

４ 前３項の要請は、原則文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話その他の方法に

よって要請を行い、事後速やかに文書を提出するものとする。 

 (協力等) 

第３条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、直ちに甲との間で協議を開始し、当該要請に必要な協

力を行うものとする。 

２ 乙は、前条第２項の要請を受けたときは、直ちに甲との間で協議を開始し、マニュアル等の作成、設

置作業の指導等を実施するものとする。 

３ 乙は、前条第３項の要請を受けたときは、速やかに甲との間で間仕切りシステムの効果的な改善につ

いて検討を行うとともに、必要な改善を行うものとする。 

４ 乙は、前３項の要請を受けたときは、その実施事項について文書により甲に報告するものとする。た

だし、緊急を要するときは電話その他の方法によって報告し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

 (引渡し) 

第４条 間仕切りシステムの引渡し場所は、甲又は市町村と乙が協議の上定めるものとする。甲又は市町

村は必要に応じて、乙に対し運搬の協力を求めることができる。 

 (費用) 

第５条 乙が供給した間仕切りシステムの代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は市町村が

負担するものとする。 

２ 乙が供給した間仕切りシステムの価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引につ

いては取引時の適正な価格）とする。 

３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等詳細については、甲又は市町村と乙が協議の上、

別途定める。 

 (車両の通行) 

第６条 甲は、乙が間仕切りシステムを供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるよう

支援するものとする。 

(協議等) 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議のうえ、その都度

決定するものとする。 

 (協定の効力及び更新) 

第８条 この協定は、協定締結の日から平成２９年３月３１日まで効力を有する。ただし、この協定が効

力を失う日（以下、「期間満了の日」という。）の１箇月前までに協定を更新しない旨の意思表示（文書

に限る。）が示されない場合は、期間満了の日の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新されるもの

とし、以降もこれと同様とする。 

 (連絡窓口) 

第９条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、相互に「連

絡責任者届」（別紙第１号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合にも、その都度、提出するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有する。 
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平成２９年 ２月 ２日 

 

甲  福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県知事 小川 洋 

 

乙  東京都世田谷区松原５丁目２－４ 

特定非営利活動法人 

ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク 

代表者 坂 茂 
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（別紙第１号様式） 

年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

  「避難所用間仕切りシステムの供給等に関する協定書」に記載する事項以外には利用しない。 
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９２ 災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と南日本段ボール工業組合（以下「乙」という。）とは、福岡県内に地震、

風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における段ボール製

品（以下「物資」という。）の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 (趣旨) 

第１条 本協定は、災害時において甲から乙に対して行う物資の供給協力に関して、必要な事項を定める。 

 (協力要請) 

第２条 災害時に甲が必要と認めるとき、又は市町村が甲に要請したときは、次の各号の物資を乙に要請

することができる。 

 （１）段ボール製簡易ベッド 

（２）段ボール製シート 

（３）段ボール製間仕切り 

（４）その他乙の取扱商品 

２ 前項の要請は、原則として文書をもって行うこととする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又はそ

の他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 (要請に基づく乙の措置) 

第３条 乙は、甲から第２条の要請があったときは、乙の組合員の中から、以下の条件を満たすものを選

定し、甲の要請への協力について承諾を得る。 

（１）被災地の最寄りの場所に事業所を有するもの 

（２）生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産の能力を有しているもの 

（３）甲の要請に優先的に対応することが可能なもの 

２ 乙は、前項で承諾を得た乙の組合員（以下、「丙」という。）に関する次の事項について、甲に対して

連絡する。 

（１）組合員の名称、所在地 

（２）連絡窓口、連絡方法 

（３）物資の種類、数量、提供可能時期 

（４）その他の必要事項 

３ 乙から前項の連絡を受けた甲は、丙と物資の供給に必要な基本的事項について協議するものとする。 

 (物資の運搬、引渡し) 

第４条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が丙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの物資

の運搬は、原則として丙が行うものとする。ただし、丙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者

が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 丙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 

 (車両の通行) 

第５条 甲は、丙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

 (費用負担) 

第６条 丙が供給した物資の代金及び引渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。 

２ 丙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取引時

の適正な価格）とする。 

３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等詳細については、甲と丙とが協議の上、別途定め

る。 

 (災害補償) 

第７条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疫病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものと

する。 

 (連絡窓口) 

第８条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、相互に「連
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絡責任者届」（別紙第３号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合にも、その都度、提出するものとする。 

 (情報の共有等) 

第９条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するとともに、必要な

連絡及び調整を行うものとする。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、供給可能な物資の品目及び数量等について報告を求め

ることができる。 

３ 乙は、日頃より、この協定の趣旨及び手続等についての組合員の理解を深めるよう努めるものとする。 

(協議等) 

第１０条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協

議の上、定める。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円

滑な運用に努める。 

(協定の有効期限) 

第１１条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段の意

思表示がない場合は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新されるものとし、以降も

これと同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２９年 ２月 ２日 

 

甲  福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県知事 小川 洋 

 

乙  福岡市博多区博多駅東２丁目４－１６ 

   福泉第一ビル５階 

南日本段ボール工業組合 

理事長 児島 圭多朗 
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（別紙第１号様式） 

 

年  月  日 

 

南日本段ボール工業組合 理事長 様 

 

 

福 岡 県 知 事 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定第２条第１項の規定に基づき、次のとおり要請し

ます。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２ 供給を必要とする物資の内容等 

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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（別紙第２号様式） 

 

年  月  日 

 

福 岡 県 知 事  様 

  

 

乙 南日本段ボール工業組合 理事長 

丙 組合員 ○○ ○○ 

 

 

物 資 供 給 完 了 報 告 書 

 

災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定第４条第４項の規定に基づき、次のとおり供給が

完了しましたので、報告します。 

 

 

１ 物資供給完了内容 

引渡し日時 場所 物資名 数量 備考 
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（別紙第３号様式） 

年  月  日 

 

連絡責任者届 

 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  「災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定書」に記載する事項以外には利用しない。 
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９３ 災害時における畳の供給に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県畳工業組合（以下「乙」という。）は、地震、風水害等の大規模

な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における避難所等に対する畳

の優先供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

  

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において、甲から乙に対して行う供給要請に関して、必要な事項を定めるもの

とする。 

（要請） 

第２条 災害時に甲が必要と認めるとき又は市町村が甲に要請したときは、甲は乙に対して畳の供給を要

請することができる。 

２ 前項の要請は、原則として「災害時における畳の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）により文書

をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又はその他の方法をもって要請し、その

後速やかに文書を提出するものとする。 

（要請に基づく乙の措置） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、供給可能な範囲内において、協力するもの

とする。 

２ 乙は、前項により畳の供給を行った場合、甲に対し、「災害時における畳の供給状況報告書」（別紙第

２号様式）により実績報告を行うものとする。 

（畳の引渡し） 

第４条 畳の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの畳の運搬は、原則とし

て乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙又は乙の指定する者による運搬が困難な場合は、

甲又は甲の指定する者が行うものとする。 

（車両の通行） 

第５条 甲は、乙が畳を運搬する際には、当該車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な範

囲で支援するものとする。 

（費用負担） 

第６条 第３条の規定により乙が供給した畳及び第４条の規定により乙が行う運搬に要する費用について

は、乙が負担するものとする。ただし、第４条ただし書の規定により、甲が指定する者が運搬した費用

については甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。 

（損害賠償責任） 

第７条 乙は乙の責に帰する理由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 

（災害補償） 

第８条 本協定に基づいて業務に従事した者が、本協定に基づく業務に起因して負傷し、疾病にかかり、

又は死亡したときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

（連絡窓口） 

第９条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め相互に「連絡

責任者届」（別紙第３号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合にも、その都度提出するものとする。 

（報告） 

第１０条 甲は、乙が供給可能な畳の数量等について、「災害時における畳の供給協力可能状況報告依頼書」

（別紙第４号様式）により随時報告を求めることができる。 

２ 乙は、前項の規定により甲から報告を求められた場合は、「災害時における畳の供給協力可能状況報告

書」（別紙第５号様式）により報告するものとする。 

 

（訓練への参加協力） 

第１１条 乙は、甲が実施する総合防災訓練等に参加を要請されたときは、積極的にこれに協力するもの

とする。 

２ 前項の規定により訓練参加した際の経費については、乙の負担とする。 

（協議） 

第１２条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協

議の上、定めるものとする。 
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（協定の有効期間） 

第１３条 本協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が、文書をもって協定の解

除を通知しない限りその効力を持続するものとする。 

 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２９年１２月１９日 

 

 

           甲 福岡市博多区東公園7-7 

             福岡県知事 小川 洋 

 

           乙 福岡市博多区竹丘町2-5-10柿原ビル201号 

             福岡県畳工業組合 

             理事長 久保田 義秋 
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（別紙第１号様式） 

 第     号 

平成  年  月  日 

 

 

福岡県畳工業組合 理事長 殿 

 

 

福 岡 県 知 事 

 

 

災害時における畳の供給に関する要請書 

 

 「災害時における畳の供給に関する協定書」第２条の規定に基づき、下記のとおり畳の供給を要請しま

す。 

 

記 

１ 要請畳の内容 

品    目 規格・単位 数 量 備   考 

    

    

    

    

 

２ 供給の期限 

                    午前 

   平成  年  月  日（  曜日）     時   分 

                    午後 

 

３ 引受場所 

引 受 場 所 数 量 備   考 
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（別紙第２号様式） 

 平成  年  月  日 

 

 

福 岡 県 知 事 殿 

 

 

                      福岡県畳工業組合  理事長 

 

 

災害時における畳の供給状況報告書 

 

 「災害時における畳の供給に関する協定書」第３条の規定に基づき、下記のとおり畳の供給状況を報告

します。 

 

記 

１ 供給畳の内容 

品    目 規格・単位 数 量 備   考 

    

    

    

    

 

２ 供給の日時 

                    午前 

   平成  年  月  日（  曜日）     時   分 

                    午後 

 

３ 引受場所 

引 受 場 所 数 量 備   考 
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（別紙第３号様式） 

年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 
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（別紙第４号様式） 

 第     号 

平成  年  月  日 

 

 

福岡県畳工業組合 理事長 殿 

 

 

福 岡 県 知 事 

 

 

災害時における畳の供給協力可能状況報告依頼書 

 

 「災害時における畳の供給に関する協定書」第１０条の規定に基づき、下記のとおり畳の供給可能状況

の報告をお願いします。 

 

 

記 

 

１ 供給要請日時（想定） 

                    午前 

   平成  年  月  日（  曜日）     時   分 

                    午後 

 

２ 畳の内容 

品    目 規格・単位 数 量 備   考 
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（別紙第５号様式） 

 平成  年  月  日 

 

 

福 岡 県 知 事 殿 

 

 

  福岡県畳工業組合 理事長  

 

 

災害時における畳の供給協力可能状況報告書 

 

 「災害時における畳の供給に関する協定書」第１０条の規定に基づき、下記のとおり畳の供給可能状況

を報告します。 

 

 

記 

１ 供給可能な畳の内容 

品    目 規格・単位 数 量 備 考 
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９４ 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 

 

  福岡県（以下｢甲｣という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、災害発生時等にお

けるレンタル機材(以下「機材」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 (要請) 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能なレンタル機材（以下「機材」という。）

の供給を要請することができる。 

 （１）福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

 （２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、機材の調達斡旋を要請されたとき、

又は救援の必要があるとき。 

 (供給機材の範囲) 

第２条 甲が乙に供給を要請する機材は、移動トイレ、発電機、その他の保有する機材のうち、要請時点

で、乙が保有する機材とする。 

 (要請の方法) 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 (要請に基づく乙の措置)  

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置をとるとともに、

その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 (機材の運搬、引渡し) 

第５条 機材の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場所までの機材

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が

行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し機材を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、機材の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により甲に報告するものとする。 

 (費用) 

第６条 乙が供給した機材の賃貸に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取

引時の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第７条 甲が借り受けた機材の賃貸に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方自

治体から乙に支払うものとする。 

 (災害補償) 

第８条  この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとす

る。 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が機材を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支

援するものとする。 

 (体制の整備) 

第10条 甲及び乙は、機材の供給に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善

に努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体制が大幅

に変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

 (協議) 

第11条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 (有効期間) 

第12条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通

知しない限り、その効力を持続するものとする。 
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  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成１８年 ３月２８日 

 

                                           甲  福岡県 

                            代表者 福岡県知事  麻生 渡   

 

 

                                                    

                                           乙  株式会社アクティオ 

                         代表取締役  小沼 光雄 

 

  

 （注） 福岡県は同様の協定を以下の２社と締結している。 

会 社 名  協定締結年月日 

株式会社レンタルのニッケン 平成18年3月28日 

太陽建機レンタル株式会社 平成18年3月28日 

 



 - 294 - 

別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

    

              殿 

 

 

                             福岡県知事 

 

 

災害時におけるレンタル機材の供給に関する要請書 

 

 

    「災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本

要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願い

ます。 

 

記 

 

１ 災害及び機材の供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする機材の内容等 

     

                                                   

  

  

要請期日 必要とする機材の種類 数量 機材運搬先 
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別紙第２号様式 

 

平成   年  月  日  

 

 

レンタル機材供給完了報告書 

 

 

 福岡県知事 様 

 

 

 

   「災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定」（第５条第４項）に基づき、当社のレンタル機

材を下記のとおり供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ レンタル機材供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 機材名 数 量 備考 
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９５ 災害時におけるリース機材の供給に関する協定書 

 

  福岡県（以下｢県｣という。）と九州建設機械器具リース業協会福岡県支部（以下「協会」という。）

とは、災害発生時等におけるリース機材(以下「機材」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

 (要請) 

第１条 県は、次に掲げる場合において、協会に対し、供給が可能なレンタル機材（以下「機材」という。）

の供給を要請することができる。 

 （１）福岡県内に災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。 

 （２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から機材の調達斡旋を要請されたとき、又

は救援の必要があるとき。 

 (供給機材の範囲) 

第２条 県が協会に供給を要請する機材は、移動トイレ、発電機その他の保有する機材のうち、要請時点

で協会が保有する機材とする。 

 (要請の方法) 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 (要請に基づく協会の措置)  

第４条 協会は、第１条の要請を受けたときは、その要請事項を速やかに実施するための措置をとるとと

もに、その措置の状況を県に連絡するものとする。 

 (機材の運搬、引渡し) 

第５条 機材の引渡し場所、運搬経路は、県が協会と協議の上指定するものとし、引渡し場所までの機材

の運搬は、原則として協会が行うものとする。ただし、協会による運搬が困難な場合は、県又は県の指

定する者が行うものとする。 

２ 県は、当該場所に職員を派遣し機材を確認の上、引き取るものとする。 

３ 県は、前項による引取りを県の指定する者に代行させることができる。 

４ 協会は、機材の引渡しが終了した後、速やかに別紙第２号様式により県に報告するものとする。 

 (費用) 

第６条 協会が供給した機材の賃貸に係る費用は、県又は県の指定する地方公共団体が負担するものとす

る。 

２ 協会が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については

取引時の適正な価格）とする。 

３ 協会が行った運搬に係る費用は、県と協会とが協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第７条 県が借り受けた機材の賃貸に係る費用は、協会からの請求後、速やかに県又は県の指定する地方

公共団体から協会に支払うものとする。 

 (災害補償) 

第８条  この協定に基づいて業務に従事した者がこの協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は

疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に係る関係法令に定めるところによるものとする。 

（車両の通行） 

第９条 県は、協会が機材を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように

支援するものとする。 

 (体制の整備) 

第１０条 県及び協会は、機材の供給に支障を来さないよう、連絡体制等の整備について、常に点検、改善

に努めるものとする。 

２ 協会は、別紙第３号様式により、県に毎年４月に連絡先を報告する。ただし、体制が大幅に変更にな

った場合には、直ちに県に報告するものとする。 

 (協議) 

第１１条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、県と協会とが協議して定

めるものとする。 

 (有効期間) 

第１２条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、県又は協会が文書をもって協定終了を
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通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、県と協会とが記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

 平成２４年９月２１日 

 

                                      県  福岡県 

 

                          代表者 福岡県知事  小 川  洋   

 

 

                                                    

                                      協会 福岡市博多区博多駅東２－９－１ 

 

                      九州建設機械器具リース業協会福岡県支部 

 

                      福岡県支部長    太田 新治 
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別紙第１号様式 

第     号 

  年  月  日 

 

    

              殿 

 

 

                             福岡県知事 

 

 

災害時におけるリース機材の供給に関する要請書 

 

 

    「災害時におけるリース機材の供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、本要

請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第４項）により、速やかに報告願いま

す。 

 

記 

 

１ 災害及び機材の供給を必要とする状況 

 

 

 

 

２  供給を必要とする機材の内容等 

     

                                                   

  

  

要請期日 必要とする機材の種類 数量 機材運搬先 
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別紙第２号様式 

 

   年  月  日  

 

 

リース機材供給完了報告書 

 

 

 福岡県知事 様 

 

 

 

   「災害時におけるリース機材の供給に関する協定」（第５条第４項）に基づき、当社のリース機材を

下記のとおり供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ リース機材供給完了内容 

 

引渡し日時 場所 機材名 数 量 備考 
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９６ 災害時における避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等の供給協力に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人什器・備品レンタル協会九州支部（以下「乙」という。）は、

福岡県内に地震、風水害等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における

避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等（以下「物資」という。）の供給協力に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害時において乙から甲に対して行う物資の供給協力に関して、必要な事項を定める。 

 

（協力要請） 

第２条 災害時に甲が必要と認めるとき、又は市町村が甲に要請したときは、「供給可能物資一覧表」（別紙

第１号様式）に示す物資の供給協力を乙に要請することができる。ただし、甲は、乙が供給できる場合に

は、甲乙協議の上、「供給可能物資一覧表」定める物資以外の物資の供給協力を乙に要請することができ

る。 

２ 前項の要請は、原則として別紙第２号様式により文書をもって行うこととする。ただし、緊急を要する

場合は、口頭又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第３条 乙は、甲から第２条の要請があったときは、乙の組合員の中から、以下の条件を満たす者を選定し、

甲の要請への協力について承諾を得る。 

 （１）被災地の最寄りの場所に事業所を有するもの 

 （２）供給設備が被災しておらず、甲の要請に対応する供給能力を有しているもの 

 （３）甲の要請に優先的に対応することが可能なもの 

２ 乙は、前項で承諾を得た乙の組合員（以下「丙」という。）に関する次の事項について、甲に対して連

絡する。 

 （１）組合員の名称、所在地 

 （２）連絡窓口、連絡方法 

 （３）物資の種類、数量、提供可能時期 

３ 乙から前項の連絡を受けた甲は、丙との物資の供給に必要な基本的な事項について協議するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第４条 物資の引渡しの場所、運送経路は、甲と丙が協議の上、決定するものとし、引渡し場所までの物資

の輸送は、原則として丙が行うものとする。ただし、丙の運搬が困難な場合は、甲又は甲が指定する者が

行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 丙は、物資の引渡しが完了した後、速やかに別紙第３号様式により甲に報告をするものとする。 

 

（車両の通行） 

第５条 甲は、丙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるよう支援す

るものとする。 

 

（保管） 

第６条 甲は、乙から物資の供給協力を受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 丙が供給した物資の代金及び引き渡し場所までの運搬に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。 

２ 丙が供給した物資の価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については取引時の

適正な価格）とする。 
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３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等の詳細については、甲と丙が協議の上、別途定める。 

 

（災害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は

疫病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第９条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、相互に「連絡

責任者届」（別紙第４号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じたときは、その都度「連絡責任者届」を提出するものとする。 

 

（情報の共有等） 

第１０条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するとともに、必要な

連絡及び調整を行うものとする。 

２ 乙は、甲に対し供給可能な物資の品目及び数量等について報告を行うため、「供給可能物資一覧表」（別

紙第１号様式）を提出するものとする。 

３ 乙は、供給可能な物資の品目及び数量等について変更が生じたときは、その都度「供給可能物資一覧表」

を提出するものとする。 

４ 乙は、日頃より、この協定の趣旨及び手続等についての組合員の理解を深めるよう努めるものとする。 

 

（協議等） 

第１１条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議

の上、定める。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円滑

な運用に努める。 

  

(協定の有効期限) 

第１２条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段の意思

表示がない場合は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新されるものとし、以降もこれ

と同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

 

平成３０年７月２３日 

甲  福岡市博多区東公園７－７ 

   福岡県知事 小川 洋 

 

 

                       

乙  福岡県大野城市御笠川５－４－１８ 

   野口株式会社内 

   一般社団法人什器・備品レンタル協会 九州支部 

   支部長 根津 照男 
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（別紙第１号様式） 

年  月  日  

 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

供 給 可 能 物 資 一 覧 表 

 

 災害時における避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等の供給協力に関する協定書第１０ 

条第２項の規定に基づき、次のとおり供給可能な物資を報告します。 

 

区分 品名 数量 単位 納品日数 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※日数欄には、発注日を含めた物資運搬先に納品するまでに必要な日数（目安）を記入すること。 

※備考欄には、規格や発注の際の注意事項等を記入すること。 

 

特記事項 
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（別紙第２号様式） 

 

年  月  日 

 

一般社団法人什器・備品レンタル協会 九州支部長 殿 

 

福 岡 県 知 事 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

災害時における避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等の供給協力に関する協定書第２条第２項の

規定に基づき、次のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

 
２ 供給を必要とする物資の内容等 

要請期日 必要とする物資の種類 数量 要請期間 物資運搬先 
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（別紙第３号様式） 

 

年  月  日 

 

福 岡 県 知 事  殿 

  

乙 一般社団法人什器・備品レンタル協会 

  九州支部長 

丙 組合員 ○○ ○○ 

 

 

物 資 供 給 完 了 報 告 書 

 

 

災害時における避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等の供給協力に関する協定書第４条第４項の

規定に基づき、次のとおり供給が完了しましたので、報告します。 

 

 

１ 物資供給完了内容 

引渡し日時 場所 物資名 数量 備考 
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（別紙第４号様式） 

年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

  災害時における避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等の供給協力に関する協定書に記載する事

項以外には利用しない。 
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９７ 災害時における緊急支援物資の保管及び荷役等に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県倉庫協会（以下「乙」という。）とは、福岡県内に地震、風水害

等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における緊急支援物資の保

管及び荷役等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 (趣旨) 

第１条 本協定は、災害時において甲から乙に対して行う緊急支援物資の保管及び荷役等の要請に関して、

必要な事項を定める。 

 (緊急支援物資の保管及び荷役に関する要請) 

第２条 甲は、緊急支援物資の保管及び荷役が必要な場合は、乙に対し、緊急支援物資の品目、数量その

他の必要な事項を明示の上、その旨を要請する。 

２ 甲は、乙が事故その他の理由により連絡できない楊合には、直接、本協定に基づく業務に協力する乙

の会員事業者に要請の連絡をすることができる。 

３ 前項の要請の連絡を円滑に実施するため、乙は、同項に規定する乙の会員事業者の同意を得た上で、

当該乙の会員事業者の連絡先等を、あらかじめ甲に提供する。 

 （物流専門家の派遺に関する要請） 

第３条 甲は、緊急支援物資の保管及び荷役に当たり、物流に関する専門的な支援が必要と認める場合は、

乙に対し、物流に関する専門的な知識を有する者（以下「物流専門家」という。）の派遣を要請すること

ができる。 

 （要請に対する回答等） 

第４条 乙は、第２条第１項の要請があった場合は、最大限協力するものとし、乙の会員事業者と協議の

上、甲に対し、受入れに関し必要な事項を回答する。 

２ 甲は、前項の回答に基づき、発注内容及び発注する乙の会員事業者（以下「発注先会員事業者」とい

う。）を決定し、発注先会員事業者に発注するとともに、乙に対し発注状況を情報提供する。 

３ 乙は、前項に規定する情報提供を受けた場合は、その内容を発注先会員事業者以外の乙の会員事業者

に対し、伝達する。 

４ 乙は、前条の要請があった場合は、乙の会員事業者と協議の上、甲に対して、物流専門家を派遣する。 

 (要請及び回答の方法) 

第５条 第２条から前条までの要請及び回答は、書面により行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、書面によって要請又は回答を行う時間的余裕がない場合は、口頭によりこ

れを行うことができる。ただし、口頭による要請又は回答を行った場合は、当該要請又は回答について

書面を作成し提出する。 

 (情報提供) 

第６条 甲と乙とは、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努め

る。 

 (費用負担) 

第７条 緊急支援物資の保管及び荷役並びに物流専門家の派遺に要する費用は、甲が負担する。 

２ 緊急支援物資の保管及び荷役に係る費用は、地震、風水害等の災害が発生する直前の発注先会員事業

者における価格を基準として算定する。 

３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等詳細については、甲と発注先会員事業者とが協議

の上、別途定める。 

 (事故等) 

第８条 本協定に基づく業務開始後において、事故等の発生に伴い緊急支援物資が破損する等により使用

不可能となった揚合は、乙は甲に対しその状況を報告する。 

２ 事故等の発生により、本協定に基づく業務の継続が困難な事由が発生した場合は、甲乙協議の上、対

応を定める。 

 (災害補償) 

第９条 本協定に基づく業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害の状態となったことにより損害が生じた場合は、その損害の補償について、甲

及び乙は誠意をもって協議の上、取り決める。 
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 (関係機関との連絡) 

第10条 本協定に基づく業務に係る関係機関との連絡調整は、原則として甲が行う。 

 (担当部署及び連絡責任者) 

第11条 甲と乙とは、本協定に基づく業務に関する担当部署を定め、連絡責任者を選任するとともに、相

互に通知する。連絡責任者に変更があった場合も同様とする。 

 (協定実施に関する手続等) 

第12条 本協定の実施に関する手続その他の必要な事項は、甲乙協議の上、別途定める。 

 (協議等) 

第13条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議

の上、定める。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円

滑な運用に努める。 

 (有効期間) 

第14条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までの間とする。 

 ただし、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、

その効力は更に１年間継読するものとし、以降もこの例による。 

 

 

平成２７年８月１８日 

甲 福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県知事 小川 洋 

 

 

 

 

乙 福岡市博多区下呉服町１－１  日通ビル３階 

福岡県倉庫協会 

会長  城野 隆行   
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９８ 災害時における物資の保管及び荷役等に関する協定書 

 
 
 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県冷蔵倉庫協会（以下「乙」という。）とは、福岡県内に地震、風
水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における緊急・救援輸
送にかかる物資（以下「物資」という。）の保管及び荷役等に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
 

(趣旨) 
第１条 本協定は、災害時において甲から乙に対して行う物資の保管及び荷役等の要請に関して、必要な
事項を定めるものとする。 

 
(要請) 

第２条 災害時に甲が必要と認めるとき、又は市町村が甲に要請したときは、次の各号の事項を乙に要請
することができる。 

 （１）物資の保管及び荷役 
 （２）物流に関する専門的な知識を有する者（以下「物流専門家」という。）の派遣 
 （３）その他必要と認められる事項 
２ 甲は、乙が事故その他の理由により連絡できない場合には、直接、本協定に基づく業務に協力する乙
の会員事業者に要請の連絡をすることができる。 

３ 前項の要請の連絡を円滑に実施するため、乙は、同項に規定する乙の会員事業者の同意を得た上で、
当該乙の会員事業者の連絡先等を、あらかじめ甲に提供する。 

 
(要請に対する回答等） 

第３条 乙は、第２条第１項の要請があった場合は、最大限協力するものとし、乙の会員事業者と協議の
上、甲に対し、必要な事項を回答するものとする。 

２ 甲は、前項の回答に基づき、発注内容及び発注する乙の会員事業者（以下「丙」という。）を決定し、
丙に発注するとともに、乙に対し発注状況を情報提供する。 

３ 乙は、前項に規定する情報提供を受けた場合は、その内容を丙以外の乙の会員事業者に対し、伝達す
る。 

４ 乙は、前条の要請があった場合は、乙の会員業者と協議の上、甲に対して、物流専門家を派遣する。 
 

(要請及び回答の方法) 
第４条 第２条から前条までの要請及び回答は、書面（別紙第１号様式から別紙第５号様式まで）により
行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、書面によって要請又は回答を行う時間的余裕がない場合は、口頭によりこ
れを行うことができる。ただし、口頭による要請又は回答を行った場合は、当該要請又は回答について
書面を作成し提出するものとする。 

 
 (情報提供) 

第５条 甲と乙とは、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努め
る。 
 
(費用負担) 

第６条 物資の保管及び荷役並びに物流専門家の派遺等に要する費用は、甲又は甲に要請した市町村が負
担する。 

２ 物資の保管及び荷役に係る費用は、地震、風水害等の災害が発生する直前の丙における価格を基準と
して算定する。 

３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等詳細については、甲又は甲に要請した市町村と丙
が協議の上、別途定める。 

 
(事故等) 

第７条 本協定に基づく業務開始後において、事故等の発生に伴い物資が破損する等により使用不可能と
なった場合は、乙は甲に対しその状況を文書（別紙第６号様式）により報告するものとする。 

２ 事故等の発生により、本協定に基づく業務の継続が困難な事由が発生した場合は、甲乙協議の上、対
応を定める。 
 
(災害補償) 

第８条 本協定に基づく業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは
疾病にかかり、又は障害の状態となったことにより損害が生じた場合は、その損害の補償について、甲
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及び乙は誠意をもって協議の上、取り決める。 
 

(関係機関との連絡) 
第９条 本協定に基づく業務に係る関係機関との連絡調整は、原則として甲が行う。 
 

(連絡体制の整備) 
第10条 甲及び乙は、物資の保管及び荷役等に支障をきたさないよう、連絡体制の整備について、常に点
検、改善に努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を文書（別紙第７号様式）により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体
制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

 
(協定実施に関する手続等) 

第11条 本協定の実施に関する手続その他の必要な事項は、甲乙協議の上、別途定める。 
 
(協議等) 

第12条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議
の上、定める。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円
滑な運用に努める。 

 
(有効期限) 

第13条 本協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了を通知
しない限り、その効力を持続するものとする。 

 
 
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有する。 

 
 
平成３０年４月１２日 
 

  
甲 福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県知事  小川 洋 
 
 

乙 福岡市博多区住吉2-16-1  メゾン住吉2階 
福岡県冷蔵倉庫協会 
会長  河合 弘吉 
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別紙第１号様式（第２条関係） 

  年  月  日 

 

福岡県冷蔵倉庫協会長 様 

福岡県知事 

（担当者         ） 

ＴＥＬ 

 

災害時における物資の保管及び荷役について 

 

「災害時における物資の保管及び荷役等に関する協定」（第２条第１項第１号）に基づき、下記のとおり

物資の保管及び荷役を要請します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び協力を要請する事由 

 

 

 

２ 必要とする保管倉庫の地域 

 

 

 

３ 協力を必要とする期間 

 

 

 

４ 主な保管品目及び数量 

 

 

 

５ その他参考となる事項 

 

 

 

＊口頭で要請する場合は、この様式に準じて行う。 
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別紙第２号様式（第２条関係） 

  年  月  日 

 

福岡県冷蔵倉庫協会長 様 

福岡県知事 

（担当者         ） 

ＴＥＬ 

 

物流専門家の派遣について 

 

「災害時における物資の保管及び荷役等に関する協定」（第２条第１項第２号）に基づき、下記のとおり

物流専門家の派遣を要請します。 

 

記 

 

１ 派遣を要請する事由 

 

 

 

２ 派遣場所 

 

 

 

３ 派遣期間 

 

 

 

４ 派遣人数 

 

 

 

５ その他参考となる事項 

 

 

 

＊口頭で要請する場合は、この様式に準じて行う。 
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別紙第３号様式 

  年  月  日 

 

福岡県冷蔵倉庫協会長 様 

福岡県知事 

（担当者         ） 

ＴＥＬ 

 

 

内容の変更について 

 

年  月  日に要請した「災害時における物資の保管及び荷役並びに物流専門家の派遣」につ

いて、下記のとおり内容の変更を要請します。 

 

記 

 

１ 変更する内容について（※該当箇所に○を記入） 

【物資の保管及び荷役】           【物流専門家の派遣】 

 災害の状況及び協力を要請する事由  派遣を要請する事由 

 必要とする保管倉庫の地域  派遣場所 

 協力を必要とする期間  派遣期間 

 主な保管品目及び数量  派遣人数 

 その他参考となる事項  その他参考となる事項 

 

２ 変更内容の詳細 

変 

更 

前 
 

変 

更 

後 

 

※ １で選択した内容を詳細に記載すること 
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別紙第４号様式（第３条関係） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 様 

 

福岡県冷蔵倉庫協会長 

 

保管倉庫（場所）の選定に係る報告書 

 

  さきに貴職から要請のあった標記について、「災害時における物資の保管及び荷役等に関する協定」（第

３条第１項）に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 物資の保管及び荷役を行う事業者名（必要とする保管倉庫の場所に倉庫事業者がないときはその旨） 

 

 

 

 

２ 保管倉庫の所在地、名称、面積 

 

 

 

 

３ 保管期間 

 

 

 

 

４ 保管品目及び数量 

 

 

 

 

 

５ その他必要な事項 
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別紙第５号様式（第３条関係） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 様 

 

福岡県冷蔵倉庫協会長 

 

物流専門家の派遣に係る報告書 

 

  さきに貴職から要請のあった標記について、「災害時におけ物資の保管及び荷役等に関する協定」（第

３条第１項）に基づき、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 派遣する者の所属及び氏名 

 

 

 

 

２ 派遣期間及び派遣場所 

 

 

 

 

３ その他必要な事項 
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別紙第６号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

福岡県知事 様 

 

福岡県冷蔵倉庫協会長 

 

事故報告書 

 

  緊急支援物資の破損等に関し、「災害時における物資の保管及び荷役等に関する協定」（第７条第１項）

に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 使用不能となった緊急支援物資の概要 

品 目 数量 使用不能の原因 善 後 策 

    

    

    

    

    

    

 

２  
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別紙第７号様式（第１０条関係） 

  年  月  日 

 

連絡責任者報告書 

 

機関名【               】 

○ 連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

 

○ 夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  

FAX番号  携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  

FAX番号  携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  

FAX番号  携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  

FAX番号  携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は、複数者の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  本協定に記載する事項以外には利用しません。 
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９９ 災害時における輸送車両の貸し出しに関する実施要領 

 

平成３１年３月４日付けで締結した｢福岡県と福岡トヨタ自動車販売店・トヨタレンタリース店・トヨタ

部品共販店との協定書｣第２条に基づき、福岡県（以下「甲」という。）と福岡トヨタ自動車株式会社、福岡

トヨペット株式会社、トヨタカローラ博多株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、ネッツトヨタ北九州株

式会社、ネッツトヨタ福岡株式会社、ネッツトヨタ西日本株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡及び

株式会社トヨタレンタリース博多（以下「乙」という。）は、災害時における車両の貸し出しに関し、次の

とおり必要な事項を実施要領として定めるものとする。 

 

（目的） 

第１条 本要領は、次の各号に掲げる場合において乙の車両を貸し出す手続を定め、災害応急対策を円滑に

遂行することを目的とする。 

（１）福岡県内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害が発生

し、又は災害が発生するおそれがあるとき 

（２）福岡県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から応援を要請されたとき、又は救援の必要

があるとき 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、甲が車両を必要とするとき、又は県内市町村から車両の提供に関する応援要請を受けたとき、

乙のうち幹事店（以下、「乙幹事店」という。）に対して車両貸し出しの協力を要請するものとし、乙幹事

店は、災害等の状況により協力が困難である場合を除き、乙が所有する車両の貸し出しを実施するよう調

整に努めるものとする。ただし、車両の提供台数については甲と乙幹事店が協議のうえ、指定するものと

する。 

 

（要請方法） 

第３条 甲は、車両提供協力要請書（別記様式第１号）（以下、「要請書」という。）により要請を行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合は電話等により要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。 

 

（提供方法） 

第４条 乙は、第２条の要請に基づき、甲が指定する車種及び台数の車両を速やかに整え、甲又は県内市町

村の庁舎へ車両を搬送するものとする。ただし、災害等の状況により、車両の搬送が困難な場合は、乙店

舗の店頭で引き渡し、甲又は県内市町村が搬送することができるものする。 

２ 乙幹事店は、保険会社へ速やかに連絡し、任意自動車保険への加入に必要な手続きを整えるものとする。

なお、任意自動車保険のうち対人補償（無制限）、対物補償（無制限）、人身傷害補償（上限5,000万円）

には加入することとし、補償内容の追加又は変更を行う場合には県と協議するものとする。 

３ 甲は、乙が前項の搬送を行う際に災害対策基本法第７６条第２項に定める通行禁止区域等を通行する必

要がある場合には、車両を同条第１項に定める緊急通行車両として認定するよう配慮するものとする。 

４ 甲又は県内市町村は、乙から車両の提供を受けるときは、当該車両に係る運転者の運転免許証を乙に提

示する。 

 

（提供報告） 

第５条 乙は、甲の要請に基づき車両の貸し出したときは、口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、

改めて車両提供協力受書（別記様式第２号）を提出するものとする。 

 

（経費の負担及び支払い） 

第６条 本要領に基づき、乙が甲の要請により実施した車両の貸し出しに要した経費については、乙が負担
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するものとする。ただし、次の各号に掲げる費用については、甲又は県内市町村が負担する。 

（１） 燃料代（車両貸し出し時に搭載されている分を除く） 

（２） 任意自動車保険代 

２ 前項第２号の費用について、甲又は県内市町村は、請求に基づき直接、保険会社へ支払うものとする。 

３ 甲又は県内市町村が乙の提供した車両に故意又は過失により損害を与えた場合、乙幹事店と協議の上、

賠償額を決定するものとする。 

 

（災害補償） 

第７条 本要領に基づいて業務に従事した者が本要領に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病に

かかったときの災害補償については、労働災害に係る関係法令に定めるところによるものとする。 

 

（連絡体制及び情報交換） 

第８条 甲及び乙は、本要領に関する連絡責任者を事前に定め、「連絡責任者届」（別記様式第３号）を相互

に交換するとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。 

 

（情報の提供） 

第９条 乙は、本要領に定める業務のほか通常業務中に覚知した災害・被害情報を積極的に甲に提供するも

のとする。 

 

（協議） 

第１０条 本要領に特別の定めがあるもののほか、この協定の実施について疑義が生じたときは、甲と乙が

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 本要領の有効期間は、施行の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の

日の１ヵ月前までに、甲乙いずれからもなんら意思表示のないときは、有効期間満了の翌日から起算して

更に１年間有効とし、その後においてもまた同様とする。 

 

附 則 

この要領は、令和元年１１月２５日から施行する。 



 - 319 - 

別記様式第１号（第３条関係） 

 

  年  月  日  

 

車両提供協力要請書 

         様 

福岡県知事      

 

 災害時における輸送車両の貸し出しに関する実施要領第３条に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び協力を要請する理由 

 

 

 

 

２ 要請内容 

（１）要請場所及び車両等の情報 

 
提供場所 

（自治体名・庁舎住所） 
提供期間 車 種 

台 数 

（台） 

使用自治体担当者 

（連絡先・職氏名） 

１ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
  

２ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
  

３ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
  

４ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

（２）その他特記事項 

 

 

 

 

３ 要請に係る連絡先担当者 

所属名  

職氏名  

連絡先  
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別記様式第２号（第５条関係） 

 

年  月  日  

車両提供協力受書 

 福岡県知事 様 

会社名            

代表者名           

 

 災害時における輸送車両の貸し出しに関する実施要領第５条に基づき、車両を提供しましたので、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 車両提供実施内容 

 提供実施日 
提供場所 

（自治体名・庁舎住所） 
提供期間 車 種 

台 数 

（台） 

１   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
 

２   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
 

３   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
 

４   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 

・乗用車・貨物自動車 

・その他（    ） 
 

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

２ 報告に係る連絡先担当者 

会社名  

職氏名  

連絡先  
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別記様式第３号（第８条関係） 

年  月  日  

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

「災害時における輸送車両の貸し出しに関する実施要領」に記載する事項以外には利用しないこと。 
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１００ 災害時におけるＰＨＶ車両による給電に関する実施要領 

 

平成３１年３月４日付けで締結した「福岡県と福岡トヨタ自動車販売店・トヨタレンタリース店・トヨタ

部品共販店との協定書」第２条に基づき、福岡県（以下「甲」という。）と福岡トヨタ自動車株式会社、福

岡トヨペット株式会社、トヨタカローラ博多株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、ネッツトヨタ北九州

株式会社、ネッツトヨタ福岡株式会社、ネッツトヨタ西日本株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡及

び株式会社トヨタレンタリース博多（以下「乙」という。）は、災害時におけるプラグインハイブリット自

動車（以下、「ＰＨＶ車両」という。）を使用した給電に関し、次のとおり必要な事項を実施要領として定め

るものとする。 

 

（目的） 

第１条 本要領は、福岡県内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、乙が提供する車両で給電業務を行う手続を定め、災害

応急対策を円滑に遂行することを目的とする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、甲が必要とするとき、又は県内市町村から要請を受けたとき、乙のうち幹事店（以下、「乙

幹事店」という。）に対して次の各号に掲げるＰＨＶ車両による給電の協力を要請するものとし、乙幹事

店は、災害等の状況により協力が困難である場合を除き、要請に応じるよう調整に努めるものとする。た

だし、ＰＨＶ車両の提供台数については甲と乙幹事店が協議のうえ、指定するものとする。 

（１）県内の乙店舗（駐車場を含む）を給電場所として提供する 

（２）県内の避難所、甲又は県内市町村の庁舎（以下、「庁舎」という。）ならびに乙店舗における給電に

乙のＰＨＶ車両を提供する 

（３）その他甲が必要と認める場合 

 

（要請方法） 

第３条 甲は、車両提供協力要請書（別記様式第１号）（以下、「要請書」という。）により要請を行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合は電話等により要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。 

 

（提供方法） 

第４条 乙は、第２条の要請に基づき、甲が指定するＰＨＶ車両の台数を速やかに整え、甲又は県内市町村

に提供するものとする。 

２ 乙幹事店は、保険会社へ速やかに連絡し、任意自動車保険への加入に必要な手続きを整えるものとする。

なお、任意自動車保険のうち対人補償（無制限）、対物補償（無制限）、人身傷害補償（上限5,000万円）

には加入することとし、補償内容の追加又は変更を行う場合には県と協議するものとする。 

３ 乙は、庁舎までの車両搬送、使用方法の説明を行うものとする。ただし、災害等の状況により、車両の

搬送が困難な場合は、乙店舗の店頭で引き渡し、甲又は県内市町村が搬送することができるものとする。 

４ 甲又は県内市町村は、ＰＨＶ車両の引き取り確認、避難者等への電源利用の周知・広報を行うものとす

る。なお、乙店舗以外で避難者等への電源利用を行う場合には、盗難や破損等を防止するため、甲又は県

内市町村が立ち会うものとする。 

５ 甲は、乙が第２項の搬送を行う際に災害対策基本法第７６条第２項に定める通行禁止区域等を通行する

必要がある場合には、車両を同条第１項に定める緊急通行車両として認定するよう配慮するものとする。 

６ 甲又は県内市町村は、乙から車両の提供を受けるときは、当該車両に係る運転者の運転免許証を乙に提

示する。 

 

 



 - 323 - 

（提供報告） 

第５条 乙は、甲の要請に基づき車両の貸し出したときは、口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、

改めて車両提供協力受書（別記様式第２号）を提出するものとする。 

 

（経費の負担及び支払い） 

第６条 本要領に基づき、乙が甲の要請により実施した給電業務に要した経費については、乙が負担するも

のとする。ただし、次の各号に掲げる費用については、甲又は県内市町村が負担する。 

（３） 燃料代（車両貸し出し時に搭載されている分を除く） 

（４） 任意自動車保険代 

２ 前項第２号の費用について、甲又は県内市町村は、請求に基づき直接、保険会社へ支払うものとする。 

３ 甲又は県内市町村が乙の提供した車両に故意又は過失により損害を与えた場合、乙幹事店と協議の上、

賠償額を決定するものとする。 

 

（災害補償） 

第７条 本要領に基づいて業務に従事した者が本要領に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病に

かかったときの災害補償については、労働災害に係る関係法令に定めるところによるものとする。 

 

（連絡体制及び情報交換） 

第８条 甲及び乙は、本要領に関する連絡責任者を事前に定め、「連絡責任者届」（別記様式第３号）を相互

に交換するとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。 

 

（情報の提供） 

第９条 乙は、本要領に定める業務のほか通常業務中に覚知した災害・被害情報を積極的に甲に提供するも

のとする。 

 

（協議） 

第１０条 本要領に特別の定めがあるもののほか、この協定の実施について疑義が生じたときは、甲と乙が

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 本要領の有効期間は、施行の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の

日の１ヵ月前までに、甲乙いずれからもなんら意思表示のないときは、有効期間満了の翌日から起算して

更に１年間有効とし、その後においてもまた同様とする。 

 

附 則 

この要領は、令和元年１１月２５日から施行する。 
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別記様式第１号（第３条関係） 

 

  年  月  日  

ＰＨＶ車両提供協力要請書 

         様 

                                   福岡県知事      

 

 災害時におけるＰＨＶ車両による給電に関する実施要領第３条に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

１ 災害の状況及び協力を要請する理由 

 

 

 

 

２ 要請内容 

（１）給電場所及び車両等の情報 

 
搬送場所 

（自治体名・庁舎住所） 

給電予定場所 

（施設名・住所） 
提供期間 

台 数 

（台） 

使用自治体担当者 

（連絡先・職氏名） 

１ 
 

 

 
自：  月  日 

至：  月  日 
  

２ 
 

 

 自：  月  日 

至：  月  日 
  

３ 
 

 

 
自：  月  日 

至：  月  日 
  

４ 
 

 

 
自：  月  日 

至：  月  日 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

（２）その他特記事項 

 

 

 

 

３ 要請に係る連絡先担当者 

所属名  

職氏名  

連絡先  
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別記様式第２号（第５条関係） 

 

  年  月  日  

車両提供協力受書 

 福岡県知事 様 

会社名            

                            代表者名           

 

 災害時におけるＰＨＶ車両による給電に関する実施要領第５条に基づき、車両を提供しましたので、下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 車両提供実施内容 

 提供実施日 
搬送場所 

（自治体名・庁舎住所） 
提供期間 

台 数 

（台） 

１   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
 

２   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
 

３   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
 

４   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
 

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

２ 報告に係る連絡先担当者 

会社名  

職氏名  

連絡先  
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別記様式第３号（第８条関係） 

年  月  日  

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

「災害時におけるＰＨＶ車両による給電に関する実施要領」に記載する事項以外には利用しないこと。 
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１０１ 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

 

福岡県（以下、「甲」という。）と九州三菱自動車販売株式会社（以下、「乙」という。）及び三菱自動

車工業株式会社（以下、「丙」という。）とは、福岡県内において地震、風水害等の大規模災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下、「災害時」という。）における電動車両等の支援に関し、次の条項

により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的

として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生

時における有⽤性を広く県民に知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。 

 

（電動車両等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 

（１）電気自動車 

（２）プラグインハイブリッド車 

（３）前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 

 

（貸与の要請） 

第３条 甲は、甲が必要とするとき（県内市町村から要請を受けたときを含む。）、乙に対し電動車両等の

貸与に係る要請を行うものとする。当該要請を受けた乙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認

し、丙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。ただし、貸与数量の上限は原

則１０台とする。 

２ 甲は、要請書（別記様式１号）により要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は電話等によ

り要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙

が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。 

４ 丙は、第３項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等

を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。 

 

（電動車両等の引渡し等） 

第４条 乙は、前条第１項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所

に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡し及び使用方法の

説明を行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連

絡し、甲に対して報告書（別記様式２号）を提出するものとする。 

 

（貸与期間及び使用状況） 

第５条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して１週間以内とする。ただし、貸与期

間を延長する必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。 

２ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合

には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。 

３ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に

提供するものとする。 
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（電動車両等の返却） 

第６条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所について、甲及び乙が協議の上、決定するも

のとする。 

 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の電動車両等に係る費用については、乙が負担するものとする。ただし、次の各号に掲

げる費用については、甲又は県内市町村が負担する。 

 （１）燃料代（電気代を含む） 

 （２）タイヤ、ワイパーゴム等の消耗品代 

２ 前項第２号の費用は、貸与中の行為に起因して交換が必要となった場合、発災直前における適正な価格

を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。 

 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。 

（１）事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が補償責

任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠償に当

たるものとする。 

（２）自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

 

（保険） 

第９条 乙は、電動車両等の貸与にあたり、乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、

甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用

を受けるものとする。なお、任意保険の内訳は対人補償（無制限）、対物保険（無制限）、人身傷害保険

（無制限）とする。 

２ 前項に規定する保険の適用に要する費用については、全て乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重過

失により保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、免責分も含め

て甲が負担するものとする。 

 

（費用の支払） 

第10条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は速やかに相手方

に対してこれを支払うものとする。 

 

（使用上の留意事項） 

第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。 

（１）乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。 

（２）原則として、福岡県内で使用する。 

（３）故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第５条第２項の規定により、

乙に速やかに連絡する。 

 

（連絡体制及び情報交換） 

第12条 甲、乙及び丙は、この協定を円滑に遂行するために連絡体制を確立し、協定締結後速やかに「連絡

責任者届」（別記様式３号）を相互に交換するとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものと

する。 

 

（平時の取組） 
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第13条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く県民に知らしめ、理解を

醸成していくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に

参加するものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議の上、定める

ものとする。 

 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満

了の日の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の

日の翌日から起算して更に１年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各１通を保有するものとす

る。 

 

令和２年６月３日 

 

             甲  福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

                福岡県 

                代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

 

乙  福岡県福岡市中央区薬院三丁目２番２３号 

                九州三菱自動車販売株式会社 

                代表取締役社長 城戸﨑 建二 

 

 

丙  東京都港区芝浦三丁目1 番２１号 

三菱自動車工業株式会社 

取締役 代表執行役CEO 加藤 隆雄 
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別記様式１号（第３条関係） 

 

  年  月  日  

災害時における電動車両等の供給要請書 

九州三菱自動車販売株式会社 

代表取締役          様 

福岡県知事      

 

 災害時における電動車両等の支援に関する協定書第３条に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

１ 災害の状況及び協力を要請する理由 

 

 

 

２ 要請内容 

（１）要請場所及び車両等の情報 

 提供場所（住所） 要請期間 車 種 
台 数 

（台） 

使用自治体担当者 

（連絡先・職氏名） 

１ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 
   

２ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 
   

３ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 
   

４ 
 

 

自： 月 日 

至： 月 日 
   

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

（２）その他特記事項 

 

 

 

３ 要請に係る連絡先担当者 

所属名  

職氏名  

Tel・Fax  

E-mail  
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別記様式２号（第４条関係） 

 

  年  月  日  

災害時における電動車両等の供給報告書 

 福岡県知事 様 

九州三菱自動車販売株式会社 

代表取締役         

 

 災害時における電動車両等の支援に関する協定書第４条に基づき、車両を貸与しましたので、下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 貸与実施内容 

 貸与日 提供場所（住所） 貸与の必要期間 車 種 
台 数 

（台） 

１   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
  

２   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
  

３   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
  

４   月  日 
 

 

自：  月  日 

至：  月  日 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

２ 報告に係る連絡先担当者 

会社名  

職氏名  

Tel・Fax  

E-mail  
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別記様式３号（第12条関係） 

年  月  日  

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

「災害時における電動車両等の支援に関する実施要領」に記載する事項以外には利用しないこと。 
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１０２ 大規模災害発生時における相互協力に関する協定書 

 

 福岡県（以下｢県｣という。）と西日本高速道路株式会社九州支社（以下｢西日本高速｣という。）と

は大規模災害発生時における相互協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、大規模災害発生時における災害対策の実施に当たり、相互協力に必要な事項を

定め、もって災害対策の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

（協力の内容） 

第２条 大規模災害発生時の相互協力は、次の各号に掲げる内容とし、協力を要請された県又は西

日本高速は、関係機関と協議のうえ、自らが行う業務に支障のない範囲において要請に応じるも

のとする。 

（１） 西日本高速が管理する福岡県内に所在するサービスエリア・パーキングエリア等の施設（以

下「休憩施設等」という。）の防災拠点としての活用 

（２） 休憩施設等の緊急開口部を活用した緊急車両の通行 

（３） 災害対策等に係る資機材及び物資の提供 

（４） 災害情報等の共有 

（５） 公共土木施設の土工部、橋梁部及びトンネル部等の大規模構造物の異常、変形及び損傷等

の調査及び復旧に対する技術支援 

（６） 相互の道路機能の活用 

（７） その他必要と認められる事項 

（協力要請） 

第３条 協力を要請する場合、県又は西日本高速は、第２条に定める協力内容を明らかにして口頭

又は電話等で協力を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。 

（費用負担） 

第４条 第３条に基づく協力に要する費用は、原則として協力を要請した県又は西日本高速が負担

するものとする。 

（情報連絡体制） 

第５条 県及び西日本高速は、大規模災害発生時の協力を円滑に実施するために、担当部局の名称

及び連絡先を相互に交換するものとする。 

（防災訓練への相互参加） 

第６条 県及び西日本高速は、平常時より本協定に基づく大規模災害発生時の災害対策を円滑に実

施するため、相互に企画・立案する防災訓練へ積極的に参画するものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、平成２３年９月１４日から平成２４年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の１か月前までに、県又は西日本高速のいずれかが書面をもって協定終了の意思表

示をしないときは、期間満了の翌日からさらに１年間有効とし、以後もまた同様とする。 

（その他） 

第８条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、県と西

日本高速協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、県、西日本高速それぞれ署名の上、各自その 1

通を保有するものとする。 

 

  平成２３年 ９月１４日    

        福岡県              西日本高速道路株式会社  九州支社 

        代表者福岡県知事         支社長 
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１０３ 大規模災害時における災害復旧支援業務等に関する協定 

 

 福岡県県土整備部（以下「甲」という。）と一般社団法人福岡県測量設計コンサルタンツ協会（以

下「乙」という。）は、地震、風水害、その他の大規模な災害が発生した場合（以下「大規模災害時」

という。）に乙及び乙の会員が実施する災害復旧支援業務、並びに社会貢献活動の一環としての支援

協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害時に被害を受けた甲の所管する公共土木施設等の被害状況を速や

かに把握し、被災施設等の早期復旧に資することを目的とし、必要な事項を定める。 

（災害復旧支援業務の内容） 

第２条 この協定の対象とする業務は道路及び河川災害の測量・設計・調査業務とし、区域は福岡

県内とする。 

２ この協定でいう大規模災害時とは、地震、風水害、その他、福岡県災害対策本部が設置される

など、大規模な災害が発生した時をいう。 

３ 大規模災害時における災害復旧支援業務（以下「支援業務」という。）の内容は、次のとおりと

する。 

（１）甲が所管する公共土木施設等の被害状況調査 

（２）甲が緊急に行う必要があると認め、指示する業務 

（３）甲への技術的助言 

（乙の社会貢献活動としての支援協力） 

第３条 乙及び乙の会員は、大規模災害に備えた社会貢献活動の一環として、活動を自己の判断と

責任において支援活動を行う。この支援協力にかかる経費については、乙及び乙の会員の負担と

する。 

（支援業務の要請） 

第４条 甲は、大規模災害時において、乙及び乙の会員へ支援業務を要請することができるものと

する。 

（支援業務の実施） 

第５条 乙の会員は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、できる限り速やかに支援業務を

実施し、調査結果等を甲に報告する。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する支援業務に要する費用のうち、同条第３項第１号及び第２号については、

甲が経費を負担する。同条同項第３号については乙の会員が負担するものとする。ただし、同条

同項第３号に係る技術的字助言において、災害査定に利用する資料等、技術的助言の責任の所在

を明確にすべきものについては、甲が経費を負担するものとする。 

（支援業務の契約） 

第７条 乙の会員が、甲が経費を負担する「支援業務」を実施するときは、甲と乙の会員による業

務委託契約を締結するものとする。 

（災害補償） 

第８条 第３条に規定する支援協力に従事した者が、支援協力の従事中において負傷し、又は疾病

にかかり若しくは死亡した場合の災害補償については、業務従事者の使用者としての乙の会員の

責任において行うものとする。 

（支援業務等の連絡体制） 

第９条 甲、乙、及び乙の会員は、あらかじめ支援業務等に関する連絡体制等を定め、必要な情報

の交換をする。 

２ 乙及び乙の会員は、大規模災害時に応援を速やかに実施できる体制を平常時から確保する。 

（協定の実施事項） 
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第１０条 この協定に基づく支援業務等の実施に関し必要な事項について、別に実施要領に定める。 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲または乙が文書をもって協

定終了を通知しない限り、同一条件をもって継続する。 

（その他） 

第１２条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲と乙が協議を

して定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

平成２６年４月２４日 

 

（甲）福岡県県土整備部長                印 

 

（乙）（一社）福岡県測量設計コンサルタンツ協会会長    印 
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１０４ 大規模災害時における災害応急対策業務の支援に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業界九州支部（以

下「乙」という。）は、地震、風水害、その他の大規模な災害が発生した場合における災害応急対策

業務（以下「業務」という。）の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内において地震・大雨等の自然災害及び予期できない大規模災害等が

発生し、又は発生のおそれがある場合の、応急対策業務の支援に関し、業務の実施内容等を定め、

もって、被害拡大防止と被災施設等の早期復旧に資することを目的とする。 

（業務の実施範囲） 

第２条 業務の実施範囲は、原則として福岡県県土整備部所管の施設とする。 

（業務の実施内容） 

第３条 甲又は県土整備部の所掌する事務所等の長（以下、「事務所長等」と言う。）は、福岡県内

に大規模災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に必要と認めるときは、乙に第３項に

規定する業務を要請することができるものとする。なお、要請は原則として書面によるが、緊急

の場合は口頭または電話等により行い、後日速やかに書面で要請手続きを行うものとする。 

２ この協定でいう大規模災害時とは、地震、風水害、その他、福岡県災害対策本部が設置される

など、大規模な災害が発生した時をいう。 

３ 乙の業務は以下の事項とする。 

（１）コンクリート橋等の被害状況調査 

（２）技術的な助言・提案 

４ 乙は、甲から要請があった場合には、特別な理由がない限りこれに応ずるものとする。 

５ 上記に係る手順の詳細については、別に実施要領に定めるものとする。 

（業務の実施体制） 

第４条 甲及び乙は、緊急連絡先名簿を作成し、毎年度当初に確認するものとする。また、変更が

生じた場合も同様とする。 

２ 乙は、支部内の連絡体制表を作成し、毎年度当初に甲に提出するものとする。また、変更が生

じた場合も同様とする。 

３ 乙は、業務を早急に実施できるように予め必要な実施体制を定め、毎年度当初に甲に提出する

ものとする。 

（経費の負担） 

第５条 調査の実施に要する費用は、乙が負担するものとする。 

（有効期限） 

第６条 この協定は、協定を締結した日からその協力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定終了を通知しない限り継続する。 

（その他） 

第７条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙が協議してこれを

定めるものとする。 

 

この協定の証として、本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各々１通を保有するものとする。 

 

平成２６年７月１１日 

 

  甲  福岡県県土整備部長                          印 

 

   乙  一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部長    印 
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１０５ 福岡県の地域防災力向上の相互協力に関する協定書 

 
 福岡県（以下「甲」という。）と三井住友海上火災保険株式会社（以下「乙」という。）とは、

大規模災害時に備えた地域防災力の向上を図るために、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に緊密な連携協力を図ることにより、大規模災害時に備える地域

防災力の向上を図り、もって福岡県内の防災への取組を活性化することを目的とする。 

（協力の内容） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。 

（１） 福岡県内の市町村の業務継続計画の策定に係る支援に関すること。 

（２） 福岡県の防災への取組に関する情報発信に関すること。 

（３） その他福岡県の防災及び減災に関すること。 

２ 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとし、具

体的な実施事項については、甲乙合意のうえ、決定する。 

（協力の要請） 

第３条 甲及び乙は第１条の目的を達成するため、それぞれの協力が必要な場合は、原則として文

書により要請を行うものとする。 

（費用の負担） 

第４条 前条の規定による甲乙それぞれの作業については、別段の合意がない限り無償で行うもの

とし、その一切の費用は、各自が負担する。 

 （連絡責任者） 

第５条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、相互

に「連絡責任者届」（別紙第１号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合にも、その都度、提出するものとする。 

（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段

の意思表示がない場合は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新されるものと

し、以降もこれと同様とする。 

 （協議等） 

第７条 本協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲と乙が協議

のうえ、決定するものとする。 

                                                                               

  本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

 

平成   年   月   日 

 

                        甲 福岡県福岡市博多区東公園７番７号                                                       

福岡県知事 小川 洋 

 

                         乙 東京都千代田区神田駿河台３－９ 

              三井住友海上火災保険株式会社 

              取締役社長 原 典之 
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（別紙第１号様式） 

年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

〈第２連絡先〉 

〈第３連絡先〉 

〈第４連絡先〉 

〈第５連絡先〉 

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

 協定書に記載する事項以外には利用しないこと。 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  



- 339 - 

１０６ 災害時における県民生活の安定に関する基本協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）及び福岡県生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、先の阪神・

淡路大震災に鑑み、自発的な生活協同組織である消費生活協同組合（以下「生協」という。）が災害時に

おいて県民生活の早期安定と復興に対して果たす役割の重要性を認識し、被災者に対する円滑な救援活

動その他必要な支援を相互に協力して行うため、次のとおり基本協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この基本協定は、災害時において被災者に対する救援活動等を支援するため、応急生活物資の

調達及び安定供給、医療・保健活動、ボランティア活動への支援、物価等の生活情報の収集・提供活

動等を円滑に行い、もって県民生活の安定に寄与することを目的とする。 

（応急生活物資の確保） 

第２条 災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行うため、甲は乙に対して情報の提供及び

必要な要請を行い、乙はそれを受けて乙に加盟する生協（以下「会員生協」という。）に対して必要な

指導を行うものとする。 

２ 甲は、会員生協が市町村と災害時の応急生活物資の調達及び安定供給に関する協定等の個別協定を

締結する場合に必要な協力を行い、乙は会員生協に対して同協定の締結を指導するものとする。 

３ 甲は、災害時に県内市町村からの要請に応えるため、会員生協と応急生活物資の調達及び安定供給

に関する協定を締結することができるものとする。 

（医療・保健活動の確保） 

第３条 災害時の救急医療活動その他の医療・保健活動を円滑に行うため、甲は医療関係機関との連携

のもとに、乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙はそれを受けて会員生協に対して必要な

指導を行うものとする。 

（ボランティア活動への支援） 

第４条 乙は、災害時に会員生協の組合員が参加する市民ボランティア活動を支援するものとし、甲は

乙の支援活動が円滑に行われるよう協力するものとする。 

（情報の収集・提供） 

第５条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速かつ

的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日常的に行うものとする。 

（防災意識の向上） 

第６条 乙は、会員生協の活動を通じて、日常的に応急生活物資の備蓄の励行等組合員の防災意識の向

上に努め、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。 

（その他必要な支援） 

第７条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合は、甲及び乙が協議の上決定

するものとする。 

（広域的な支援体制の整備） 

第８条 乙は、福岡県以外を事業区域とする生協との間での連携を強化し、生協間相互支援協定の締結

等広域的な支援が受けられる体制の整備に努め、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。 

（災害時の協力事項の発動） 

第９条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が「災害対策本部」を設置し、乙に対

して要請を行ったときをもって発動する。 

（法令の遵守） 

第１０条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他の法令を遵守するものとする。 

（連絡会議の設置） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、連絡会議を設置するものとする。 

（協議） 

第１２条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議して定めるも

のとする。 

  この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 
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平成９年２月６日 

               甲 福岡県 

                 代表者 福岡県知事  麻 生  渡 

               乙 福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 

                 福岡県生活協同組合連合会 

                 会 長 理 事      平 嶋 福 正 
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１０７ 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）及び独立行政法人住宅金融支援機構（以下「乙」という。）は、地

震、風水害等の災害時における被災した県民の住宅の早期復興を支援するために、福岡県地域防災

計画に基づき甲が実施する施策への乙の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （情報の交換） 

第１条 甲及び乙は、この協定に基づき、被災した県民の住宅の早期復興への支援が円滑に行われ

るように次の情報を適時適確に交換する。 

 一 住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する施策及び融資制度 

 二 被害状況、被災した県民から寄せられた住宅の復興等に関する要望 

 三 第７条に定める連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び  氏名 

 四 第７条に定める連絡窓口との連絡方法 

 五 その他住宅の早期復興への支援に関し必要な事項 

 （住宅相談窓口開設） 

第２条 乙は、甲からの協力要請に応じて、「住宅相談窓口」を速やかに開設し、被災した県民から

の住宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、県民の住宅の早期復興を支援するもの

とする。 

２ 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、必要に応じ、場所の確保その他乙

から要請を受けた事項について、乙に協力するものとする。 

 （職員の派遣） 

第３条 乙は、前条の相談に対応するため、職員を派遣するものとする。 

２ 乙は、前条の相談への対応のほか、甲から県民の住宅の早期復興を支援するため特に要請を受

けたときは、甲と協議の上、職員を派遣する。 

 （住宅ローン返済中の県民への支援） 

第４条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した県民に対して、当該住宅ローンの支払の猶予や

返済期間の延長等の措置を諸規定に従って講ずるものとする。 

 （周知） 

第５条 乙は、乙の災害復興住宅融資の実施、第２条の「住宅相談窓口」の開設及び前条の措置に

ついて、被災した県民に対して積極的に周知するものとする。 

２ 甲は、被災地の市町村の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。 

 （施策実施上の課題等の調整） 

第６条 甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する甲の施策及び乙の災害

関連業務の円滑な実施に資するため、甲がこれらの施策を実施するに当たり発生する乙の融資及

び債権管理上の課題等への対応について、あらかじめ調整を行うものとする。 

 （連絡窓口） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口をそれぞれ設置するものとする。 

 （協議） 

第８条 この協定に定めるもののほか、被災した県民の住宅の早期復興支援に当たり必要な事項に

ついては、その都度、甲及び乙が充分な協議の上、定めるものとする。 

 （適用等） 

第９条 この協定は、平成27年3月20日から適用する。 

  なお、福岡県知事と住宅金融公庫福岡支店長との間で締結した平成 17年４月１日付け「災害時

における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書」は廃止する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 
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 平成27年3月20日 

 

       甲  福岡県         

           福岡県知事  小川 洋       印 

 

       乙  独立行政法人住宅金融支援機構 

           理事長    宍戸 信哉      印 
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１０８ 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 福岡県（以下「甲」という。）とミニストップ株式会社（以下「乙」という。）とは、地震

等の災害（以下「災害時」という。）により交通が途絶したため、帰宅するのが困難な者のうち、

徒歩で帰宅する者（以下「徒歩帰宅者」という。）を支援するために必要となる徒歩帰宅者支援ス

テーション（以下「支援ステーション」という。）の設置及び徒歩帰宅者を支援するため、必要な

事項を定めるものとする。 

（協定の効力） 

第２条 この協定は、甲の各市町村内に乙の直営店及び、乙とフランチャイズ契約を締結している

加盟店舗（以下、併せて「店舗」という。）が所在する甲の当該市町村（以下、「市町村」という。）

が、個別に協定を締結した場合と同等の効力を有するものとする。 

（支援ステーションの設置） 

第３条 この協定は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大 

量の通勤者、通学者、観光客等が徒歩で帰宅する際の支援を行うため、必要な事項を定めるもの

とし、甲又は市町村は乙の店舗に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼するもの

とする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を持って協定の履行を求める

ものとするが、甲及び市町村は、乙のフランチャイズチェーン契約書の制限から店舗に協定の履

行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提

とする。 

（支援の内容） 

第４条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請する

ことができるものとする。 

（１）乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に揚げる事項の

全部又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第1項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができ

る。 

（支援の実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能

な範囲内において、徒歩帰宅者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、

通信の途絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状

況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカー掲出） 

第６条 支援ステーションについて、広く住民へ協力店舗の取り組みの周知を図り、防災に対する

意識啓発のため、甲又は市町村が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものと

する。 

２ 乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の更新方法及び供給方法については、

甲乙が協議の上、年１回２月１日までに決定するものとする。 

（経費の負担） 

第７条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとす

る。 

２ 第６条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲又は甲の指定する地方自治

体が負担するものとする。なお、甲の指定する地方自治体が費用負担する場合は、甲が乙への窓
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口として取り纏め対応をするものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行

うものとする。 

（適用） 

第 9条 この協定は、締結の日から１年間その効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定終了を通知しない限り、更新されるものとする。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、

これを定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有す

る。 

 

平成１８年 ９月 １日 

   

                      甲  福岡県 

                          福岡県知事   麻 生  渡  

 

                      乙  福岡県福岡市博多区榎田２－１－７０ 

                         ミニストップ株式会社 

                          代表取締役社長 荒 川  勤  

 

（注） 福岡県は同趣旨の協定を以下の２４社と締結している。 

 

会 社 名  協定締結年月日 

福岡県石油商業・協同組合 
平成18年8月1日 

社団法人福岡県危険物安全協会 

株式会社ココストア 平成18年9月1日 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 平成18年9月1日 

株式会社デイリーヤマザキ 平成18年9月1日 

株式会社ファミリーマート 平成18年9月1日 

株式会社ポプラ 平成18年9月1日 

株式会社ローソン 平成18年9月1日 

株式会社吉野家ディー・アンド・シー 平成18年9月1日 

ＪＲ九州リテール株式会社 平成18年12月11日 

福岡トヨペット株式会社 平成20年3月18日 

株式会社モスフードサービス 平成22年7月1日 

株式会社ダスキン 平成24年11月1日 

ロイヤルホールディングス株式会社 平成25年12月6日 

ネッツトヨタ福岡株式会社 平成29年8月3日 

株式会社壱番屋 平成30年3月29日 

株式会社トヨタレンタリース福岡 平成31年4月3日 

株式会社トヨタレンタリース博多 平成31年4月3日 

ネッツトヨタ西日本株式会社 平成31年4月3日 

福岡トヨタ自動車株式会社 令和元年6月20日 

トヨタカローラ博多株式会社 令和元年 6月20日 
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トヨタカローラ福岡株式会社 令和元年 6月20日 

ネッツトヨタ北九州株式会社 令和元年 6月20日 

トヨタ部品福岡共販株式会社 令和元年 6月20日 
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１０９ 災害時における工業用水道の応急対策業務等に関する協定書 

 

 福岡県（以下｢甲｣という。）と中間市管工事協同組合（以下「乙」という。）とは、災害発生時

における鞍手・宮田工業用水道の応急対策業務等の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 (目的) 

第１条  この協定は、鞍手・宮田工業用水道の給水区域で、震度５以上の地震もしくはそれと同程

度の災害が発生した時の鞍手・宮田工業用水道の応急対策業務等について、甲が乙の協力を得て、

迅速かつ的確に実施できるよう、必要な事項を定めること を目的とする。 

 

 (応急対策業務等の内容) 

第２条 甲が乙に協力を要請する応急対策業務等は、次のとおりとする。 

 （１）工業用水道施設の応急復旧作業 

 （２）（１）の作業を指示及び指導できる者の派遣 

 （３）（１）の作業に要する工業用水道用資機材等の調達及び輸送 

 (応急対策業務等協力会社)  

第３条 乙は、所属組合員の中から、応急対策業務等に対して協力するもの（以下「協力会社」と

いう。）の名簿、連絡先等を取りまとめ、本協定締結後、速やかに 甲に提出するものとする。 

 (協力要請の方法) 

第４条 甲は、第２条に定める応急対策業務等について乙に協力を要請する場合は次に掲げる事項

を明らかにした別紙様式第１号の送付により行うものとする。 

   ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに別紙

様式第１号を送付するものとする。 

 （１）災害の状況及び応急対策業務等の内容 

 （２）応急対策業務等に必要とする人員並びに工業用水道用資機材等の種類及び数量 

 （３）応急対策業務等を必要とする日時及び場所 

 （４）現場担当職員の氏名 

 （５）その他必要な事項 

 (応急対策業務等の実施) 

第５条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、他の業務に優先して応急対策業

務等の実施に努めるものとする。 

２ 応急対策業務等に係る現場の指揮は、第４条第４号の現場担当職員が行うものとする。 

  ただし、当該職員が現場を指揮できない場合は、他の福岡県職員、同県の委託を受けて鞍手・

宮田工業用水道の維持管理を行う委託先の職員または協力会社の職員の中から代行者を指名する

ものとする。 

３ 乙は、応急対策業務等の実施にあたっては、二次災害が発生しないよう十分留意するものとす

る。 

（報告） 

第６条 協力会社が応急対策業務等を実施した場合には、乙は、次に掲げる事項について取りまと

め、別紙様式第２号により甲に報告するものとする。 

  （１）応急対策業務等を実施した期間 

 （２）応急対策業務等の内容及び場所 

 （３）応急対策業務等に従事した人員並びに工業用水道用資機材等の種類及び数量 

 （４）その他必要な事項 

 (経費の負担) 

第７条 応急対策業務等に係る費用については、実費相当額を甲が負担するものとする。 

２ 前項の実費相当額の算出方法については、災害発生時における当該地域における通常の取引価

格等を基準として、甲、乙協議のうえ決定する。 

（損害の負担） 

第８条 応急対策業務等により生じた損害については、原則として甲が負担するものとする。ただ



- 347 - 

し、協力会社の責めに帰すべき事由により生じた損害については、協力会社が負担するものとす

る。 

 (災害補償) 

第９条  この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷

し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところ

によるものとする。 

 (体制の整備) 

第10条 甲及び乙は、応急対策業務等に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常に

点検、改善に努めるものとする。 

 (有効期間) 

第11条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終

了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 (協議) 

第12条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

  平成１９年４月１日 

 

                                甲 福岡県 

                    代表者  公営企業管理者 原田 瑞穂 

 

 

                                乙 中間市管工事協同組合 

                                      代表者   代表理事 村田和博 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

    

            殿 

 

 

 

                                   福岡県知事 

 

 

 

災害時における工業用水道の応急対策業務等に関する要請書 

 

   「災害時における工業用水道の応急対策業務等に関する協定」に基づき、下記のとおり要請し

ます。なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第６条）により、速

やかに報告願います。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び応急対策業務等の内容 

 

 

 

 

２  応急対策業務等を必要とする日時、場所、人員、資機材等の種類及び数量等 

                                                                             

                                                   

  

  

要請期日 場所 その他必要事項（人員、資機材等） 
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別紙第２号様式 

 

   年  月  日  

 

応急対策業務等実施報告書 

 

 

 福岡県知事 様 

 

 

 

   「災害時における工業用水道の応急対策業務等に関する協定」（第６条）に基づき、当社の応急対策業務等の実施が下記のとおり完了しましたので報告

します。 

 

記 

 

１ 応急対策業務等の実施内容 

 

実施機関 実施場所 従事人員 業務の内容 資機材の種類 数量 
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１１０ 九州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、九州地域の各工業用水道事業者のうち本協定を締結した者（以下「協

定事業者」という。）が管理する工業用水道が地震等の大規模な災害等により被災し、

当該被災をした協定事業者（以下「被災事業者」という。）が独自では緊急の復旧措置

が実施できない場合において、被災事業者からの要請により、他の協定事業者が行う応

援活動を迅速かつ円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事業者） 

第２条 第１条に規定する協定事業者は下記のとおりとする。 

圏域 協定事業者 

福岡県 
 福岡県企業局 

北九州市上下水道局  

佐賀県 
 佐賀県東部工業用水道局 

 伊万里市水道部 

長崎県 

 諫早市上下水道局 

 大村市上下水道局 

 松浦市上下水道課 

熊本県 

 熊本県企業局 

 合志市水道局 

 大津町工業用水道課 

 西原村産業課 

大分県 

 大分県企業局 

 杵築市上下水道課 

 国東市上下水道課 

宮崎県  宮崎県企業局 

鹿児島県  鹿児島県工業用水道課 

 

（代表事業者） 

第３条 応援活動を円滑に実施するため、各県を一つの圏域として、各圏域を代表する協

定事業者（以下「代表事業者」という。）を下記のとおり定める。 

圏域 協定事業者 

福岡県  福岡県企業局 

佐賀県 佐賀県東部工業用水道局  

長崎県  松浦市上下水道課 

熊本県  熊本県企業局 

大分県  大分県企業局 

宮崎県  宮崎県企業局 

鹿児島県  鹿児島県工業用水道課 

 

（応援の要請等） 

第４条 被災事業者は、他の協定事業者から応援を受けようとするときは、当該圏域の代
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表事業者に応援を要請するものとする。 

２ 前項の規定による応援の要請を受けた代表事業者（以下「応援主管事業者」という。）

は、速やかに他圏域の代表事業者及び他の応援を行う協定事業者（以下「応援事業者」

という。）と協力して被災事業者に対する応援活動を実施するものとする。 

（応援の内容） 

第５条 応援の内容は、次のとおりとする。 

 (1)   職員の派遣 

 (2)  物資及び資機材の提供 

 (3)  その他被災事業者から要請のあった事項 

（物資等の携行） 

第６条 応援事業者は、被災事業者に職員を派遣する場合は、別に定めるところにより当

該職員に必要な物資等を携行させるものとする。 

（情報の交換） 

第７条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、関係

資料等の必要な情報を、別に定めるところによりあらかじめ相互に交換するものとする。 

（経費の負担等） 

第８条 応援活動に要した経費は、原則として被災事業者の負担とする。 

２ 応援事業者の職員が応援活動に際して第三者に損害を与えた場合、その損害が応援活

動の従事中に生じたものについては被災事業者が、被災事業者への往復の途中において

生じたものについては応援事業者が、それぞれ賠償の責めを負う。 

３ 被災事業者が第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該被災事業者

から要請があった場合には、応援事業者は、当該経費を一時立て替えて支弁するものと

する。 

４ 応援事業者の職員の派遣に要する経費については、応援事業者が定めるところにより

算出した当該職員の旅費及び諸手当の額をもって定めるものとする。 

５ 前４項の定めによりがたいときは関係事業者が協議して定めるものとする。 

（公務災害補償に関する請求手続） 

第９条 応援事業者が派遣した職員が、応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となった場合における公務災害補償に関する請求手続は、被災

事業者が作成する公務災害についての意見書及び事実関係を明らかにした報告書等に基

づいて、応援事業者が行うものとする。 

２ 応援事業者は、前項に規定する請求手続を行った場合は、その結果を被災事業者に報

告するものとする。 

（国への応援の要請） 

第 10条 応援主管事業者は、この協定に基づく被災事業者への応援活動ができない場合は

九州経済産業局へ応援要請するものとする。 

（連絡会議の開催） 

第 11条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、毎年

１回以上定期又は随時に連絡会議を開催するものとする。 

（訓練） 

第 12条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、合同

で訓練を実施するよう努めるものとする。 

（他の協定との関係） 

第 13条 この協定は、協定事業者が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相

互応援に関する協定を妨げるものではない。 

（その他） 

第 14条 この協定の実施に関し必要な細則事項は、別に定めるものとする。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、協

定事業者が協議して定めるものとする。 
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（施行期間） 

第 15条 この協定は、平成 27年 11月 5日から施行する。 

また、協定満了期日は、平成 28 年 3 月 31 日とし、満了期日 3 ヶ月前までに協定事業者

からの意思表示がない場合は、期日満了の翌日より、協定期日を 1 年間延長し、その後も

同様とする。 

 

この協定を締結したことを証するため、この協定書１６通を作成し、関係者記名押印の上、

各自その１通を保有する。 

 

平成 27年 11月 5日 

 

     福岡県企業管理者                  江 口    勝 

 

     北九州市工業用水道事業管理者        諌 山     修   

 

      佐賀県東部工業用水道管理者  佐賀県知事  山 口  祥 義 

 

     伊万里市水道事業管理者職務代理者      中 尾  俊 幸 

 

      諫早市上下水道事業管理者 上下水道局長   馬 場   康 明 

 

      大村市上下水道事業管理者              福 田  和 典 

 

      松浦市水道事業 松浦市長          友 広   郁 洋 

 

     熊本県知事                 蒲 島   郁 夫 

 

     合志市長                  荒 木   義 行 

 

     大津町長                  家 入    勲 

 

     西原村工業用水道事業管理者  西原村長     日 置   和 彦 

 

     大分県企業局長               日 髙   雅  近 

 

     杵築市長                  永 松    悟 

 

     国東市長                  三 河   明 史 

 

      宮崎県企業局長               四 本    孝 

 

     鹿児島県知事                伊 藤   祐一郎   
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九州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定実施細則 

 

（趣旨） 

第１条  この実施細則は、九州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定

（以下「協定」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（応援の要請等の手続） 

第２条 被災事業者が協定第４条第１項の規定により、代表事業者に応援の要請を行う場

合は、自圏域の代表事業者とする。 

２ 第１項の規定にかかわらず、被災事業者は、他の協定事業者に応援を要請することが

できる。要請を受けた協定事業者は応援主管事業者になるものとする。 

３ 協定第４条第２項の規定に示すとおり、応援主管事業者は、速やかに各圏域の代表事

業者及び自圏域内の応援事業者に対して、応援活動に係る連絡及び調整を行うものとす

る。また、連絡を受けた各圏域の代表事業者は、自圏域内の外の応援事業者に対して、

応援活動に係る連絡及び調整を行うものとする。 

４ 協定第１０条の規定に示すとおり、応援主管事業者は、協定に基づく応援活動ができ

ない場合は、速やかに九州経済産業局へ応援要請するものとする。 

５ 協定第４条第１項の規定による応援の要請は、応援要請書（様式第１号）により行う

ものとする。ただし、そのいとまのない場合は、電話、ファクシミリ、電子メール等に

より応援の要請を行い、後日応援要請書を速やかに提出するものとする。 

６ 被災事業者は、第１項の応援の要請を行う際には、次に掲げる事項を明らかにして行

わなければならない。 

（１）被災の状況に関する事項 

（２）応援の内容に関する事項 

（３）応援を要請する資機材等に関する事項 

（４）応援を要請する人員に関する事項 

（５）応援現場及びその経路 

（６）応援の期間 

（７）その他応援活動に関して必要な事項 

（指揮命令系統） 

第３条 被災事業者は、応援主管事業者に対して応援を要する緊急の復旧措置の範囲を示

し、応援事業者は、当該範囲内で応援活動を実施する。 

（応援主管事業者の業務等） 

第４条 応援主管事業者は、被災事業者と連絡をとりながら、次に掲げる業務を実施する。 

（１）被災事業者の被災等の情報収集及び情報の把握 

（２）応援内容の把握 

（３）他の応援事業者への応援活動の仕分け 

（４）応援活動を行う場所への交通経路に係る情報収集 

（５）協定第１０条の規定による国への応援要請 

（６）協定事業者相互の連絡及び調整 

（７）その他応援活動に関して必要な業務 

２ 応援主管事業者は、応援事業者に対し、前項の業務の一部の実施を求めることができ

るものとする。応援事業者は、分担する業務について応援計画を策定し、応援主管事業

者に伝達するものとする。 

３ 応援主管事業者は、第１項の業務について応援計画を取りまとめ、被災事業者に伝達

するものとする。 

（物資等の携行等） 

第５条 応援事業者は、協定第６条の規定により、応援活動のため派遣する職員（以下「派

遣職員」という。）に被災の状況に応じて作業用工具、当座の食糧、衣類、日用品その

他必要な物資等を携行させるものとする。 
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２ 派遣職員は、事業者及び災害に係る応援活動に従事する旨がわかるように腕章等を着

用すること。 

（応援機関及び服務） 

第６条 派遣職員の応援期間は、同一の職員につき継続して１か月未満を原則として、そ

の服務は、公務による出張とする。 

（受入れ体制等） 

第７条 被災事業者は、派遣職員の宿舎、寝具、食事等の確保に努めるものとする。ただ

し、状況により、当該確保を応援事業者に求めることができるものとする。 

２ 被災事業者は、物資及び資機材の提供を受ける場合には、倉庫、資機材置き場等を確

保し、これらを管理するものとする。 

３ 被災事業者、応援主管事業者に対し、被災状況、復旧状況等の情報を提供するものと

する。 

（応援の終了報告） 

第８条 応援事業者は、応援活動が終了したときは、自らが実施した応援活動の結果を取

りまとめた書類を作成し、応援主管事業者に送付するものとする。 

２ 応援主管事業者は、応援終了報告書（様式第２号）に前項の書類を添付し、被災事業

者に送付するものとする。 

（情報の交換） 

第９条 協定第７条に規定する関係資料等の必要な情報は、次のとおりとする。 

（１） 応援に関する連絡担当部課及び責任者を記載した応援体制表（様式第３号） 

（２） 連絡担当機関、出先機関、工業用水施設位置図（取水場、浄水場、ポンプ場等）

及交通路を明記した地図 

（３） 物資及び資機材の備蓄状況 

２ 前項の情報の交換を円滑に行うため、協定事業者の中から協議により幹事事業者を選

定する。任期は１年とし、再任を妨げないものとする。 

３ 各協定事業者は、第１項に規定する関係資料を毎年５月末日までに幹事事業者へ送付

するものとする。 

４ 各協定事業者は、第１項各号の情報に変更が生じたときは、その都度、当該変更に係

る情報を幹事事業者へ報告するものとし、幹事事業者は報告された情報を他の協定事業

者へ報告するものとする。 

（経費の負担） 

第１０条 協定第８条第３項の規定により、応援事業者応援に要した費用を一時立て替え

て支弁した場合には、応援事業者は原則として当該立て替えて支弁した年度内に被災事

業者に対して当該経費を請求するものとする。 

（連絡会議の開催等） 

第１１条 協定第１１条に規定する連絡会議においては、次の各号に掲げる事項等を実施

する。 

（１）第９条第２項に規定する幹事事業者の選定 

（２）第１２条に規定する訓練の事前調整等 

（３）相互応援に関する情報交換等 

（４）協定第１４条に規定する疑義事項の協議 

（訓練） 

第１２条 協定第１２条の規定による訓練の実施に当たっては、協定に基づく応援活動が

迅速かつ円滑に行われるよう、第２条の規定基づく応援の要請に関する演習を盛り込む

よう努めるものとする。 

２ 前項の訓練については、第９条第２項の幹事事業者が事務局を務めるものとする。 

（その他） 

第１３条 この実施細則に定めのない事項及びこの実施細則に関して疑義が生じたとき

は、その都度、協定事業者が協議して定めるものとする。 
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２ 前項の訓練については、第９条第２項の幹事事業者が事務局を務めるものとする。 

（施行期間） 

第１４条 この実施細則は、平成２７年  月  日から施行する。 

また、実施細則満了期日は、平成２８年３月３１日とし、満了期日３ヵ月前までに協定

事業者からの意思表示がない場合は、期日満了の翌日より、実施細則期日を１年間延長

し、その後も同様とする。 

 

 

この実施細則を締結したことを証するため、本書１６通を作成し、関係者記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２７年  月  日 

 

 

福岡県企業管理者               江口 勝 

 

北九州市工業用水道事業管理者         諌山 修 

 

佐賀県東部工業用水道管理者  佐賀県知事   山口 祥義 

 

伊万里市水道事業管理者職務代理者       中尾 俊幸 

 

諫早市上下水道事業管理者 上下水道局長    馬場 康明 

 

大村市上下水道事業管理者           福田 和典 

 

松浦市水道事業 松浦市長           友広 郁洋 

 

熊本県知事                  蒲島 郁夫 

 

合志市長                   荒木 義行 

 

大津町長                   家入 勲 

 

西原村工業用水道事業管理者 西原村長     日置 和彦 

 

大分県企業局長                日髙 雅近 

 

     杵築市長                   永松 悟 

 

     国東市長                   三河  明史 

 

      宮崎県企業局長                四本 孝 

 

鹿児島県知事                 伊藤 祐一郎 
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様式第１号（協定第４条及び実施細則第２条関係） 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦型とする。 

 

第         号  

平成  年  月  日  

 

 

応援主管事業者 あて 

 

被災事業者名   

 

 

 

応 援 要 請 書 
 

 

  「九州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定書」第４条及び「九

州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定実施細則」第２条に基づき、

下記のとおり応援を要請します。 

 

 

 

記 

 

 

 １ 応援を要請する理由 

 

 

 

 

 

 ２ 被災の状況、応援の内容等 

 

 別紙「応援要請表」のとおり。 
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 （別紙） 

 

 

応 援 要 請 表 
 

  １ 被災事業者名 

被 災 事 業 者 名  

 

担 当 者 名 等 

【担当部課名】 

【担当者名】 

【電話番号※】 

【ＦＡＸ番号】 

【E-mail】 

  ※通常連絡先と災害時優先電話があれば併記すること。 

 

  ２ 被災状況 

被 害 発 生 地 域 
（市町村名） 

 

被 害 状 況 
（施設名、箇所数等） 

 

 

  ３ 応援の内容 

 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦型とする。 
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  ４ 応援要請する資機材等 

品 名 数量 備 考 

   

   

   

   

 

納入場所 

 

 

 
（交通経路等を明示した図面を添付） 

   

  ５ 応援要請する人数 

応援業務内容 職 種 人 数 備 考 

    

    

    

    

 

集合場所 

 

 

 
（交通経路等を明示した図面を添付） 

 

  ６ 応援現場及びその経路 

 

 

 

 

 

  ７ 応援の期間 

 

 

 

 

 

  ８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦型とする。 
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様式第２号（実施細則第８条関係） 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦型とする。 

 

第         号  

平成  年  月  日  

 

 

被災事業者 あて 

 

応援主管事業者名   

 

 

 

応 援 終 了 報 告 書 
 

 

  「九州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定実施細則」第８条に

基づき、下記のとおり応援活動の結果を報告します。 

 

 

 

記 

 

 

 １ 応援事業者名 

 

 

 

 

 

 ２ 応援の期間及び内容（応援活動記録を添付） 

 

 

 

 

 

 ３ 連絡先 

 （１）担当部課名：                             

 （２）担当者名：                              

 （３）電話番号：                              

 （４）ＦＡＸ番号：                             

 （５）E-mail：                               
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 様式第３号（実施細則第９条関係） 

 

応 援 体 制 表 
 

 

 １ 事業者名・所在地等 

事業者名  

所在地  

担当部課名  

担当責任者  

電話番号※  

ＦＡＸ番号  

E-mail  

  ※通常連絡先と災害時優先電話があれば併記すること 

 

 ２ 緊急連絡先 

担当部課  

 

連絡先 

（昼間） 

【担当者 職・氏名】              

【電話番号※】                 

【ＦＡＸ番号】                 

【E-mail】                   

（夜間） 

【担当者 職・氏名】              

【電話番号※】                 

【ＦＡＸ番号】                 

【E-mail】                   

※通常連絡先と災害時優先電話があれば併記すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦型とする。 
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１１１ 災害時における電気設備等機能復旧に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と社団法人福岡電業協会（以下「乙」という。）とは、地

震・風水害・その他の災害（以下「災害」という。）により、福岡県災害対策本部が設置さ

れる庁舎等の電気設備、電気器具または配線（以下「電気設備等」という。）に異常が発生

した場合における機能復旧対策業務（以下「復旧業務」という。）に関し、次の通り協定を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県災害対策本部が設置される庁舎等の電気設備等が災害により、   

作動不良等の異常が発生した場合に、その機能の確保及び回復のため、甲と乙との基本

事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、前条の目的を達成するため、必要があると認めた時は、乙に協力を要請す 

ることができる。 

（対象施設） 

第３条 この協定に基づいて、甲が乙に要請する復旧業務の対象となる施設は次の通りと 

する。 

(1) 福岡県災害対策本部が設置される庁舎 

(2) 県内の各市町村の災害対策本部が設置される庁舎 

(3) 避難所 

(4) その他災害対策上、甲が必要と認める施設 

（業務内容） 

第４条 甲が乙に対し要請する復旧業務は次の通りとする。 

(1) 電気設備等の損壊箇所の被害状況把握と甲への報告 

(2) 分電盤等電気設備の復旧、照明設備等電気器具の復旧及び屋内配電線路等配線の復

旧・増設(3) 機能不良箇所の復旧を行うための人材（技術者）の派遣  

(4) 復旧が完了するまでの一時的な発電機、仮設灯、簡易な冷暖房機器の設置 

(5) その他甲が必要と認める電気設備等に関する応急業務 

(要請の方法) 

第５条 第２条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要す 

る場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するもの

とする。 

（要請に基づく乙の措置)  

第６条 第２条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置 

 をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

（復旧業務の施工） 

第７条 乙は、現地に派遣された甲の職員の指示に従い、施工するものとする。 

２ 現地に甲の職員が派遣されていない時は、電話等にて指示を仰ぐものとし、それも出 

来ない場合には、乙の責任において施工出来るものとする。 

（完了報告） 

第８条 乙は、復旧業務を完了した時は、その状況を速やかに別紙第２号様式により報告 

するものとする。 

（費用負担） 

第９条 乙が復旧業務に要した費用は、甲又は甲の指定する市町村が負担する。負担額に 

ついては、乙から提出された別紙第２号様式に基づき、災害発生直前における適正な価

格により算出するものとし、速やかに工事請負契約を締結し支払うものとする。 

２ 乙が復旧業務に要した費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する市町村

から乙に支払うものとする。 
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（災害補償） 

第10条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡

し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法

令に定めるところによるものとする。 

（車両の通行） 

第11条 甲は、乙が第３条の対象施設に移動する際には、必要に応じて乙の車両を緊急通

行車両として通行できるように支援するものとする。 

（連絡体制の整備） 

第12条 甲及び乙は、復旧業務に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、常

に点検、改善に努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただ

し、体制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第13条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

（有効期間） 

第14条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

平成  年  月  日 

        

               甲 福岡県 

代表者 福岡県知事  麻生 渡 

 

 

乙 福岡市中央区平尾２丁目 14番 10号 

社団法人 福岡電業協会    

                 会長  橋田 紘一 

 

 



- 363 - 

別紙第１号様式 

 

第     号 

平成  年  月  日 

社団法人 福岡電業協会 

会長         殿 

 

 

                             福岡県知事         

  

 

災害時における電気設備等機能復旧業務の施工要請書 

 

「災害時における電気設備等機能復旧に関する協定書」第２条の規定に基づき、下記

施設について電気設備等機能復旧の施工を要請します。なお、本要請に対する貴法人の

措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第８条）により、速やかに報告願います。 

 

記 

 

電気設備等の機能復旧業務の施工を要請する施設 

施設名 所在地 電話番号 作動不良等の異常の状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

問い合わせ先             

福 岡 県    

部  課    

電話 

FAX 

担当 
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別紙第２号様式 

   

       災害時における電気設備等機能復旧業務に関する完了報告書 

 施 設 名  

 

 所 在 地 

 

 

 

〒 

 

    TEL（       ）    FAX（              ） 

 

 作動不良等の異常 

の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 復旧業務の内容 

 

 

 

 

 

 復旧業務に従事し 

た者 

 

 

（現場責任者）所属       氏名  

 

（技 能 者）所属       氏名 

 

 復旧業務に従事し 

た日時及び期間 

 

 

 

 

  

日  時 

 

 

自 

 

 平成  年  月  日   時   分 

 

至 

 

 平成  年  月  日   時   分 

 

期  間 

 

                       日間 

 

 投入した資機材等 

の種類、数量 

 

 

 

 

 

 

 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 365 - 

別紙第３号様式 

平成  年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

 「災害時における電気設備等機能復旧に関する協定書」に記載する活動以外には使用し

ないこと。 
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１１２ 災害時における電気設備等機能復旧に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と福岡県電気工事業工業組合（以下「乙」という。）とは、

地震・風水害・その他の災害（以下「災害」という。）により、福岡県災害対策本部が設置

される庁舎等の電気設備、電気器具または配線（以下「電気設備等」という。）に異常が発

生した場合における機能復旧対策業務（以下「復旧業務」という。）に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

 (目的) 

第１条 この協定は、福岡県災害対策本部が設置される庁舎等の電気設備等が災害により、

作動不良等の異常が発生した場合に、その機能の確保及び回復のため、甲と乙との基本

事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。 

 (協力要請) 

第２条 甲は、前条の目的を達成するため、必要があると認めた時は、乙に協力を要請す

ることができる。 

 (対象施設) 

第３条 この協定に基づいて、甲が乙に要請する復旧業務の対象となる施設は次のとおり

とする。 

（１） 福岡県災害対策本部が設置される庁舎 

（２） 県内の各市町村の災害対策本部が設置される庁舎 

（３） 避難所 

（４） その他災害対策上、甲が必要と認める施設 

 (業務内容) 

第４条 甲が乙に対し要請する復旧業務は次のとおりとする。 

（１） 電気設備等の損壊箇所の被害状況把握と甲への報告 

（２） 分電盤等電気設備の復旧、照明設備等電気器具の復旧及び屋内配電線路等配線の 

復旧・増設 

（３） 機能不良箇所の復旧を行うための人材（技術者）の派遣 

（４） 復旧が完了するまでの一時的な発電機、仮設灯、簡易な冷暖房機器の設置 

（５） その他甲が必要と認める電気設備等に関する応急業務 

 (要請の方法) 

第５条 第２条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するもの

とする。 

 (要請に基づく乙の措置) 

第６条 第２条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置

をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 (復旧業務の施工) 

第７条 乙は、現地に派遣された甲の職員の指示に従い、施工するものとする。 

２ 現地に甲の職員が派遣されていない時は、電話等にて指示を仰ぐものとし、それも出

来ない場合には、乙の責任において施工出来るものとする。 

 (完了報告) 

第８条 乙は、復旧業務を完了した時は、その状況を速やかに別紙第２号様式により報告

するものとする。 

 (費用負担) 

第９条 乙が復旧業務に要した費用は、甲又は甲の指定する市町村が負担する。負担額に

ついては、乙から提出された別紙第２号様式に基づき、災害発生直前における適正な価

格により算出するものとし、速やかに工事請負契約を締結し支払うものとする。 

２ 乙が復旧業務に要した費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する市町村
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から乙に支払うものとする。 

 (災害補償) 

第１０条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死

亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係

法令に定めるところによるものとする。 

(車両の通行) 

第１１条 甲は、乙が第３条の対象施設に移動する際には、必要に応じて乙の車両を緊急

通行車両として通行できるように支援するものとする。 

(連絡体制の整備) 

第１２条 甲及び乙は、復旧業務に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、

常に点検、改善に努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただ

し、体制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

(協議) 

第１３条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協

議して定めるものとする。 

(有効期限) 

第１４条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をも

って協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成  年  月  日 

 

             甲   福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事  

 

             乙   福岡市中央区高砂１丁目１８番１４号 

                 福岡県電気工事業工業組合 

                 理事長  
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（別紙第１号様式） 

 

第   号 

平成  年  月  日 

 

福岡県電気工事業工業組合 

理事長         殿 

 

福岡県知事 

 

 

災害時における電気設備等機能復旧業務の施工要請書 

 

 

  「災害時における電気設備等機能復旧に関する協定書」第２条の規定に基づき、下記

施設について電気設備等機能復旧の施工を要請します。なお、本要請に対する貴組合の

措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第８条）により、速やかに報告願います。 

 

記 

 

 電気設備等の機能復旧の施工を要請する施設 

施設名 所在地 電話番号 作動不良等の異常の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

問い合せ先 

福岡県     部     課 

電話 

ＦＡＸ 

担当 
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（別紙第２号様式） 

 

 

災害時における電気設備等機能復旧業務に関する完了報告書 

 

施設名 

 

 

 

所在地 

〒 

 

ＴＥＬ（         ） ＦＡＸ（          ） 

作動不良等の異常の

状況 

 

 

 

 

 

復旧業務の内容  

 

 

 

 

復旧業務に従事した

者 

 

 

（現場責任者）所属         氏名 

  

 

（技 能 者）所属         氏名 

復旧業務に従事した 

日時及び期間 

日時 自  

平成  年  月  日    時   分 

  至 

 

 

平成  年  月  日    時   分 

 期間            日間 

投入した資機材等 

の種類、数量 

 

 

 

 

 

 

備考  
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（別紙第３号様式） 

年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

  「災害時における電気設備等機能復旧に関する協定書」に記載する事項以外には利用

しないこと。 
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１１３ 災害時における冷凍空調設備等の応急対策に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と西日本冷凍空調工業会（以下「乙」という。）とは、地

震・風水害・その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合における冷凍空調設備

等の応急対策に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 (目的) 

第１条 この協定は、甲の災害時に拠点となる施設等の冷凍空調設備等が災害により、異

常が発生した場合、又は発生するおそれがある場合において、その機能の確保及び回復

のため、甲と乙との基本事項を定め、災害に対し、迅速かつ的確に対処することを目的

とする。 

 (協力要請) 

第２条 甲は、前条の目的を達成するため、必要があると認めた時は、乙に協力を要請す

ることができる。 

 (対象施設) 

第３条 この協定に基づいて、甲が乙に要請する応急対策の対象となる施設は次のとおり

とする。 

（１）甲及び市町村の災害時に拠点となる施設（避難所を含む） 

（２）その他災害対策上、甲が必要と認める施設 

 (業務内容) 

第４条 甲が乙に対し、要請する業務は次のとおりとする。 

（１）被災した冷凍空調設備の安全点検（フロンの有無等）の支援 

（２）被災した冷凍空調設備の復旧支援 

（３）冷凍・空調機器等の物資支援 

（４）フロン類の回収支援 

（５）その他甲が必要と認めるもの  

 (要請の方法) 

第５条 第２条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するもの

とする。 

 (要請に基づく乙の措置) 

第６条 第２条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置

をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 (応急対策の施工) 

第７条 乙は、現地に派遣された甲の職員の指示に従い、施工するものとする。 

２ 現地に甲の職員が派遣されていない時は、電話等にて指示を仰ぐものとし、それも出

来ない場合には、乙の責任において施工出来るものとする。 

 (完了報告) 

第８条 乙は、応急対策を完了した時は、その状況を速やかに別紙第２号様式により報告

するものとする。 

 (費用負担) 

第９条 乙が応急対策に要した費用は、甲又は甲の指定する市町村が負担する。負担額に

ついては、乙から提出された別紙第２号様式に基づき、災害発生直前における適正な価

格により算出するものとする。 

２ 乙が応急対策に要した費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する市町村

から乙に支払うものとする。 

  

(災害補償) 

第１０条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死
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亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係

法令に定めるところによるものとする。 

(車両の通行) 

第１１条 甲は、乙が第３条の対象施設に移動する際には、必要に応じて乙の車両を緊急

通行車両として通行できるように支援するものとする。 

(連絡体制の整備) 

第１２条 甲及び乙は、応急対策に支障をきたさないよう、連絡体制等の整備について、

常に点検、改善に努めるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただ

し、体制が変更になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

(協議) 

第１３条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協

議して定めるものとする。 

(有効期限) 

第１４条 この協定は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をも

って協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成  年  月  日 

 

              甲   福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事  

 

              乙   福岡市博多区博多駅東１丁目１１番１５号 

                  西日本冷凍空調工業会 

                  会長  
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（別紙第１号様式） 

 

年  月  日 

 

西日本冷凍空調工業会 会長 様 

 

 

福 岡 県 知 事 

  

 

要 請 書 
 

 

災害時における冷凍空調設備等の応急対策に関する協定書第２条の規定に基づき、次の

とおり要請します。 

 

 

 

 

応急対策を必要とする 

日時、場所 

 

 

応急対策を必要とする事由 

 

 

 

応急対策要請事項 
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（別紙第２号様式） 

 

年  月  日 

 

福 岡 県 知 事  様 

 

 

西日本冷凍空調工業会 会長 

 

 

報 告 書 
 

 

災害時における冷凍空調設備等の応急対策に関する協定書第８条の規定に基づき、次の

とおり応急対策を実施しましたので、報告します。 

 

 

実施機関  

責任者名  

応急対策実施日時、場所  

活動人数及び 

使用資機材 

 

 

応急対策概要 

 

 

その他  
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（別紙第３号様式） 

年  月  日 

 

連絡責任者届 
団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  「災害時における冷凍空調設備等の応急対策に関する協定書」に記載する事項以外には利用しないこ

と。 
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１１４ 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書 

 

福岡県(以下「甲」という。)と日本通運株式会社福岡支店(以下「乙」という。)とは、

次のとおり災害時における物資等の緊急輸送に関する協定を締結する。 

 

(要請) 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資等の緊急輸送を行う必要があるときは、乙

に対し、可能な範囲で物資等の輸送を要請することができる。 

 (1) 福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

 (2) 福岡県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請 

されたとき、又は救援の必要があるとき。 

(要請の方法) 

第２条 甲は、物資等の緊急輸送を実施するうえで乙の応援を必要と認めるときは、次に

掲げる事項を明示して、乙の応援を文書（別紙第１号様式）により要請するものとする。 

ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等により要請し、その後速

やかに文書を交付するものとする。 

(1) 災害の状況及び応援を要する事由 

(2) 応援を必要とする車両数、車両種類及び人員 

(3) 物資積み込み場所及び取り下ろし場所 

(4) 応援を必要とする期間及び活動内容 

(5) 輸送品目(品名及び量) 

(6) その他参考となる事項 

２ 甲は、前項に掲げる措置の他、物資等の輸送を実施する上で、乙の応援を必要と認め

るときは、乙に対し、物資等の輸送に関する助言を行う乙の社員の派遣を要請すること

ができるものとする。 

(実施) 

第３条 乙は、甲から応援の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業

務に優先して実施するものとする。 

(報告) 

第４条 乙は、前条の規定により応援に従事した場合は、すみやかに、甲に対し、次に掲

げる事項を文書（別紙第２号様式）により報告するものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後、文書を提出するものとす

る。 

(1) 応援に従事した期間、車両数、車両種類及び人員 

(2) 走行距離及び地点 

(3) その他必要な事項 

２ 乙は、第２条第２項の要請により、乙の職員の派遣を行った場合には、すみやかに、

甲に対して、次に掲げる事項を文書により報告するものとする。 

(1) 派遣した者の所属及び氏名 

(2) 派遣期間及び派遣場所 

(3) その他必要な事項 

(経費の負担) 

第５条 第 3条の規定による応援に要した費用(運賃・料金並びに有料道路通行料、駐車場

使用料等の実費負担額)は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担する。 

なお、運賃・料金等の算出方法については、災害発生時における地域の事業者の届出

運賃・料金を基準として、甲又は甲の指定する地方自治体と乙が協議して決定するもの

とする。 

２ 第２条第２項の規定による派遣に要した費用に関する甲又は甲が指定する自治体の負

担については、甲又は甲が指定する地方自治体と乙が協議して決定するものとする。 
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(事故等) 

第６条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙

は速やかに当該事業用自動車を交換してその供給を継続しなければならない。 

２ 乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにそ

の状況を報告しなければならない。 

(補償) 

第７条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡

し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法

令に定めるところによるものとする。 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資等の緊急輸送をする際には、車両を緊急又は優先車両として通行

できるように支援するものとする。 

(連絡責任者) 

第９条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後すみやかに「連絡責

任者届」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には

直ちに相手方に報告するものとする。 

  なお、「連絡責任者届」については協定書に記載する活動以外に使用してはならない

ものとする。 

(適用) 

第1 0条 この協定は、締結の日から１年間その効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書

をもって協定終了を通知しない限り、更新されるものとする。 

(協議) 

第1 1条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議

の上、これを定めるものとする。             

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

平成２０年２月２０日 

 

甲  福岡県 

代表者 福岡県知事   麻 生  渡  

 

 

乙  福岡市博多区下呉服町１番１号 

   日本通運株式会社福岡支店 

    常務執行役員福岡支店長 木 村  潤 

 

（注） 福岡県は同様の協定を以下の８社と締結している。 

九州西濃運輸株式会社      九州福山通運株式会社 

株式会社博運社         久留米運送株式会社 

丸善海陸運輸株式会社      株式会社ランテック 

佐川急便株式会社九州支社    三友通商株式会社 
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（別紙第１号様式） 

第     号 

平成  年  月  日 

 

         様 

 

福岡県知事    

 

緊急物資等輸送要請書 

「災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書」に基づき、下記のとおり輸送業務を

要請します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び応援を要する事由 

 

 

 

２ 応援を必要とする車両数、車両種類及び人員 

車両数 車両種類（車種、積載量） 人員（乗務員数） 

   

 

 

３ 物資積み込み場所及び取り下ろし場所 

積み込み場所 取り下ろし場所 

 

 

 

 

 

４ 応援を必要とする期間及び活動内容 

活動期間 活動内容 

 

 

 

 

 

５ 輸送品目 

品名 量 

 

 

 

 

◎ 乙の職員の派遣について 

人数 派遣場所 

 

 

 

 

その他参考となる事項 
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（別紙第２号様式） 

第     号 

平成  年  月  日 

 

福岡県知事 様 

 

                           

                           

 

緊急物資等輸送実施報告書 

下記のとおり輸送業務を実施しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 応援に従事した期間、車両数、車両種類及び人員 

期間（月日、時間） 車 両 数 車両種類（積載量） 人員（乗務員数） 

 

 

 

 

   

２ 走行距離及び地点 

走 行 距 離 積 み 込 み 場 所 取り下ろし場所 

  

 

 

 

 

 

◎ 乙の職員の派遣を行った場合  

派遣した者の所属 氏 名 派 遣 期 間 派 遣 場 所 

 

 

 

 

   

その他必要な事項 
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（別紙第３号様式） 

平成  年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

 「災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書」に記載する活動以外には使用しな

いこと。 
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１１５ 災害時の緊急物資輸送に関する協定書 

 

 福岡県（以下「県」という。）と社団法人福岡県トラック協会（以下「協会」という。）

とは、災害時における緊急物資輸送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、大火災その他の災害等が発生した場合において、県

から協会に対して行う、緊急物資輸送の要請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請の種類） 

第２条 要請の種類は、次のいずれかとする。 

(1) 県が、災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号、以下「法」という。）

第７１条第 1項の規定に基づく「従事命令」により、協会に要請するもの 

(2) 県が、緊急物資輸送を実施するうえで、協会の応援を必要と認め、又は市町村からの

要請を受けて、協会に要請するもの 

（要請の方法） 

第３条 前条第 1号による要請は、法第 81条の規定による公用令書で行うこととする。 

また、前条第 2 号による要請は、次に掲げる事項を明示して、協会の応援を文書によ

り要請するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要

請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

(1) 災害の状況及び応援を要する事由 

(2) 応援を必要とする車両数、車両種類及び人員 

(3) 物資積み込み場所及び取り下ろし場所 

(4) 応援を必要とする期間及び活動内容 

(5) 輸送品目（品名及び量） 

(6) その他参考となる事項 

（実施） 

第４条 協会は、第 2 条第 2 号に基づく要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限

り、通常業務に優先して実施するものとする。 

（車両運行への配慮） 

第５条 県は、協会が第 2 条の要請に基づく業務を行う際には、車両を緊急又は優先車両

として、通行できるように配慮するものとする。 

２ 県は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保に努め、必

要に応じて協会へ指示するものとする。 

（報告） 

第６条 協会は、第 2 条の規定により応援に従事した場合は、速やかに県に対し、次に掲

げる事項を文書により報告するものとする。  

  ただし、緊急を要する場合は電話等により報告し、事後文書を提出するものとする。 

(1) 応援に従事した車両数、車両種類及び人員 

(2) 走行距離及び地点 

(3) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第７条 第２条の規定により応援に要した費用（運賃・料金並びに有料道路通行料、駐車

場使用料等の実費負担額）は、県が負担する。ただし、同条第 2 号における市町村から

の要請に基づいて応援を行ったときは、当該市町村が負担するものとする。 

  なお、運賃・料金等の算出方法については、同条第 1号の場合は、法第 82条第 2項の

規定に基づき実費を弁償し、同条第 2 号の場合は、災害発生時における地域の事業者の

届出運賃・料金を基準として、県と協会が協議して決定するものとする。 

（事故等） 

第８条 協会の供給した事業用貨物自動車が、故障その他の理由により運行を中断したと
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きは、協会は速やかに当該事業用貨物自動車を交換して、その供給を継続しなければな

らない。 

２ 協会は、その事業用貨物自動車の運行に際し、事故が発生したときは、県に対し速や

かにその状況を報告しなければならない。 

（補償） 

第９条 第２条の規定により、業務に従事した者が死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は

廃疾になったときは、同条第 1号の場合は、法第 84条第 2項の規定及び災害に際し応急

措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３８年１月１２日福岡県条

例第５号）に基づき、県が補償する。 

 また、同条第 2 号の場合は、労働災害にかかわる関係法令に定めるところによるもの

とする。 

（連絡責任者） 

第 10条 この協定に関する連絡責任者は、県においては総務部消防防災課長、協会におい

ては専務理事とする。 

（協定の有効期間） 

第 11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から 1年間とする。ただし、協定期

間が満了する 1ヶ月前までに県及び協会いずれからも解除又は変更の申し出がない時は、

1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。 

（協議） 

第 12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、県と協会が

協議の上、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、県及び協会記名押印のうえ各自 1

通を保有する。 

 

平成２３年１２月１日 

 

    福岡県 

 

                代表者  福岡県知事 小 川  洋 

 

    福岡市博多区博多駅東１丁目 18番 8号 

      社団法人福岡県トラック協会 

                会 長   原  重 則 
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１１６ 災害時における緊急輸送に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人福岡県タクシー協会（以下「乙」という。）

と乙の会員（以下「協会員」という。）である一般社団法人福岡市タクシー協会（以下「丙」

という。）、一般社団法人北九州タクシー協会（以下「丁」という。）、福岡県筑豊地区タク

シー協会（以下「戊」という。）及び福岡県筑後地区タクシー協会（以下「己」という。）

とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に定める地震、風水害その他の災害

（以下「災害」という。）発生時等における緊急輸送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県内に災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、

福岡県地域防災計画に基づき、甲が協会員に対して行う緊急輸送業務の要請に関し、手

続き等必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、甲が次条に掲げる業務を遂行するために必要があるとき、又は甲が他の地

方公共団体等から次条に掲げる業務の遂行について応援要請を受けたときは、協会員に

対し協力を要請するものとし、協会員は、甲の要請した業務を可能な限り実施するよう

努めるものとし、実施の範囲は甲と協会員が協議して定めた任意の範囲とする。 

２ 前項の規定による要請は、協会員の従業員の安全確保に十分配慮して行うものとする。 

３ 第１項の規定による要請は、緊急輸送要請書（別記様式１）（以下「要請書」という。）

により行うものとする。ただし、要請書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後速やかに要請書を送付するものとする。 

４ 協会員は、甲から第１項の要請を受けたときは、乙に対してその旨を報告するものと

する。 

 

（業務内容） 

第３条 本協定により、甲が協会員に対し要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）被災者等（観光客等帰宅困難者を含む）の輸送 

（２）災害応急対策に必要な要員の輸送 

（３）その他、災害時において甲が必要と認める緊急輸送 

 

（車両運行への配慮） 

第４条 甲は、協会員が前条の業務を行う際に災害対策基本法第７６条第２項に定める通

行禁止区域等を通行する必要がある場合には、車両を同条第１項に定める緊急通行車両

として認定するよう配慮するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保につとめ、

必要に応じて乙又は協会員へ指示するものとする。 

 

（報告） 

第５条 協会員は、第３条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、緊急輸

送業務報告書（別記様式２）によりその業務内容を甲及び乙に報告するものとする。 
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（費用の負担） 

第６条 第２条の規定により、協会員が実施した業務に要した費用（運賃及び料金、有料

道路通行料、駐車場利用料等）は、甲が負担するものとする。ただし、災害対策基本法

（昭和３６年法律第２２３号）第６８条第１項又は第７４条第１項の規定により、甲が

他の地方公共団体等の応援要請に応じて、協会員に緊急輸送を行わせた場合の費用の負

担は、同法第９２条に定めるところによる。 

２ 前項の運賃及び料金は、協会員が道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条の

３第１項の規定により認可を受けた旅客の運賃及び料金とする。 

 

（費用の請求及び支払） 

第７条 協会員は、業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について甲に請求するも

のとする。ただし、協会員は、前条第１項ただし書にかかる費用については、災害対策

基本法第９２条第２項に基づき甲が一時繰替え支弁を行う場合を除き、甲が指定する地

方公共団体等に請求するものとする。 

２ 甲又は甲が指定する地方公共団体等は、前項の規定による請求があったときは、内容

を確認し、その費用を協会員に支払うものとする。 

 

（事故等） 

第８条 協会員が第２条により要請された業務に供給した事業用自動車が故障その他の理

由により運行を中断したときは、協会員は速やかに当該事業用自動車を交換してその業

務を継続しなければならない。 

２ 協会員は、前項の場合、その他事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、

甲及び乙に速やかに状況を報告するものとする。 

 

（輸送及び第三者に対する責任） 

第９条 協会員は、第２条により要請された業務に係る事業用自動車の運行に際し、自己

の責めに帰すべき理由により旅客及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負

うものとする。 

 

（従事者等の災害補償） 

第１０条 甲は、協会員の従業員が第２条により要請された業務に従事したことにより、

負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合において、当該損害が災害と相当因果関

係があると甲、乙及び協会員が協議した上で認められるときは、甲は次に掲げる場合を

除き「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例」（昭和３８

年福岡県条例第５号）に定めるところに準じて、その損害を補償するものとする。 

 （１）業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

 （２）業務に従事する者が他の法令又は協会員若しくは業務に従事する者が締結した損

害保険契約により、療養その他の給付若しくは補償を受けることができる場合 

 （３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受ける

事ことができる場合 

２ 乙は協会員に対して、前項の補償の責は負わないものとする。 

 

（連絡体制及び情報交換） 
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第１１条 甲及び乙は、この協定を円滑に遂行するために連絡体制を確立し、協定締結後

速やかに「連絡責任者届」（別記様式３）を相互に交換するとともに、平常時から防災に

関する情報交換を行うものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３１年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の１ヵ月前までに甲又は乙が相手方に対し、別段の意思表示をしない

ときは、この協定は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するもの

とし、以降も同様とする。 

 

（雑則） 

第１３条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書６通を作成し、甲乙及び協会員が署名の上、各 1 通

を保有するものとする。 

 

 平成３１年２月１日 

 

           甲  福岡県福岡市博多区東公園 7 番 7 号 

              福岡県 

              代表者 福岡県知事 小川 洋  

 

           乙  福岡県福岡市博多区比恵町 11 番 1 号 

              一般社団法人 福岡県タクシー協会 

              会長 中井 眞紀 

 

           丙  福岡県福岡市博多区比恵町 11 番 1 号 

              一般社団法人 福岡市タクシー協会 

              会長 安川 哲史 

 

           丁  福岡県北九州市小倉北区中島 1 丁目 18 番 28 号 

              一般社団法人 北九州タクシー協会 

              会長 田中 亮一郎 

 

           戊  福岡県飯塚市上三緒 1 番 50 号 

              福岡県筑豊地区タクシー協会 

              会長 嘉久 礼子 

 

           己  福岡県久留米市日吉町 18 番地の 34 

              福岡県筑後地区タクシー協会 

              会長 中川 恵司 
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別記様式 1（第 2 条関係） 

 年  月  日 

緊急輸送要請書 

 

協会員 代表者 様 

福岡県知事      

 

 災害時における緊急輸送に関する協定書第 2 条第 3 項に基づき、下記のとおり要請しま

す。 

記 

１ 災害の状況および協力を要請する理由 

 

 

 

 

２ 輸送内容 

  

輸送人員数 輸送活動期間 輸送区間 備考 

 

 

 

（自）  月  日 

 

（至）  月  日 

乗車場所 

 

輸送先 

 

 （自）  月  日 

 

（至）  月  日 

乗車場所 

 

輸送先 

 

 （自）  月  日 

 

（至）  月  日 

乗車場所 

 

輸送先 

 

 （自）  月  日 

 

（至）  月  日 

乗車場所 

 

輸送先 

 

 （自）  月  日 

 

（至）  月  日 

乗車場所 

 

輸送先 
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別記様式 2（第 5 条関係） 

年  月  日 

緊急輸送業務報告書 

福岡県知事 

一般社団法人福岡県タクシー協会 会長 

   

協会員名 

      代表者名             

 

 このことについて、災害時における緊急輸送に関する協定書第 5 条第 1 項の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

輸送実施内容 

業務実施

日 

輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 従事車両数 

及び車両種別 

備考 

  月 日 人 

乗車場所 

 

輸送先 

延   回 延   人 
   ×   台 

      ×   台 
 

  月 日 人 

乗車場所 

 

輸送先 

延   回 延   人 
   ×   台 

      ×   台 
 

  月 日 人 

乗車場所 

 

輸送先 

延   回 延   人 
   ×   台 

      ×   台 
 

  月 日 人 

乗車場所 

 

輸送先 

延   回 延   人 
   ×   台 

      ×   台 
 

  月 日 人 

乗車場所 

 

輸送先 

延   回 延   人 
   ×   台 

      ×   台 
 

  月 日 人 

乗車場所 

 

輸送先 

延   回 延   人 
   ×   台 

      ×   台 
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別記様式 3（第 11 条関係） 

平成  年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

（目的外使用禁止） 

  災害時における緊急輸送に関する協定書に記載する事項以外には利用しない。 
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１１７ 災害時における法律相談業務等に関する協定書 

 

 

福岡県（以下「甲」という。）と福岡県弁護士会（以下「乙」という。）は、災害時にお

ける被災者支援等を対象とした法律相談業務及び乙が主宰する災害 ADR 業務（以下、「法

律相談業務等」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

１号に定める災害及びこれに類する大規模な被害（以下「災害」という。）が発生した場

合において、被災者等への法律相談業務等を実施するために必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において災害 ADR とは、乙において災害対策本部が設置された災害に起

因した民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受けて乙が実施する、裁

判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律（平成１６年法律第１５１号）第２条第

３号に定める認証紛争解決手続をいう。 

 

（法律相談実施の協力要請） 

第３条 甲は、災害時に法律相談の実施が必要と認めるときは、乙に対し文書（別紙第１

号様式）によりその協力を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭

により要請することとし、後日速やかに乙に文書を提出するものとする。 

２ 前項に基づき開催する法律相談会（以下「相談会」という。）の開催日時，場所等につ

いては、災害の規模、相談需要その他被災者等の状況を勘案し、甲乙協議の上決定する。 

 

（役割） 

第４条 甲は、相談会の開催場所の確保及び相談会を開催する旨の広報を行うものとする。 

２ 乙は、相談会の開催にあたり、速やかに乙の会員から法律相談業務に従事する者を選

定し派遣するものとする。ただし、乙は、乙の会員のみでの対応が困難なときは、日本

弁護士連合会及び九州弁護士会連合会に支援を要請するものとする。 

３ 乙は、予め法律相談業務に従事する者を対象に、相談会の開催にあたり必要な研修を

適宜実施するように努めるものとする。 

４ 甲は、乙が被災者等の申立にかかる災害 ADR 手続を主宰するに際し必要がある場合，

その開催場所を確保するものとし、具体的な開催地、開催時間については、被災者等の

状況を勘案し、甲乙協議の上決定する。  

 

（報告） 

第５条 乙は、甲の要請があれば、相談会における相談内容その他の必要な事項について

書面（別紙第２号様式）により、甲が指定する日までに甲に対し報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 相談会は、被災者等が相談料を負担しない無料相談とする。但し、災害 ADR 手続
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を利用した場合の成立手数料については被災者等の負担とする。  

２ 甲は、乙に対し、相談会の開催場所及び災害 ADR 手続の開催場所を無償で提供するも

のとする。 

３ 相談会及び災害 ADR 手続の実施にあたり、その他必要な費用については、甲乙協議し

て定める。 

 

（損害の補償） 

第７条 この協定に基づく相談会及び災害 ADR 手続の実施において、乙が派遣した者に生

じた損害の補償については、甲は負担を負わないものとする。 

 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を選定して相互に書面（別紙第３号様

式）により通知するものとする。連絡責任者が変更された場合も同様とする。 

 

（事前協議） 

第９条 甲及び乙は、平時から、災害時において実施する被災者等への法律相談業務等に

関し，必要に応じて継続的に意見交換を行うなど、連絡調整に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の１

ヶ月前までに、この協定の解除又は変更について、甲と乙のいずれからも何らかの意思

表示がないときは、更に１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

（疑義の解決） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときには，その

都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上各自１通を保管するも

のとする。 

   

 

 

  平成３１年２月２７日 

 

 

 

              （甲）福岡市博多区東公園７番７号 

                 福岡県知事   小 川  洋 

 

 

 

              （乙）福岡市中央区六本松４丁目２番５号 

                 福岡県弁護士会 

                 会長     上 田  英 友 
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別紙第１号様式（第３条関係） 

協 力 要 請 書 

    年  月  日  

 

福岡県弁護士会会長 様 

福 岡 県 知 事    

 

 

「災害時における法律相談業務等に関する協定書」第３条第１項の規定に基づき、次の

とおり協力を要請します。 

 

記 

要 請 担 当 者 

 

氏名・連絡先 

所 属 

 

職 名 

 

氏 名          連絡先 

電話等によった 

場合の要請日時 

  年  月  日（  ）   時   分頃 

依頼手法（         ） 

要 請 内 容  

 

期   間     年  月  日 ～     年  月  日 

特 記 事 項  
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別紙第２号様式（第５条関係） 

協 力 結 果 報 告 書 

    年  月  日  

 

福岡県知事 様 

福岡県弁護士会会長    

 

 

「災害時における法律相談業務等に関する協定書」第５条の規定に基づき、次のとおり

提出します。 

 

記 

期  間   年  月  日 ～    年  月  日 

派遣期間 

午前          午前 

     時  分 ～      時  分 

午後          午後 

派遣人数 一日当たり       人    延べ       人 

 

対応者氏名 

（期間  月  日～  月  日） 

（期間  月  日～  月  日） 

（期間  月  日～  月  日） 

相談件数               件 

 

主な相談内容 

に関すること      件 

に関すること      件 

に関すること      件 

相談業務実施 

に係る課題等 

 

 ※「対応者氏名」、「主な相談内容」、「相談業務実施に係る課題等」については、枠内に

記載できない場合は別紙とすること。 
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別紙第３号様式（第８条関係） 

年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

「災害時における法律相談業務等に関する協定書」に記載する事項以外には利用しないこと。 
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１１８ 災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と福岡県行政書士会（以下「乙」という。）は、福岡県内

において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に定める地震、風水害その他の災

害が発生した場合（以下「災害時」という。）における、被災者支援のための行政書士業務

（以下「行政書士業務」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務につ

いて、必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 災害時において、甲が行政書士業務の必要があると認めたときは、乙に対して協

力を要請することができるものとする。 

（行政書士業務の範囲） 

第３条 甲の要請により乙及び乙の会員が行う行政書士業務は、行政書士法（昭和２６年

法律第４号）第１条の２及び第１条の３に定める業務、並びに同業務を実施するために

必要となる次に掲げる業務とする。 

(1) 乙による被災者支援相談センターの開設 

(2) 甲又は市町村への乙の会員の派遣 

(3) その他甲が必要と認める業務 

（要請手続等） 

第４条 第２条の要請は、「協力要請書」（別紙様式第１）により行うものとする。ただし、

文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後、速やかに文書を

提出するものとする。 

２ 乙は、第１項の要請を受けたときは、速やかに「協力要請確認書」（別紙様式第２）を

提出するとともに、その要請を実施するために必要な措置を講じるものとする。 

３ 乙は、要請を受けた行政書士業務が終了したときは、速やかに「協力結果報告書」（別

紙様式第３）により、甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲の要請による行政書士業務で必要となった経費は、原則として乙が負担するも

のとする。ただし、これにより難い場合は、甲、乙の協議によるものとする。 

（相談者の費用負担） 

第６条 甲の要請による行政書士業務において、相談者は負担を負わない。ただし、行政

書士業務上生じる印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等は相談者の負担とする。 

（損害の補償） 

第７条 甲の要請による行政書士業務により、乙、乙の会員、又は第三者に生じた損害の

補償は、乙の責任において行うものとする。 

（連絡体制及び情報交換） 

第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に遂行するために連絡体制を確立し、協定締結後速

やかに「連絡責任者届」（別紙様式第４）を相互に交換するとともに、平常時から防災に

関する情報交換を行うものとする。 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期

間満了の日の前に、甲、乙いずれも解約又は変更の意思表示がないときは、１年間延長

されるものとし、以後も同様とする。 
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（協定の解約又は変更） 

第１０条 この協定は、甲、乙いずれか一方の申し出があったときは、甲、乙協議して、

協定の解約若しくは変更をすることができるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めがない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、

その都度、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙署名の上、各自１通を保有す

るものとする。 

 

 

平成２６年１１月２９日 

 

 

 

             甲 福岡県 

               福岡県知事 

 

 

 

 

             乙 福岡県福岡市博多区東公園２番３１号 

               福岡県行政書士会 

               会   長 
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別紙様式第１（第４条関係） 

協 力 要 請 書 

    年  月  日  

 

福岡県行政書士会会長 様 

福 岡 県 知 事    

 

 

「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」第４条第１項の規

定に基づき、次のとおり協力を要請します。 

 

記 

要 請 担 当 者  

 

氏名・連絡先  

所 属 

 

職 名 

 

氏 名          連絡先 

電話等によった 

場合の要請日時 

  年  月  日（  ）   時   分頃 

依頼手法（         ） 

要 請 内 容  

 

期   間     年  月  日 ～     年  月  日 

特 記 事 項  
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別紙様式第２（第４条関係） 

協 力 要 請 確 認 書 

    年  月  日  

 

福岡県知事 様 

福岡県行政書士会長    

 

 

「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」第４条第２項の規

定に基づき、次のとおり提出します。 

 

記 

要請への回答 
 協力要請に基づき下欄により実施します。 

 なお、☑の項目については、協議を要します。 

 場  所  

 期  間   年  月  日 ～    年  月  日 

 派遣期間 

午前           午前 

      時  分 ～       時  分 

午後           午後 

 派遣人数 

一日当たり       人 

 

延べ          人 

 特記事項  

 

協力担当者 

 

氏名・連絡先 

所属 

 

職名 

 

氏名          連絡先 

  

 ※該当項目に☑を付す。
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別紙様式第３（第４条関係） 

協 力 結 果 報 告 書 

    年  月  日  

 

福岡県知事 様 

福岡県行政書士会長    

 

 

「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」第４条第３項の規

定に基づき、次のとおり提出します。 

 

記 

期  間   年  月  日 ～    年  月  日 

派遣期間 

午前          午前 

     時  分 ～      時  分 

午後          午後 

派遣人数 一日当たり       人    延べ       人 

 

対応者氏名 

（期間  月  日～  月  日） 

（期間  月  日～  月  日） 

（期間  月  日～  月  日） 

相談件数               件 

 

主な相談内容 

に関すること      件 

に関すること      件 

に関すること      件 

相談業務実施 

に係る課題等 

 

 ※「対応者氏名」、「主な相談内容」、「相談業務実施に係る課題等」については、枠内に

記載できない場合は別紙とすること。
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別紙様式第４（第８条関係） 

連 絡 責 任 者 届 

    年  月  日  

 

団体名 

 

 １．連絡先 

  （第１連絡先） 

担当部署  

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携帯電話  

ＦＡＸ  

 

 （第２連絡先） 

担当部署  

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携帯電話  

ＦＡＸ  

 

  （第３連絡先） 

担当部署  

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携帯電話  

ＦＡＸ  

 

 

２．勤務時間外及び休日の連絡先 

 

 

 

 

（目的外使用禁止） 

「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」に定める活動に使用を限ること。 
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１１９ 災害発生時における復興支援に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）、福岡県土地家屋調査士会（以下「乙」という。）及び 

公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「丙」という。）とは、地震、風水害その他

の災害が発生した場合（以下、「災害時」という。）における復興支援に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に、甲が乙及び丙に対し、支援を求めるにあたって、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

  

（支援の内容） 

第２条 甲が乙及び丙に要請する支援内容は次のとおりとする。 

（１） 市町村が実施する住家の被害認定調査業務 

（２） 不動産登記及び境界問題等の相談業務 

（３） 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる業務 

 

（支援要請の方法） 

第３条 甲は、前条の支援が必要と認めるとき又は県内の市町村から前条の支援が必要として甲に対して

依頼を受けたときは、別紙様式第１により、乙及び丙に対して、支援を要請するものとする。ただし、

文書による要請が困難な場合や緊急を要する場合は、電話等の通信手段又は口頭により要請し、その後

速やかに文書を送付するものとする。 

 

（支援） 

第４条 乙及び丙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の会員及び丙の社員を動員することと

し、別紙様式第２により支援体制を報告するものとする。ただし、文書による報告が困難な場合や

緊急を要する場合は、電話等の通信手段又は口頭により報告し、その後速やかに文書を甲に送付す

るものとする。 

２ 前条の要請が、県内の市町村からの依頼に基づくものであるときは、甲は、速やかに前 

項の報告を当該市町村に通知するものとする。 

３ 乙及び丙は、甲の要請に基づき業務に従事した場合、その活動内容について、活動終了 

後速やかに別紙様式第３により、甲に報告するものとする。 

    

（経費の負担） 

第５条 第２条に定める支援の実施に要する経費については、次の各号のとおりとする。 

（１）第２条第２号に掲げる業務を実施するための会場使用料は、甲の負担とする。ただし、当該業務

が市町村からの依頼による場合は、市町村、乙及び丙間で協議して定めるものとする。 

（２）第２条第１号から第３号までに掲げる業務を実施するための乙の会員及び丙の社員の派遣に要す

る経費は、乙及び丙の負担とする。 

２ 経費の負担について、前項によりがたいときは、甲、乙及び丙が協議して定める。ただし、当該業務

が市町村からの依頼による場合は、市町村、乙及び丙間で協議して定めるものとする。 

 

（労務補償） 

第６条 この協定に基づく支援活動に従事した者が、本活動を起因として負傷し、若しくは 

疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、当該従事者の所属する乙又は丙 
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の責任において行うものとする。 

 

（研修会への参加） 

第７条 乙及び丙は、甲又は市町村が住家の被害認定調査に関する知識、技術の習得を目的として開催す

る研修会に、乙の会員及び丙の社員を積極的に参加させるよう配慮するものとする。 

 

（協力要請の窓口） 

第８条 乙及び丙は、この協定に基づく甲からの支援要請等の窓口について、相互に調整し、窓口を一本

化するものとする。 

 

（連絡体制及び情報交換） 

第９条 甲、乙及び丙は、この協定を円滑に遂行するために連絡体制を確立し、協定締結後速やかに「連

絡責任者届」（別紙様式第４）を相互に交換するとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うも

のとする。 

 

（協定の効力） 

第１０条 この協定は、締結の日から適用することとし、有効期限は、協定締結の日から１年間とす

る。ただし、期間満了の３０日前までに、甲、乙又は丙のいずれかからもこの協定を解除又は改定

する意思表示がないときは、さらに１年間有効期間を更新するものとし、以後もまた同様とする。 

  

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議

して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、甲、乙及び丙が署名の上、各自１通を保有

する。 

 

平成３０年８月８日 

 

 

甲   福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事 

 

 

乙   福岡市中央区舞鶴３丁目３番４号  

福岡県土地家屋調査士会 

会長       

 

 

        丙   福岡市中央区舞鶴３丁目３番１３号 

公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

理事長   

 

 

 

（別紙様式第１） 
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                        平成   年   月   日 

 

              殿 

                           福岡県知事 

 

支援要請書 

 

「災害時における復興支援に関する協定書」第３条の規定により、下記のとおり貴会の支援を要請

します。 

記 

 

１ 支援の内容 

☐ 住家の被害認定調査業務関係 

☐ 不動産登記及び境界問題等の相談業務関係 

☐ 上記以外の業務（          ） 

 

２ 支援を必要とする場所 

 

 

３ 支援を要請する期間 

 

 

４ 支援を要請する人数 

 

 

５ 市町村連絡担当者 

 

 

６ その他必要な事項 
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（別紙様式第２） 

                        平成   年   月   日 

 

福岡県知事 

              殿 

 

                           （団体名） 

 

 

 

 

支援体制報告書 

 

「災害時における復興支援に関する協定書」第４条第１項の規定により、下記のとおり支援体制を

報告します。 

 

記 

 

１ 支援活動期間 

 

 

２ 対応可能人数 

 

 

３ 現地対応責任者の氏名・連絡先 

 

 

４ その他必要な事項 
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（別紙様式第３） 

                        平成   年   月   日 

 

福岡県知事 

              殿 

 

                           （団体名） 

 

 

 

 

支援活動内容報告書 

 

「災害時における復興支援に関する協定書」第４条第３項の規定により、下記のとおり支援活動内

容を報告します。 

 

記 

 

１ 支援活動期間 

 

 

２ 対応した人数 

 

 

３ 現地対応責任者の氏名・連絡先 

 

 

４ 支援活動の内容 

 

 

５ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第４号様式 
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平成  年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   
             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  災害時における復興支援に関する協定等に記載する事項以外には利用しない。 
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１２０ 災害時における復旧応援業務に関する協定書 

 

 福岡県（以下「県」という。）と公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会（以下「協会」という。）は、

地震等の大規模災害発生時における復旧応援業務（公共建築物の清掃・消毒等による環境衛生保持業務）

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県内において地震等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、

県が協会に公共建築物の清掃・消毒等の協力を要請するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、「公共建築物」とは、地方公共団体等が管理する学校及び公民館等とする。 

（協力要請） 

第３条 災害時に県が必要と認めるとき、又は市町村が県に要請したときは、次の各号の業務（以下「協

力業務」という。）について、協会に協力を要請することができる。 

(1) 公共建築物の環境衛生面に係る被害状況の確認及び対処方法の報告 

(2) 公共建築物の清掃、消毒など環境衛生面に係る応急措置 

 ・ 公共建築物の洗剤洗浄（外壁、床下の洗浄及び拭き上げ、土砂等の撤去）、噴霧殺菌消毒 

・ 排水溝の殺菌消毒 

 ・ 貯水槽の清掃、消毒 

２ 前項の県の協会に対する要請は、原則として文書をもって行うこととする。ただし、緊急を要する場

合は、口頭又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

３ 協会は、この協定に基づく協力業務が円滑に行われるよう、あらかじめ協力体制を整備し、その内容

を県に報告するものとする。 

４ 協会は、前項に基づく報告の内容に変更が生じたときは、速やかに県に報告するものとする。 

５ 協会は、第１項の要請があったときは、可能な限り協力するものとする。 

６ 協会は、協力業務を実施したときは、報告書をもって県に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第4条 この協定に基づく協力業務のために要した費用は、県又は県に協力業務を要請した市町村が負担

する。なお、そのうち労務費については、建築物価指標を基に県との協議により決定するものとし、そ

の他の費用については、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については、取引時の適

正な価格）とする。 

（損害賠償） 

第5条 協力業務により生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む）の補償については、県と協会との協

議のうえで対処するものとする。 

（連絡窓口） 

第6条 この協定に関する連絡窓口は、県にあっては福岡県総務部防災危機管理局防災企画課とし、協会

にあっては公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会事務局とする。 

２ 県の組織に変更が生じた場合、前項に規定する県の連絡窓口は、変更後の防災行政事務を所管する組

織を充てるものとする。 

（協定の効力） 

第7条 この協定の期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日

の３０日前までに、県又は協会から文書により何らかの意思表示がなされないときは、さらに１年間更

新されるものとし、その後も同様とする。 

（協議） 

第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、県と協会が協

議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、県と協会がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有するものとする。 

 

 

 

 



- 407 - 

  平成２５年８月２日 

 

                県  福岡県 

                  代表者 福岡県知事 小川 洋 

 

 

 

               協会 福岡市博多区博多駅前 1-15-12 

                  公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会 

                  会 長       金子 誠 
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様式1 

  年  月  日 

 

公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会長 様 

 

福岡県知事          

 

協 力 業 務 要 請 書 

 

災害時における復旧応援業務に関する協定書第３条第２項の規定により、次のとおり協力業務を要請し

ます。 

記 

1 協力業務の日時（期間） 

 

2 協力業務の場所 

 

3 災害状況及び協力業務の内容（公共建築物の洗剤洗浄、排水溝の殺菌消毒、その他） 

 

４ 担当者 

所 属  

氏 名  

電 話  

ＦＡＸ  

 

５ その他必要な事項 

 

 

 



- 409 - 

様式２ 

第    号 

  年  月  日 

 

 

福岡県知事     様 

 

 

公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会長 

 

 

協 力 体 制 報 告 書 

 

災害時における復旧応援業務に関する協定第３条第３項より、協力体制を連絡します。 

 

 

 

責任者 

氏名 

 

 

連絡先 

 

 

協 力 人 員 

 

 

協 力 時 間 

 

 

現場到着予定時間 

 

 

その他必要な事項 
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様式３ 

  年  月  日 

福岡県知事             様 

○○市町村長            様 

 

公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会長 

               

協 力 業 務 実 施 報 告 書 

 

災害時における復旧応援業務に関する協定書第3条第６項の規定により、次のとおり報告します。 

記 

1 実施日時（期間） 

 

2 実施場所 

 

3 実施内容 

 

 

 

4 現場責任者 

実施会員（事業所名）  

氏 名  

電 話  

ＦＡＸ  

 

5 実施事業所名 

実施会員（事業所名） 人  員 使 用 資 機 材 

   

   

   

6 その他必要な事項 
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様式４ 

平成  年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  本協定に記載する事項以外には利用しない。 
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１２１ 災害時における応援協力に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と福岡県環境福祉関連事業協同組合（以下「乙」という。）とは、福岡県

内に地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における、

乙の技術を活用した避難所の設営協力等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 本協定は、災害時において甲から乙に対して行う、乙の技術を活用した避難所の設営協力等の要

請に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２条 甲が必要と認めるとき、又は市町村が甲に要請したときは、次の各号の業務（以下、「協力業務」

という。）について、乙に協力を要請することができる。 

 （１）避難所設営に関する業務 

   ・ 仮設電気、仮設水道の引き込み 

・  仮設トイレの設置 

・  段ボール壁の設置 

・  その他の避難所設営に関する業務 

（２）物資の搬入、搬出、仕分けに関する業務 

２ 前項の甲の乙に対する要請は、原則として「応援協力要請書」（別紙第１号様式）によるものとする。

ただし、緊急を要する場合は、口頭又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出する

ものとする。 

３ 乙は、この協定に基づく協力業務が円滑に行われるよう、あらかじめ協力体制を整備し、その内容を

甲に報告するものとする。 

４ 乙は、前項に基づく報告の内容に変更が生じたときは、速やかに甲に報告するものとする。 

５ 乙は、第１項の要請があったときは、可能な限り協力するものとする。 

６ 乙は、協力業務を実施したときは、「応援協力完了報告書」（別紙第２号様式）をもって甲に報告する

ものとする。 

 （費用の負担） 

第３条 この協定に基づく協力業務のために要した費用は、甲又は甲に協力業務を要請した市町村が負担

する。なお、そのうち労務費については、建築物価指標を基に甲との協議により決定するものとし、そ

の他の費用については、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については、取引時の適

正な価格）とする。 

 （損害賠償） 

第４条 協力業務により生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む）の補償については、甲と乙との協議

のうえで対処するものとする。 

 （連絡窓口） 

第５条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、相互に「連

絡責任者届」（別紙第３号様式）を提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合にも、その都度、提出するものとする。 

 （協定の有効期限） 

第６条 本協定の有効期間は協定締結日から１年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段の意思

表示がない場合は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新されるものとし、以降もこ

れと同様とする。 

 （協議等） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議

して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有

するものとする。 
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平成２８年１０月１１日 

甲 福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県知事 小川 洋 

 

乙 久留米市南１丁目２－５３ 

福岡県環境福祉関連事業協同組合 

代表理事  増田 照幸   
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（別紙第１号様式） 

 

年  月  日 

 

南日本段ボール工業組合 理事長 様 

 

福 岡 県 知 事 

 

 

災害時における物資の供給に関する要請書 

 

 

災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定第３条第１項の規定に基づき、次のとおり要請し

ます。 

 

記 

 

１ 災害及び物資供給を必要とする状況 

 

 

 

２ 供給を必要とする物資の内容等 

要請期日 必要とする物資の種類 数量 物資運搬先 
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（別紙第２号様式） 

 

年  月  日 

 

福 岡 県 知 事  様 

 

南日本段ボール工業組合 理事長 

 

 

物 資 供 給 完 了 報 告 書 

 

 

災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定第５条第４項の規定に基づき、次のとおり供給が

完了しましたので、報告します。 

 
 

１ 物資供給完了内容 

引渡し日時 場所 物資名 数量 備考 
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（別紙第３号様式） 

年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  災害時における物資供給協定等に記載する事項以外には利用しない。 
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１２２ 災害時における障害物除去等の協力に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と全日本高速道路レッカー事業協同組合（以下「乙」という。）とは、福

岡県内で地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）における応急

復旧活動の阻害となる障害物の除去等（以下「障害物除去等」という。）について、次のとおり協定を締結

する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第６４条第２項に規定する市町村の応急措置について甲が市町村か

ら業務実施の調整依頼を受けた場合において、乙に対して障害物除去業務等の協力を要請するための事

項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、市町村から障害物除去等の実施に係る調整依頼を受けたときは、乙に対し、当該市町村へ

の協力の要請を行うものとする。 

２ 甲が乙に対し前項の規定による要請を行う場合は、「応援業務要請書（様式１）」により行うものとす

る。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により要請できるものとし、後日速やかに文書を提出

するものとする。 

（要請への対応等） 

第３条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、乙の組合加入者と調整を行い、乙の組合加入者の保有

する資機材を活用し、必要な協力を行うものとする。 

２ 乙は、応援業務を完了したときは、「応援業務実施報告書（様式２）」により、甲及び当該市町村に報

告するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 本協定に基づく業務に要する費用については、災害発生後一定期間は無償とする。なお、無償期

間及び一定期間経過後における経費は、乙及び当該市町村が協議して決定するものとする。 

（災害補償） 

第５条 本協定に基づく活動の実施により、乙の出動組合員及び装備が災害を受けた場合の補償は、乙の

責において行うものとする。 

（損害補償） 

第６条 本協定に基づく活動の実施により、乙の出動組合員が第三者に損害を与えた場合の補償は、乙の

責において行うものとする。 

（情報提供） 

第７条 甲及び乙は、それぞれを知り得た災害に関する情報を相互に提供するよう努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、大規模災害時には相互に連絡する

体制をとるものとする。 

２ 乙は、連絡先を別紙第３号様式により、甲に毎年４月に報告を行うものとする。ただし、体制が変更

になった場合には、直ちに甲に報告するものとする。 

（自発的活動） 

第９条 この協定は、大規模災害時において乙が自発的に実施する障害物除去等の社会貢献活動に制限を

加えるものではない。 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定を締結した日から効力を有するものとし、甲及び乙が相手側に対して、書面

により協定の終了の通知をしない限り、その効力を継続する。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じた時は、その都度甲及び乙が協議

して決定するものとする。 

 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２５年６月２６日 
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（甲） 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

  福 岡 県 知 事     小 川  洋 

 

（乙） 東京都港区南青山１－１０－３ 

  全日本高速道路レッカー事業協同組合 

    理 事 長  佐 藤 正 良 
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様式1 

  年  月  日 

全日本高速道路レッカー事業協同組合 

理事長             様 

福岡県知事          

 

応 援 業 務 要 請 書 

 

災害時における障害物除去等の協力に関する協定書第2条第2項の規定により、次のとおり応援要請し

ます。 

記 

1 応援の日時（期間） 

 

2 応援の場所 

 

3 災害状況及び応援業務の内容（障害物除去、道路交通確保、その他） 

 

 

 

4 応援業務に必要な資機材等の種類、数量及び従事者 

資 機 材 種 類 数   量 従 事 人 数 

   

   

   

 

5 甲の担当者 

所 属  

氏 名  

電 話  

ＦＡＸ  

6 その他必要な事項 
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様式2 

  年  月  日 

福岡県知事             様 

○○市町村長            様 

全日本高速道路レッカー事業協同組合 

理事長               

応 援 業 務 実 施 報 告 書 

 

災害時における障害物除去等の協力に関する協定書第3条第2項の規定により、次のとおり報告します。 

記 

1 実施日時（期間） 

 

2 実施場所 

 

3 実施内容 

 

 

 

4 乙の現場責任者 

実施会員（事業所名）  

氏 名  

電 話  

ＦＡＸ  

 

5 実施事業所名 

実施会員（事業所名） 人  員 使 用 資 機 材 

   

   

   

6 その他必要な事項 
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様式３ 

平成２５年  月  日 

 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先 

担当部署   

役職･氏名   

電話番号   

ＦＡＸ   

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

             

夜間・休日等の緊急連絡先 

〈第１連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第２連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第３連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第４連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

〈第５連絡先〉 

担当部署  役職・氏名  

電話番号  携帯番号  FAX  

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 注 ：夜間・休日等の緊急連絡先は４名以上の記入をお願いします。 

   ：携帯メールアドレスについては、可能な範囲で記載をお願いします。 

 

（目的外使用禁止） 

  本協定に記載する事項以外には利用しない。 



- 422 - 

１２３ 災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、福岡県内において地震や風水害等の災害（以

下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害廃棄物の撤去、収集・

運搬及び処分に関し、福岡県（以下「甲」という。）が、公益社団法人福岡県産業廃棄物協会（以下「乙」

という。）に協力要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（災害廃棄物） 

第２条 この協定において対象とする「災害廃棄物」は、災害によって発生する廃棄物及び被災者や避難

者の生活に伴い発生する廃棄物とする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、県内の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が実施する次に掲げる事業（以

下「災害廃棄物の処理等」という。）について、市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。 

 (1) 災害廃棄物の撤去 

 (2) 災害廃棄物の収集及び運搬 

 (3) 災害廃棄物の処分 

 (4) 前三号の実施に必要な事業 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車輌、資機材を調達し、市町村等が実施する災

害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 (1) 周囲の生活環境を損なわないように十分に配慮すること。 

 (2) 災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。 

（情報の提供） 

第５条 甲は、災害廃棄物の処理等に乙からの円滑な協力が得られるように、乙に県内の被災、復旧状況

等必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

（協力要請の手続き） 

第６条 甲は、協力要請に当たっては、次に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、緊急時等文書に

より難い場合は、口頭で要請し、後に速やかに文書で通知するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 処理すべき災害廃棄物の種類及び量 

 (3) 収集運搬車輌の台数等 

 (4) 処理等の希望日時 

 (5) 収集及び処分の場所 

 (6) その他必要な事項 

（実施報告） 

第７条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、次に掲げる事項を文書で甲へ報告するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 処理した廃棄物の種類及び量 

 (3) 収集運搬車輌の台数等 

 (4) 実施日時 

 (5) 収集及び処分の場所 

 (6) その他必要な事項 

（費用等） 

第８条 第３条に規定する要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用については、要請を行

った市町村等が負担するものとする。 

（連絡窓口） 

第９条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県環境部廃棄物対策課、乙においては公

益社団法人福岡県産業廃棄物協会事務局とする。 

 （他被災都道府県への支援） 

第１０条 甲が、被災した他都道府県における災害廃棄物の処理等について支援を行うために乙に協力要

請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力をするものとする。 
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（会員の状況等の報告） 

第１１条 乙は、この協定に基づく廃棄物の処理が円滑に行われるよう、会員の収集運搬車輌の確保台数

等の状況を毎年５月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に随時報告

を求めることができる。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

  平成１５年３月２７日 

  平成２９年２月１７日（一部改正） 

 

           甲 福岡市博多区東公園７番７号 

 

             福岡県知事 小川 洋 

 

 

 

           乙 福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 福岡県国保会館２階 

公益社団法人福岡県産業廃棄物協会 

 

会   長 鎌田 幸男 
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１２４ 災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、福岡県内において地震や風水害等の災害（以

下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害廃棄物の収集・運搬及

び処分に関し、福岡県（以下「甲」という。）が、福岡県環境整備事業協同組合連合会（以下「乙」と

いう。）に協力要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（災害廃棄物） 

第２条 この協定において対象とする「災害廃棄物」は、災害時において被災者や避難者の生活に伴い発

生するし尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）とする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、県内の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が実施する次に掲げる事業（以

下「災害廃棄物の処理等」という。）について、市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。 

 (1) し尿等の収集及び運搬 

 (2) し尿等の処分 

 (3) 前二号の実施に必要な事業 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車輌、資機材を調達し、市町村等が実施する災

害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 (1) 周囲の生活環境を損なわないように十分に配慮すること。 

 (2) 災害廃棄物の再資源化に配慮すること。 

（情報の提供） 

第５条 甲は、災害廃棄物の処理等に乙からの円滑な協力が得られるように、乙に県内の被災、復旧状況

等必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

（協力要請の手続き） 

第６条 甲は、協力要請に当たっては、次に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、緊急時等文書に

より難い場合は、口頭で要請し、後に速やかに文書で通知するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 処理すべき災害廃棄物の種類及び量 

 (3) 収集運搬車輌の台数等 

 (4) 処理等の希望日時 

 (5) 収集及び処分の場所 

 (6) その他必要な事項 

（実施報告） 

第７条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、次に掲げる事項を文書で甲へ報告するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 処理した廃棄物の種類及び量 

 (3) 収集運搬車輌の台数等 

 (4) 実施日時 

 (5) 収集及び処分の場所 

 (6) その他必要な事項 

（費用等） 

第８条 第３条に規定する要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用については、要請を行

った市町村等が負担するものとする。 

（連絡窓口） 

第９条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県環境部廃棄物対策課、乙においては福

岡県環境整備事業協同組合連合会事務局とする。 

 （他被災都道府県への支援） 

第１０条 甲が、被災した他都道府県における災害廃棄物の処理等について支援を行うために乙に協力要

請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力をするものとする。 
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（会員の状況等の報告） 

第１１条 乙は、この協定に基づく廃棄物の処理が円滑に行われるよう、会員の収集運搬車輌の確保台数

等の状況を毎年５月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に随時報告

を求めることができる。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

  平成２９年２月１７日 

 

           甲 福岡市博多区東公園７番７号 

             福岡県知事 小川 洋 

 

           乙 糟屋郡篠栗町乙犬９６６番２号 

福岡県環境整備事業協同組合連合会 

代表理事 安德 博 
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１２５ 災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、福岡県内において地震や風水害等の災害（以

下「災害」という。）によって被災した建物等の解体、それに伴う災害廃棄物の撤去等に関し、福岡県

（以下「甲」という。）が、一般社団法人福岡県建造物解体工業会（以下「乙」という。）に協力要請す

る場合の必要な事項を定めるものとする。 

（災害廃棄物） 

第２条 この協定において対象とする「災害廃棄物」は、災害により倒壊、焼失した建築物の解体撤去に

伴って発生する木くず、コンクリート塊、金属くず等又はこれらの混合物並びに災害に伴い緊急に処理

する必要が生じた廃棄物とする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、県内の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が実施する次に掲げる事業（以

下「被災建物の解体撤去等」という。）について、市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要請す

る。 

 (1) 被災した建物等の解体 

 (2) 災害廃棄物の撤去 

 (3) 災害廃棄物の収集運搬 

 (4) 前三号の実施に必要な事業 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車輌、資機材を調達し、市町村等が実施する被

災建物の解体撤去等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、被災建物の解体撤去等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 (1) 周囲の生活環境を損なわないように十分に配慮すること。 

 (2) 災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。 

（情報の提供） 

第５条 甲は、被災建物の解体撤去等に乙からの円滑な協力が得られるように、乙に県内の被災、復旧状

況等必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、被災建物の解体撤去等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

（協力要請の手続き） 

第６条 甲は、協力要請に当たっては、次に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、緊急時等文書に

より難い場合は、口頭で要請し、後に速やかに文書で通知するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 解体すべき被災建物の内容 

 (3) 解体用機材及び収集運搬車輌の台数等 

 (4) 解体等の希望日時 

 (5) 解体及び収集の場所 

 (6) その他必要な事項 

（実施報告） 

第７条 乙は、被災建物の解体撤去等を実施したときは、次に掲げる事項を文書で甲へ報告するものとす

る。 

 (1) 市町村名 

 (2) 解体した被災建物の内容 

 (3) 解体用機材及び収集運搬車輌の台数等 

 (4) 実施日時 

 (5) 解体及び収集の場所 

 (6) その他必要な事項 

（費用等） 

第８条 第３条に規定する要請に基づき実施した被災建物の解体撤去等に要した費用については、要請を

行った市町村等が負担するものとする。 

（連絡窓口） 

第９条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県環境部廃棄物対策課、乙においては一

般社団法人福岡県建造物解体工業会事務局とする。 
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（他被災都道府県への支援） 

第１０条 甲が、被災した他都道府県における被災建物の解体撤去等について支援を行うために乙に協力

要請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力をするものとする。 

（会員の状況等の報告） 

第１１条 乙は、この協定に基づく廃棄物の処理が円滑に行われるよう、会員の解体用機材及び収集運搬

車輌の確保台数等の状況を毎年５月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合

は乙に随時報告を求めることができる。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

  平成２９年２月１７日 

 

           甲 福岡市博多区東公園７番７号 

             福岡県知事 小川 洋 

 

           乙 福岡市南区大橋２丁目１５番９号１０４号室 

一般社団法人 福岡県建造物解体工業会 

会   長 平 典明 
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１２６ 災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、福岡県内において地震や風水害等の災害（以

下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害廃棄物の撤去、収集・

運搬及び処分に関し、福岡県（以下「甲」という。）が、福岡県清掃事業協同組合連合会（以下「乙」

という。）に協力要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（災害廃棄物） 

第２条 この協定において対象とする「災害廃棄物」は、災害によって発生する廃棄物及び被災者や避難

者の生活に伴い発生する廃棄物とする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、県内の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が実施する次に掲げる事業（以

下「災害廃棄物の処理等」という。）について、市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。 

 (1) 災害廃棄物の撤去 

 (2) 災害廃棄物の収集及び運搬 

 (3) 災害廃棄物の処分 

 (4) 前三号の実施に必要な事業 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車輌、資機材を調達し、市町村等が実施する災

害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 (1) 周囲の生活環境を損なわないように十分に配慮すること。 

 (2) 災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。 

（情報の提供） 

第５条 甲は、災害廃棄物の処理等に乙からの円滑な協力が得られるように、乙に県内の被災、復旧状況

等必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

（協力要請の手続き） 

第６条 甲は、協力要請に当たっては、次に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、緊急時等文書に

より難い場合は、口頭で要請し、後に速やかに文書で通知するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 処理すべき災害廃棄物の種類及び量 

 (3) 収集運搬車輌の台数等 

 (4) 処理等の希望日時 

 (5) 収集及び処分の場所 

 (6) その他必要な事項 

（実施報告） 

第７条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、次に掲げる事項を文書で甲へ報告するものとする。 

 (1) 市町村名 

 (2) 処理した廃棄物の種類及び量 

 (3) 収集運搬車輌の台数等 

 (4) 実施日時 

 (5) 収集及び処分の場所 

 (6) その他必要な事項 

（費用等） 

第８条 第３条に規定する要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用については、要請を行

った市町村等が負担するものとする。 

（連絡窓口） 

第９条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては福岡県環境部廃棄物対策課、乙においては福

岡県清掃事業協同組合連合会事務局とする。 

 （他被災都道府県への支援） 

第１０条 甲が、被災した他都道府県における災害廃棄物の処理等について支援を行うために乙に協力要

請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力をするものとする。 
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（会員の状況等の報告） 

第１１条 乙は、この協定に基づく廃棄物の処理が円滑に行われるよう、会員の収集運搬車輌の確保台数

等の状況を毎年５月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に随時報告

を求めることができる。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

  平成２９年２月１７日 

 

           甲 福岡市博多区東公園７番７号 

             福岡県知事 小川 洋   

 

           乙 宮若市下有木３７１番１号 

福岡県清掃事業協同組合連合会 

会   長 永冨 政英  
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１２７ 九州・山口９県における災害廃棄物処理等に係る相互支援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び山口県

（以下「九州・山口９県」という。）において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害が発生し、被災県単独では十分な対策が実施できない場合において、九州・山口

９県災害時応援協定第５条第７号の規定に基づき、災害廃棄物処理等における初動対応を迅速かつ円滑

に進めるために必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援の内容） 

第２条 災害廃棄物の処理に関し支援が可能な県（以下「支援県」という。）が被災し支援を必要とす

る県（以下「被災県」という。）に対して行う支援の内容は次のとおりとする。 

一 職員の派遣 

二 被災県における被災状況の把握や必要な支援の検討及び実施 

三 仮設トイレの設置業者及びし尿収集運搬業者の情報収集及び支援要請等に係る連絡調整 

四 災害廃棄物（し尿を除く）の収集運搬業者及び処理業者の情報収集及び支援要請等に係る連絡調整 

五 被災市町村の仮置場の管理・運営及び災害廃棄物の処理に関する技術的助言 

六 前各号に掲げるもののほか、被災県が初動対応として特に要請した事項 

２ 前項第１号の職員の派遣時に必要となる物資や装備品の調達、宿泊場所の確保については、原則、支

援県が行うものとする。 

 

（支援に係る手続き） 

第３条 前条に掲げる支援は、被災県からの要請に基づき実施するものとする。ただし、支援県は、災害

の実態に照らし、被災県からの速やかな支援の要請が困難と見込まれるときは、要請が行われる前に、

必要な支援を行うことができるものとし、この場合には、要請があったものとみなすものとする。 

 

（被災県における受援体制） 

第４条 被災県は、前条に定める要請を行った場合（同条ただし書において要請があったものとみなす場

合を含む。）、被災状況や県内における連携体制等に関する情報提供や支援県からの派遣職員や車両等の

受入について、速やかに対応するよう努めることとする。 

 

 

（平常時の情報共有） 

第５条 九州・山口９県は、発災時に災害廃棄物の処理に係る支援を迅速かつ効率的に行うため、平常

時にあらかじめ、次の情報について相互に情報交換を行うものとする。 

一 仮設トイレの設置業者、し尿収集運搬業者及び関係団体等の情報 

二 災害廃棄物（し尿を除く）の収集運搬業者、処理業者及び関係団体等の情報 

三 市町村の災害廃棄物処理計画策定や仮置場候補地の選定に係る情報 

四 災害廃棄物処理に関する実務や専門的な処理技術などの知識・経験を有する職員に係る情報 

五 前各号に掲げるもののほか、九州・山口９県が必要と認めた事項 

 

（連絡会議の実施） 

第６条 九州・山口９県は、第３条から前条に規定する支援等が円滑に実施されるよう、毎年度、連絡会

議を実施するものとする。 

２ 連絡会議の運営については、別途定める。 

 

（経費の負担） 

第７条 支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災県の負担とする。 

２ 支援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ支援を受けた被災県から要請があっ

た場合には、支援県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 
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３ 被災県及び支援県が前２項の規定により難いと認めるときには、別に協議のうえ負担関係を定めるこ

とができる。 

 

（補則） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、九州・山口９県が

協議して定める。 

２ この協定は、各県が個別に又は九州ブロックとして国等他の主体と締結する災害廃棄物処理に係る支

援協定又は行動計画に基づいた取組を妨げるものではない。 

 

（適用） 

第９条 この協定は、平成２９年１１月１５日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書９通を作成し、各県知事記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２９年１１月１５日 

 

 

福岡県知事  小川  洋        宮崎県知事  河野 俊嗣 

佐賀県知事  山口 祥義        鹿児島県知事 三反園 訓 

長崎県知事  中村 法道        沖縄県知事  翁長 雄志 

熊本県知事  蒲島 郁夫        山口県知事  村岡 嗣政 

大分県知事  広瀬 勝貞 
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１２８ 災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人九州救助犬協会（以下「乙」という。）は、福岡県

内において大規模な災害又は事故（以下「大規模災害等」という。）が発生した場合に、被災者の捜索活動

（以下「捜索活動」という。）を円滑に実施するため、災害救助犬の出動及び捜索活動に関し、次のとおり

協定を締結する。 

 

（出動要請） 

第１条 甲は、大規模災害等が発生した市町村長から求めがあった場合等、捜索活動のために必要がある

と認めるときは、乙に対して、災害救助犬の出動を文書により要請するものとする。 

ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出する

ものとする。 

（出動） 

第２条 乙は、前条の出動要請を受けたときは、特別の理由がない限り、速やかに災害救助犬を出動させ

るものとする。 

２ 乙は、出動体制が整ったときは、速やかに出動部隊の構成、現場到着予定時刻等必要な事項を甲に連

絡するものとする。この場合において、災害救助犬の出動頭数は、災害の種類及び規模等を考慮し、甲

乙協議のうえ決定するものとする。 

（捜索活動の実施等） 

第３条 乙に属する災害救助犬チーム構成員（以下「構成員」という。）は、出動した災害現場においては、

甲が指定する現場指揮者（以下「現場指揮者」という。）の指示に従い捜索活動を実施するものとする。 

２ この協定に基づく業務の終了は、現場指揮者が捜索活動の終了を告げたとき、又は乙の都合により捜

索活動の続行が不可能となったときとする。 

（費用の負担） 

第４条 甲は、乙が第２条第１項の規定による出動及び捜索活動に要した費用の実費を弁償するものとす

る。 

（損害補償） 

第５条 この協定に基づく出動又は捜索活動に伴って構成員及び災害救助犬に生じた損害の補償（第三者

に対する損害を含む。）は、次のとおりとする。 

（１）甲の負担 

   甲は、乙の構成員が捜索活動中に死亡若しくは負傷し、又は捜索活動に起因した疾病により死亡し、

若しくは障害の状態となった場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関

する条例（昭和３８年福岡県条例第５号）」の規定に準じてその損害を補償する。 

（２）乙の負担 

  ア 乙は、乙の構成員が出動時の往復途上における交通事故等により、自ら損害を被り、又は第三者

に損害を与えた場合の損害を補償する。 

  イ 乙は、災害救助犬が出動時の往復途上又は捜索活動時に、自ら損害を被り、又は第三者に損害を

与えた場合の損害を補償する。 

（訓練への参加） 

第６条 乙は、この協定による捜索活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加に努めるものとす

る。 

（実施細目） 

第７条 この協定の実施に必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定める。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定める

ものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効力を継続する。 
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 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を所持する。 

 

 

平成２５年６月１１日 

 

甲 福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事   小 川  洋 

 

 

 

 

 

乙 熊本市南区南高江２丁目１１－７３ 

                  特定非営利活動法人九州救助犬協会 

                  理 事 長  村 上  寅 美 
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災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定（以下「協定」と

いう。）第７条の規定に基づき、福岡県（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人九州救助犬協会（以

下「乙」という。）との協定の実施に必要な事項を定める。 

（出動要請、協議等） 

第２条 甲は、協定第１条の規定により乙に出動要請を行うときは、様式１により、次の各号に掲げる事

項を明示して行うものとする。 

（１）災害の状況及び出動を要請する理由 

（２）出動を要請する期間 

（３）出動を希望する区域 

（４）現場指揮者の所属、職・氏名及び連絡先 

（５）その他捜索活動に必要な事項 

（出動） 

第３条 乙は、協定第１条の出動要請を受け、出動体制が整ったときは、速やかに様式２により次の各号

に掲げる事項を甲に連絡するものとする。 

ただし、文書をもって連絡するいとまがないときは、口頭で連絡し、その後、速やかに文書を提出す

るものとする。 

（１）出動責任者の氏名、連絡先 

（２）出動人員及び災害救助犬の頭数 

（３）出動時間及び現場到着予定時間 

（４）その他必要な事項 

（捜索活動状況の報告） 

第４条 乙は、捜索活動を終了したときは、甲に対して、様式３により、次の各号に掲げる事項を報告す

るものとする。 

ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出す

るものとする。 

（１）捜索活動に従事した人員、災害救助犬の頭数及び出動車両等 

（２）活動内容及び活動時間 

（３）その他必要な事項 

（費用の請求及び支払い） 

第５条 乙は、業務の終了後、甲に対して当該業務に係る費用の実費を請求するものとする。 

２ 甲は、乙から前項の請求があったときは、業務内容等を精査確認し、速やかにその費用を支払うもの

とする。 

（損害補償事案の速報及び書類提出） 

第６条 乙は、協定第５条に基づき甲が損害補償を負担すべき事案が発生したときは、速やかに甲に連絡

するとともに、甲の求めに応じ必要な書類等を提出するものとする。 

（連携活動等） 

第７条 甲及び乙は、相互に捜索活動における連携のあり方を研究するとともに、協定第６条の訓練を通

じて、円滑な捜索活動が実施できるよう努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、緊急時の連絡等必要な事項を互いに確認し、変更があった場合はその内容を速やかに相

手方に通知するものとする。 

（協議） 

第８条 この実施細目に定めのない事項又は内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ、定

めるものとする。 

 

この実施細目に定める事項を確認するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を

所持する。 

平成２５年６月１１日 
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              甲 福岡市博多区東公園７番７号 

                福岡県知事   小 川   洋 

 

              乙 熊本市南区南高江２丁目１１－７３ 

                特定非営利活動法人九州救助犬協会 

                理 事 長  村 上  寅 美 
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（様式１） 

 

 

第     号  

年   月   日  

 

 

 団体名 

 代表者           様 

 

 

 

福岡県知事       

 

 

 

「災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定」に係る出動要請書 

 

 

 

  災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定第１条により、出動を要請します。 

 

 

災害の状況及び出動を要請する

理由 

 

出動を要請する期間 

 

 

出動を希望する地域 

 

 

現場指揮者の所

属、職・氏名及び

連絡先 

所属 

 

 

 

職 

 

 

氏名 

 

 

連絡先 

 

 

 

その他捜索に必要な事項  
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（様式２） 

 

 

第     号  

年   月   日  

 

 

福岡県知事        様 

 

 

 

住 所          

団体者         

代表者         

 

 

 

「災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定」に係る出動体制 

 

 

 

  災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定実施細目第３条により、出動体制を

連絡します。 

 

 

 

出動責任者 

氏名 

 

 

連絡先 

 

 

出動人員 

 

 

災害救助犬の頭数 

 

 

出動時間 

 

 

現場到着予定時間 

 

 

その他必要な事項 
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（様式３） 

 

 

第     号  

年   月   日  

 

 

福岡県知事        様 

 

 

 

住 所          

団体者         

代表者         

 

 

 

「災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定」に係る活動報告書 

 

 

 

  災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定実施細目第４条により、災害救助犬

の出動及び捜索活動に係る活動内容を、次のとおり報告します。 

 

 

活動年月日 出動部隊 活動時間 活動内容 

    年 月 日 救助犬     頭 

指導者     人 

車輌       台 

   時   分 

～ 

   時   分 

 

    年 月 日 救助犬     頭 

指導者     人 

車輌       台 

   時   分 

～ 

   時   分 

 

    年 月 日 救助犬     頭 

指導者     人 

車輌       台 

   時   分 

～ 

   時   分 

 

    年 月 日 救助犬     頭 

指導者     人 

車輌       台 

   時   分 

～ 

   時   分 
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１２９ 災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定書 

 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と    （以下「乙」という。）とは、福岡県内での大規模な地震、風

水害等の災害（以下「災害」という。）発生時、高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別

な配慮を必要とする者（以下「要配慮者」という。）を支援するために、   （以下「専門人材」という。）

の派遣について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、専門人材を福祉避難所及びその他災害の発生時において要

配慮者を受入れる施設（以下、併せて「福祉避難所等」という。）に派遣し、要配慮者を支援すること

等を目的とする。 

（専門人材の派遣） 

第２条 災害時、被災地の市町村及び「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」

に基づき被災地の市町村の要配慮者を受け入れる被災地以外の市町村（以下、併せて「要請市町村」と

いう。）は、福祉避難所等において、被災した要配慮者への支援のために専門人材の派遣を必要とする

場合、甲に対して専門人材の派遣を要請できるものとする。 

２ 甲は、前項の規定により要請市町村からの要請を受けた場合は、乙に専門人材の派遣を要請するもの

とする。 

３ 前項の要請は、甲が乙に「専門人材派遣要請書」（様式第 1号）により行うものとする。ただし、緊急

を要する時は口頭等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

４ 派遣する専門人材の員数、派遣期間、職種等の詳細は、乙と要請市町村が協議し決定する。 

５ 乙は、前項の協議により決定した派遣する専門人材の員数及び派遣期間等について「派遣決定報告書」

（様式第２号）により甲及び要請市町村に報告するものとする。 

（指揮系統） 

第３条 乙が派遣する専門人材は、派遣要請のあった要請市町村の指揮のもと、福祉避難所等において被

災した要配慮者への支援にあたるものとする。 

（専門人材の活動内容） 

第４条 乙が派遣する専門人材は、以下の各号の活動に従事するものとする。 

（１）福祉避難所等での要配慮者に関する支援全般  

（２）甲、乙及び要請市町村が設置する各々の災害対策本部との連携による災害情報の収集・提供及び

連絡調整 

（専門人材の派遣報告） 

第５条 乙は、第２条第４項の規定による乙と要請市町村が定めた派遣期間が終了し、派遣活動が完了し

たときは、「災害支援活動報告書」（様式第３号）を取りまとめのうえ、甲及び要請市町村に報告するも

のとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定に基づく活動に要した旅費及び宿泊費については、乙から要請市町村に対し「災害支援

活動費請求書」（様式第４号）により請求できるものとする。 

２ その他活動に伴う費用については、別途甲、乙及び要請市町村で協議の上、要請市町村に対し請求で

きるものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、この協定に基づいた活動に伴う事故に対応するため、本協定に基づく派遣者を対象とする

傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

２ 乙は、前項に基づく保険については「保険金支払申請書」（様式第５号）により、甲に対して請求を行

うものとする。 

（個人情報の保護） 

第８条 甲、乙及び派遣された専門人材は、福祉避難所等での支援活動に当たり、活動上知り得た要配慮

者の固有の情報を漏らしてはならない。 

（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は、要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、事前に連絡責任者を

定め、これを互いに通知しておくものとする。 

２ 前項の連絡責任者については、４月１日現在の状況を毎年相手方に報告するものとする。ただし、期
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間の途中において変更が生じた場合は、速やかに相手方に対し報告するものとする。 

（有効期間） 

第10条 この協定書の有効期間は、協定書締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、期間

満了の３０日前までに、甲または乙から何らかの意思表示のないときは当該有効期間満了の日の翌日か

ら更に１年間更新されたものとみなす。その後においても、同様とする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ

定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するものとす

る。 

 

  平成２９年４月６日 

 

 

         甲  福岡県福岡市博多区東公園７－７ 

            福岡県 

            福岡県知事 

 

 

         乙   ※平成２９年４月６日、以下の団体と協定を締結 

（公社）福岡県介護支援専門員協会  （公社）福岡県社会福祉士会 

（公社）福岡県介護福祉士会      福岡県手話の会連合会 

（一社）福岡県言語聴覚士会     （社福）福岡県聴覚障害者協会 

（公社）福岡県作業療法協会     （公社）福岡県理学療法士会 
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専門人材派遣フロー 
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費用負担フロー 
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（様式第１号） 

 

年  月  日 

 
（送信元）                         （送信先） 

 福岡県福祉労働部福祉総務課   ⇒           ○○       

  （FAX：092-643-3245）         （FAX：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇） 

 

専門人材派遣要請書 
 

 災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定書第２条の規定に基

づき、福祉避難所等への専門人材の派遣について、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

派遣開始 

希 望 日  
   年   月   日（   ）から 

派遣要請 

職種・人数 
職種：〇〇       人数：     名 

要 請 元  

市 町 村  

部署名 
      市・町 

      村 

  部 

局 
課     係 

担当者  

電話番号       （     ） 

FAX番号       （     ） 

派 遣 先 

社会福祉施設等  

（    ）  

名称  

住所 
      市・町 

村 
     丁目   番   号 

電話番号       （     ） 

担当者  

避難中の 

要配慮者数 
    名 
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（様式第２号） 

 

年  月  日 

 

福岡県知事   

〇〇市町村長  

 

〇○会長     

 

派遣決定報告書 
 

 災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定書第２条の規定に基

づき、福祉避難所等への専門人材の派遣内容について、下記のとおり決定しましたので報告

します。 

 

記 

施設１ 

派 遣 先 

社会福祉施設等 
 

派 遣 先 

住 所 

     市・町 

村     
       丁目    番    号 

派遣期間   年  月  日（  ）から    年  月  日（  ）まで  日間 

派遣職種 

・ 人 数 
職種：〇〇        人数：    名   ☓    交替／日 

  

派遣者 職種 住所 氏名 年齢 性別 

１ 

(代表者) 
   歳 男・女 

代 表 者 

連 絡 先 
☎      （     ） 

２    歳 男・女 

３    歳 男・女 

４    歳 男・女 

５    歳 男・女 

 
 ※派遣先が複数ある場合は、次項以降に記入 

殿 
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（様式第３号） 

 

年  月  日 

 

 福岡県知事   

 〇〇市町村長  

 

〇○会長     

 

災害支援活動報告書 

 

 災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定書第５条の規定に基

づき、福祉避難所等への専門人材の派遣実績について、下記のとおり報告します。 

 

記 

施設１ 

派 遣 先 

社会福祉施設等 
 

派遣期間   年  月  日（  ）から    年  月  日（  ）まで  日間 

派遣職種 

・ 人 数 
職種：〇〇      人数：延べ     名 

支援対象

要配慮者 

高齢者   名 （うち認知症   名） 

障がい者 

・肢体不自由   名 ・精神障がい  名 ・聴覚障がい  名 

・知的障がい   名 ・内部障がい  名 ・       名 

・発達障がい   名 ・視覚障がい  名 

妊産婦   名 

その他   名 

支援活動 

概 要 

 

 

 ※派遣先が複数ある場合は、次項以降に記入。 

殿 
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（様式第４号） 

 

年  月  日 

 

 ○○市町村長 殿 

 

〇○会長     

 

 

災害支援活動費請求書 

 

 

     年  月  日から    年  月  日までの間における災害時における

福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定書第６条に基づく活動に係る費用とし

て、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 

       金 額           円 

 

 

（請求額明細書及び証拠書類 別紙のとおり） 
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（様式第５号） 

 

年  月  日 

 

 福岡県知事 殿 

  

〇○会長     

 

保険金支払申請書 

 

 

 災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定書７条の規定により加

入した保険の対象となる者について、以下のとおり申請します。 

 

 

 

対象者氏名 請求内容（死亡・後遺障害、入院・通院、賠償責任、携行

品損害から選択） 

  

  

  

  

  

  

  

※本申請後の、保険会社への必要な書類の提出については、直接、保険会社と被保険者（又

は法定相続人）の間で行います。 
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１３０ 災害時等における被災した高齢者福祉施設等への応援等に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会（以下「乙」という。）は、

災害対策基本法（昭和36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれ

があるとき（以下「災害時等」という。）における高齢者福祉施設等（以下「施設」という。）の応援等に

関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内又は福岡県外において、災害時等に被災し、又は被災するおそれがある高

齢者福祉施設等（以下「被災施設」という。）の入所者等の安全を確保するため、甲と乙が相互に協力

して被災施設への応援等について調整し、円滑な人的・物的支援の実施を図ることを目的とする。 

（応援の基本原則） 

第２条 災害時等における施設間の応援については、施設の自主性又は乙の自主的な調整に基づいて実施

されることを基本とし、この協定はそれを妨げないものとする。 

２ この協定は、乙又は乙の会員施設が別に締結する災害時等における応援に関する協定を妨げないもの

とする。 

（情報の収集等） 

第３条 甲と乙は、平常時において、施設の入所者等の状況や応援体制等について、できる限り情報を収

集するよう努めるものとする。 

２ 甲と乙は、災害時等における被害状況や応援の実施状況等の情報について、積極的に収集するよう努

めるとともに、密に情報を交換するものとする。 

（甲による要請） 

第４条 甲は、乙に対して応援の調整を要請する場合は、次の事項を明らかにして、ファクシミリ、電話

等により速やかに行うものとする。 

一 被災施設の概要及び被害状況 

二 被災施設の入所者等の状況 

三 応援の種類 

四 応援の具体的な内容及び必要量 

五 応援を希望する期間 

六 被災施設への経路 

七 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項 

（乙による応援の調整） 

第５条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、乙の会員施設に対し、

応援の調整を行うものとする。 

一 被災施設の入所者等の一時的受入れのための施設の提供 

二 被災施設の入所者等に対する食料、飲料水等の生活必需品、衣服、おむつ等の生活用品、ベッド、

車いす等の備品等の提供 

三 被災施設に対する介護職員その他必要な職員の派遣 

四 被災施設に対する救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

五 被災施設に対する応急復旧等に必要な資機材の提供 

六 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の実施） 

第６条 乙の会員施設は、その運営に支障がない範囲で応援を行うものとする。 

（甲による応援の調整等） 

第７条 乙は、乙の会員施設による応援では不足する場合には、甲に対し、乙の会員施設以外の施設によ

る応援について、調整を要請することができる。 

２ 甲は、乙から前項の要請を受けたときは、第５条各号の事項について、乙以外の団体又は他県に対し

て応援の調整を要請するものとする。 

３ 第４条の規定は、第１項の場合に準用する。 

（制度の周知） 

第８条 甲は、本協定の実施に必要な事項について、県民への周知に努めるものとする。 

２ 乙は、本協定の実施に必要な事項について、乙の会員施設への周知を行うものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるもの
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とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成26年３月31日   

 

甲 福岡県 

 

代表者  福岡県知事   

 

 

乙 福岡県福岡市中央区清川３－14－20 

公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会 

 

会      長   
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 災害時等における被災した高齢者福祉施設等への応援等に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と福岡県老人福祉施設協議会（以下「乙」という。）は、災害対策基本法

（昭和36 年法律第223 号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき（以

下「災害時等」という。）における高齢者福祉施設等（以下「施設」という。）の応援等に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内又は福岡県外において、災害時等に被災し、又は被災するおそれがある高

齢者福祉施設等（以下「被災施設」という。）の入所者等の安全を確保するため、甲と乙が相互に協力

して被災施設への応援等について調整し、円滑な人的・物的支援の実施を図ることを目的とする。 

（応援の基本原則） 

第２条 災害時等における施設間の応援については、施設の自主性又は乙の自主的な調整に基づいて実施

されることを基本とし、この協定はそれを妨げないものとする。 

２ この協定は、乙又は乙の会員施設が別に締結する災害時等における応援に関する協定を妨げないもの

とする。 

（情報の収集等） 

第３条 甲と乙は、平常時において、施設の入所者等の状況や応援体制等について、できる限り情報を収

集するよう努めるものとする。 

２ 甲と乙は、災害時等における被害状況や応援の実施状況等の情報について、積極的に収集するよう努

めるとともに、密に情報を交換するものとする。 

（甲による要請） 

第４条 甲は、乙に対して応援の調整を要請する場合は、次の事項を明らかにして、ファクシミリ、電話

等により速やかに行うものとする。 

一 被災施設の概要及び被害状況 

二 被災施設の入所者等の状況 

三 応援の種類 

四 応援の具体的な内容及び必要量 

五 応援を希望する期間 

六 被災施設への経路 

七 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項 

（乙による応援の調整） 

第５条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、乙の会員施設に対し、

応援の調整を行うものとする。 

一 被災施設の入所者等の一時的受入れのための施設の提供 

二 被災施設の入所者等に対する食料、飲料水等の生活必需品、衣服、おむつ等の生活用品、ベッド、

車いす等の備品等の提供 

三 被災施設に対する介護職員その他必要な職員の派遣 

四 被災施設に対する救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

五 被災施設に対する応急復旧等に必要な資機材の提供 

六 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の実施） 

第６条 乙の会員施設は、その運営に支障がない範囲で応援を行うものとする。 

（甲による応援の調整等） 

第７条 乙は、乙の会員施設による応援では不足する場合には、甲に対し、乙の会員施設以外の施設によ

る応援について、調整を要請することができる。 

２ 甲は、乙から前項の要請を受けたときは、第５条各号の事項について、乙以外の団体又は他県に対し

て応援の調整を要請するものとする。 

３ 第４条の規定は、第１項の場合に準用する。 

（制度の周知） 

第８条 甲は、本協定の実施に必要な事項について、県民への周知に努めるものとする。 

２ 乙は、本協定の実施に必要な事項について、乙の会員施設への周知を行うものとする。 

（協議） 
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第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成26年３月31日   

 

甲 福岡県 

 

代表者  福岡県知事   

 

 

乙 福岡県春日市原町３－１－７ 

福岡県老人福祉施設協議会 

 

会      長   
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災害時等における被災した高齢者福祉施設等への応援等に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会（以下「乙」という。）は、災

害対策基本法（昭和36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれが

あるとき（以下「災害時等」という。）における高齢者福祉施設等（以下「施設」という。）の応援等に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内又は福岡県外において、災害時等に被災し、又は被災するおそれがある高

齢者福祉施設等（以下「被災施設」という。）の入所者等の安全を確保するため、甲と乙が相互に協力

して被災施設への応援等について調整し、円滑な人的・物的支援の実施を図ることを目的とする。 

（応援の基本原則） 

第２条 災害時等における施設間の応援については、施設の自主性又は乙の自主的な調整に基づいて実施

されることを基本とし、この協定はそれを妨げないものとする。 

２ この協定は、乙又は乙の会員施設が別に締結する災害時等における応援に関する協定を妨げないもの

とする。 

（情報の収集等） 

第３条 甲と乙は、平常時において、施設の入所者等の状況や応援体制等について、できる限り情報を収

集するよう努めるものとする。 

２ 甲と乙は、災害時等における被害状況や応援の実施状況等の情報について、積極的に収集するよう努

めるとともに、密に情報を交換するものとする。 

（甲による要請） 

第４条 甲は、乙に対して応援の調整を要請する場合は、次の事項を明らかにして、ファクシミリ、電話

等により速やかに行うものとする。 

一 被災施設の概要及び被害状況 

二 被災施設の入所者等の状況 

三 応援の種類 

四 応援の具体的な内容及び必要量 

五 応援を希望する期間 

六 被災施設への経路 

七 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項 

（乙による応援の調整） 

第５条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、乙の会員施設に対し、

応援の調整を行うものとする。 

一 被災施設の入所者等の一時的受入れのための施設の提供 

二 被災施設の入所者等に対する食料、飲料水等の生活必需品、衣服、おむつ等の生活用品、ベッド、

車いす等の備品等の提供 

三 被災施設に対する介護職員その他必要な職員の派遣 

四 被災施設に対する救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

五 被災施設に対する応急復旧等に必要な資機材の提供 

六 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の実施） 

第６条 乙の会員施設は、その運営に支障がない範囲で応援を行うものとする。 

（甲による応援の調整等） 

第７条 乙は、乙の会員施設による応援では不足する場合には、甲に対し、乙の会員施設以外の施設によ

る応援について、調整を要請することができる。 

２ 甲は、乙から前項の要請を受けたときは、第５条各号の事項について、乙以外の団体又は他県に対し

て応援の調整を要請するものとする。 

３ 第４条の規定は、第１項の場合に準用する。 

（制度の周知） 

第８条 甲は、本協定の実施に必要な事項について、県民への周知に努めるものとする。 

２ 乙は、本協定の実施に必要な事項について、乙の会員施設への周知を行うものとする。 

（協議） 
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第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成26年３月31日   

 

甲 福岡県 

 

代表者  福岡県知事   

 

 

乙 福岡県北九州市戸畑区汐井町１－６ウェルとばた 

公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会 

 

会      長   
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１３１ 災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人福岡県薬剤師会（以下「乙」という。）は、 災害時にお

ける医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、県内において災害が発生した場合に、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）、災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）又は福岡県地域防災計画に基づき、甲が災害時に行う医療

救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（薬剤師班の派遣） 

第２条 甲は、災害救助法、災害対策基本法又は福岡県地域防災計画に基づき、医療救護活動を実施する

上で、必要があると認めた場合は、乙に対し、薬剤師班の編成及び派遣等を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに薬剤師班を編成し、災害現場の救護所、

医薬品の集積場所等に派遣するものとする。 

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける前に薬剤師班を編成及び派遣した場合は、速

やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。この場合において、甲が承認した乙の薬剤師班は、甲

の要請に基づく薬剤師班とみなすものとする。 

（災害医療救護計画） 

第３条 乙は、医療救護活動を円滑に実施するため、薬剤師班の医療救護の実施に関し、次に揚げる事項

を内容とする災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

（１） 薬剤師班の編成 

（２） 薬剤師班の活動内容 

（３） 地域薬剤師会及び関係機関・団体等との通信連絡の方法 

（４） 指揮系統 

（５） 医薬品等の備蓄 

（６）  前各号に掲げるもののほか、災害時における医療救護活動を円滑に実施する 

ために必要な事項 

２  乙は、災害医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の災害医療救護計画書を甲に提出するも

のとする。 

（薬剤師班の活動場所） 

第４ 条 薬剤師班は、甲が指定した災害現場の救護所及び医薬品の集積場所等において、医療救護活動を

実施するものとする。 

（薬剤師班の業務） 

第５条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 救護所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導 

（２） 救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理 

（３） 消毒方法、医薬品の使用方法等の薬学的指導 

（４） 関連物資の適正管理 

（５） その他災害時における医療救護活動に必要な業務 

（薬剤師班に対する指揮） 

第６条 乙が派遣する薬剤師班に対する指揮は、甲が指定する者が行うものとする。 

（医薬品等の供給） 

第７条 乙が派遣する薬剤師班が使用する医薬品等の供給については、当該薬剤師班が携行するもののほ

か、甲が必要な措置をとるものとする。 

 （調剤費）  

第８条 救護所等における調剤費は無料とする。 

（情報の交換） 

第９条 甲及び乙は、平常時から、災害時の対応等について必要な協議及び情報の交換に努めるものとす

る。 

（訓練） 

第10条 甲及び乙は、災害時に備えた訓練を実施し、災害時に適切な対応ができるよう努めるものとする。 

（費用弁償等） 

第11条 乙が甲の要請に基づき医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとす
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る。 

（１） 薬剤師班の編成及び派遣に必要な経費 

（２） 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の医薬品等の経費 

（３） 薬剤師班の薬剤師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死 

亡した場合の扶助金 

（４） 前各号に該当しない費用であって、協定に基づく医療救護活動のために要す 

ると甲が認める経費 

２ 前項第１号から３号までの規定による経費等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

（市町村及び郡市区薬剤師会との調整）  

第12条 甲は、災害対策基本法及び市町村地域防災計画等に基づき市町村が実施する医療救護活動が、こ

の協定に準じて県内の各地域の薬剤師会の協力を得て円滑に実施されるよう、市町村に対し、必要な調

整を行うものとする。  

２ 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、県内の各地域の薬剤師会に

対し、必要な調整を行うものとする。 

（細目） 

第13条 この協定を実施するために必要な手続等の細目は、別に定める。 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき又はこの協定に関して疑義が生じ

たときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了の日の

１月前までに甲乙いずれからも申出がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間継続す

るものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 ２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を所持する。 

 

平成２６年３月３１日 

 

甲   福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事   

 

 

乙   福岡県福岡市博多区住吉２丁目２０番１５号 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

会長    
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災害時の医療救護活動に関する協定実施細目 

 

福岡県(以下「甲」という。)と公益社団法人福岡県薬剤師会(以下「乙」という。)との間で平成２６年

３月３１日に締結した「災害時の医療救護活動に関する協定」(以下「協定」という。)第13条の規定に基

づく実施細目は、次のとおりとする。 

 

(薬剤師班の派遣要請) 

第1条 協定第2条第1項の規定に基づく派遣要請は文書で行うものとする。但し、緊急を要するときは、

電話その他の方法で行い、事後に文書を発出することができるものとする。 

2 第1項の効力は、甲の意思が乙に伝達されたときに発生するものとする。 

(薬剤師班の編成) 

第2条 協定第2条第2項に規定する薬剤師班は、原則、薬剤師 3名をもって一班を編成するものとする。

但し、災害時の医療救護活動の状況により、甲が必要と認めるときは、補助職員を加えることができる

ものとする。 

２ 編成する薬剤師班の数は、災害の規模等を勘案し甲乙協議のうえ決定するものとする。 

(医療救護活動の報告) 

第3条 乙は、協定第2条第2項の規定に基づいて派遣した薬剤師班の医療救護活動が終了したときは、

速やかに、当該薬剤師班による医療救護活動の実績をとりまとめ、「医療救護活動報告書」(様式第 1号)、

「薬剤師班員名簿」(様式第 2号)及び「医薬品等使用報告書」(様式第3号)により甲に報告するものと

する。 

(事故報告書) 

第4条 乙は、協定第2条第1項に規定する医療救護活動において、薬剤師班の薬剤師等が負傷し、疾病

にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第 4 号)により、速やかに甲に報告するものとす

る。 

(費用弁償の額) 

第5条 協定第11条第1項第 1号に規定する経費の額は、原則として災害救助法で定める額とする。 

2 協定第11条第1項第2号に規定する経費の額は、使用した医薬品等の購入対価とする。 

3 協定第 11条第 1項第 3号に規定する扶助金については、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等

に係る損害賠償に関する条例」(昭和38年1月12日福岡県条例第 5号)の規定の例による。 

(実費弁償等の請求) 

第6条 協定第11条第1項第 1号、第2号及び第4号に規定する経費については、乙が薬剤師班ごとに取

りまとめ、「実費弁償請求書」(様式第5号)により、甲に請求するものとする。 

2 協定第11条第1項第3号に規定する扶助金については、支給を受けようとする者が「扶助金支給請求

書」(様式第6号)により、甲に請求するものとする。 

(支払) 

第7条 甲は、前条の規定により請求を受けたときは、関係書類を確認のうえ、速やかに支払うものとす

る。 

(協議) 

第 8 条 この実施細目に定めのない事項について定める必要が生じたとき又はこの実施細 目に関して疑

義が生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

附則 

この実施細目は、平成２６年３月３１日から施行する。 

 

この実施細目の制定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通 を所持する。 

 

平成２６年３月３１日 

 

甲   福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事  小 川  洋 

乙   福岡県福岡市博多区住吉２丁目２０番１５号 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

会長   藤 野  哲 朗 
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１３２ 福岡県災害派遣医療チームの派遣に関する協定 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と、福岡県災害派遣医療チーム指定医療機関（以下「乙」という。）とは、

災害発生時における福岡県災害派遣医療チーム（以下「福岡県ＤＭＡＴ」という。）の派遣に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害の急性期に、日本ＤＭＡＴ隊員養成研修等の専門的な訓練を受けた医師及び看

護師等が災害現場に出動し、迅速な救命処置等を行うことにより、被災者の救命率の向上や後遺症の軽

減を図ることを目的とする。 

（派遣要請等） 

第２条 甲は、福岡県災害派遣医療チーム運営要綱（以下「運営要綱」という。）に基づき、救命活動を行

う活動が生じた場合には、乙に対し、福岡県ＤＭＡＴの派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合には、直ちに福岡県ＤＭＡＴを派遣するものとする。 

３ 乙は、災害が発生し、甲と連絡が取れない等の緊急やむを得ない場合には、速やかにその被害状況に

ついて情報収集を行い、その情報により派遣する必要があると認めたときは、乙の判断により福岡県Ｄ

ＭＡＴを派遣することができるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により福岡県ＤＭＡＴを派遣した場合には、速やかに甲に報告し、その承認を得る

ものとする。この場合において、乙が派遣した福岡県ＤＭＡＴの派遣は甲の要請に基づく派遣とみなす。  

（福岡県ＤＭＡＴの業務） 

第３条 乙が派遣する福岡県ＤＭＡＴは、災害現場等において次の業務を行うものとする。 

（１）現場活動 

 （２）域内搬送 

 （３）病院支援 

 （４）広域医療搬送 

 （５）その他救命活動に必要な措置 

（派遣先） 

第４条 乙が派遣する福岡県ＤＭＡＴは、原則として、県内において第３条に定める業務を行う。ただし、

甲が必要と認めた場合には、県外において第３条に定める業務を行うことができる。 

（指揮命令等） 

第５条 乙が派遣する福岡県ＤＭＡＴに対する指揮命令及び業務の連絡調整は、甲が指定する者が行うも

のとする。 

（身 分） 

第６条 乙が派遣する福岡県ＤＭＡＴの隊員（以下「隊員」という。）は、派遣元である乙の職員として業

務に従事する。 

（現地までの移動手段） 

第７条 乙が派遣する福岡県ＤＭＡＴの現場までの移動手段は、原則として乙が確保するものとする。 

（搬送先医療機関の確保） 

第８条 甲は、災害時における救命活動が円滑に行えるよう、県内の災害拠点病院のほか必要な搬送先医

療機関に対して協力の要請を行うとともに、入院患者の収容可能数等を把握しておくものとする。 

（費用の負担） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が派遣した福岡県ＤＭＡＴが第３条に規定する業務を実施した場合に要す

る経費は、第１０条の規定による場合を除き、乙が負担するものとする。 

（災害救助法が適用された場合の費用弁償） 

第１０条 甲の要請に基づき、乙が派遣した福岡県ＤＭＡＴが、災害救助法第２４条（救助業務の従事命

令）又は第２５条（救助業務への協力命令）の規定による救助に関する業務に従事し、又は協力した場

合は、甲は、災害救助法第３３条（費用の支弁区分）及び同法施行令第１１条（実費弁償）の定めると

ころにより費用を弁償する。 

（補 償） 

第１１条 甲は、乙が派遣した福岡県ＤＭＡＴが第３条に規定する業務に従事したことに伴う事故に対応

するため、隊員の傷害保険に加入する。 

（災害救助法が適用された場合の扶助金の支給） 

第１２条 甲の要請に基づき、乙が派遣した福岡県ＤＭＡＴが、災害救助法第２４条（救助業務の従事命



- 458 - 

令）又は第２５条（救助業務への協力命令）の規定による救助に関する業務に従事し、又は協力したこ

とにより負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、甲は、災害救助法第２９条（扶助金の支給）

及び同法施行令第１３条（扶助金の種目）から第２１条（打切扶助金）の定めるところにより扶助金を

支給する。 

（定めのない事項） 

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるも

のとする。 

（有効期間） 

第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日から１か月前までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了

の日から起算して１年間この協定は延長させるものとし、以降も同様とする。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通を保管する。 

 

  平成２６年４月９日 

   

 

                甲  福岡市博多区東公園７番７号 

                      

福岡県知事 小川  洋 

 

 

                                乙   

※医療機関によって締結日は異なる 
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１３３ ふくおか災害派遣精神医療チームの派遣に関する協定書 

 

福岡県(以下、「甲」という。)と、一般社団法人福岡県精神科病院協会、九州大学病院、福岡大学病院、

久留米大学病院、産業医科大学病院及び一般財団法人医療・介護・教育研究財団（以下６者を「乙」とい

う。）は、ふくおか災害派遣精神医療チーム設置運営要綱に基づき、ふくおか災害派遣精神医療チーム(以

下、「ふくおかＤＰＡＴ」という。)の派遣に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が乙の協力を得て行うふくおかＤＰＡＴの派遣について、必要な事項を定める。 

 

（派遣要請） 

第２条 甲は、ふくおかＤＰＡＴの派遣が必要と認める場合は、乙と派遣期間及び派遣先等について調整

のうえ、ふくおかＤＰＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、ふくおかＤＰＡＴを編成し、甲が指定する災害

現場等に派遣するものとする。 

 

（指揮系統） 

第３条 ふくおかＤＰＡＴが県内で活動する場合は、ふくおかＤＰＡＴ調整本部の下で活動する。 

２ ふくおかＤＰＡＴが被災都道府県に派遣された場合は、被災都道府県のＤＰＡＴ調整本部の下で活動

する。 

 

（身分） 

第４条 ふくおかＤＰＡＴの活動をする者は、その派遣元の医療機関の職員として業務に従事する。 

 

（活動内容） 

第５条 ふくおかＤＰＡＴの活動内容は、次のとおりとする。 

（１）被災した精神科医療機関に対する専門的支援 

（２）避難所及び在宅等における精神疾患を有する被災者への支援 

（３）災害のストレスによって心身の不調をきたした被災者への支援 

（４）被災者支援を行っている者に対する支援 

（５）その他被災地域で必要とされる精神医療保健活動 

 

（報告） 

第６条 ふくおかＤＰＡＴが、第５条に基づく活動を行った場合は、必要な記録を行うとともに、甲及び

乙に報告する。 

 

（現地までの移動手段） 

第７条 ふくおかＤＰＡＴの災害等の現場までの移動手段は、原則として派遣元である医療機関が確保す

るものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 ふくおかＤＰＡＴが、第５条に規定する業務を実施した場合に要する次の経費等は、災害救助法

（昭和22年法律第118号）の例により甲が負担するものとする。 

 （１）ふくおかＤＰＡＴの派遣に要する経費（旅費、輸送費） 

 （２）ふくおかＤＰＡＴが使用した医薬品等の実費 

 （３）隊員がふくおかＤＰＡＴの活動において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金 

（４）前各号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、甲が必要と認めた経費 

 

（傷害保険の加入） 

第９条 甲は、乙が派遣するふくおかＤＰＡＴが第５条に規定する業務に従事したことに伴う事故に対応

するため、隊員の傷害保険に加入する。 
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（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３２年３月３１日までとする。 

２ 前項の有効期間満了の日の１か月前までに、甲または乙から何ら意思表示がなされないときは、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長するものとし、以降も同様とする。 

 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議

して定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を７通作成し、甲及び乙の各者が記名のうえ、それぞれ１通を

保有する。 

 

 平成３１年３月４日 

 

         甲       福岡市博多区東公園７番７号 

                  福岡県 

                  福岡県知事   

 

 

         乙       福岡市中央区清川３丁目１４－２０ 

                  一般社団法人福岡県精神科病院協会 

                  会長   

 

 

                 福岡市東区馬出３丁目１－１ 

                  九州大学病院 

                  病院長   

 

 

                 福岡市城南区七隈７丁目４５−１ 

                  福岡大学病院 

                  病院長   

 

 

                 久留米市旭町６７番地 

                  久留米大学病院 

                  病院長   

 

 

                 北九州市八幡西区医生ヶ丘１番１号 

                  産業医科大学病院 

                  病院長   

 

 

福岡市中央区高砂２丁目１０番１号 

                  一般財団法人医療・介護・教育研究財団 

                  理事長代行   
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１３４ 災害時の健康管理支援活動に関する協定書 

 

福岡県(以下「甲」という。)と公益社団法人福岡県医師会(以下「乙」という。)は、災害時における健

康管理支援活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

(趣旨) 

第１条 この協定は、国内において災害が発生した場合に、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び福岡県地域防災計画に基づき、甲が災害時に行う健

康管理支援活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

 

(保健師等の派遣) 

第２条 甲は、災害救助法、災害対策基本法及び福岡県地域防災計画に基づき、健康管理支援活動を実施

する上で、必要があると認める場合は、乙に対し、保健師及び栄養士（以下「保健師等」という。）の

派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、乙に設置の各種集団検診機関連絡協議会に属す

る機関の中から保健師等を派遣する。 

３ 乙が派遣する保健師等は、甲が被災自治体に派遣する健康管理支援班の要員として活動を行う。 

４ 健康管理支援班は、原則として、県内において第３条に定める活動を行う。ただし、甲が必要と認め

た場合には、県外において活動を行うことができる。 

 

(健康管理支援班の業務) 

第３条 健康管理支援班は、甲が指定した避難所等において、健康管理支援活動を行うこととする。 

２ 健康管理支援班の業務は次のとおりとする。 

（１）被災者への保健指導、健康相談及び健康管理 

（２）被災者への栄養指導、栄養相談及び食生活支援 

（３）避難所の衛生管理及び環境整備 

（４）その他必要と認められる事項 

 

（健康管理支援班に対する指揮命令等） 

第４条 健康管理支援班に対する指揮命令及び健康管理支援活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うも

のとする。 

 

（健康管理支援班の輸送） 

第５条 甲は、健康管理支援活動が円滑に実施できるよう、健康管理支援班の輸送について、必要な措置

を講ずるものとする。 

  

（衛生材料等の供給） 

第６条 健康管理支援班が使用する衛生材料等は、甲が準備するものとする。 

 

（研修及び訓練） 

第７条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する研修及び訓練に協力するものとする。 

 

（実費弁償等） 

第８条 甲の要請に基づき、健康管理支援活動を実施した場合に必要な次の費用は、甲が負担するものと

する。 

（１） 健康管理支援班の派遣に必要な旅費及び日当 
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（２） 健康管理支援活動により生じた施設及び設備の損傷についての実費 

（３） 協定に基づく健康管理支援活動のために要すると甲が認める費用 

 

（補償） 

第９条 甲は、健康管理支援班の活動における事故等に対応するため、乙が派遣する保健師等を傷害保険

に加入させるものとし、当該保険料を負担する。 

 

（市町村との調整） 

第１０条 甲は、災害対策基本法及び市町村地域防災計画等に基づき市町村が実施する健康管理支援活動

が、この協定に準じて円滑に実施されるよう、市町村に対して必要な調整を行うものとする。 

 

(個人情報の保護) 

第１１条 乙及び健康管理支援要員は、避難所における健康管理支援活動にあたり、業務上知り得た対象

者とその家族等の秘密を漏らしてはならない。 

 

（細目） 

第１２条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に甲乙協議して定

める。 

 

 (有効期間) 

第１３条 この協定書の有効期間は、協定書締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の満

了の日の１か月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算

して１年間この協定は延長され、以降同様とする。 

 

この協定書の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

 

令和元年５月１５日 

 

甲 福岡県 

代表者  福岡県知事  小川  洋 

 

乙 公益社団法人 福岡県医師会 

 代表者 福岡県医師会会長 松田 峻一良 
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災害時の健康管理支援活動に関する協定実施細目 

 

福岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人福岡県医師会（以下「乙」という。）との間で令和元年５

月１５日に締結した「災害時の健康管理支援活動に関する協定」（以下「協定」という。）第１２条の規定

に基づく実施細目は、次のとおりとする。 

 

（健康管理支援要員の派遣要請） 

第１条 協定第２条第１項の規定による保健師等の派遣要請（以下「派遣要請」という。）は、福岡県知事

（災害対策本部）から福岡県医師会会長に対して行うものとする。 

２ 派遣要請は、人数、期間、派遣先、活動内容を明らかにした「派遣要請書」（第１号様式）によって行

うものとする。ただし、緊急を要するときは電話等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行

うことができる。 

３ 協定第３条第１項に規定する甲が指定した避難所等とは、避難所のほか被災者の自宅や避難先等、被

災者が生活する場所で、甲が活動場所を指定するものとする。 

 

（健康管理支援要員の派遣） 

第２条 協定第２条第２項の規定により派遣する場合は、乙に設置の各種集団検診機関連絡協議会の幹事

機関が、速やかに「健康管理支援要員名簿」（第２号様式）を甲に提出するとともに、乙に報告するも

のとする。 

 

（健康管理支援活動の報告） 

第３条 乙は協定第２条の規定により健康管理支援要員を派遣したときは、健康管理支援活動終了後、速

やかに「健康管理支援活動報告書」（第３号様式）を取りまとめ、甲に報告するものとする。 

 

（事故報告） 

第４条 乙は、協定第２条の規定に基づく健康管理支援活動において健康管理支援要員が負傷し、疾病に

かかり、又は死亡したときは、「事故報告書」（第４号様式）により、速やかに甲に報告するものとする。 

 

（実費弁償等の請求） 

第５条 協定第８条第１号に規定する費用については、乙が取りまとめ、「実費弁償請求書」（第５号様式）

により甲に請求するものとする。 

 

（実費弁償の額） 

第６条 協定第８条第１号に規定する旅費の額は、福岡県職員等の旅費に関する条例（昭和32年8月1日福

岡県条例第57条）に準じて算定した額とする。 

２ 協定第８条第１号に規定する日当の額は、福岡県災害救助法施行細則（昭和40年8月31日福岡県規則第

44号）で定める額とする。なお、栄養士については、「保健師、助産師、看護師及び准看護師」の区分

を適用する。 

３ 協定第８条第３号に規定する費用弁償の額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

上記のとおり、合意の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持

するものとする。 

 

 

     令和元年５月１５日 
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           甲 福岡県 

             代表者  福岡県知事  小川  洋           

 

乙 公益社団法人 福岡県医師会 

             代表者 福岡県医師会会長 松田 峻一良 
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１３５ 災害時における愛護動物の救護に関する協定書（福岡県獣医師会） 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人福岡県獣医師会（以下「乙」という。）は、大規模な災害

が発生した際に、福岡県内において、被災した愛護動物の救護を行う活動への協力に関して、次のとおり

協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、大規模な災害が発生した場合に、福岡県地域防災計画に基づき、甲が行う愛護動物

の救護対策について、乙が協力することに関し、必要な事項を定める。 

 

（対象動物） 

第2条 活動の対象となる愛護動物は、原則として犬及び猫とする。 

 

（協力の内容） 

第3条 協力の内容は、次に掲げる事項とする。 

一 負傷した愛護動物の治療に関すること。 

二 愛護動物の保護、収容及び健康管理（健康相談を含む）に関すること。 

三 その他愛護動物の救護に関し必要な事項 

 

（協力要請の手続） 

第4条 甲は前条の協力が必要と判断したときは、乙に対し次に掲げる事項を記載した文書により協力を

要請するものとする。 

ただし、緊急を要するときは、口頭その他の方法による要請を行い、事後、速やかに文書で依頼する

ものとする。 

 一 愛護動物の被災状況 

 二 活動の内容 

三 活動を行う場所 

 四 活動を行う期間 

五 前各号に掲げるものの他、必要な事項 

 

（活動の履行） 

第5条 乙は、要請を受けた事項に関して、可能な限り、必要な活動を実施するものとする。 

２ 甲と乙は、活動を円滑かつ効果的に遂行するために、適宜、情報交換を行うものとする。 

 

（活動の終了） 

第６条 乙は、活動を終了したとき、速やかに次の事項を記載した文書により、その内容を甲に報告する

ものとする。 

 一 活動の具体的内容 

 二 活動の実施期間 

 三 前各号に掲げるものの他、必要な事項 

 

（経費の負担） 

第7条 乙は、原則として甲に活動に要する経費負担を求めないものとする。 

 

（連絡体制） 

第8条 この協定の運用等に関しての連絡窓口は、甲にあっては保健医療介護部保健衛生課、乙にあって

は乙の事務局とする。 

 

（平常時の対応） 

第9条 甲は、他の条項において定めるもののほか、次の各号に掲げる事務を行う。  
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一 県内における関係団体の連絡先を取りまとめて、保管するとともに、関係団体からの連絡により、そ

れらを更新し、乙へ提供すること。 

二 情報伝達訓練等の実施に関すること。 

三 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務に関すること。 

２ 甲と乙は、年１回、活動の実施のため必要な事項を相互に確認し、それぞれの関係機関に必要な情報

を提供するものとする。 

 

（協議） 

第10条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する

ものとする。 

 

（協定の期間及び更新） 

第11条 この協定の期間は、平成２５年１０月２３日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、

協定期間の満了の日までに、甲若しくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の書面による通知をした

場合、又は甲乙の合意により協定内容を変更した場合を除き、本協定は１年間更新されるものとし、以

後同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通を保有する。 

 

 平成２５年１０月２３日 

 

甲  福岡市博多区東公園７番７号 

 

代表者 福岡県知事  小 川  洋 

 

 

乙  福岡市中央区赤坂一丁目４番２９号 

 

公益社団法人 福岡県獣医師会 

代表者 会  長     草 場 治 雄 
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１３６ 九州・山口９県災害時愛護動物救護応援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び山口県

（以下「九州・山口９県」という。）において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害が発生し、被災県単独では愛護動物の救護に関する対策が十分に実施できない場

合において、九州・山口９県が円滑に応援を行うために必要な事項について定めるものとする。 

 

（救護の対象動物） 

第２条 この協定において救護の対象とする愛護動物は、原則として犬及び猫とする。 

 

（応援の種類） 

第３条 愛護動物の救護に関する応援の種類は、次のとおりとする。 

一 職員の派遣 

二 被災した愛護動物の餌、ケージ等の物資の提供又は貸与 

三 被災した愛護動物の保護及び収容 

四 被災した愛護動物の一時預かり及び譲渡 

五 その他愛護動物の救護のために必要な事項 

 

（協定の運用体制） 

第４条 この協定の円滑な運用を図るため、幹事県及び副幹事県を置く。 

２ 幹事県は、この協定の定めるところにより、必要な総合調整を行う。 

３ 副幹事県は、幹事県を補佐するとともに、幹事県が被災等によりその職務を遂行できないときは、幹

事県の職務を代行する。 

４ 幹事県及び副幹事県が被災等により職務を遂行できないときは、これらの県以外の県が協議の上、そ

の職務を代行する。 

 

（応援要請の手続） 

第５条 応援を受けようとする被災県は、災害の状況、応援を要する地域、内容及び期間等を明らかにし

て、幹事県に応援を要請するものとする。 

２ 幹事県は、災害の実態に照らし、被災県からの速やかな応援の要請が困難と見込まれるときは、前項

の規定による要請を待たずに必要な応援を行うことについて、九州・山口９県（被災県を除く。）と協

議し、決定することができるものとする。この場合には、前項の規定による要請があったものとみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被災県は、隣接県等に個別に応援を要請することができる。 

 

（応援の実施） 

第６条 幹事県は、前条第１項の規定により応援の要請があった場合又は前条第２項の規定により必要な
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応援を行う場合は、九州・山口９県（被災県を除く。）と調整を図り、各県に対して、応援を行う地域、

応援の内容等（以下「応援内容等」という。）の割り当てを行うものとする。 

２ 応援を割り当てられた県（以下「応援担当県」という。）は、割り当てられた応援内容等に応じ、必要

な応援を実施するものとする。 

３ 応援担当県は、応援の実施状況を幹事県に随時報告するものとし、幹事県は、報告に基づき、必要に

応じて、それぞれの応援担当県の応援内容等を調整するものとする。 

４ 第１項の規定による応援の割り当ては、各県が行う自主的な応援を妨げるものではない。 

５ 前条第３項の規定により個別の応援を実施する県は、応援の実施状況を幹事県に随時報告するものと

する。 

 

（関係団体への協力要請） 

第７条 被災県は、愛護動物の救護に関し、九州・山口９県（被災県を除く。）の獣医師会、動物愛護団

体等関係団体（以下「関係団体」という。）の協力を要請しようとする場合、当該要請を幹事県に依頼

することができる。 

２ 前項の規定による依頼を受けた幹事県は、九州・山口９県（被災県を除く。）を通じて、関係団体に協

力を要請するものとする。 

 

（経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた被災県の負担とする。 

２ 応援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた被災県から要請があ

った場合には、応援担当県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

 

（平常時の事務）  

第９条 幹事県は、平常時においては、次に掲げる事務を行う。 

一 九州・山口９県における担当部署の連絡先、応援能力その他応援要請時に必要となる事項を取りま

とめて、各県に情報提供するとともに、各県からの連絡により更新すること。 

二 会議の開催等により、この協定の運用に関する情報交換、協議等を実施すること。 

三 情報伝達訓練等防災訓練の実施に関すること。 

四 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要なこと。 

 

（その他） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、九州・山口９県が協議

して定める。 

附 則 

１ この協定は、平成２５年１０月２２日から施行する。 
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 この協定の締結を証するため、各県知事記名押印の上、各１通を保管する。 

  

  平成２５年１０月２２日 

 

 

福岡県知事  小 川   洋        宮崎県知事  河 野 俊 嗣 

 

 

佐賀県知事  古 川   康        鹿児島県知事 伊 藤 祐一郎 

 

 

長崎県知事  中 村 法 道       沖縄県知事  仲井眞 弘 多 

 

 

熊本県知事  蒲 島 郁 夫       山口県知事  山 本 繁太郎 

 

 

大分県知事  広 瀬 勝 貞 
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１３７ 福岡県と大塚製薬株式会社との包括連携に関する覚書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と、大塚製薬株式会社（福岡支店扱い：以下「乙」という。）とは、甲乙

間にて平成２７年１２月１日付で締結した包括連携協定書（以下「協定書」という。）第２条第１項及び第

２項に基づき以下のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本覚書は、協定書第２条第１項（３）「災害時における被災者への貢献や協力に関すること。」の

実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（災害時における被災者への貢献や協力の範囲） 

第２条 協定書第２条第１項（３）「災害時における被災者への貢献や協力に関すること。」の具体的内容

は福岡県内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における、甲からの要請に基づく、乙から

の飲料、食糧の供給とする。 

（要請の方法） 

第３条 前条の要請は、「災害時における飲料、食糧の供給要請書」（別紙第１号様式）をもって行うもの

とする。ただし緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交

付するものとする。 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 前条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとることとするが、災害

の影響により実現が困難な場合は、甲乙別途協議のうえ措置内容を定める。 

（飲料、食糧の引渡し） 

第５条 飲料、食糧の引渡し場所は、第３条の要請時に甲が乙と協議のうえ決定するものとし、引渡し場

所までの配達は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙による配達が困難な場合は、甲又は甲の

指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、引渡し場所に職員を派遣し、飲料、食糧を確認のうえ、これを引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 甲は、当該場所への飲料、食糧配達を、乙又は乙の指定業者が行うことを予め承諾する。 

５ 乙は、飲料、食糧の引渡しが完了した後、「飲料、食糧供給完了報告書」（別紙様式第２号）を甲に

提出するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 前条の飲料、食糧の調達及び配達に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担する。 

２ 乙が供給した飲料、食糧の価格は、災害発生時直前における市場価格を基準として甲乙協議のう

え決定する。 

（費用の支払い） 

第７条 前条第１項に係る費用は、乙からの請求後１ヶ月以内に甲又は甲の指定する地方自治体から乙

に支払うものとする。ただし、期限内の支払いができない場合は、第１０条に基づき協議を行うもの

とする。 

（連絡責任者の報告） 

第８条 甲と乙は、本覚書の成立にかかる連絡責任者を覚書締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙第

３号様式）により相手方に報告するものとし、以後、毎年度４月２０日までに当該年度の連絡責任者

を相手方に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が飲料、食糧を配達する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように手

配するものとする。 

（協議） 

第１０条 本覚書に定めのない事項、または本覚書の各条項に疑義が生じた場合については、その都度、

甲乙別途協議のうえ決定するものとする。 

（効力及び有効期間） 

第１１条 本覚書は本覚書締結日から効力を生ずる。 

２ 本覚書の有効期間は、本覚書締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了の１か月前までに

双方より本覚書を終了させる意思表示がないときは、本覚書は同一の条件でさらに１年間自動更新さ

れるものとし、以後もまた同様とする。 
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以上の合意を証するため、本書を２通作成し、以下の日付において甲乙記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

               甲 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

                 福岡県 

                 福岡県知事 

 

               乙 福岡県福岡市博多区奈良屋町１３番地１３号 

                 大塚製薬株式会社福岡支店 

                 支店長 
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別紙第１号様式 

第     号 

平成  年  月  日 

 

 

大塚製薬株式会社福岡支店長  殿 

 

  

福岡県知事 

 

 

災害時における飲料、食糧の供給要請書 

 

 

 福岡県と大塚製薬株式会社との包括連携に関する覚書に基づき、下記のとおり要請します。 

なお、本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（覚書第５条）により、速やかに報告願い

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 災害及び飲料、食糧供給を必要とする状況 

 

 

 

 

 

２ 供給を必要とする飲料、食糧の内容 

要請期日 必要とする飲料、食糧の種類 数量 物資配達先 
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別紙第２号様式 

平成  年  月  日 

 

 

福岡県知事 殿 

 

 

大塚製薬株式会社福岡支店長 

 

 

飲料、食糧供給完了報告書 

 

 

 福岡県と大塚製薬株式会社との包括連携に関する覚書第５条に基づき、当社が調達した飲料、食糧につ

いて、下記のとおり供給が完了しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 飲料、食糧供給完了内容 

引渡し日時 場 所 品目 数量 備考 
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別紙第３号様式 

 

年  月  日 

 

連 絡 責 任 者 届 

 

 【福岡県】    

   １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

ＦＡＸ番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：８時３０分～１７時４５分 

      ・休  日：土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

 

 【大塚製薬株式会社福岡支店】 

 １ 連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

   ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

携帯電話番号   

 

   ３ 勤務時間及び休日 

      ・勤務時間：  時  分～  時  分 

      ・休  日： 
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１３８ 赤十字災害救援物資の保管に関する覚書 

 

 福岡県福祉労働部（甲）と日本赤十字社福岡県支部（乙）は、県内での災害時に被災者（避難者を含む）

に迅速かつ円滑に赤十字災害救援物資（以下「救援物資」という）を供給することを目的として、乙の「救

援物資」を甲の庁舎において保管することについて合意した。 

このため、「救援物資」の保管、管理、供給方法等について、ここに覚書を交換する。 

 

（救援物資の保管） 

第１条 甲は、乙と協議のうえ指定する庁舎において、乙所有の「救援物資」を保管するものとする。 

２ 甲は、保管場所を変更する場合、事前に乙の了解を得るものとする。 

（救援物資の管理） 

第２条 災害時において被災市町村からの要請に迅速に「救援物資」を供給できるよう、甲は、日頃から

適切な維持管理に努めるものとする。 

２ 乙は、甲の管理状況を確認するため、半期に一度、乙の職員を派遣して「救援物資」の点検・確認等

（棚卸）を行うものとする。 

３ 乙が棚卸を行う場合、甲は、乙の棚卸が円滑に行われるよう立会するなど協力するものとする。 

４ 甲の管理中に事故等が発生した場合は、甲の責任において処理するものとする。 

（救援物資の被災者への供給） 

第３条 甲は、被災市町村から、救助物資の供給要請があり、甲が保管する「救援物資」を供給する必要

がある場合は、速やかに乙と協議を行い、了解を得たうえで、被災市町村へ乙の名義で「救援物資」を

供給するものとする。 

２ 乙は、県内で災害が発生し、被災市町村から救助物資の供給要請があり、甲が保管する「救援物資」

を供給する必要がある場合は、速やかに甲に連絡し、被災市町村へ「救援物資」を供給するよう要請す

るものとする。 

３ 前項の要請を受けた甲は、速やかに乙の名義で「救援物資」を被災市町村へ供給するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 「救援物資」の保管、管理、供給に係る経費負担は、次のとおりとする。 

一 第１条第１項の庁舎までの輸送に係る経費は乙の負担とする。 

二 同条第２項の保管場所を変更するための輸送に係る経費は甲の負担とする。 

三 第２条第１項の管理に係る経費は甲の負担とする。 

四 同条第２項及び第２項の棚卸、立会に係る甲・乙の職員の旅費は、甲・乙それぞれの負担とする。 

五 第３条に基づき「救援物資」を被災者へ供給するための輸送費等は原則乙の負担とする。 

ただし、県備蓄物資と併せて被災市町村に輸送する場合は甲の負担とする。 

（有効期間） 

第５条 この覚書の有効期間は締結の日から１年間とする。ただし、有効期間満了の際、甲乙蘇峰におい

て特段の問題がないときは、同一条件をもってさらに１年間更新されたものとみなし、以降同様とする。 

（協議） 

第６条 この覚書について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

この覚書が甲乙両者間に成立したことを証し、かつ、これを確守するため、この覚書を２通作成し甲乙

押印の上、各自その１通を保有するものとする。 

 

平成２６年  月  日 

 

甲 福岡県 

福祉労働部長 高 橋  敬 

 

乙 日本赤十字社福岡県支部 

支 部 長  小 川  洋 
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１３９ 風水災害時の緊急対策工事等に関する協定書 

 

 福岡県〇〇県土整備事務所（以下「事務所」という。）と、風水災害時の緊急対策工事等を実施するもの

として決定された者（以下「協定締結者」という。）は、緊急対策工事等の実施に関して、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、風水災害時において事務所が管理する道路、河川等の公共土木施設の機能を保持し、

または速やかな回復のために、協定締結者が施工する風水災害時の緊急対策工事（以下「緊急対策工事」

という。）を迅速かつ適切に実施するとともに、協定締結者の「地域防災に資する自主活動」（以下「自

主活動」という。）を推進することを目的とする。 

（対象となる災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は以下のとおりとする。 

  （１）集中豪雨等降雨による災害 

  （２）台風による災害 

  （３）高潮による災害 

  （４）地震による災害 

（対象公共土木施設） 

第３条 この協定の対象は、事務所が管理する以下の公共土木施設とする。ただし、大規模災害発生時等、

緊急やむを得ない場合は、他の事務所が管理する以下の公共施設も対象とする。 

  （１）道路 

  （２）河川 

  （３）その他、事務所が管理する公共土木施設のうち対象とすることが適当と考えられるもの 

（協定の期間） 

第４条 この協定の適用期間は、協定を締結した日から翌年５月末までとする。 

（緊急対策工事の要請） 

第５条 事務所は、対象公共土木施設において災害が発生して緊急対策工事が必要なときは、本協定に基

づいて、協定締結者に「緊急対策工事」を要請することができることとする。 

２ 協定締結者は、事務所から「緊急対策工事」の要請を受けたときは、正当な理由がない限り、これを

実施しなければならない。 

（緊急対策工事の指示） 

第６条 事務所は、協定締結者に緊急対策工事を要請するときは、工事箇所、施工内容を指示しなければ

ならない。 

２ 緊急対策工事の指示は、文書またはＦＡＸにて行う。やむを得ず、電話にて指示したときは、指示後、

速やかに文書またはＦＡＸにて指示内容を通知する。 

３ 協定締結者は、事務所から指示を受けた場合、実施の可否等を速やかに回答しなければならない。 

（緊急対策工事の内容） 

第７条 緊急対策工事の内容は、以下に定める事項とする。 

（１）崩土や倒木などの障害物の除去 

（２）法面や護岸の崩落を防止するための土壌積み 

（３）法面や堤体等への雨水浸透を防ぐための土木シートの設置及び撤去 

（４）危険箇所から公共土木施設利用者を分離させるための規制バリケード等の設置撤去 

（５）その他、事務所が必要と判断した緊急対策工事 

（緊急対策工事の実施） 

第８条 事務所は、協定締結者が「緊急対策工事」を実施するときは、その実費分の費用を負担する。 

２ 協定締結者は「緊急対策工事」を実施するときは、契約書または「緊急対策工事請書」（様式第８号）

（以下「請書」という。）を提出しなければならない。 

３ 緊急対策情事の実施に係る事項については、契約書または請書の定めによることとする。 

４ 緊急対策工事の施工に係る事項については、第６条に規定する指示のほか、「土木工事共通仕様書」及

び「土木工事施工管理の手引き」の定めによることとする。 
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（緊急対策工事の契約） 

第９条 緊急対策工事の工事金額は、１ 工事あたり５００万円未満とする。ただし、災害の状況や規模

によってはこの限りではない。 

（緊急対策工事の監督と施工） 

第１０条 事務所は、協定締結者に対して緊急対策工事を要請した場合は、当該工事の監督員を定め、施

工時の立会に努め、施工確認を行わなければならない。 

２ 協定締結者は、事務所の定めた監督員が緊急対策工事立ち会できない場合は、自ら施工場を管理して、

安全かつ適切に施工しなければならない。 

（施行者の連携） 

第１１条 協定締結者は、被災の状況や緊急対策工事の内容に応じて、施行者相互の連携を図り、互いに

補完することにより、迅速で適切な工事の施工に努めなければならない。 

（緊急対策工事の実績報告） 

第１２条 協定締結者は、緊急対策工事が完了したときは、被災状況、緊急対策工事の施工状況及び施工

実績が確認できる資料を添えて事務所に報告しなければならない。 

２ 事務所は、協定締結者から報告があったときは、検査を行い、緊急対策工事の完了を確認する。 

３ 事務所は、第２項の検査によって、緊急対策工事の施工実績と完了を確認したときは、速やかに協定

締結者に通知するものとする。 

（協定締結者の自主活動） 

第１３条 協定締結者は、第５条から第１２条に定める緊急対策工事の外に、地域防災に資する自主的な

活動（以下「自主活動」という。）に、自己の判断と責任において取り組むこととする。 

２ 協定締結者は、自主活動にあたり、当該地域の自然・社会環境、及び以下の項目を鑑み、自主活動に

関する計画を定めて事務所に提出しなければならない。なお（１）については必ず実施することとし、

（２）以下については実施を推奨するものである。 

（１）事務所が管理する公共土木施設の巡視。巡視頻度は月１回以上とする。 

（２）異常気象後で被災が予想される場合は別途巡視を実施すること。 

（３）地域防災活動への参加 

（４）防災資格の取得 

（５）その他防災に関して有効な活動 

３ 協定締結者は、２で定めた自主活動の結果を、半年ごとに提出することとし、提出月は締結した年の

１１月及び協定締結期間の最終月とする。ただし、前項（１）の巡視において事務所の管理する公共土

木施設に異常があった場合は、その都度速やかに事務所に報告しなければならない。 

４ 自主活動にかかる費用は協定締結者が負担する。 

５ 自主活動の計画及び報告にかかる書式は事務所の指定する様式にて提出することとする。 

６ 自主活動の内容については事務所協定締結者協議のうえ変更することができる。 

（安全の確保） 

第１４条 協定締結者は、緊急対策工事等の実施にあたり、施工中の二次災害や公衆災害等に十分に注意

しなければならない。 

２ 協定締結者は、前項の規定にかかわらず事故等が発生したときは、速やかに事務所に報告するととも

に、適切に対応しなければならない。 

（緊急対策工事等の対価） 

第１５条 協定締結者は、この協定に基づく緊急対策工事の施工実績に係る工事費以外の対価を求めるこ

とはできない。 

（届出事項） 

第１６条 協定締結者は、協定の締結後に、提出した応募申請書の内容と異なる状況になったときは、直

ちに事務所に文書にて届け出ければならない。 

２ 協定締結者は、協定の締結後に、この協定書の条項に定めた事項を履行することが困難となったとき

は、直ちに事務所に文書にて届け出なければならない。 

（不誠実な行為等） 

第１７条 事務所は、協定の締結後に、協定締結者が提出した応募申請書に関する疑義や不誠実な行為が

明らかになったときは、協定を破棄することができる。 
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２ 事務所は、この協定に定める各事項について、協定締結者が不誠実な行為を行ったことが明らかにな

ったときは、協定を破棄することができる。 

３ 事務所は、前条第２項に規定する届け出があったときは、協定を破棄することができる。 

（その他） 

第１８条 その他、この協定に定めのない事項で、緊急対策工事等を行ううえで必要となった事項は、事

務所及び協定締結者が協議のうえ定めることができる。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、事務所及び協定締結者が記名押印のうえ、各自

その１通を保有する。 

 

 

令和   年   月   日 

 

事 務 所 ）住 所 

福岡県〇〇県土整備事務所長      印 

氏      名 

 

 

協定締結者 ）住 所  〇□建設（株）代表取締役社長     印 

氏      名 
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１４０ 下水道管路施設に関する災害支援協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と公益社団法人日本下水道管路管理業協会（以下「乙」という。）とは、

甲が管理する下水道管路施設が自然災害等により被災した場合において、乙が行なう維持または修繕に関

する工事及びその他の支援（以下「災害支援」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲が管理する下水道管路施設が被災した際に、乙が行う災害支援に関して基本的な事

項を定め、災害等により被災した施設の早期復旧を目的とする。 

２ この協定は、下水道法（昭和 33年法律第79号）第15条の２に規定する災害時維持修繕協定である。 

（対象） 

第２条 この協定の対象となる災害支援は次のものとする。 

一 被災した下水道管路施設の緊急点検、一次調査、二次調査、緊急措置及び応急復旧に関する業務 

二 その他、甲と乙の協議により定めるもの 

（支援の要請） 

第３条 甲は、乙に災害支援を要請しようとする場合には、支援内容を明らかにした文書により行うもの

とする。ただし、緊急時等で文書によることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ

装置を用いた送信（これらの送信ができないときは、口頭又は電話）により当該要請を行うことができ

る。 

２ 前項ただし書の場合においては、甲は、事後において速やかに、乙に文書を交付するものとする。 

３ 災害支援の要請に関する連絡窓口は次のとおりとする。 

 （甲）福岡県建築都市部下水道課 

 （乙）公益社団法人日本下水道管路管理業協会九州支部福岡県部会 

４ 乙は、甲から要請を受けた際には、必要な人員、資機材等をもって要請された業務を遂行しなければ

ならない。 

（災害支援の報告） 

第４条 乙は、災害支援の全部又は一部を完了したときは、甲に対し、その内容を速やかに書面をもって

報告するものとする。 

２ 乙は、甲に対し毎年３月末時点における、本協定業務が可能な会社、提供可能な車両等の資機材及び

人員を報告するものとする。 

（下水道台帳データ） 

第５条 甲は、下水道管路施設の調査に必要な下水道台帳の図面等をＰＤＦ等の電子データとして、乙に

提供するものとする。 

２ 甲は、下水道台帳に大幅な変更、修正が生じた場合、適宜、最新のデータを乙に提供することとする。 

３ 乙は、甲から提供されたデータを適切に保管しなければならない。 

４ 乙は、甲から支援要請があった場合、支援出動する乙の会員に対し、甲から提供されたデータを開示

することができる。 

５ 支援出動した乙の会員は、甲から提供されたデータを災害支援ならびに必要な報告等以外に使用して

はならない。 

（費用の負担） 

第６条 本協定に基づき甲が乙に対し要請した業務にかかる費用は甲の負担とする。 

（広域被災） 

第７条 甲が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害

時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合には、下水道対策本部による活動を

優先する。 

（有効期間） 

第８条 本協定の有効期間は、本協定締結日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、期間満了の

３０日前までに甲乙双方またはその一方から本協定を終了させる申し出がない場合は、期間満了の翌日

から起算して１年間本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

（その他） 
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第９条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

２ 甲又は乙においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定を廃止する

ことができる。 

３ 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方への書面による

通告をもって、この協定を廃止することができる。 

 

 

本協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

 

平成29年7月10日 

 

（甲）  福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

 

福岡県知事    小川 洋    印 

 

 

（乙）  東京都千代田区岩本町２丁目５番１１号 

                   公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 

       

会長   長谷川 健司    印 
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１４１ 自然災害による下水道機械・電気設備緊急工事に関する協定書 

 

 福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本下水道施設業協会（以下「乙」という。）とは、自然

災害発生時における下水道機械・電気設備復旧のための緊急工事（以下「緊急工事」という。）に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的等） 

第１条 本協定は、甲が管理する下水道機械・電気設備の緊急工事を円滑に実施するために必要な事項を

定めることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、緊急工事を実施する必要があると認めたときは、乙に必要な協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があったときには、その要請の趣旨に従い甲に協力するものとする。 

（会員との協定） 

第３条 甲の建築都市部下水道課長は、緊急工事を円滑に実施するために、乙の会員と協議のうえ、別途

定めた協定を予め締結するものとする。 

（協定の有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、本協定締結日から平成３０年３月３１日までとする。但し、期間満了の３

０日前までに甲または乙の一方から本協定を終了させる意思表示をしないときは、期間満了の日の翌日

から起算して１年間本協定を更新するものとし、以降も同様とする。 

（その他） 

第５条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 

 

本協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

平成29年7月10日 

 

 

（甲）   福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

 

福岡県知事   小川 洋    印 

 

 

（乙）   東京都中央区新川二丁目６番１６号 

                    一般社団法人 日本下水道施設業協会 

       

会長  松木 晴雄    印 
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１４２ 福岡県・日本下水道事業団災害支援協定 

 

福岡県（以下「甲」という。）と日本下水道事業団（以下「乙」という。）とは、甲の所管する下水道施

設について災害が発生した場合において乙が行う下水道施設の維持又は修繕に関する工事その他の支援

（以下「災害支援」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的等） 

第１条 この協定は、乙が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、災害支援の円滑な実施により、災

害が生じた下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の悪化又は

公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。 

２ この協定は、下水道法（昭和 33年法律第79号）第15条の２に規定する災害時維持修繕協定である。 

（対象） 

第２条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生ずるものとする。 

一 暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他

の異常な自然現象 

二 その他甲と乙の協議により定めるもの 

２ この協定の対象となる下水道施設は、別紙のとおりとする。（以下「協定下水道施設」という。）とす

る。 

（災害支援の内容） 

第３条 乙が行う災害支援は、次に掲げるものとする。 

一 災害の状況を確認するために行う現地調査（協定下水道施設の点検を含む。） 

二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令（昭和 26 年政令第 107 号）第５条１項の規定によ

る災害報告に必要な資料の作成 

三 協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的にその機能を確

保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置その他の維持又は修繕に関する工事 

四 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成（作成のために行う現地調査を含む。）及び災

害査定への立会 

五 前各号に掲げる災害支援に附帯する支援 

（災害支援の要請） 

第４条 甲は、乙に災害支援を要請しようとする場合には、文書により行うものとする。ただし、文書に

よることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信（これらの送信が

できないときは、口頭又は電話）により当該要請を行うことができる。 

２ 前項ただし書の場合においては、甲は、事後において速やかに、乙に文書を交付するものとする。 

（災害支援の実施） 

第５条 乙は、前条の要請があったときは、その人員等に応じて可能な範囲で、第３条に規定する災害支

援を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、国土交通省九州地方整備局から災害支援の要請があったときは、そ

の人員等に応じて可能な範囲で、第３条第１号及び第２号に規定する災害支援を行うことができる。 

（災害支援の完了の報告） 

第６条 乙は、前条の規定による災害支援の全部又は一部を完了したときは、甲に対し、速やかにその内

容を報告するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 甲は、乙が行った災害支援に要した費用（第３条第１号及び第２号に規定する災害支援に要した

ものを除く。）を負担するものとする。 

２ 乙は、前項の費用として、職員の人件費及び旅費、使用した機材又は薬品の代価その他の実費に相当

する額を甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払うものとする。 

 

（廃止） 

第８条 甲又は乙においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定を廃止

することができる。 

２ 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方への書面による

通告をもって、この協定を廃止することができる。 
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（事務局） 

第９条 この協定に基づく災害支援に係る事務局は、次のとおりとする。 

一 甲の事務局 福岡県建築都市部下水道課 

二 乙の事務局 日本下水道事業団 九州総合事務所 施工管理課 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成３０年３月３１日までとする。 

 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲と乙が協議して定める。 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

    平成29年7月10日 

 

 

甲 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事    小 川  洋      印 

 

 

             乙 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

                日本下水道事業団 

                 代表者 理事長  辻 原  俊 博      印 
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１４３ 大規模災害時における交通安全施設に関する支援協定 

 

福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人福岡県交通安全施設業協会（以下「乙」という。）は、大

規模災害等が発生した場合における交通安全施設に関する支援（以下「支援」という。）について、次のと

おり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内において風水害、地震、その他福岡県災害対策本部が設置される等の大規

模な災害（以下「大規模災害等」という。）が発生し、又は発生のおそれがある場合、甲又は県土整備

部が所管する事務所等の長（（以下「事務所長等」という。）が行う応急対策工事の実施に当たり不足す

る資機材の貸与、又は緊急対策が必要な交通安全施設工事を実施し、もって道路交通等の危険防止、安

全確保に資することを目的とする。 

（支援の実施範囲） 

第２条 支援の実施範囲は、原則として福岡県県土整備部所管の施設とする。 

（支援の実施内容） 

第３条 甲又は事務所長等は、福岡県内に大規模災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合に必要と

認めるときは、乙に第２項に規定する支援を要請することができるものとする。なお、要請は原則とし

て書面によるが、緊急の場合は口頭または電話等により行い、後日速やかに書面で要請手続きを行なう

ものとする。 

２ 乙の支援は以下の事項とする。 

（１）供給可能な資機材（標示板、保安灯、防護柵、土のう等）の貸与 

（２）交通安全施設工事 

３ 乙は、甲から要請があった場合には、特別な理由がない限りこれに応ずるものとする。 

４ 乙は、前２項に定める支援を行うにあたっては、甲又は事務所長等が工事又は支援を別途要請した者

と調整し、お互いに協力しなければならない。 

５ 上記に係る手続きの詳細については、別に実施要領に定めるものとする。 

（支援の実施体制） 

第４条 甲及び乙は、緊急連絡先名簿を作成し、毎年度当初に確認するものとする。また、変更が生じた

場合も同様とする。 

２ 乙は、連絡体制表を作成し、毎年度当初に甲に提出するものとする。また、変更が生じた場合も同様

とする。 

３ 乙は、支援を早急に実施できるように予め必要な実施体制を定め、毎年度当初に甲に提出するものと

する。また、変更が生じた場合も同様とする。 

（経費の負担） 

第５条 第３条第２項に規定する支援について、同第１号に要する経費については、資機材の運搬を含め、

乙の会員が負担する。同第２号に要する経費については、甲が負担するものとする。 

（工事の契約） 

第６条 乙の会員が、第３条第２項第２号に定める工事を実施するときは、甲又は事務所長等と乙の会員

による工事請負契約を締結するものとする。また、１工事あたりの工事金額は、５００万円未満とする。

ただし、災害の状況や規模によってはこの限りではない。 

（有効期限） 

第７条 この協定は、協定を締結した日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

終了を通知しない限り継続する。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙が協議してこれを定める

ものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

平成２９年９月１１日  
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（甲）福岡県県土整備部長 

（乙） 一般社団法人 福岡県交通安全施設業協会会長 
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１４４ 大規模災害時における災害応急対策支援業務に関する協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と一般社団法人福錐会（以下「乙」という。）は、地震、風水害、その他

の大規模な災害が発生した場合における災害応急対策支援業務（以下「業務」という。）の実施に関して、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、福岡県内において地震、大雨等の自然災害及び予期できない大規模災害等が発生し、

又は発生のおそれがある場合の、応急対策の支援業務に関し、業務の実施内容等を定め、もって、被害

拡大防止と被災施設等の早期復旧に資することを目的とする。 

（業務の実施範囲） 

第２条 業務の実施範囲は、原則として福岡県県土整備部所管の施設とする。 

（業務の実施内容） 

第３条 甲又は県土整備部の所掌する事務所等の長（以下、「事務所長等」と言う。）は、福岡県内に大規

模災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合に必要と認めるときは、乙に第３項に規定する業務を

要請することができるものとする。なお、要請は原則として書面によるが、緊急の場合は口頭または電

話等により行い、後日速やかに書面で要請手続きを行なうものとする。 

２ この協定でいう大規模災害時とは、地震、風水害、その他、福岡県災害対策本部が設置されるなど、

大規模な災害が発生した時をいう。 

３ 乙の業務は以下の事項とする。 

（１）道路のり面等の被害状況調査 

（２）技術的な助言・提案 

４ 乙は、甲から要請があった場合には、特別な理由がない限りこれに応ずるものとする。 

５ 乙は、前３項に定める業務を行うに当たっては、甲又は事務所長等が工事又は支援を別途要請した者

と調整し、お互いに協力しなければならない。 

６ 上記に係る手順の詳細については、別に実施要領に定めるものとする。 

（乙の社会貢献活動としての支援協力） 

第４条 乙及び乙の会員は、大規模災害に備えた社会貢献活動の一環として、自己の判断と責任において

支援協力を行う。この支援協力にかかる経費については、乙及び乙の会員の負担とする。 

（業務の実施体制） 

第５条 甲及び乙は、緊急連絡先名簿を作成し、毎年度当初に確認するものとする。また、変更が生じた

場合も同様とする。 

２ 乙は、連絡体制表を作成し、毎年度当初に甲に提出するものとする。また、変更が生じた場合も同様

とする。 

３ 乙は、業務を早急に実施できるように予め必要な実施体制を定め、毎年度当初に甲に提出するものと

する。また、変更が生じた場合も同様とする。 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する業務に要する費用のうち、同条第３項第１号については、甲が経費を負担する。

同条同項第２号については、乙の会員が負担するものとする。 

（業務の契約） 

第７条 乙の会員が、甲が経費を負担する業務を実施するときは、甲と乙の会員による業務委託契約を締

結するものとする。 

（災害補償） 

第８条 第４条に規定する支援業務に従事した者が、支援協力の従事中において負傷し、又は疾病にかか

り若しくは死亡した場合の災害補償については、業務従事者の使用者としての乙の会員の責任において

行うものとする。 

 

（有効期限） 

第９条 この協定は、協定を締結した日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

終了を通知しない限り継続する。 
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（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙が協議してこれを定め

るものとする。 

 

この協定の証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

平成２８年８月９日  

 

（甲） 福 岡 県  県 土 整 備 部 長   

 

（乙） 一般社団法人 福錐会会長 
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１４５ 福岡県災害時多言語支援センターの設置・運営に係る協定書 

 

福岡県（以下「甲」という。）と（公財）福岡県国際交流センター（以下「乙」という。）は福岡県災害

対策本部が設置される災害時（以下「災害時」という。）において、在住外国人への被害を軽減するために

設置する福岡県災害時多言語支援センター（以下「支援センター」という。）に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害時に在住外国人支援の取組みを行うため、支援センターの役割、設置及び運営

等について必要な事項を定めるものとする。 

（支援センターの役割） 

第２条 支援センターの役割は、以下のとおりとする。 

（１）被災市町村の外国人対応に係る通訳・翻訳等の支援 

（２）多言語による災害関連情報の提供 

（支援センターの設置） 

第３条 支援センターは、乙の事務所内（福岡県福岡市中央区天神一丁目１番１号）に設置する。 

２ 支援センターの閉鎖は、被災地における状況を勘案し、甲乙が協議の上、行うこととする。 

（支援センターの運営） 

第４条 支援センターの運営は、甲乙が共同して行う。 

２ 甲乙は、必要に応じて、県内外の自治体や国際交流協会等の民間団体に対して、通訳・翻訳等の協力

を依頼することができる。 

（経費負担） 

第５条 第２条に規定する取組みによって生じた経費は、甲乙が協議の上、負担する。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める内容に疑義が生じた事項については、甲乙が協

議の上、決定するものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の１月前までに甲又は乙

から解約の申出がないときは、なお１年間効力を有するものとし、以後同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙署名の上、各自１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年４月１６日 

 

    甲 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

      福岡県知事  小川 洋 

 

 

    乙 福岡県福岡市中央区天神一丁目１番１号 

      公益財団法人福岡県国際交流センター 

      理事長    藤永 憲一 
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１４６ 災害に係る情報発信等に関する協定 

 

福岡県およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり

協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第1条（本協定の目的） 

本協定は、福岡県内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、福岡県が福岡県民

に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ福岡県の行政機能の低下を軽減させるため、福岡県とヤフ

ーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

 

第2条（本協定における取組み） 

1. 本協定における取組みの内容は次の中から、福岡県およびヤフーの両者の協議により具体的な内容お

よび方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

(1) ヤフーが、福岡県の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、福岡県

の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供する

こと。 

(2) 福岡県が、福岡県内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時

からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(3) 福岡県が、福岡県内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの

情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

2. 福岡県およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびそ

の担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するもの

とする。 

3. 第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、福岡県およびヤフーは、両者で適

宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 

第3条（費用） 

前条に基づく福岡県およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれ

の対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

第4条（情報の周知） 

ヤフーは、福岡県から提供を受ける情報について、福岡県が特段の留保を付さない限り、本協定の目

的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス

上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的

以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

第5条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、福岡県およびヤフーは、その時期、方法およ

び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 
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第6条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当

事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさら

に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第7条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、福岡県およびヤフーは、

誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書 2通を作成し、福岡県とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。 

 

令和２年５月２５日 

 

福岡県：福岡県福岡市博多区東公園 7番7号 

   福岡県 

   福岡県知事 小 川 洋 

     

ヤフー：東京都千代田区紀尾井町 1番3号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 川 邊 健 太 郎 

 

 

 


